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 視覚障害者を取り巻く周辺事情は、福祉の面でも、また情報環境の面でも大きく変化し

ています。 

 平成１８年４月施行の障害者自立支援法では、視覚障害者の大きな不自由である“移動”

と“文字の読み書き”の保障をするための制度として、地域生活支援事業に「移動支援」

と「コミュニケーション支援」が位置づけられました。「情報の８０％が視覚による」とも

言われるように、視覚障害者は情報とコミュニケーションにおいて重大な不自由を感じて

おり、早急な支援システムの構築が望まれているのです。 

地域生活支援事業の事業内容には、市町村が必ず実施しなければならない必須事業とし

て、①相談支援事業、②コミュニケーション支援事業、③移動支援事業、④日常生活用具

の給付等、⑤地域活動支援センター等事業の５つが位置づけられています。このように「コ

ミュニケーション支援事業」はこの５つある必須事業の一つであり、従来からの情報提供

事業に加えて、障害者とその他の人との意思疎通の円滑化を図ることを目的としています。 

こうした動きは、２００６年１２月に国連総会において採択され、翌年の９月に日本も署

名した「障害者の権利条約」や、２００７年１２月末に内閣府から出された障害者基本計

画「後期５ヵ年重点施策」において障害者や高齢者への情報・コミュニケーション支援の

重要性がはっきりと示されたことと連動していると考えられます。 

 例えば、障害者権利条約では、「意思疎通の不自由解消の保障」（第２条 定義）、「テレ

ビジョン番組、映画、演劇その他の文化的な活動を享受することの保障」を含む「文化的

な生活、レクリエーション、余暇およびスポーツへの参加」（第３０条）があります。 

 「後期５カ年重点施策」においては、「情報バリアフリー化の推進」、「社会参加を支援す

る情報支援システムの開発普及」、「情報提供の充実」、「コミュニケーション支援体制の充

実」等１９項目にわたってその理念がうたわれているのです。また、全体の基本方針は、

「ＩＴの活用により、障害者の個々の能力を引き出し、自立と社会参加を支援することと、

障害特性に対応した情報提供の工夫を図り、障害によりデジタルデバイドが生じないよう

にするための施策を積極的に推進する」とあります。 

 このような背景の下に本調査事業が行われました。その中では、視覚障害者が生活情報

をはじめとする各種情報入手手段としてＩＣＴをどのように使っているか、使えないでい

るか、それは何故かを知る上で重要な示唆を与えてくれるものになりました。 

 全国それぞれの地域では、当会加盟施設団体を中心に、視覚障害者のためのコミュニケ

ーション支援、移動支援、パソコン支援、図書情報の配信など、様々なサービスが予算と

人材確保が厳しい環境の中で実施されていますが、地域での生活の場面で視覚障害者が出

会うであろう教育・福祉・医療・就労等の必須な情報でさえきわめて乏しい状況であるこ

とも明らかとなりました。私たち視覚障害者情報提供施設や地元の公共図書館の役割も改

めて考えて見る必要がありそうです。 

 ＩＴ革命による通信速度のスピード化により、今日ブロードバンドは全世帯の３６．２％

に普及したにも関わらず、視覚障害者への情報提供事業では、ＩＣＴネットワークの活用

はいまだ試みの段階と言える状況ですが、この問題については、情報提供側の力量不足だ

けではなく、障害者自身の高齢化、技術習得の場の不足から来る障害者自身のＩＣＴリテ



 

ラシーの不足が起因するとも考えられます。障害者がＩＣＴを利活用しようとする場合に

は、障害の内容や程度に応じて、支援機器やソフト、支持具等の作業環境も含めた総合的

な調整を行う等の支援を得る必要がありますが、その担い手となる人材の資質や人数の不

足等に起因して十分な支援が得られていない現状が生じています。 

 平成１６年度から総務省を中心に厚生労働省も参加して、障害者がＩＣＴを利活用する

に当り、身近な地域で信頼できる十分な支援が得られるよう、障害者のＩＣＴ利活用を支

援する人材に求められる資質の向上と育成の方策を検討し、地域における障害者のＩＣＴ

利活用支援の体制のモデルを確立することを目的として研究会を設置し、改善策が検討さ

れています。当会としても本調査の分析から、視覚障害者ニーズを踏まえた具体的な提言

を行政各機関にも示していきたいと思います。 

 本調査事業に関わっていただいた諸氏には本来業務を抱えたお忙しい中、効率的かつ熱

心な検討を進めていただき、本報告書作成にまでこぎつけていただいたことに心からの感

謝を申し述べます。また、平成１９年度は当会が内閣府からバリアフリー推進賞をいただ

いた年であり、社会的役割がますます期待されてくる今、今後の当会加盟施設の進むべき

方向への指針を与えていただきましたことに、会員一同厚く感謝を申し上げます。 



 

「視覚障害者に対する新たな情報提供システムに関する研究」について 
 

１．目的 

パソコンや携帯電話利用の有無を問わず、視覚に障害があることによって生じている「情

報格差」を、ＩＣＴの活用（＝デジタル情報の活用）により解消する新たなシステムを研

究し、提案する。 

新たなシステムとは、視覚障害者が利用しやすい情報環境を整備することである。 

視覚障害者が自らデジタル情報を選択し、自ら選んだ機器で情報を入手できる仕組みであ

る。 

※ＩＣＴ（Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ ａｎｄ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ Ｔｅｃｈｎ

ｏｌｏｇｙ）＝情報通信技術 

 

２．委員会設置 

●設置目的： 

本システムを検討し、未来のビジョンを描くために、機器開発、著作権、ネットワーク

の専門家、学識経験者が参加する委員会を設置した。 

また、討議や調査・研究を効率的に進めるために作業委員会、及び事務局を設置した。 

 

●委員構成：敬称略 

＜委員会＞ 

  石川 准 （静岡県立大学 教授） 

  久保田 裕（社団法人コンピュ－タソフトウェア著作権協会 専務理事） 

  井上 浩 （株式会社ネットワーク応用通信研究所 代表取締役） 

  後藤 健市（全国視覚障害者情報提供施設協会 副理事長）     計４名 

 

＜作業委員会＞ 

  立花 明彦（静岡県立大学短期大学部 准教授） 

  三輪 利春（特定非営利活動法人プロジェクトゆうあい 理事長） 

  田中 隆一（特定非営利活動法人プロジェクトゆうあい 事務局長） 計３名 

 

＜事務局＞ 

  大谷 辰夫 （株式会社ネットワーク応用通信研究所 取締役） 

  藤川 かおり（ＹＥＳ企画室）                  計２名 

 

＜オブザーバー＞ 

  厚生労働省、総務省 

 

●委員会の開催：（開催日と内容） 

・第１回 ２００７年８月３日 

研究の目的と新システムの概要説明と討議 

・第２回 ２００７年１０月１９日 

各調査も含めた中間報告（１０月１１日全国視覚障害者情報提供施設大会千葉大会にて

研究経過を発表）と討議 

・第３回 ２００８年２月２２日 

各調査の分析や本研究のまとめについて報告と討議 



 

・第４回 ２００８年３月１１日 

第３回委員会での討議内容を踏まえた最終確認 

※作業委員会は、２００７年８月３日、８月３０日、１０月１９日、１２月４日、 

２００８年１月２２日、３月２８日の計６回開催した。 

その他、必要に応じてスカイプを活用し打合せを行った。 

 

３．情報収集活動 

●目的： 

視覚障害者に関わる研究者、大学関係者、ユニバーサルデザインを推進している企業の

関係者を訪問し、専門分野についての情報を入手するとともに、新システムに関する意見

交換を行った。 

 

●活動：（訪問日、訪問先、訪問目的の順に記載。本研究の概要説明と意見交換は全ての

訪問先にて実施した。） 

 

・第１回 ２００７年８月２９日、３０日 

①独立行政法人 国立特別支援教育総合研究所 教育支援研究部 渡辺 哲也氏 

１．「視覚障害者のパソコン・インターネット・携帯電話利用状況調査２００７」に

ついて 

２．漢字詳細読み研究における視覚障害者と「漢字」の考察について 

②富士通株式会社 総合デザインセンター  

ユーザー・エクスペリエンスデザイン部 杉妻 謙氏 

１．富士通アクセシビリティ・アシスタンスについて 

③株式会社カルディア 代表取締役 吉本 正洋氏  

１．視覚障害と漢字について 

・第２回 ２００７年１０月２日、１０月２９日 

④ＫＤＤＩ株式会社 本社 

１．視覚障害者、全国視覚障害者情報提供施設協会の現状について 

２．携帯電話への期待について 

・第３回 ２００７年１０月３日 

⑤株式会社リブネット 代表取締役 谷口 とよ美氏 

システム担当リーダー 平本 喜博氏、システム担当チーフ 清水 一也氏 

１．全国視覚障害者情報提供施設協会の活動や仕組みについて 

２．リブネット提供の図書システムについて 

・第４回 ２００７年１１月２日  

⑥サイトワールド２００７すみだ産業会館 サンライズホール 

１．視覚障害者用ＩＣＴ機器の調査と各種情報収集 

・第５回 ２００７年１１月１９日 

⑦両備システムソリューションズ ソリューション部ＩＴ技術グループ  

チーフマネージャー 下田 雅彦氏、ソリューション部部長 林 明倫氏   

１．Ｖｉｓｏｌｖｅについて 

色覚障害の方々などを対象に見やすい色に変換するソフトウエアの調査 

・第６回 ２００７年１２月１９日、２０日 

⑧日本アイ・ビー・エム株式会社 東京基礎研究所  

アクセシビリティ・リサーチ 浅川 智恵子氏、高木 啓伸氏 



 

１．開発中のアプリケーション及びシステムについて  

２．今後のアクセシビリティの取組について 

⑨愛媛大学 総合情報メディアセンター情報基礎部門 准教授 村田 健史氏 

１．開発中のアプリケーション及びシステムについて  

２．今後のアクセシビリティの取組について 

・第７回 ２００８年１月２３日 

⑩筑波技術大学 障害者高等教育研究支援センター 教授 長岡 英司氏 

１．筑波技術大学での活動について 

２．開発を期待するＩＣＴ情報機器や情報提供のあり方について 

 

４．視覚障害当事者との意見交換 

＜ヒアリング＞ 

開催日：２００８年２月２９日 

参加者：筑波大学理療科教員養成施設 学生 ３名 

内容：情報入手、情報機器の現状と課題等について 

 

＜座談会＞ 

  開催日：２００８年３月９日 

  参加者：施設職員、大学講師、会社員、フリーランス ４名 

  内容：情報入手、情報機器の現状と課題等について 

 

５．調査（概要） 

●視覚障害者ニーズ調査： 

・期間：２００７年９月４日～９月１８日 

・対象者：全国視覚障害者情報提供施設協会加盟の施設・団体利用登録者で４０歳以上の人 

・調査方法：９２施設・団体に質問紙をメール、またはファックスし、各施設・団体の職

員等が電話、及び対面で利用者に聞き取りを行った。 

・回答方法：メール（テキスト版、ワード版、エクセル版）、ファックス、郵送、いずれも可とし

た。 

 

●国内 視覚障害者向けＩＣＴ情報機器調査 

・期間：２００７年９月４日～９月１４日（最終回答：２００８年１月３１日） 

・対象：視覚障害者情報機器やソフトのメーカー及び販売店など４２社と１団体、１個人 

・調査方法：メールにて調査票（エクセル）を送受信した。 

 

●国内 視覚障害者向けＩＣＴネットワーク調査 

・期間：２００７年９月２２日～１０月４日（最終回答：２００８年１月９日） 

・対象：８団体、１個人 

・調査方法：メールにて調査票（エクセル）を送受信した。 

 

一般と国外の調査は、インターネット上の情報の収集、及び関係者へのヒアリング等で

行った。 
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報告書 凡例 
 

○視覚障害者数は「平成１８年身体障害児・者実態調査」結果を参考にしている。 

（「１２．７％が点字を使用」との結果により、点字使用者は視覚障害者約３１万人×

１２．７％＝約３９，０００人とした。） 

ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍｈｌｗ．ｇｏ．ｊｐ／ｔｏｕｋｅｉ／ｓａｉｋｉｎ／ｈｗ／ 

ｓｈｉｎｔａｉ／０６／ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍｌ 

○年号は西暦で統一しているが、参考資料が和暦の場合は和暦としている。 

○本報告書では視覚障害者情報提供施設は当協会加盟施設・団体を示している。 

○本報告書は本編と資料編の２部構成である。 



 

 
第１部  
 
視覚障害者の情報環境の現状 
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第１章 視覚障害者とデジタル情報 
 情報通信技術（＝ＩＣＴ）の進歩により、社会の情報化が進展し、今日ではインターネ

ットを通じて様々なデジタル情報の入手と提供ができるようになった。このデジタル情報

は視覚障害者が直接アクセスできる情報ではあるものの、十分に活用できる情報環境には

なっていない。 

本章では、視覚障害者とデジタル情報の関りについて記述する。 

 

１－１．情報源の変化 

視覚障害者はどのような媒体で情報を得ているのであろうか。 

平成１６年度に社会福祉法人日本盲人会連合とＮＰＯ法人ＣＳ障害者統一機構並びに当

協会が実施した「視覚障害者向け解説（副音声）放送開発に関する調査・研究事業」の報

告書によると、視覚障害者の主な情報源はテレビ(９２．１％)、ラジオ(８３．４％)、家

族／友人(５６．９％)、点字・音声情報誌(４９．８％)、インターネット(３９．０％)、

新聞(１８．３％)、その他(１１．９％)の順であった（複数回答）。この結果によると、主

な情報源のトップはテレビであるが、そのテレビが今大きな変化を迎えている。 

テレビ放送は、２０１１年７月２４日までにアナログテレビ放送が終了し、デジタルテ

レビ放送に移行する。また、インターネットラジオというデジタル放送が２００５年に米

国から上陸し、拡大を続けている。以上のように、情報は「アナログ」から「デジタル」

へと着々と移行している。 

テレビのデジタル化は、静止画像や文字情報などのデジタル情報をテレビの電波に載せ

て流すデータ放送を可能にした。その結果、リモコンのボタンを押すだけで、ニュース、

天気予報、交通情報、料理番組などをいつでも好きな時間に視聴でき、さらに、インター

ネットを介して、テレビのデジタル情報をパソコン等にダウンロードすることもできる。 

デジタルチューナーなどのデジタル放送受信機に電話やインターネットの回線を接続す

ることで、「双方向サービス」を楽しむことが可能となり、クイズやアンケートに答えたり

と、視聴者参加型の番組に、家にいながら参加することも可能になる。また、１つの放送

局から映像や音声などの複数のデータを同時に送ることができるので解説放送番組を充実

させることもできる。このように「デジタル」への移行により、テレビは「見る、聴く」

から「使う」へと変化している。 

では、期待する解説放送番組数はどのように変化するのか。 

平成１９年１２月に内閣府が策定した「重点施策実施５か年計画」（平成２０年～２４年

度までの後期５年間に重点的に取り組むべき課題について数値目標などを定めたもの）に

よると、平成１８年度の総放送時間に占める解説放送時間の割合はＮＨＫ総合３．７％、

ＮＨＫ教育８．８％、日本テレビなどの在京キー５局平均０．３％であった。平成２９年

度（２０１７年度）までに、対象放送番組（権利処理上の理由などにより、解説を付すこ

とができない番組を除く７時から２４時までの番組）に占める解説放送時間の割合を、Ｎ

ＨＫ総合及び在京キー５局等１０％、ＮＨＫ教育１５％に上げることを目標としているが、

この目標数字では、解説放送番組が充実するとはいえない。また、解説放送番組の数の不

足だけでなく、デジタル放送対応のテレビのリモコンの操作性、初期設定の困難さなど、

視覚障害者がデジタル放送の恩恵を享受するには解決急務の課題が山積している。 

デジタル放送が提供する豊富な機能や情報を視覚障害者が操作・取得するための研究は

各方面で進められているが、まずは基本的な操作課題を解決する技術的な対応が望まれる。 
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１－２．デジタル情報の利用 

「いつでも、どこでも、だれでも」情報を得ることを可能にするデジタル情報は、パソ

コン、携帯電話、ＰＤＡ（個人用の携帯情報端末）、ゲーム機などインターネットの利用機

能を持つ機器であれば、どれを用いても入手可能である。また、ＣＤやＳＤカードなどに

保存されたデジタル情報を利用すればインターネットに接続していない状態でも情報入手

ができる。 

視覚障害者にとって、最も身近なデジタル情報としてはＤＡＩＳＹ図書がある。 

著作権法の第三十七条が改正され、「録音図書の自動公衆送信」が２００７年７月１日か

ら認められた。これによって、インターネットを利用したＤＡＩＳＹ図書の配信が可能と

なり、読みたいＤＡＩＳＹ図書を、読みたい時に読めるようになった。また、携帯電話や

ＰＤＡなどにＤＡＩＳＹ図書再生機能が付加されていれば、好みの機器で自由に読書する

ことも可能となる。 

平成１９年版「情報通信白書」によると、平成１８年のインターネット人口は８，７５

４万人、普及率は６８．５％である。インターネット利用者の内、パソコン利用者数は８，

０５５万人、携帯電話及び携帯情報端末利用者は７，０８６万人、パソコンと携帯電話・

ＰＨＳの両方の利用数は６，０９９万人となっている。その他、ゲーム機などでの利用が

ある。 

総務省「ｕ-Ｊａｐａｎ政策目標」では、平成２２年（２０１０年）までにブロードバン

ド普及率１００％、すなわち高速インターネット普及率１００％を目指している。 

また、国連貿易開発会議では、２００８年度版の情報経済報告で先進国の携帯電話普及

率が２００８年に一人一台を超えると予想している。 
一般社会ではインターネットを介したデジタル情報を活用し、ホームページやブログの

開設、情報収集、電子メール、スカイプ電話、ソーシャルネットワーキングサービス（ミ

クシィなど）、ネットショッピング、ネットバンキング、ネット証券、読書など、仕事や

生活に密着した活動がなされている。 
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１－３．情報格差 

 

１－３－１．インターネット、パソコンの利用 

国民の約７割が利用しているインターネットの恩恵を視覚障害者は得られているのか。 

インターネットを介して得られるデジタル情報は、墨字（活字）を読むことが難しい視

覚障害者にとって、点訳・音訳などの中間的な作業を要することなく、直接的、且つタイ

ムリーに情報を入手できる有効な手段である。また、外出が容易ではない視覚障害者にと

って、自宅で情報を得る重要性は高い。しかし、そのインターネットの代表的なアプリケ

ーションであるホームページ（ウェブページ）は、「代替テキストの情報が不十分」「キー

ボードで操作ができないボタンがある」といったアクセシビリティの対応が十分なされて

おらず、「音声」による情報取得への配慮に欠けているページが多い。これでは、全国民に

対して情報保障がされているとはいえず、特に視覚障害者はインターネットの恩恵を十分

には得られていない状況にある。 

視覚障害者のインターネット普及率は、平成１５年に総務省情報通信政策研究所が実施

した「障がいのある方々のインターネット等の利用に関する調査」によると視覚障害者の

パソコン利用率は７５．５％、インターネット利用率は６９．７％で、普及率は前節の６

８．５％よりも高い数字を示している。これは、情報を得る手段としてのインターネット

の重要性・必要性・期待度が、視覚に障害のない人より高いともいえる数字である。 

この調査の対象は東京都内の１６歳以上４９歳以下と限定されているが、本研究で、各

地域の視覚障害者情報提供施設を利用している４０歳以上の視覚障害者を対象に実施した

「視覚障害者ニーズ調査」のパソコン保有率が６３．５％（詳しくは２－１参照）であっ

たことを合わせて考えると、視覚障害者においても、年齢を問わず、パソコンが普及して

きていることがわかる。 

では、実際のパソコン利用者数はどうか。本研究の「視覚障害者向けＩＣＴ情報機器調

査」では、Ｗｉｎｄｏｗｓ画面読上げソフト（以後、スクリーンリーダーと記す）の販売

数は約２６，０００本であった。これは自治体等の購入も含んでいる数字ではあるが、ス

クリーンリーダー利用者＝音声利用者の数の目安にはなると考えると、視覚障害者約３１

万人の８．４％となる。なお、この数字には拡大利用者（拡大ソフトやＷｉｎｄｏｗｓの

ユーザー補助機能である拡大鏡を用いてのパソコン利用者）の数字は含まれていないこと

はご留意いただきたい。 

パソコン利用者は「情報取得」に積極的であり、調査にも積極的に協力する傾向がある

ため、それが本調査の普及率・保有率の高い数値に影響している可能性が否めない。但し、

調査に協力しない＝情報取得に消極的という判断にはならない。 

 

 

１－３－２．ウェブアクセシビリティの取り組み 

２００４年６月、日本工業規格であるＪＩＳ Ｘ８３４１-３「高齢者・障害者等配慮設

置設計指針―情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス－第３部：ウェブコンテ

ンツ」が制定された。 

これは、主に高齢者、障害のある人が、ウェブコンテンツを利用する時の情報アクセシ

ビリティを確保し、向上させることを目的としている。 

２００４年７月、富士通株式会社は診断ツール「アクセシビリティ・アシスタンス」 

（ｈｔｔｐ：／／ｊｐ.ｆｕｊｉｔｓｕ.ｃｏｍ／ａｂｏｕｔ／ｄｅｓｉｇｎ／ｕｄ／ａｓ

ｓｉｓｔａｎｃｅ／）（ホームページが高齢者、視覚障害者や色覚障害者に読みやすいかを

診断するソフトウェア）の無償ダウンロード提供を始め、２００８年２月末でダウンロー
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ド数が２０万本に達している。 

２００５年１２月、総務省は「みんなの公共サイト運用モデル」を策定し公表した。 

本モデルは地方公共団体等で活用できる各種手順書やワークシートからなり、総務省が

開催する地方公共団体を対象としたセミナー等で活用されており、本モデルの普及促進を

通して、地方公共団体がアクセシブルなホームページを作成することを支援している。 

現在、官・民において、ウェブアクセシビリティを確保するための努力が行われている

が、２００８年９月の報道資料「地方公共団体におけるホームページ等ウェブアクセシビ

リティに関するアンケート結果の概要」（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ.ｓｏｕｍｕ.ｇｏ.ｊｐ／

ｓ-ｎｅｗｓ／２００７／０７０９０７_３.ｈｔｍｌ）によると、「アクセシビリティ向上

のための取組全体では６割強の地方公共団体で「既に十分取り組んでいる」または「まだ

不十分で、今後更に進める予定」と回答しているものの、人口５千人未満の地方公共団体

では、２５．４％の地方公共団体が「取り組んでおらず、今後も取組予定なし」と回答し

ている。 

また、日経パソコンが２００６年４月４日～５月２２日実施した「企業サイト ユーザ

ビリティーランキング２００６」では、国内の主要企業１２０社のホームページを日経パ

ソコンが策定した６４個の調査項目（サイトの基本構造、基本的な操作性、画像・動画・

音声の把握しやすさなどで、アクセシビリティに関するものは、ＪＩＳ Ｘ８３４１－３を

踏まえている）の対応度を調べた結果、高齢者や身体障害者に対する配慮などの点で、取

り組みが不十分な企業サイトの多いことが明らかになった。例えば、文字の大きさを変え

られるようにしているサイトは１８．３％しかなかった。実際、ショッピングなど一般的

なホームページはまだウェブアクセシビリティの配慮が十分ではない。 

米国では、視覚障害者団体がアクセスできないホームページ提供元を提訴し、和解によ

り改善された例などがある。 

このようなウェブアクセシビリティの課題だけでなく、視覚障害者は、金銭的負担、パ

ソコン操作の困難さ、サポートの不足などの課題も抱えているため、インターネット利用

における情報格差は拡大している。 
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１－４．視覚障害者への情報提供 

視覚障害者情報提供施設では、インターネットを介した情報提供として、「ないーぶネ

ット」や「びぶりおネット」での「図書情報」や「図書データ」の提供を行うだけではな

く、個々の施設でインターネットを介した情報提供サービスを独自に行い始めている。 

 

（１）ホームページを開設（５４施設）。 

（２）メーリングリストやメールマガジンにより、図書や視覚障害者関連情報を直接提

供。一部の施設を紹介する。 

●メーリングリスト登録数 

福島県点字図書館：４９名 

新潟県点字図書館：１１４名        （２００７年９月末調べ）  

●メールマガジン登録数 

名古屋盲人情報文化センター：２５０名   （２００７年９月末調べ） 

日本ライトハウス エンジョイ！グッズサロン 

独自のメールマガジン：１２０名  

「まぐまぐ」など、登録すれば誰もが無料で利用できるメールマガジン： 

６０６名               （２００８年２月末調べ） 

（３）視覚障害者生活情報センターぎふは、携帯電話で点字図書などを検索できるサ

ービスを開始。  

 

これらのサービスは、ＩＣＴ技術やデジタル情報の活用によって、視覚障害者への情報

提供環境を向上させる一例である。 

 

視覚障害者情報提供施設がこれまで提供していた点訳・音訳図書に、インターネットか

ら入手可能なさまざまな情報＝福祉情報、図書情報、交通情報、就労情報、商品情報、金

融情報、レジャー情報、新聞記事（全国紙）を加えていく必要がある。 

さらには、インターネットやパソコン利用の有無を問わず、視覚障害者が求める情報を

提供する仕組みが必要となる。
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１－５．まとめ 

ＩＣＴの代表格であるインターネットは、今や社会の基本インフラであり、多くの人に

とって必要不可欠な存在となっている。しかし、その一方で、インターネット上の情報に

アクセスできない視覚障害者が多数存在することが問題である。また、アクセスできても、

十分な情報保障がされている状況にはない。 

現在は、動画などのグラフィカルな情報が増加傾向にあり、視覚情報を入手できる人と

そうでない人との情報格差はさらに拡大しているといえる。このことが「生活の不便」だ

けでなく、「生活の不安」につながることが懸念される。 

 

「情報」を得るということは、「安心」を得ることであり、「社会参加」であり、「自己実

現」のためのきっかけでもあり、ＱＯＬ（生活の質）の向上につながる行為だといえる。 

視覚障害者自身が、必要な情報を得るために機器やソフトの操作の習得をすることや、

生活の中で独自に工夫をすることも必要だが、より優れた機器やソフトの開発も重要であ

り、社会的・組織的な支援の仕組みが不可欠である。 

 

インターネット上の情報だけではなく、「紙媒体」の情報もデータ化することによってデ

ジタル情報になる。 

１－２の「デジタル情報の利用」で記述したようにデジタル情報は「いつでも、どこで

も、だれでも」情報を得ることを可能にする。従って、視覚に障害があることにより生じ

ている「情報格差」を解決する手段としてデジタル情報の利活用が有効である。デジタル

情報の利活用のためには、ＩＣＴを用いたシステム的な仕組みとマンパワーを融合させた

包括的な仕組みが必要となる。 

視覚障害者情報提供施設は、ボランティアと共に、また視覚障害当事者との会話を通し

て、サービスを提供してきた施設である。それは、大きな資源であり、ノウハウであり、

「会話（コミュニケーション）」の力が、ＩＣＴを用いた仕組みを更に豊かなものにしてい

くと確信している。 

また、この仕組みを考える上で、視覚障害者がどのような情報を必要としているのか、

必要としていないのかという当事者のニーズを正確に把握することが必須である。 
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第２章 視覚障害者の情報環境に関する調査 
視覚障害者の情報環境をソフト、ハード面において把握するためにニーズ調査、ＩＣＴ

情報機器調査、ＩＣＴネットワーク調査を実施した。 

本章では、各調査の結果を詳しく記述する。  

 

２－１．視覚障害者ニーズ調査 

（視覚障害者の情報入手手段、ならびに求められる情報の内容に関する調査） 

本節は、他節より詳細な項目に分けて記述しているため、項目番号を一部変更し、２－１

を「Ｎ」として省略表示することとした。（記述内容は下記の詳細目次の通り。） 

  

詳細目次 

 

Ｎ１．調査の目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 

Ｎ２．手続き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９ 

 （１）調査対象 

 （２）方 法 

 （３）調査内容の作成手続き 

 （４）調査内容 

 （５）調査期間 

Ｎ３．結果と考察・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０ 

Ｎ３－１．調査票の回収状況と対象者の概要・・・・・・・・・・・・・１０ 

Ｎ３－２．ＩＣＴ機器の所有状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１ 

  Ｎ３－２－１．パソコンの所有状況・・・・・・・・・・・・・・・・１１ 

  Ｎ３－２－２．その他の機器の所有状況・・・・・・・・・・・・・・１１ 

 Ｎ３－３．パソコンの活用状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３ 

  Ｎ３－３－１．パソコンの利用目的・・・・・・・・・・・・・・・・１３ 

  Ｎ３－３－２．ないーぶネットの利用状況・・・・・・・・・・・・・１３ 

  Ｎ３－３－３．びぶりおネットの利用状況・・・・・・・・・・・・・１４ 

 Ｎ３－４．必要とする生活情報の入手法・・・・・・・・・・・・・・・１４ 

 Ｎ３－５．情報の不足・入手困難を感じる分野・・・・・・・・・・・・１５ 

 Ｎ３－６．自由意見・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５ 

Ｎ４．まとめ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６ 

【注】 

グラフ 
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Ｎ１．調査の目的 

 

 日本図書館協会の出版物に『理想の公共図書館サービスのために ―― ＩＦＬＡ ／ Ｕ

ＮＥＳＣＯガイドライン』がある（*１）。その第３章の見出しは「図書館利用者の情報ニ

ーズを満足させること」とあり、公共図書館サービスを効果的に提供しようとする場合の

重要な諸要素を示していて興味深い。 

 ・潜在的利用者についてよく知ること。 

 ・利用者の情報ニーズを分析すること。 

 ・いろいろな団体や個人を対象に図書館サービスを展開すること。 

 ・図書館利用者の保護に関する方針を導入すること。 

 ・図書館利用者教育を推進すること。 

 ・他の諸機関と協力し、図書館資源を共有すること。 

 ・電子ネットワークを整備すること。 

 ・図書館サービスへのアクセスを確保すること。 

 ・図書館の建物を提供し、利用に供すること。 

 以上の九つがそれである。 

 ところで、視覚障害者情報提供施設は「図書館」なる語を用いてはいないが、その本質

的な機能は図書館である。館種としては専門図書館に位置づけられるものの、サービスを

効果的に提供しようとすれば、上に記した項目のほとんどは検討し、実施せねばならない。

そのような思いからこれらを眺めると、視覚障害者情報提供施設は従来、その機能を発揮

するうえで怠ってきた事柄がいくつかあることは否めない。特に「潜在的利用者について

よく知ること」「利用者の情報ニーズを分析すること」「図書館利用者教育を推進すること」

の三つは、視覚障害者情報提供施設にとって弱点である。つまり、日々の業務の遂行によ

って利用者を知り、サービスを行なっているかもしれないが、それはあくまで「知ってい

るつもり」で、実はそのサービスの根拠となるデータなどはほとんど持ち合わせていない。

これまで館界では施設のあり方やサービスの内容、ネットワーク構築などに向けた取り組

みを行なってきた。すべては利用者のためではあるが、案外そこには利用者が不在になっ

た議論が少なからず行なわれていたようにも見受けられる。すなわち、利用者側からみた

改善・改革と言うよりは、施設側からの検討でしかなかったように思われるのである。 

 本調査は、こうしたことの反省から視覚障害者の情報提供機器の利用状況、ならびに求

める情報の内容を把握し、５～１０年後の視覚障害者情報提供施設のサービス内容、およ

び情報提供の方法を検討するための資料を得るために行なうものである。なお、視覚障害

者情報提供施設利用の中心年齢は５０代～７０代であることを踏まえ、これらの年代、お

よび数年後にこの世代に到達する視覚障害者をその対象とした。すべての年代を網羅して

いない点では、不十分と言えるが、逆を言えば、そこにこの調査の特徴があると考えてい

る。 
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Ｎ２．手続き 

 

 （１）調査対象 

   全国視覚障害者情報提供施設協会加盟の施設・団体利用登録者で４０歳以上の人々 

 （２）方 法 

   質問紙調査法。質問紙を加盟施設・団体へファックス、またはメール送信し、各施

設・団体職員がその施設の利用者で、本調査の対象者となる方へ質問を読み、記入し

てもらった。回答用紙はメール、ファックス、郵送で返却する方法をとった。 

 （３）調査内容の作成手続き 

 調査内容については、先行研究をもとに原案を作成した後、有識者や視覚障害者情

報提供施設職員等の意見を求めて修正し、成案とした。 

 （４）調査内容 

     調査票は１５の問いからなる。同類の調査の項目を参考とし、内容によってはそれ

との結果を比較できるようにもした。調査内容は次の１５項目である。 

  ① 性別 

  ② 年齢 

  ③ 職業 

  ④ 視覚障害になった年齢 

  ⑤ 障害者手帳の等級 

  ⑥ 情報を得る媒体として最適なもの 

  ⑦ パソコン所有の有無 

  ⑧ パソコン所有の年数 

  ⑨ パソコンを所有しない理由 

  ⑩ ネットワークへの加入状況 

  ⑪ パソコンの利用目的 

  ⑫ 所有していないＩＣＴ機器、およびその理由 

  ⑬ 必要とする生活情報の入手手段 

  ⑭ 情報を入手する上で困難や苦労、量的に不足を感じている分野 

  ⑮ ＤＡＩＳＹ再生機や携帯電話、パソコン、インターネットなどの機器に対する自由意見 

 （５）調査期間 

   調査は２００７年９月に実施した。
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Ｎ３．結果と考察 

 

Ｎ３－１．調査票の回収状況と対象者の概要 

 調査票は全国視覚障害者情報提供施設協会に加盟する９２施設・団体へ依頼し、８１施

設・団体から視覚障害者７６７名の回答を得た。回答者の性別は男性４５２名（５８.９％）、

女性３１５名（４１.１％）である（Ｆｉｇ.１-１）。元来、視覚障害者への調査では、回

答率が低く、一定数のサンプルを得るのに苦慮する。渡辺哲也らは２００７年、視覚障害

者のＩＣＴ利用環境改善につなげることを目標に視覚障害者のＩＣＴ利用調査を実施して

いる（*２）。それは、本調査の内容と一部関連する点があり興味深いが、そこでの回答者

数は４１３名とある。本調査でのそれは渡辺らの１.８５倍の数に当たり、数的には多くの

サンプルを得られたと言える。 

 前項で記したように、調査では回答者の年齢を４０歳以上に限定した。その結果、最も

多い回答者の年代は５０歳代２５６名（３３.４％）で、次いで６０歳代２２９名（２９.

９％）、７０歳代以上１５０名（１９.６％）、４０歳代１３０名（１６.９％）となった（Ｆ

ｉｇ.１-２）。この分布は一般的な点字図書館の登録者の年齢構成とほぼ一致する。 

 回答者の職業は「三療自営」が２７２名（３５.５％）で最も多く、「特に就いていない」

１９５名（２５.４％）、「主婦」１３０名（１６.９％）がこれに続いた（Ｆｉｇ.１-３）。

「主婦」を定まった職業ではないとすれば、「特に就いていない」と合わせ、回答者の４割

余りは定職にない人々であるとみることができる。また多くが自宅を三療自営のための治

療所と兼ねていると仮定すれば、回答者の８割近い人々は日中をも含め、自宅を中心に生

活していると言える。 

 視覚障害になった年齢で最も多いのは「１０歳未満」の２９３名（３８.２％）である（Ｆ

ｉｇ.１-４）。つまり、４割近い人々は先天的に、または年少で視覚障害を生じていること

になる。一方で、６割余りの人々はそれ以降に障害を受けた中途視覚障害者である。１０

歳代から５０歳代の各年代で視覚障害をもったとする数はそれぞれ１０％前後で大きな差

が生じていないのは興味深い。 

 障害の程度をみると、６０８名（７９.３％）が身体障害者手帳１級で全体の約８割を占

めている（Ｆｉｇ.１-５）。同２級の数は１８.１％であり、この二つの群で９７.４％に達

し、視覚障害者情報提供施設（点字図書館）の利用は、重度の障害者が圧倒的であること

がわかる。言うならば、点字図書館は重度の視覚障害者から頼れる存在になっている一方

で、弱視者である中度（身体障害者手帳３～４級）・軽度（同５～６級）の利用はほとんど

ないことを示している。 

 回答者の使用文字では、点字図書館の利用が重度者に偏っていることを反映し、「点字」

が４３５名（５６.７％）を占めた（Ｆｉｇ.１-６）。「墨字」とする回答は１３１名（１７.

１％）で次に多い数であるが「どちらも使用していない」１２３名（１６.０％）とほとん

ど変わらない。ここにも障害の重度化と中途視覚障害者の存在をみることができる。これ

に関連し、情報を得る媒体として望ましいものを尋ねたが、半数近い３５６名（４６.４％）

が「録音、および音声」と答えている（Ｆｉｇ.１-７）。つまり、点字使用者であっても、

情報を得るうえでは点字よりも音声をよく活用していることがうかがえる。音声の気軽さ、

スクリーンリーダーを活用したパソコンの普及、点字図書館における録音図書貸出数の多

さを裏付ける数字でもあると言える。なお「点字」とする回答は全体の４分の１の１９８

名（２５.８％）で、多様な活用ができる「電子データ」を挙げた数は１５０名（１９.６％）

である。この回答者１５０名の年代をみると、５０歳代が７１名で約半数を占めていて、

４０歳代と６０歳代はそれぞれ３６名と同数であった（Ｆｉｇ.１-８）。年齢が低いほど「電

子データ」を好むのではと想像されたが、数字的にそれは現れていない。また、この問い
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をパソコンの所有の有無でみると、所有する人の場合、「電子データ」を挙げる数は３０.

２％で、全体での結果よりも１０.６ポイントも多くなる。同時に「録音を含む音声」３５.

７％との隔たりも縮まっている（Ｆｉｇ.２-１）。加えて、パソコンの所有に関わらず「点

字」を望む数はいずれの場合も４分の１前後とほとんど差がみられない結果は、点字を支

持する一定数であり、見過ごしてはならない。 

 

 

Ｎ３－２．ＩＣＴ機器の所有状況 

 

Ｎ３－２－１．パソコンの所有状況 

 今日、パソコンは視覚障害者にとって欠かせない情報処理機器になっていることはだれ

もが認めるところである。その所有を尋ねた問いでは、６割余りの４８７名（６３.５％）

が所有していて、所有していない２８０名（３６.５％）の１.７倍の数に当たる（Ｆｉｇ.

１-９）。その所有年数では「６～１０年」が１７３名（３５.５％）で最も多かったが、こ

れに続く「５年未満」１５３名（３１.４％）と大きな差がない。言うならば、この二つの

群を合わせた１０年未満が６割を占めており、Ｗｉｎｄｏｗｓパソコン発売以降の視覚障

害者用ＩＴ機器開発とその普及の状況を裏付けているようでもある（Ｆｉｇ.１-１０）。年

齢とパソコン所有の有無との関連をみると、４０歳代・５０歳代では約７割半の人が所有

し、６０歳代でその数は６割余りに下がる。ところが７０歳代以上では逆転し「所有しな

い」が７割となり、所有する人数の約２.５倍に達する（Ｆｉｇ.１-１１）。年齢が高くな

るにつれパソコンの所有者が少なくなることは容易に想像できるが、調査結果はその実際

を物語っている。 

 パソコンを所有しない人へは、その理由を尋ねた。最も多い理由は「操作法の学習が面

倒」とする９６名（３４.３％）で、「パソコンを必要と思わない」８２名（２９.３％）が

これに続いている（Ｆｉｇ.１-１２）。一般にパソコンは高価なものであり、職に就いてい

ない障害者にとってはなおさらである。よって所有しない理由には「パソコンが高価で購

入困難」の回答が多く寄せられると想像したが、その数は４４名（１５.７％）で、上位２

群の半数でしかなかった。また初心者がパソコンの操作を独習で進めることは容易ではな

いことから「操作法について学習する機関が周辺にない」とする回答も上位に位置すると

推測したが、２７名（９.６％）に留まっている。 

 上位２群の「操作法の学習が面倒」と「パソコンを必要と思わない」の回答は、年齢と

密接に関連するとの推測が立つ。そこでこれらを年代別にみると、ともに年齢が高くなる

ほどその数が多くなる結果を示した（Ｆｉｇ.３-１、Ｆｉｇ.３-２）。また「操作法につい

て学習するのが面倒」とする回答の場合、６０歳代と７０歳代を合わせた数は８割に上り、

「パソコンを必要と思わない」では、この二つの年代で７割半を占めた。ともあれ、これ

らの群の回答は「パソコンを使いたくない」とする声として理解することもでき、その数

が６割余りを占める結果は、今後の情報提供施設のサービスを考えるうえで留意しなけれ

ばならない数値である。 

 

Ｎ３－２－２．その他の機器の所有状況 

 視覚障害者のためのＩＣＴ機器はパソコンに留まらない。初期のものとしてはテープレ

コーダーがこれに属し、今日ではパソコンを活用したものや点字・音声を用いた単体の機

器まで数種類が流通している。そこで、これらの所有状況を尋ねた。回答では、所有して

いないもの全てにチェックを入れてもらったが、最も多かったのは「点字／音声ＰＤＡ」

の７１０名（９２.６％）である。「点字電子手帳」「ＳＰコード朗読システム」を所有して
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いないとする人も８割ないしそれ以上で、これに続き高い数値をみせた（Ｆｉｇ.１-１３）。

視覚障害者には悲願の画期的な開発で、価格的に個人所有も可能になってきた「活字文書

朗読システム」も５３９名（７０.３％）が所有していない。これらに対し「ＤＡＩＳＹ再

生機」を挙げた数は２０１名（２６.２％）で、回答者の４分の３の人々は所有しているこ

とになる。所有していない人の年齢層をみると、６０歳代と５０歳代が約３割を占め、７

０歳以上が２割強とこれに続く。それぞれの間の差はあまりなく、特徴を見出すには至ら

ない（Ｆｉｇ.１-１４）。ＤＡＩＳＹ形式の録音図書は、パソコンでも利用できることから、

再生機の所有についてはパソコン所有の有無をもみた。ＤＡＩＳＹ再生機を所有しない２

０１名のうち、パソコンを持っていない人は１１４名（５６.７％）で、半数余りを占め、

パソコンを持っている人よりも上回った。とは言え、両者の差は１３.４ポイントに留まっ

ている（Ｆｉｇ.１-１５）。 

 わが国においてＤＡＩＳＹ方式による録音図書の制作と貸出が始まったのは１９９８年

である。この年は名古屋盲人情報文化センターとボランティアグループ「ロバの会」の導

入でしかなかったが、以後その数は年々増し、２００５年度の調査では８６施設でＤＡＩ

ＳＹ図書の資料を所蔵をしている（*３）。にも関わらず、その再生機を所有していない数

が調査では４分の１あった。この数をどう解釈するか、それはあえて現場の関係者に委ね

たい。 

 一方、音声ガイドが付加され、利用目的が広がった携帯電話は、ＩＣＴ機器としての期

待度も増すが、調査では２６３名（３４.３％）が所有していない。その年代層は「７０歳

代以上」が９０名と最も多く、３４.２％を占める。４０歳代から５０歳代・６０歳代と年

代が上がるに伴い、所有しない数も増える結果をみせている（Ｆｉｇ.１-１６）。ここでも

パソコンとの関係をみたが、携帯電話を持たない２６３名のうち６割はパソコンを持たな

い人で占められた。またパソコンを所有している人の場合、携帯電話を持たない数は２２.

０％であるのに対し、パソコンを所有しない人では５５.７％の半数余りが携帯電話を所有

しておらず、前者に比べ倍以上の数に上る。渡辺らの調査（*４）では、４１３名の回答者

のうち、３８０名（９２％）が携帯電話を利用していると答えている。不明を除き「使用

していない」は２名でしかなく、本調査とは大きく異なる結果を示した。この差異は、渡

辺らの調査の場合、対象者の年代に１０歳代から３０歳代が含まれていること、職業でも、

三療や特に就いていない人の割合が本調査よりも少なく、また本調査には表れなかった職

種の従事者が加わっていることなどによるものと推察される。先にも記したが、本調査の

対象者の約８割は、日中をも含め自宅を中心にして生活していると推測され、このことが

携帯電話の所有にも関連していると言える。 

 では、これらの情報処理機器を所有しない理由は何であろうか。調査では「必要と思わ

ない」が３４６名（４５.１％）で半数近くを占めた。調査票に示した機器の中には、パソ

コンよりも高価なものもいくつか含まれているが、「高価で購入困難」を理由とする数は２

０５名（２６.７％）で次に多いものの、両者の間には１.７倍の開きが生じている（Ｆｉ

ｇ.１-１７）。パソコンを所有しない理由でもそうであったように、機器の所有に当たって

は価格よりも、自身にとっての必要度や操作性の問題が優先されることがわかる。とは言

え、必要度はその機器の機能、使用目的を理解しているかなどの要素によっても発生する。

とすれば、ここで取り上げた機器について調査対象者はどの程度把握しているかの疑問も

残るところである。 

 

 

 

 



 １３

Ｎ３－３．パソコンの活用状況 

 

Ｎ３－３－１．パソコンの利用目的 

 前述のように、パソコンは視覚障害者にとって有用な情報処理機器となっている。墨字

の読み書きはもちろん、点字や録音データの処理、インターネット接続によるメールの送

受信、各種必要な情報の処理など利用法は様々である。では、視覚障害者はパソコンをど

のような目的で活用しているのであろうか。これについては約７割に当たる３３８名（６

９.４％）が「電子メール」を挙げ、最も多い結果をみせた（Ｆｉｇ.１-１８）。「エディタ

やワープロを使っての文書作成」は次に多いものとして挙げられているが、その数は２６

２名（５３.８％）で、両者の間には１６.１ポイントの差が生じている。「新聞を読む」こ

とも視覚障害者には長年の夢であった。ＮＴＴのＯＧなどを中心にして発足した電話によ

る新聞の朗読サービスは、その夢を現実化したものであり、確かな実績を残してきた。イ

ンターネットが普及した今日では、各新聞社のサイトにアクセスすれば、当日の新聞記事

を閲覧できるし、最新のニュースをも得られる。しかもこの場合は電話サービスに比べ、

時間の制約を受けないこと、掲載紙の選択の幅が格段に多いなどのメリットがある。にも

かかわらず、「ニュース・新聞の閲覧」をその目的に挙げた数は１５９名（３２.６％）と

「電子メール」の半数でしかなかった。さらに「趣味等の情報収集」「生活実用上の情報収

集」「仕事上の情報収集」など「情報収集」的な事柄は下位にあり、３割にも達しない数で

しかない。 

 渡辺ら（*５）の調査では、インターネット利用者３８６名に利用目的を尋ねている。 

その結果をみると、最も多いのは「情報収集」３６７名（９５．１％）で、これに「電子

メール」３４４名（８９．１％）、「オンラインショッピング」１８８名（４８．７％）、「情

報発信」１１７名（３０．３％）が続いた（Ｆｉｇ．１－１９）。各項目を占める数は別と

して、順位だけに注目すると、本調査とは異なる結果をみせている。ここにも調査対象者

の年齢の違いが反映されているように推察される。 

 

Ｎ３－３－２．ないーぶネットの利用状況 

 厚生労働省補助事業の「点字図書情報ネットワーク事業」として再構築された視覚障害

者情報ネットワーク「ないーぶネット」は現在、点字データおよそ８万タイトル、点字・

録音図書目録およそ３９万タイトルを保有する。日本最大の視覚障害者向けネットで、視

覚障害者個人での加入もできる。２００７年８月時点でその会員数は４,９３５人と言う（*

６）。本調査では、その利用状況を尋ねた。 

 パソコン所有者４８７名中、「ないーぶネット」へ加入している人は２０９名の４２.９％

で、半数にも達しない。先にパソコンの利用目的を記したが、そこでの「びぶりおネット

やないーぶネットでの読書」は６８名（１４.０％）で下位に位置した。４割余りでしかな

い加入者数は、これを裏付けているようでもある。しかし加入年数に注目すると「５年以

下」が最も多く、１３４名（６４.１％）となっている。つまり６割の人々は比較的日の浅

い登録であり、新生「ないーぶネット」後の登録者になる。これはある意味で、「ないーぶ

ネット」への期待の数として受け取ることもできよう（Ｆｉｇ.１-２０）。ただ利用頻度を

みると「月に数日」を挙げる人が９３名で最も多く、４４.５％を占めた。「ほぼ毎日」は

２７名（１２.９％）、「週４～５日」２８名（１３.４％）で、下位二つの群を合わせても

最上位の半数を超えるくらいの数にしかすぎない。ここにもパソコン利用の目的での結果

が表れていると言える（Ｆｉｇ.１-２１）。 
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Ｎ３－３－３．びぶりおネットの利用状況 

 ２００５年、日本点字図書館と日本ライトハウスによってサービスが開始された「びぶ

りおネット」は、利用者にとって情報提供施設の開館時間にとらわれることなく、自宅に

いながらにしてＤＡＩＳＹ方式の録音図書を聴くことができる。同時に、施設としてもこ

のサービスは貸出業務の省力化をもたらすメリットをもっていることから、その普及が期

待される。とは言え、現実の利用登録者数は伸び悩んでいて、２００７年９月時点でのそ

れは９０２名に留まっている（*７）。日本点字図書館では２００６年、ＤＡＩＳＹ図書の

推進に関するデータを得るため、同館の利用者を対象に調査を実施した（*８）。そこでの

「びぶりおネット」利用者数は、ＤＡＩＳＹ図書を利用している人の６.１％でしかなかっ

た。本調査でも、パソコンを所有している４８７人中「びぶりおネット」を利用している

のは４２名の８.６％で、日本点字図書館の調査と同様の低い結果がみられた。その利用頻

度も「月に数日」が６割を占め、「ないーぶネット」の場合以上に多い数値が示された（Ｆ

ｉｇ.１-２２）。ところで、改正著作権法が施行される２００７年７月まで、録音データの

送信では点字データの場合とは異なり、データをアップするにおいて著作権の処理が求め

られた。その過程は時間を要すこともあり、結果的に配信できる録音データ数は多くなく、

魅力に欠ける点もあったことは否めない。関係者の中には「びぶりおネット」利用者の伸

び悩みの理由は、そのコンテンツの少なさにあると述べる者がいる。しかし、先の日本点

字図書館の調査における「びぶりおネット」についての意見・要望などを尋ねた問いでは

「よくわからない」「関心がない」「利用していない」との消極的意見が最も多く３割余り

を占め、図書タイトル数の不足を挙げる声は１割でしかなかった。よって、コンテンツの

少なさと利用者の伸び悩みは必ずしも関連しているとは言えない。逆に、利用頻度におい

て「月に数日」が６割を占めたことこそ、コンテンツの貧弱さが一因となっているとも考

えられる。 

 

 

Ｎ３－４．必要とする生活情報の入手法 

 人は、日々の生活を送っていると、内容・重要度・頻度は別として、必要となる情報が

発生する。その解決、入手方法は様々であるが、「情報障害」である視覚障害者の場合は必

然的に限定されてくる。ただ、ＩＣＴ機器の普及により、状況は幾分か変わってきている

とも言える。これに関する問いでは、パソコン所有の有無で異なる結果が示された。つま

り、パソコン所有者では「とりあえずインターネットで検索し、解決できなければ他の手

段を取る」とする答えが１７３名（３５.３％）で最も多く、「家族・知人に相談する」が

１５７名（３２.２％）でこれに続く。しかしながら両者の差は僅かに３.３ポイントにす

ぎず、パソコン所有者は情報の検索において活発にインターネットを活用しているとは言

えない現状が浮かび上がった。同時にこれは「パソコン利用の目的」を尋ねた問いで、情

報検索・収集関連の回答が少なかった結果を裏付けるものでもある（Ｆｉｇ.２-２）。これ

に対してパソコンを所有しない人での最も多い回答は「家族・知人に相談する」１３１名

（４６.８％）で半数近くを占めた。「よく利用する点字図書館に相談・依頼する」は、パ

ソコン所有者の場合２０.９％であったが、パソコンを所有しない人では３８.９％と２倍

近い数になる（Ｆｉｇ.３-３）。とは言え、この二つの占める割合がパソコン所有者のそれ

に比べて多いのは、単に前者での「とりあえずインターネットで検索し、解決できなけれ

ば他の手段を取る」分の数が２分され、加わっているにすぎない。結局は、両者において

「家族・知人」の存在は大きいことを物語るものである。また「公共図書館」を挙げる数

は両者ともパソコン所有者で９名（１.９％）、所有しない人で８名（２.９％）と極めて少

数であった。視覚障害者にとって公共図書館がまだ遠い存在であること、公共図書館の視
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覚障害者へのサービスが貧困であることを語る結果と言えよう。 

 

 

Ｎ３－５．情報の不足・入手困難を感じる分野 

 質的・量的に不足、あるいは入手の困難を感じる情報については、１０の分野から複数

を挙げてもらった。ここではパソコンの所有の有無による大きな違いは認められなかった。

パソコンを所有する群、同所有しない群、ともに上位三つは同じ順位である。「福祉の制度・

サービス」は第１に挙げられていて、その割合も前者で４３.１％、後者で４１.４％と差

がない。これに「防災関連」「最新の便利グッズや情報処理機器」が続く（Ｆｉｇ.２-３、

Ｆｉｇ.３-４）。これら三つは日々の生活で最も基本的な事柄であり、「福祉の制度・サー

ビス」は障害の特性上生じているとも言える。裏返せば、これら生活に不可欠な情報が視

覚障害者に十分伝わっていない実態、入手しにくい環境が現存していると受け取ることも

できる。さらに言えば、上位二つは行政の対応が問われるところでもある。残る分野につ

いては両群で順位の差こそあれ、１０％前後の割合で推移している。それは、決してこれ

らの分野の情報が十分であったり、入手しやすい環境にあることを意味するものではない。

家族をはじめ、周囲の人々との付き合いや援助によって比較的容易に得られるものもあり、

あえてそれらを回答として挙げなかったとも受け取れる。 

 

 

Ｎ３－６．自由意見 

 調査票の最後では情報入手、およびその機器について自由な意見を求めた。意味の理解

が困難なものを除くと複数回答を含め、延べ４１３件の記載があった。それぞれ不満に感

じることや意見・要望であり、概ね次の八つに分類できる。ここでは件数の多い順に並べ

た。なお、１０２名は「特になし」と記入していたり、内容からそのように受け取られた。 

 ① パソコン、ならびにウェブの使い勝手 

 ② ＤＡＩＳＹ図書、および「びぶりおネット」 

 ③ 携帯電話 

 ④ パソコンやその他機器の学習、サポート機関 

 ⑤ その他 

 ⑥ その他機器への要望 

 ⑦ 製品の価格 

 ⑧ 製品情報、ならびにそのマニュアル 

 このうち、最も多い意見・要望である「パソコン、ならびにウェブの使い勝手」は１２

２件、②の「ＤＡＩＳＹ図書、および“びぶりおネット”」は８１件、③の「携帯電話」は

７９件を数える。「パソコン、ならびにウェブの使い勝手」についての１２２件の声からは、

パソコンやインターネットを活用し、「情報障害」を克服しようとする姿と、そこにまだま

だ存在する障壁に苦悩する姿二つが見えてくる。一方、最も少なかった「製品情報、なら

びにそのマニュアル」は１０件、⑦の「製品の価格に関すること」は２２件であった。パ

ソコンを始め、ＩＣＴ機器の利用者からは自由意見の記入が多く、逆に所有しない人から

は「特になし」、あるいは空白の回答が目立ったが、これは当然のことかもしれない。 
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Ｎ４．まとめ 

 

 本調査は、先行する同種のそれにはない多くの視覚障害者から回答が得られた。それ故

に、分析結果から示されたことの意味は大きいものがあると考えられる。結果と考察をま

とめるならば、概ね次のことが言える。 

  

（１）サービスの質の向上と利用者の拡大 

 情報提供施設の職員ならば既に経験的に理解しているように、利用者のほとんどは重度

の視覚障害を有し、年齢も高い人々で占められている。これはわが国特有の現象ではなく、

欧米の視覚障害者情報提供施設や視覚障害者へのサービスを実施している公共図書館にも

共通することである（*９）（*１０）。今回の調査では対象者の年齢を限定したため、年齢

の低い層へのサービス拡大については言及しない。しかし、重度の障害者で占められてい

ることは改めて実証された。この図書館利用の中心となる人々へどのようなサービスを展

開するかが情報提供施設に求められている。同時に、調査では表面化しなかった弱視者へ

も利用の働きかけをする必要がある。つまり、弱視者数は数字的には身体障害者実態調査

で示されるよりも多数存在すると推測されており、利用者の拡大を図ってこそ、情報提供

施設の存在は一層有用なものとなると考えられるからである。 

 

（２）行動の不自由を意識したサービス展開の推進 

 パソコンを含め、ＩＣＴ機器は視覚障害者にとって有益な情報処理機器である。とは言

え、情報提供施設の中心的利用者である人々へのそれらの普及は芳しくないことが示され

た。その要因は単に価格にあるのではなく、使いたいとの気持ちが起こらないところにも

ある。そうした思いになるのは、各種の機器の内容、その機器がもたらす便利さなどの情

報が利用者に行き届いていない点にもあることがわかった。施設としては「図書館だより」

などの館報を通じてこれらの情報を伝えたり、来館する利用者に実際の機器を見せていた

りしているかもしれない。しかし、視覚障害をもつ利用者にはそれだけでは不十分である。

来館できない、来館しない利用者へ施設から能動的に働きかけることが求められている。

視覚障害は情報入手と行動の不自由をもたらす。従来、視覚障害者情報提供施設は、この

「情報入手の不自由」を補う機関としてサービスを提供してきた。このとき、施設は行動

の不自由をどれだけ意識していたかは大いなる疑問を持つ。もちろん郵送による貸出はそ

の一つであるが、これは別として、ここで問うているのは近年のサービスの展開とその普

及における過程である。今後は、この点を考慮した普及のための取り組みが求められると

言えよう。 

 

（３）新たな情報提供システムの構築 

 パソコンを所有していても、利用目的はメールやエディタ機能の活用が多く、インター

ネット上の情報検索・収集はことのほか低い割合でしかない。加えて視覚障害者向けネッ

トワークの利用も低いことが明らかになった。ネット利用には多くのメリットがあり、施

設側としてはこれを普及させたいところである。反対に利用者はそれを利用しているとは

言え、必ずしも施設の思いどおりに利用が推移しているわけではない。そこには使い勝手

などいくつかの問題があり、パソコンに執着した機器ではなく、簡便なものの開発が求め

られていることを示唆している。技術の進歩は日進月歩で進み、それが新たな機器開発に

導入され、便利なものが生まれる。とは言え、生まれたものをどのように普及させていく

か、そのシナリオをも描きながらのシステムと機器の開発が望まれる。 
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（４）求められる福祉の制度・サービス関連情報の提供 

 本調査によって、不足および入手において困難を感じている情報の分野が把握できた。

今後はこれをいかに提供していくかが大きな課題である。ただ、ここに示された不足分野

は単に情報提供施設独自で解決できるものではなく、他機関との調整・連携も必要となる。

まさに情報提供施設の姿勢と力量が問われているところでもある。それを含めた具体的な

課題の考察は次章に譲る。 

（文責： 立花明彦） 
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書館協会，２００３年． 

（*２）渡辺哲也 他：視覚障害者のパソコン・インターネット・携帯電話利用状況調査２

００７．渡辺哲也の研究ノート，（ｏｎｌｉｎｅ）, ａｖａｉｌａｂｌｅ ｆｒｏｍ <

ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ.ｎｉｓｅ.ｇｏ.ｊｐ／ｒｅｓｅａｒｃｈ／ｋｏｇａｋｕ／ｔ

ｗａｔａｎａｂ／ＩｎｄｅｘＪｐ．ｈｔｍｌ>, （ａｃｃｅｓｓｅｄ ２００８-０３-

１４）． 

（*３）全国視覚障害者情報提供施設協会：日本の点字図書館２２ ― 平成１７年度全国視

覚障害者情報提供施設実態調査報告，全国視覚障害者情報提供施設協会，２００７年． 

（*４）前出（*２） 

（*５）前出（*２） 

（*６）ないーぶネット事務局提供 

（*７）全国視覚障害者情報提供施設協会「視覚障害者に対する新たな情報提供システムに

関する研究」（略・新システム研）が２００７年９月に実施した「視覚障害者向けＩ

ＣＴネットワーク調査について」の回答結果による。 

（*８）日本点字図書館：録音図書利用者・製作者アンケート実施報告 平成１８年度「イ

ンターネットを用いたＤＡＩＳＹ録音図書製作事業」．日本点字図書館，２００７年． 

（*９）立花明彦：英国におけるＤＡＩＳＹと視覚障害者への図書館サービス．日本図書館

研究会，第４８回研究大会予稿集， ２００７, ｐ５-１０． 

（*１０）立花明彦：英国グロスター州公共図書館における視覚障害者への図書館サービス

についての考察．日本図書館研究会，第４９回研究大会予稿集， ２００８, ｐ１-６． 
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Fig.1-1 性別

男性 

58.9％

女性

41.1％

回答者数：767 名

 

Fig.1-2 年齢
無回答 

0.3％ 

70 代以上

19.6％

60 代

29.9％
50 代

33.4％

40 代

16.9％
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Fig.1-3 職業 

0.1% 
0.3% 
0.3% 

0.9%

1.4% 
1.6% 

5.0% 
5.6% 

7.0%

16.9%

25.4%

35.5%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

無回答 

一般企業でのヘルスキーパー 

授産所通所 

一般企業事務等

官公庁 

盲学校・一般校・教育機関等教員

（非常勤を含む） 

病院・治療院等勤

務 

福祉施設職員 

その他（具体的に） 

主婦 

特に就いていない 

三療自営

Fig.1-4 受障年齢 

0.8% 

5.0% 

9.8%

11.0%

11.3% 

11.9%

12.1%
38.2%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 

70 代以上 

60 代 

50 代 

30 代 

40 代 

10 代 

20 代 

10 歳未満 

40.0%
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Fig.1-5 障害等級

0.1% 

0.4% 

1.0% 

1.0% 

18.1% 

79.3% 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%

所持なし 

５級 

３級 

４級 

２級 

１級 

 

Fig.1-6 使用文字

0.3% 

9.9% 

16.0%

17.1%

56.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

無回答 

点字と墨字 

どちらも使用 

していない 

墨字 

点字 
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Fig.1-7 情報を得る好みの媒体 

0.7%

1.3% 

6.3% 

19.6%

25.8%

46.4%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0%

無回答 

その他（具体的に） 

拡大文字

電子データ

点字

音声
（録音を含む）

 

 

Fig.1-8 電子データを好む数（年代別） 

40 代 

24.0％

50 代 

47.3％

60 代 

24.0％

70 代以上 

4.7％ 
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Fig.1-9 パソコン所有の有無 

所有して

いる 

63.5％ 

所有して

いない 

36.5％ 

回答者数：767 名

 

 

5 年未満

31.4％

6～10 年

35.5％

11～15 年

15.6％ 

21 年以上 
7.0％ 

16～20 年
9.2％

無回答 1.2％

Fig.１-１０ パソコン所有年
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Fig.1-11 年齢別パソコン所有状況 

76.2

77.7

62.9

29.6 

23.8 

22.3 

37.1 

70.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

40 代 

50 代 

60 代 

70 代以上

パソコン

所有 

パソコン

非所有

 

Fig.1-12 パソコンを所有しない理由 

1.4%

9.6% 

9.6% 

15.7% 

29.3% 

34.3% 

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

無回答 

操作法について学習する機関 

が周辺にないため習得困難 

その他（具体的に）

パソコンを必要と思わない

操作法について学習する 

のが面倒 

パソコンが高価で購入困難 
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Fig.1-14 DAISY 再生機を所有しない年代 

15.9% 

22.9% 

28.4% 

32.8%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

40 代 

70 代以上

50 代 

60 代 

 

Fig.1-13 所有していない機器 

4.0% 

26.2% 

34.3%

70.3% 

79.9% 

85.4% 

92.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

テープレコーダー 

DAISY 図書再生機 

音声ガイド付き携帯電話

活字文書朗読システム 

SP コード朗読システム 

点字電子手帳 

点字／音声 PDA 
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Fig.1-15 DAISY 再生機を持たない人のパソコン所有

所有して 

いる 

43.3％ 所有して 

いない 

56.7％ 

 

Fig.1-16 携帯電話を所有しない年代 

10.6%

23.6%

31.6% 

34.2% 

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

40 代 

50 代 

60 代 

70 代以上 
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Fig.1-17 機器を所有しない理由 

6.6% 

10.2%

10.4%

26.7%

45.1% 

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0%

操作法について学習する 

機関が周辺にないため 

習得困難 

操作法について学習 

するのが面倒 

その他（具体的に） 

高価で購入困難 

必要と思わない

 

Fig.1-18 パソコンの利用目的 

3.9% 

8.0% 

14.0%

19.5% 

25.7% 

27.1%

32.6%

53.8% 
69.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

行政や公的団体の 

ページの閲覧 

その他（具体的に）

びぶりおネットやないーぶ 

ネットでの読書 

仕事上の情報収集

生活実用上の情報収集 

趣味等の情報収集

ニュース、新聞の閲覧 

エディタやワープロソフト 

を使っての文書作成 

電子メール



 ２７

 

Fig.1-20 ないーぶネット利用年数 

５年以下 

64.1％ 

6～10 年 

25.4％ 

11 年以上 

10.5％ 

Fig.1-19 インターネットの利用目的（複数回答）（渡辺ら調査）
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344 

367

0 50 100 150 200 250 300 350 400

情報発信 

オンライン 

ショッピング 

電子メール 

情報収集 

（人） 
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Fig.1-22 びぶりおネット利用頻度 

4.8% 

9.5% 

23.8% 

61.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

週に４,５日 

週に３日以下

ほぼ毎日

月に数日 

Fig.1-21 ないーぶネット利用頻度 

3.8 % 

12.9% 

13.4%

25.4%

44.5%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 

回答なし 

ほぼ毎日 

週に４,５日 

週に３日以下 

月に数日 
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Fig.2-1 パソコン所有者の好む媒体 

1.0% 

1.4% 

5.1% 

26.5%

30.2% 

35.7% 

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 

無回答 

その他（具体的に） 

拡大文字 

点字 

電子データ 

音声（録音を含む） 

 

Fig.2-2 入手したい情報の処理方法（PC 所有者） 

0.4% 

1.8% 

9.0% 

20.9%

32.2% 

35.5% 

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 

無回答

最寄りの公共図書館へ

相談・依頼する 

その他（具体的に）

家族・知人（職場の同僚等を含む） 

に相談・依頼する 

よく利用する点字図書館

へ相談・依頼する 

 

40.0%

とりあえずインターネットで検索し、 

解決できなければ点字・公共 

図書館へ相談・依頼する 
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Fig.2-3 不足を感じる情報（PC 所有者）

7.2% 

8.6%

9.2% 

11.5% 

14.0%

16.0% 

17.7%

20.7%

24.4% 

43.1% 

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 

健康に関すること 

グルメ･ショップなどタウン情報 

その他（具体的に） 

新刊図書・雑誌など出版情報 

仕事に関連すること 

自身の趣味・娯楽に関すること 

移動・旅行に関すること 

最新の便利グッズや 

情報処理機器の動向 

防災関連 

福祉の制度・サービス 

50.0% 

 

Fig.3-1 操作法の学習が面倒（年齢別） 
40 代 

6.3％ 

50 代 

13.5％

60 代 

37.5％

70 代以上

42.7％ 
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Fig.3-2 パソコンを必要と思わない（年齢別） 
40 代 

3.7％ 

50 代 

22.0％

60 代 

29.3％

70 代以上

45.1％ 

 

0.4% 

1.4% 

2.9% 

9.6%

38.9% 

46.8%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 

無回答 

とりあえずインターネットで検索し、 

解決できなければ点字・公共図書館 

へ相談・依頼する 

最寄りの公共図書館へ 

相談・依頼する 

その他（具体的に）

よく利用する点字図書館 

へ相談・依頼する 

家族・知人（職場の同僚等を含む） 

に相談・依頼する 

50.0%

Fig.3-3 入手したい情報の処理方法（PC非所有者）
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8.9% 

8.9% 

9.6%

13.9% 

14.3% 

15.0%

16.1%

18.6%

18.9% 

41.4% 

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0%

その他（具体的に） 

仕事に関連すること 

グルメ･ショップなど 

タウン情報 

自身の趣味・娯楽に 

に関すること 

移動・旅行に関すること 

新刊図書・雑誌など 

出版情報 

健康に関すること 

最新の便利グッズや 

情報処理機器の動向 

防災関連 

福祉の制度・サービス 

Fig.3-4 不足を感じる情報（PC非所有者） 
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２－２．国内 視覚障害者向けＩＣＴ情報機器の調査 

 

２－２－１．調査について 

 

■調査目的： 

各機器の販売数により機器の普及度を示し、視覚障害者自身が、どのような機器を用い

て情報を得ているのかを把握することを目的とした。 

また、機器の課題等についても検討し、提案をする。 

       

■調査期間： 

２００７年９月４日～１４日までの予定であったが、実際には２００８年１月３１日に

最終の回答を得た。 

 

■調査対象： 

４４カ所（視覚障害者向けＩＣＴ情報機器やソフトのメーカー及び販売店など４２社と

１団体、１個人） 

（既に販売を終了している製品については別途３社に、メール及び電話で情報を収集した。） 

 

○調査対象決定方法： 

当初、各機器のジャンルにおいて、シェアが高いと考えられるメーカー及び販売店とす

る予定であったが、製品によってはその決定は非常に困難であったため、各機器ジャンル

内で取扱が広く知られていると考えられるメーカー及び販売店とした。 

決定に際しては、社会福祉法人日本点字図書館と、社会福祉法人日本ライトハウスの用

具販売担当者の意見、視覚障害者関係の展示会出展記録、「こころＷｅｂ」（ｈｔｔｐ：

／／ｗｗｗ．ｋｏｋｏｒｏｗｅｂ．ｏｒｇ／ｍａｉｎ．ｈｔｍｌ）「視覚障害者用アクセ

ス技術製品データベース」（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｗｃｕ．ａｃ．ｊｐ／～ｋ－ｏｄ

ａ／ＡｃｃｅｓｓＢｌｉｎｄ／）等を参考にした。 

 

■調査方法： 

メールにて調査票（エクセル）を送信、メールにて回答を受信した。 

価格表記の確認など、回答内容についての確認は、メール及び電話で行った。 

 

■調査項目：（２種類） 

（１）御社について 

１．会社名  

２．所在地  

３．創業年数  

４．担当者名  

５．メール  

６．電話番号  

７．ＵＲＬ 

 

回答者の手間を軽減するために、ホームページ等で調べられる項目については作業

委員が入力後、調査票を送信した。入力内容に訂正がある場合は訂正して頂いた。 
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（２）製品について 

１．機器の種類  

製品ジャンル：①点字プリンタ ②点字ディスプレイ ③拡大読書器 ④パソコン 

周辺機器（ソフトウェアを含む） ⑤電子手帳 ⑥音響機器 ⑦物品認識 ⑧案内 

装置 ⑨通信機器 ⑩その他 

２．機器名  

３．機器の概要  

４．販売価格 

５．販売開始年月  

６．発売から２００７年８月３１日現在の販売実績数 

７．日常生活用具の指定の場合の指定地域数と地域名  

８．その他 

 

調査対象と考える製品について作業委員が１～３の項目を入力し送信した。 

入力内容に訂正がある場合は訂正して頂いた。 

その他の製品については、メーカー等がエクセルシートをコピーし、入力した。 

 

（参考） 

これまでに「販売数」も含んだ調査等は実施されていない。２００７年１１月現

在までに実施されている機器調査等については、資料２－２－①を参照いただきたい。 

 

 

２－２－２．調査結果 

 

■回答率： 

７５％ （有効回答３３ 無回答８ 無効回答３） 

・「回答できません」との回答は、無回答とした。 

・「ホームページの内容の使用を許可」のみの回答は、無効回答とした。 

 

（１）御社について 

回答いただいたメーカー等の一覧は、資料２－２－②を参照いただきたい。 

 

（２）製品について 

各製品がどのようなニーズの下に、使用されているかも表すためにニーズ毎に結果をま

とめる。 

・ニーズは大きく３つのカテゴリーに分類した。 

Ａ：コミュニケーション支援 Ｂ：日常生活支援 Ｃ：歩行支援 

・就労支援は独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構等で調査されているため本調査の分

類には含んでいない。 

・本調査の製品ジャンルは日常生活用具給付事業等の分類とは無関係である。 

・製品名の後にカッコ内に記載しているのは、メーカー及び販売店名である。 

・製品の概要は主な特徴のみを記載している。 

・販売開始年月は、製品ジャンルの中で発売が最も早い製品の年月を記載している。 

・販売数は製品によっては、個人、及び自治体等への販売数も含んでいる。 

・販売価格は税込表示である。非課税の場合のみ（非課税）と記載している。 
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・点字プリンタは価格の幅が広いため５０万円以上と５０万円未満に分け集計している。 

・拡大読書器は据置型と携帯型の２種類がある。 

・全製品については資料２－２－③を参照いただきたい。各製品、販売数以外の項目を記

載している。調査対象としていない製品も参考として記載している。 

・ニーズ毎に、「補足及び参考」情報を加えている。 

「補足及び参考」、及び次項の「調査結果の分析」では、社会福祉法人日本ライトハウス 

エンジョイ！グッズサロン 岡田 弥氏と、社会福祉法人日本点字図書館 事業部 用

具事業課 渡辺 明氏にヒアリングを依頼し、ご協力をいただいた。 

 

各製品ジャンルの結果を記述する前に、製品ジャンル毎の販売数一覧を示す。 

 

製品ジャンル毎 販売数一覧 

製品ジャンル 販売数 

①点字プリンタ ５０万円以上：約３，５００台   

５０万円未満：約３５０台 

②点字ディスプレイ 約１，５７０台 

③拡大読書器 据置型：約２５，８００台   

携帯型：約２，８００台 

④パソコン周辺機器 スクリーンリーダー：約２６，０００本 

ＯＣＲソフト：約１４，１００本  

ＯＣＲスキャナ一体型：約１，６００台 

⑤電子手帳 約３，１００台 

⑥音響機器  約３０，６００台 

⑦物品認識 物品認識：約２，０００台 

カラー認識：約９００台  

⑧案内装置 端末要：（送信機）約２５，０００台  

（受信機）約３，５００台   

端末不要：約１，０００台  

⑨通信機器  １，０００万台以上 

（視覚障害者のみの販売ではない） 

⑩その他 活字文書読上げ装置：約５，７００台 

音声コンパス：約１，１５０台  

 

 

Ａ：コミュニケーション支援 

 

○ニーズ１：点字を印刷して読みたい。（販売価格５０万円以上） 

製品ジャンル：①点字プリンタ 

１．製品名： 

ＥＳＡシリーズ（ジェイ・ティー・アール）、ＤＯＧ-Ｍｕｌｔｉ（日本テレソフト）、

ブレイルベーシックＤ／ブレイルエベレストＤ（オンキヨーマーケティング・東京ソ

フトウェア＊１）、ジュリエットプロ／ロメオプロ（アメディア）、ＩＮＤＥＸ Ｂ

ＡＳＩＣ-Ｄ ／ＩＮＤＥＸ ＥＶＥＲＥＳＴ（ケージーエス）、ＢＴ-２０１（オンキ

ヨーマーケティング） 
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２．製品の概要： 

  点字を高速に両面、片面印刷する。点字と墨字、同時に印刷できるもの、点図(触知図）、

大点字（Ｌ点字）を印刷できるものがある。 

３．販売価格： 

５７７，５００円～４，０４２，５００円 

４．販売開始年月： 

１９８６年４月～ 

（ジェイ・ティー・アールの「ＥＳＡ７２１」発売） 

５．販売実績数（発売から２００７年８月３１日現在）： 

約３，５００台  

６．日常生活用具の指定の場合の指定地域数と地域名： 

なし  

７．その他： 

平成１８～２０年度「障害者自立支援対策臨時特例交付金事業」内「視覚障害者等情

報支援緊急基盤整備事業」該当品目 

「視覚障害者等情報支援緊急基盤整備事業」とは、役所の窓口や病院の受付、図書館

のカウンターやホール・劇場の受付等で、視覚障害者や聴覚障害者に的確な情報伝達

ができるよう、点字プリンタや読書器・活字文書読み上げ装置等、そして、聴覚障害

者向けの通信装置等を配備する事業である。 

 

（＊１）東京ソフトウェアは、上記の点字プリンタを、現在は販売していない（担当者が

独立）。 

 

◆補足及び参考： 

主な販売先は施設等の団体である。ＥＳＡシリーズの中でもＥＳＡ７２１は「点図」

が印刷できるので、図書館や点字印刷所のニーズが高い。 

 

○ニーズ１：点字を印刷して読みたい。（販売価格５０万円未満） 

製品ジャンル：①点字プリンタ 

１．製品名： 

ＢＴ－３０００（オンキヨーマーケティング）、ロメオアタッシュプロ（アメディア）、 

アーチＢＰ-Ｓ（カトレアサービス） 

２．製品の概要： 

点字を両面、片面印刷する。点図(触知図）、大点字（Ｌ点字）を印刷できるものがある。 

３．販売価格： 

３９９，０００円～４７２，５００円 

４．販売開始年月： 

１９９３年６月～（オンキヨーマーケティングの「ＢＴ－３０００」発売） 

５．販売実績数（発売から２００７年８月３１日現在）： 

約３５０台  

６．日常生活用具の指定の場合の指定地域数と地域名： 

なし  

７．その他： 

平成１８～２０年度「障害者自立支援対策臨時特例交付金事業」内 

  「視覚障害者等情報支援緊急基盤整備事業」該当品目 

ＥＳＡ７２１ 
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◆補足及び参考： 

施設等の団体に加え、ボランティアグループや個人が販売先である。 

レンテックのＴＥＮ-１００の販売数は不明である。 

ＢＴ－３０００は、１９８２年に点字と墨字の同時印刷を可能にした点字プリンタ第

１号機を開発したテクノエイトの製品でもある。オンキヨーマーケティングは「オンキ

ヨー点字作文コンクール」主催のオンキヨーグループの一つである。 

 

○ニーズ２：パソコンのテキスト情報など、点字で直ぐに読みたい。 

製品ジャンル：②点字ディスプレイ 

１．製品名： 

ブレイルノート／ブレイルメモＢＭ４６（ケージーエス）、清華（日本テレソフト） 

２．製品の概要： 

パソコンに接続し、画面の情報、テキストデータ、点字データなどをリアルタイムに

点字として表示する装置である。 

３．販売価格： 

１９８，０００円～４６２，０００円（非課税） 

４．販売開始年月： 

  １９９８年１月～ 

（ケージーエスの「ブレイルノート」発売） 

５．販売実績数（発売から２００７年８月３１日現在）： 

約１，５７０台  

６．日常生活用具の指定の場合の指定地域数と地域名： 

  全国  

７．その他： 

なし 

 

◆補足及び参考： 

オランダのアルバ社から輸入されていた点字ディスプレイがあるが、２００７年９月

現在、代理店が閉鎖にて販売数は不明である。 

ケージーエスの点字や点図セル（ピンの部分）は、海外の点字ディスプレイにも数多

く採用され、セルのシェアは世界で７割を占める。 

図形、絵、地図、文字などの「図形情報」を伝えることを目的としたディスプレイと

して、ケージーエスの点図ディスプレイ「Ｄｏｔ Ｖｉｅｗ」や、ユニプランの触覚ディ

スプレイ「ＯＵＶ３０００」がある。２製品の販売数は約２００台である。教育現場な

どでの活用が予想される。 

 

（開発提案） 

点字ディスプレイはどの機器も１行しか読むことができない。標準点字

板のように１８行３２マスの点字ディスプレイが存在すれば、読み飛ばし

もでき、点字は印刷すると「かさばる」ことから、印刷する頻度が減るこ

とが予想される。 

 

 

 

ブ レ イ ル メ モ Ｂ Ｍ ４ ６
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○ニーズ３：印刷物や物品など拡大して読みたい。見たい。 

製品ジャンル：③拡大読書器 （据置型） 

１．製品名： 

ＶＳシリーズ（ナイツ）、アシストビジョン（タイムズコーポレーション）、 

かくだい君（ミカミ） 

２．製品の概要： 

印刷物の文字をモニターに拡大して表示。倍率はメーカーによって異なるが、１．６

～１００倍の間である。映像はカラー、白黒、白黒反転の切り替え及びコントラスト

調整などが可能である。ＸＹテーブルである。 

３．販売価格： 

１９８，０００円～３８０，０００円（非課税） 

４．販売開始年月： 

  １９７３年１０月～（ミカミの「かくだい君」発売） 

５．販売実績数（発売から２００７年８月３１日現在）： 

約２５，８００台  

６．日常生活用具の指定の場合の指定地域数と地域名： 

  全国  

７．その他： 

平成１８～２０年度「障害者自立支援対策臨時特例交付金事業」内「視覚障害者等情

報支援緊急基盤整備事業」該当品目 

 

◆補足及び参考： 

拡大読書器は、購入後のサポートが特に重要な機器であることから、「国産」である

ことが重要なポイントの機器である。ナイツ、タイムズ、ミカミは設置説明ができる人

が機器を納入する全国的なネットワークを持っている。また地域の眼鏡店などでの扱い

も多いため、購入後のサポートが安心である。 

据置型の拡大読書器は、使いこなしている人が多いとはいえない機器である。それ故、

購入後の操作の説明などを含めたサポートが重要である。 

世界的にはティーマン製品がシェアトップであり、２００７年９月からタイムズコー

ポレーションが日本国内の代理店となり、一部の製品を扱っており、アシストビジョン

は海外に輸出もしている。（ティーマン、テレセンサリーなどの輸入製品は輸入代理店

事業移行等のため販売数は不明。） 

 

○ニーズ４：印刷物や物品などいつでも、どこでも拡大して読みたい。見たい。 

製品ジャンル：③拡大読書器 （携帯型） 

１．製品名： 

センスビュー（タイムズコーポレーション、ケージーエス）、アシストビジョン・ス

ライダ／クイックルックズーム／ルッキー（タイムズコーポレーション）、アミーゴ

（日本テレソフト）、ポケットビューワ（ケイメイ） 

２．製品の概要： 

印刷物の文字をモニターに拡大して表示。倍率はメーカーによって異なるが 拡大倍率 

４．７倍～２２．５倍の間である。映像はカラー、白黒、白黒反転を含む５０通りの

モード切り替えができるものなどがある。 

３．販売価格： 

１２９，０００円～１９８，０００円（非課税）  

ＶＳ２０００ 
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「ルッキー」は８５，０５０円 

４．販売開始年月： 

  ２００３年９月～（ケイメイの「ポケットビューワ」発売） 

５．販売実績数（発売から２００７年８月３１日現在）： 

約２，８００台  

６．日常生活用具の指定の場合の指定地域数と地域名： 

  全国  

７．その他： 

平成１８～２０年度「障害者自立支援対策臨時特例交付金事業」内 

「視覚障害者等情報支援緊急基盤整備事業」該当品目 

 

◆補足及び参考： 

携帯型に重要なポイントは、「本体が小さい」「画面が大きい」「倍率の変倍ができる」

「コントラストが強い」である。センスビューは、９段階まで変倍でき、このポイント

の全てを網羅しているといえる。また、携帯型を使う人は、低倍率も必要である。 

ケイメイには、眼鏡タイプの携帯型自動合焦拡大鏡「アイファイン」がある。 

 

○ニーズ５：パソコンを使いたい。文章を書きたい。 

製品ジャンル：④パソコン周辺機器 

（スクリーンリーダー：Ｗｉｎｄｏｗｓ画面読上げソフト） 

１．製品名： 

ＰＣ-Ｔａｌｋｅｒ（高知システム開発）、９５Ｒｅａｄｅr（システムソリューショ

ンセンターとちぎ）、ＶＤＭ（アクセス･テクノロジー）、ＪＡＷＳ(Ｖｅｒｓｉｏｎ

６．２以降)（エクストラ） 

２．製品の概要： 

基本的なＷｉｎｄｏｗｓの操作・機能(メモ帳／ワードパッド／コントロールパネル

等)を音声でガイドする。インターネットエクスプローラ、Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ 等

にも対応している。 

３．販売価格： 

３６，５４０円～１４９，１００円 

４．販売開始年月： 

１９９６年１１月～ 

（システムソリューションセンターとちぎの「９５Ｒｅａｄｅｒ」発売） 

５．販売実績数（発売から２００７年８月３１日現在）： 

約２６，０００本 

６．日常生活用具の指定の場合の指定地域数と地域名： 

  基本的には全国であるが、一部の自治体では認められていない。 

７．その他： 

なし 

 

◆補足及び参考： 

ＪＡＷＳはエクストラが販売する以前は、ＩＢＭが主な販売窓口であったが、販売本

数は不明である。 

前節の「ニーズ調査」で参考にしている「視覚障害者のパソコン・インターネット・

携帯電話利用状況調査２００７」によると、２種類以上のスクリーンリーダー保持者は

センスビュー 
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３７．６％であった。最も頻繁に利用するスクリーンリーダー上位３種類は、ＰＣ-Ｔａ

ｌｋｅｒ、９５Ｒｅａｄｅｒ、ＶＤＭ１００Ｗだった。また、ＪＡＷＳは２番目以降に

利用すると回答した人が多かった。 

ＪＡＷＳは、高機能なスクリーンリーダーである。ＰＣ-Ｔａｌｋｅｒなどで十分に読

上げできないアプリケーション（インターネットエクスプローラ、オフィスアプリなど）

を操作する際に用いられていると考えられる。また、就労現場では、ＪＡＷＳを用いて

業務システム等の操作が可能である。つまり、ＪＡＷＳがあれば、１本のスクリーンリ

ーダーで足りるということになるが、価格が高く、コマンド数が多いことなどから、日

本国内のシェアは高くない。世界ではシェアＮｏ１である。 

 

○ニーズ６：図書や印刷物など音声で読みたい。 

製品ジャンル：④パソコン周辺機器 

（ＯＣＲソフト：光学的に文字を認識するソフト、スキャナ一体型） 

１．製品名： 

ＭｙＲｅａｄ（高知システム開発）、よみとも（ＩＲＩユビテック）、ヨメール／○よ

むべえ／よみ姫（アメディア）、らくらくリーダー（アイネット）、○よめまっせ（い

づほ）○：スキャナ一体型にて、パソコンがなくても使用できる。 

２．製品の概要： 

スキャナにセットされた原稿(墨字)を音声化する。書籍、書類、ダイレクトメール、 

ファックス、名刺などがパソコンで読める。 

３．販売価格： 

ソフト：５９，８５０円～９９，７５０円  

一体型：２０７，９００円～３１２，９００円 

４．販売開始年月： 

  １９９６年９月～（アメディアの「ヨメール」発売） 

５．販売実績数（発売から２００７年８月３１日現在）： 

ソフト：約１４，１００本  一体型：約１，６００台 

６．日常生活用具の指定の場合の指定地域数と地域名： 

  自治体により異なる。「よむべえ」は拡大読書器として全国で指定がある。  

７．その他： 

なし 

 

◆補足及び参考： 

２００１年１１月発売の「らくらくリーダー」は、音声エンジンの搭載がないため、

スクリーンリーダーで操作ができ、またＰＤＦファイルを印刷せずにスキャナで取り込

むように取り込み読上げができる。 

 

◆製品ジャンル：④パソコン周辺機器の調査について補足及び参考 

ホームページ閲覧のために広く普及していると考えられるＩＢＭのホームページリ

ーダーの販売数は不明である。 

スクリーンリーダーの他に、メールソフト、住所管理、名刺管理、スケジュール管理

など各種管理ソフト、ニュースなど特定の情報を入手するためのソフトなど、様々な目

的に合せて専用ソフトが販売されている（製品の概要については資料２－２―③を参

照）。販売数は各４００～１０，０００本以上と幅がある。１０，０００本以上の販売

があるのはメールソフトであるが、普及しているメールソフトの一つであるＭＭメール
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の販売数は不明である。 

また、財団法人日本障害者リハビリテーション協会のホームページから無償でダウン

ロードできるエディタを中心とするウェブブラウザ、メーラーを統合した支援ソフト

「ＡＬＴＡＩＲ」は、約２８，０００回のダウンロードがある（視覚障害者のみでなく、

誰でもダウンロード可能）。 

 

○ニーズ７：いつでも、どこでも点字を書いたり読んだりしたい。 

製品ジャンル：⑤電子手帳  

１．製品名： 

ブレイルメモＢＭ１６／２４、ブレイルメモポケット（ケージーエス）、ブレイルセンス、

ボイスセンス（エクストラ） 

２．製品の概要： 

・ケージーエス製：点字表示部を備え、電卓、時計、アラーム、カウントダウンタイマー、 

ストップウォッチ 、カレンダースケジュール帳などの機能を搭載している。 

  ・エクストラ製：音声出力機能を装備し、ワードプロセッサ、電子メール、インター

ネットブラウザ、ＤＡＩＳＹプレイヤ、メディアプレイヤなどの機能を搭載した点字

入出力方式音声点字ＰＤＡ（携帯情報端末）や、点字表示部のない点字入力方式音声

ＰＤＡ（携帯情報端末）である。 

３．販売価格： 

１６８，０００円～６００，０００円（非課税）  

「ボイスセンス」は２６１，４５０円 

４．販売開始年月： 

  ２０００年５月～ 

（ケージーエスの「ブレイルメモＢＭ１６」発売） 

５．販売実績数（発売から２００７年８月３１日現在）： 

約３，１００台 

６．日常生活用具の指定の場合の指定地域数と地域名： 

  点字表示部があるものは、「点字ディスプレイ」として指定がある自治体がある。 

７．その他： 

  なし 

 

◆補足及び参考： 

エクストラの製品は高額ではあるが、日本で初めての視覚障害者向けＰＤＡである。

多機能コンパクトである。 

 

○ニーズ８：ＤＡＩＳＹ図書を快適に読みたい（早聴き、しおりつけなど）。 

製品ジャンル：⑥音響機器 

１．製品名： 

プレクストーク（シナノケンシ）、ビクタリーダー（メルコム＊２）、おしゃべりレコーダー

（アメディア） 

２．製品の概要： 

ＤＡＩＳＹ図書読書器。ＤＡＩＳＹ図書の他に音楽ＣＤ、ＣＤに記録された音声ファ

イルを再生したりすることができるものやボイスレコーダーとして使用できるものが

ある。録音機能つきもあり。 

 

ブレイルメモＢＭ１６ 
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３．販売価格： 

３５，０００円～８５，０００円（非課税）、 

「おしゃべりレコーダー」は７９，８００円 

４．販売開始年月： 

１９９８年８月～（シナノケンシの「プレクストークＴＫ―３００」発売 現在はモデル 

チャンンジし販売は終了） 

５．販売実績数（発売から２００７年８月３１日現在）： 

約３０，６００台 

販売数の合計には、１９９８年から２０００年にかけて厚生省（現厚労省）補正

予算事業により、全国に配備されたデイジー再生機８，８００台も含んでいる。

この台数をマイナスすると、約２１，８００台である。 

６．日常生活用具の指定の場合の指定地域数と地域名： 

  全国 

７．その他： 

  ８，８００台は、貸出等を行っている施設もあるが、現在、どれくらいの数が使用さ

れているかは不明である。しかし、老朽化に伴い、使用者は多くはないと予想される。 

 

（＊２）メルコムでは現在は販売していない（２００５年の日本ビクターとの商標トラブ

ルによる）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆補足及び参考： 

現在、販売されているプレクストークの再生機能のみの機器には、再生に必要な必要

最小限のボタンしか出さない簡単カバーが標準で付属されており、使い方を選ぶことが

できる。前節の「ニーズ調査」では、プレクストークの操作方法が難しい、「携帯」で

きるようコンパク化して欲しいなどの意見が多かった。ケージーエスからＢＦ-Ｖｏｉｃ

ｅという携帯型デイジープレイヤが２００８年春に発売予定である。 

テープ図書の制作は各施設で終了の時期を検討しており、現在はテープ利用者がＤＡ

ＩＳＹ利用者へとなる過渡期といえる。 

３級以下の視覚障害者は日常生活用具である「視覚障害者用ポータブルレコーダー」

の給付は受けられない。（３級以下の視覚障害者数は約１１８，０００人である） 

 

○ニーズ９：携帯電話を使いたい。携帯電話でメール交換をしたい。 

製品ジャンル：⑨通信機器 

１．製品名： 

らくらくホン（エヌ・ティ・ティ・ドコモ） 

２．製品の概要： 

機能を基本的なもののみに絞り、ディスプレイやボタン（キー）の文字サイズを大きくす

プレクストーク（再生のみ） カバーつき 
プレクストーク（再生・録音） 
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るなどしている。また、他の機種にはない装備や機能として、受話音量を調節するダイヤル

スイッチ（ボリューム）、歩数計機能、メニューやメールなどの文章読み上げ機能がある。

視覚障害者からの期待や需要も高まっている。 

３．販売価格： 

オープン 

４．販売開始年月： 

１９９９年１０月 

５．販売実績数（発売から２００７年８月３１日現在の販売実績数）： 

２００７年４月で累計１，０００万台を突破（視覚障害者への販売数ではない）。 

６．日常生活用具の指定の場合の指定地域数と地域名： 

なし 

７．その他 

  なし 

 

◆補足及び参考： 

「らくらくホンＩＶＳ」が２００８年４月に発売される。 

 

○ニーズ１０：パソコンなどを使わずに、簡単に印刷物を読みたい。 

製品ジャンル：⑩その他（活字文書読上げ装置） 

１．製品名： 

スピーチオ（廣済堂）、テルミー（日本福祉サービス） 

２．製品の概要： 

紙に添付されているＳＰコード（視覚障害者専用２次元バーコード）を読み取ること

で、記録されている情報を音声で得る。 

３．販売価格： 

９９，８００円(非課税） 

４．販売開始年月： 

  ２００４年４月～（廣済堂の「スピーチオ」発売） 

５．販売実績数（発売から２００７年８月３１日現在）： 

約５，７００台  

６．日常生活用具の指定の場合の指定地域数と地域名： 

  全国 

７．その他： 

  平成１８～２０年度「障害者自立支援対策臨時特例交付金事業」内 

「視覚障害者等情報支援緊急基盤整備事業」該当品目 

 

◆補足及び参考： 

２００５年９月発売のテルミーは差込のスリットが深いので、1 枚ずつではなく複数

ページを挿入できる。 

 

 

Ｂ：日常生活支援  

 

○ニーズ１：身の回りの品を音声で整理したい。確認したい。 

製品ジャンル：⑦物品認識 

スピーチオ 
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１．製品名： 

ものしりトーク（パナソニックコミュニケーションズ）、i-タッチトーク（ＧＬＤパ

ブリッシング） 

２．製品の概要： 

ＩＣタグやバーコードシールを用いて物品に声のメモを添え、専用端末で再生する。 

３．販売価格： 

１９，９５０円～６２，７９０円（税込） 

４．販売開始年月： 

２００３年９月～ 

（パナソニックの「ものしりトーク」発売） 

５．販売実績数（発売から２００７年８月３１日現在）： 

約２，０００台  

６．日常生活用具の指定の場合の指定地域数と地域名： 

ものしりトークは、全国２００を超える市区町村にて 

認可されている（詳細は資料２－２－③を参照）。 

ｉ-タッチトークは３ヶ所：長野県長野市、東京都福生市、愛媛県伊予郡松前町 

７．その他： 

  なし 

 

◆補足及び参考： 

「ものしりトーク」は、開発の段階で利用者の声を取り入れており、操作の目的（録

音、停止など）によりボタンの形状を変えるなど、操作がしやすい。また、２００８年

４月より非課税扱いになる。 

 

○ニーズ２：洋服などの色を、音声で確認したい。知りたい。 

製品ジャンル：⑦物品認識 

１．製品名： 

カラートーク／カラートークプラス（レハ・ヴィジョン）、カラリーノ(タイムズコ

ーポレーション） 

２．製品の概要： 

色を知りたい時、対象物に機器を当てボタンを押すと音声で色を教えてくれる。 

３．販売価格： 

４９，３５０円～１２６，０００円 

４．販売開始年月： 

  ２００１年４月～（レハ・ヴィジョンの 

「カラートーク」発売 ２００７年７月販売終了） 

５．販売実績数（発売から２００７年８月３１日現在）： 

約９００台  

６．日常生活用具の指定の場合の指定地域数と地域名： 

  自治体によって異なる（カラートークプラスについては資料２－２－③を参照）。 

７．その他： 

  なし 

 

◆補足及び参考： 

色を知るための機器は、「色」に対するニーズを表す製品である。 

ものしりトーク 

カラートークプラス 
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Ｃ：歩行移動支援 

 

○ニーズ１：方角を音で確認したい。知りたい。 

製品ジャンル：⑧案内装置（機器） 

１．製品名： 

音声コンパス（盲人福祉研究会＊３）、コロンブス（アメディア＊３）、音声コンパ

ス／スーパー音声コンパス（＊４）（ネリマサウンド、ジャパンエレキット） 

２．製品の概要： 

北、北西、西、南西、南、南東、東、北東の８方向を音声で知らせる。音声時計など

の機能がついているものもある。 

３．販売価格： 

１９，０００円～１９，９５０円 

４．販売開始年月： 

  １９９５年～ 

（盲人福祉研究会の「音声コンパス」発売 販売終了） 

５．販売実績数（発売から２００７年８月３１日現在）： 

約１，１５０台  

６．日常生活用具の指定の場合の指定地域数と地域名： 

  音声時計つきのものは「盲人用時計」として指定のある 

自治体がある。 

７．その他： 

  なし 

 

（＊３）現在、盲人福祉研究会とアメディアは、音声コンパスを販売していない（生産品、

輸入品を完売）。 

（＊４）音声コンパスとスーパー音声コンパスは、製品名は異なるが同製品である。 

 

◆補足及び備考： 

盲人福祉研究会の音声コンパスは、北方向だけを知らせるコンパスであった。音声コン

パスは、一定のニーズがあり、ゆっくりと売れていく製品である。盲人福祉研究会もアメ

ディアも、完売までに１０年以上を経ている。２００７年末にタイムズコーポレーション

が、少数ではあるが「新コロンブス」を輸入して販売したところ、即、完売となった。同

社では、継続的に販売する。 

 

○ニーズ２：建物の入り口や、室内の案内を音声で知りたい。 

製品ジャンル：⑧案内装置（機器） 

１．製品名： 

・端末不要：誘導チャイム（池野通建）、ポッチシリーズ（レハ・ヴイジョン） 

・端末（送信機）要：シグナルエイド／シグナルエイドⅡ（池野通建）、エコーカード（バ

リアフリージャパン） 

・端末（ラジオ）要：てくてくラジオ（計画技術研究所） 

２．製品の概要： 

・端末不要： 

一定間隔でチャイム音を鳴らし誘導するものや、本体のボタンを押すと案内が聞ける

音声コンパス 

（ネリマサウンド） 
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ものなどがある。 

・端末（送信機）要： 

送信機は、青延長押しボタン式信号機（高齢者等感応信号機）で、青信号の時間の延

長ができる。また、音響式信号機（視覚障害者用付加装置付信号機）で「音響用押し

ボタン」のある信号機の音響を作動させることができるものもある。 

送信機を使い、施設や交通機関に設置されている受信機から音声で、案内情報を得る

ことができる。「ここは○○市役所です」など。 

・端末（ラジオ）要： 

  てくてくラジオはＡＭラジオを端末とし、発信機から出される電波をキャッチして、音声

情報を得ることができる。 

３．販売価格： 

端末不要:８０，０００円～ 

端末（送信機）要:７，０００円～１２,０００円（非課税） 

端末（ラジオ）要：４６，２００円（発信機単体） 

４．販売開始年月： 

端末不要：１９９３年４月～ 

（池野通建の「誘導チャイム」発売） 

  端末要:１９８８年７月～ 

（池野通建の「シグナルエイド」発売） 

５．販売実績数（発売から２００７年８月３１日現在）： 

端末不要：約１，０００台 

端末要：（送信機）約２５，０００台  

（受信機） 約３，５００台 

６．日常生活用具の指定の場合の指定地域数と地域名： 

シグナルエイド、シグナルエイドⅡ、エコーカードは、全国で「歩行時間延長信号機用小

型送信機」として指定がある。 

７．その他： 

・シグナルエイド利用可能箇所（福祉施設、庁舎など）： 

池野通建の受信機導入箇所数：約１，７００箇所 

・エコーカード利用可能個所（福祉施設、庁舎など）：  

バリアフリージャパンの受信機導入箇所数：約２５０箇所 

  警察庁交通規制課の音響信号機の資料（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｐａ.ｇｏ．ｊｐ／ｋｏ

ｕｔｓｕｕ／ｋｉｓｅｉ／ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍｌ）によると、「歩行者用信号の青時間帯に

音を出して横断歩行者に知らせるもの（視覚障害者用付加装置付信号機）は、平成１８

年３月現在、全国で約１４，２００基（メロディ式約１，４５０基、擬音式約１２，７５

０基）が設置されており、約９０％が擬音式である。」とある。また、高齢者等感応信号

機については平成１８年３月現在、全国で５，６８４基の設置がある。 

信号機の設置場所の情報は地域の交通規制課、もしくは交通管制課に問い合わせると得る

ことができる。地域によってはホームページ上で公開されている。 

 

◆補足及び備考： 

シグナルエイドは、事前に受信機が設置されていることを知らないと、利用できない。

シグナルエイドⅡは、利用可能なエリアに近づくと、「ぴっぴっぴっ」と反応し、エコ

ーカードはエリアに入ると自動的に音声案内が流れるので、事前に使える場所がわかな

くても、利用することが可能である。（但し、エコーカードは約２時間で自動的に電源

シグナルエイドⅡ 

てくてくラジオ発信機 
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が切れる。） 

 

歩行支援に関しては、自律移動支援プロジェクトのように研究はされても、過去１０

年以上、状況に大きな変化はない。 

国土交通省が行っている自律移動支援プロジェクト〔利用者が持った携帯端末（ユビ

キタスコミュニケータ等）が、まちなかの様々な場所に設置されたＩＣタグや電波マー

カ等から位置情報を取得することにより、利用者ごと（健常者、視覚・聴覚障害者等）

に適切な方法（画像や文字、音声等）で経路誘導、現在位置情報等を提供するシステム。〕

については、資料２－２-③内の「⑧案内装置参考情報」(自律支援ＰＪ）を参照いただ

きたい。 

 

案内装置には、歩行中の障害物を回避するための機器（超音波を発し、一定の範囲内

で障害物があることを振動で伝える）があるが、数メーカーに調査を依頼したがご協力

いただくことができなかった。 

 

（開発提案） 

音響信号機が夜間は停止、また、音響のない信号機があるため「赤」「青」など

信号情報を得ることもできる仕様の追加が受信機にあると、外出の安全性や利便

性がより高まる。 

 

 

２－２－３．調査結果の分析 

 

再度、製品ジャンル毎の販売数一覧を示す。 

製品ジャンル 販売数 

①点字プリンタ ５０万円以上：約３，５００台   

５０万円未満：約３５０台 

②点字ディスプレイ 約１，５７０台 

③拡大読書器 据置型：約２５，８００台   

携帯型：約２，８００台 

④パソコン周辺機器 スクリーンリーダー：約２６，０００本 

ＯＣＲソフト：約１４，１００本  

ＯＣＲスキャナ一体型：約１，６００台 

⑤電子手帳 約３，１００台 

⑥音響機器  約３０，６００台 

⑦物品認識 物品認識：約２，０００台 

カラー認識：約９００台  

⑧案内装置 端末要：（送信機）約２５，０００台  

（受信機）約３，５００台   

端末不要：約１，０００台  

⑨通信機器  １，０００万台以上 

（視覚障害者のみの販売ではない） 

⑩その他 活字文書読上げ装置：約５，７００台 

音声コンパス：約１，１５０台  
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点字プリンタ、点字ディスプレイ、電子手帳（一部音声あり）、拡大読書器以外は、

全て「音」で情報を得るソフト、機器であり、「音」の情報の必要性の高さを再認識す

るものである。 

 

拡大読書器は、据置型と携帯型を合わせると、約２８，６００台である。 

「日常生活用具給付事業」において「原則として学齢児以上」とはあるものの、身体障

害者手帳の等級を問わない給付であることは、保有の大きな要因の一つと考えられる。

また、輸入品も合わせると更に台数は増す。 

（情報機器の多くは「日常生活用具給付事業」の対象になっているものの、その殆どが、

身体障害者手帳２級以上である。） 

 

ＯＣＲ関連、約１５，７００個と、活字文書読上げ装置、約５，７００台を合わせる

と、約２１，４００個である。どちらも印刷物を読むためのソフトや機器である。また、

ＯＣＲソフトの利用者はパソコンを操作するために、スクリーンリーダーを保有してい

る場合が高いと考えると、スクリーンリーダー約２６，０００本の内、ＯＣＲソフト利

用者は、約１４，１００本と約５４％を占める。 

 

今回、調査対象にした電子手帳は殆どが、点字使用者を対象にしており、点字使用者

は約３９，０００人であることから、約３，１００台、約７．９％が使用していること

になる。電子手帳は「携帯」情報機器＝「移動」先で使用できる機器であるため、外出

機会の多い点字使用者の利用が多いと考えられる。 

 

物・色・方角など「特定」の情報を得るための機器は、「特定」のニーズを具現化し

ている機器である。販売数は多いとはいえないが、「音声コンパス」のように長期的・

継続的な販売が重要である。 

 

単独で様々な情報を得ることができる機器、ソフトとして、電子手帳、ＤＡＩＳＹ再

生機（音響機器）、スクリーンリーダー、ＯＣＲスキャナ一体型、拡大読書器、活字文

書読上げ装置を挙げる。各機器やソフトを重複せずに購入したとすると、人数は約９５，

６００人である。（今回の販売数は製品によっては、自治体等への販売も含んでいるこ

とから、多く見積もっての数字となる。） 

単独で様々な情報を得ることができる機器を保有していない視覚障害者は、視覚障害

者約３１０，０００人の内の約２１４，４００人、約６９．２％である。１、２級のみ

で考えると約１９２，０００人の内、約９６，４００人、約５０．２％である。 

 

保有していない理由として、以下のことが考えられる。 

・情報機器としては、携帯電話、テープレコーダー（視覚障害者向けが一部あり）、Ｉ

Ｃレコーダー、ＭＤレコーダー、ＣＤプレイヤ、ｉＰｏｄなど一般に普及している機

器を使用している。 

・パソコン利用においては、拡大ソフトや、Ｗｉｎｄｏｗｓのユーザー補助機能である

拡大鏡を使用している。 

・印刷物等の情報を得る方法としては、人に「聞く」という方法や、必要としないとい

う選択をしている。 

・ルーペなどを使用している。 
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・機器の存在を知らない。 

約２１４，４００人（１，２級のみでは、約９６，４００人）の全てが機器を必要と

しているわけではないであろうが、今回、調査したＩＣＴ情報機器は視覚障害者向けの

機器であることから、操作がしやすい機器が多いが、それらの機器を、多くの視覚障害

者が活用できていない。もしくは、活用していない。 

 

（１）視覚障害利用者 機器選択の７つのポイント 

ＩＣＴ情報機器調査結果と用具専門家のヒアリングから、視覚障害者が機器を選ぶ際のポ

イントをまとめる。 

 

１・触ってわかる。 

２・音声案内がある（ビープ音も含む）。 

３・操作ボタンがトルク式である（回転式）。 

４・操作目的によってボタンの形状や素材が異なる。 

５・コントラストが明確である（弱視の場合）。 

６・マークなど操作表示がわかりやすい（弱視の場合）。 

７・購入後のサポートがある。 

 

７つのポイントは、自分で操作するための条件でもある。 

最も重要なのは、サポートがあることである。購入後に、操作が不明になった時、機

器に不具合が生じた時に、「視覚に障害があることに配慮した」サポートがあるという

ことである。 

拡大読書器は輸入品の販売が最も多い機器であるが、購入後のサポートを考えると「国

産」に安心感を覚えるだろう。また、国産製品は、当事者の「声」を商品に反映させて

いる製品のシェアが高い。当然のことながら、後発製品は機能が優れている場合が多い。 

 

（２）視覚障害利用者が求める機器 

１）単機能と多機能 

視覚障害者のニーズは見え方などにもより、１０人居れば１０人違うほどに多様で

あるが、利用者のニーズは大きく分類すると「単機能」と「多機能」の２通りと、い

えるのではないだろうか。 

今回のＩＣＴ情報機器調査で、その答えを見出したのは機器の操作を制限するため

の、「カバー」の有無である。 

 

シナノケンシのプレクストークは、個人に合わせた使い方のできる「カバー」を提

供している。プレクストークは「しおり」をつける、「ページジャンプ」をするなど「多

機能」である。しかし、全ての視覚障害利用者（以下、利用者と記す）が全ての機能

を使いたいと、思っているわけではない。また、使いこなすのが困難な場合もある。 

「シンプル イズ ベスト」で、単純な操作で特定の目的が果たせれば良い利用者

も居る。その利用者は「カバー」を使って、機能を限定するのである。自分にとって

不要なボタンは隠してしまうことにより、操作、及び操作の取得が容易になる。 

プレクストークのカバーのように、「多機能」機器はカスタマイズし「単機能」にする

ことは有効であるが、ある音声対応機器で、以前は標準設定でボタンを押すと読み上

げていたが、新製品になると、標準では読み上げできなくなり、制限機能にすると、

読み上げを行うように変更された。これによって、使えていた機能が使えなくってし
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まったという報告を受けた。これは、「カスタマイズ」の間違った例である。｢何を停

止するか？｣は利用者が選べるような仕様が求められる。 

 

また、基本的な操作のみができる「単機能」機器にオプションで、必要な機能を追

加して「多機能」にする方法もあろう。この方法は、これまで販売されている機器に

はないと思われるが、ソフトにはある。 

ニュースを読む、メールを書くなど、ＪＡＷＳ利用者は一般のアプリケーション（イ

ンターネットエクスプローラ、オフィスアプリなど）を操作して、その目的を果たす

ことが可能であることから「多機能なスクリーンリーダー」である。 

しかし、他のスクリーンリーダー利用者は、ＭｙＮｅｗｓ（ニュースを簡単に読上

げることができるソフト）やＭＭメール（メールソフト）など、特定の目的を果たす

視覚障害者向けのソフトを、組み合わせて操作している場合が多い。これは、基本の

「スクリーンリーダー」に自分が必要とする「機能」をオプションで選んで追加し、

「多機能」にしているといえる。 

「多機能」機器やソフトは、操作の習得に時間を要する。少しでも容易に操作できる

ように、提供側は「わかりやすいマニュアル」や、「講習会の開催」等が必要である。 

 

様々な「単機能」の機器のニーズについては、資料２－２―③内の「⑩その他の機

器」を参照いただきたい。調査に挙げている音声コンパスや、カラートークなどの「単

機能」の機器以外にも、光バッテリーや、電池バッテリーなどの「単機能」機器が製

造されており、それらの機器は、利用者に必要とされているのである。 

「単機能」の機器は、「簡単なマニュアル」で、講習会も必要でない場合が多いため、

提供側にとっても「シンプル イズ ベスト」といえるであろう。 

 

２）音と起点（一般機器の活用） 

カスタマイズではないが、一般の製品も音印があれば、視覚障害者が「使える」よ

うになる。そして、「使える」ということを、メーカーが知らない。 

日本ライトハウスでは、あるメーカーのＩＣレコーダーに音声ガイダンスがあるこ

とを知り、音声ガイダンスがあるのみでは視覚障害者が使えないため、操作に「ビー

プ音」があれば視覚障害者も使えることをメーカーに説明し、４世代ほど後に、タイ

マーなどにも、ビープ音を頼りに設定できるものが発売された。 

つまり、タイマーを設定するときに「００」で「ピッピ」となれば１０回押せば１

０分なのである。「１分２分」と音声がなくても「ピッピ」が「００」であるという起

点さえわかれば「使える」のである。多くの製品が「ビープ音」で操作ができる。 

音声ガイダンスがあり、会話しながら操作を確認できるならば、快適であり、安心で

あり、それが求められている機器もあるが、そのコストを企業が負担することは容易

なことではないだろう。 

視覚障害者が操作するのは少し面倒ではあるが、「起点」を「音」で知り、操作がで

きれば専用機でなく「汎用機」が使える場合もあるのである。「ピッ」の音なら企業の

負担も軽いのではないだろうか。 

開発の最初から、視覚障害者も利用者であるという意識がメーカーに必要である。

メーカーは、視覚障害者が「起点の音」で操作できる機能が多々あることを、知らな

いのが現状である。 

 

「一般機器＝汎用機器」を使えれば「サポート」の強化にもつながるのである。同
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じものを、使っている人に聞けるのである。聞ける人が増えるのである。 

また、「ビープ音」をオプションにすれば、利用者の「個別性」も反映することがき

る機能となる。但し、この提案は少しでも早く、汎用機器が使えるように提案するも

のであり、最終的な提案ではない。ネットワーク家電など技術が進歩し、会話形式で

操作ができれば、ストレスを軽減した操作が可能となるであろう。 

また、メーカーには「視覚障害者が使える機器」であるという認識がない場合があ

り、「視覚障害者が、使えるかもしれない音印や音声案内機能のある機器」が社会の中

に埋もれている可能性は高い。メーカーと利用者を結びつけるような機関が必要であ

る。 

 

３）一般情報の活用 

「音」は起点だけではなく、携帯電話で「ＱＲコード（＊１）」が読めれば便利であ

る。例えばカメラにコードが写れば「ピッ」と音で知らせる機能や、「ＱＲコ－ド」の

ある位置がルール付け（右角など）されていれば、視覚障害者が「撮る」ことができ

る可能性は高まると思われる。一般情報が取得できればコードの種類にはこだわらな

いで良いのだろうが、普及の速い汎用的な情報の活用が望まれている。 

既に一般の社会では名刺にＱＲコードを印刷し、名刺に書ききれない情報を伝えるツー

ルとして使われ始めている。また、視覚障害者の中でも、ＱＲコードで「葉書」を送るな

ど「工夫」して情報ツールの一つにしようとしている人も居る。（弱視の人が、全盲の友

人に予めＱＲコードの場所を連絡し、葉書を送っている。） 

 

（＊１）ＱＲコードとは 

１９９４年にデンソーウェーブが開発した２次元コードの方式のコードである。小

さな正方形の点を縦横同じ数だけ並べたマトリックス型である。日本には１４種類

の２次元コードがあるが、携帯電話機が読み取りに対応しているため、ＱＲコード

は最も普及している２次元コードである。漢字でのデータ量は最大１，８１７文字

である。ＱＲコードは進化しており、現在では、ダブルＱＲコードが存在する。Ｑ

Ｒコードの内側に、異なる情報が入った別のＱＲコードが配され、外側・内側両方

のＱＲコードがそれぞれ別の情報を記録できる。但し、ＱＲコードは１ｃｍ未満の

サイズになると、読み取りにくくなるので、外側のＱＲコードは３．３～３．５ｃ

ｍ程度になる。 

 

 

２－２－４．課題と解決案 

ＩＣＴ機器調査結果と用具専門家のヒアリングと、前節の「ニーズ調査」の結果（「操

作が複雑で覚えられない。」「使いこなせない。」など）から機器の課題のポイントをま

とめる。 

 

（１）ＩＣＴ情報機器の主な課題 

１．視覚障害者ニーズと開発・技術のマッチング・・・・・機器に満足していない。 

２．一般の情報や機器の利用促進・・・・・  普及している情報や機器が使えない。 

３．開発機器の利用促進・・・・・・・・・・多くの視覚障害者が活用していない。 

４．サポート体制の強化・・・・・・・・・・購入後の機器を使いこなしていない。 
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５．日常生活用具給付対象者の拡大・・・・・・殆どの機器が手帳２級以上である。 

 

２は、ユニバーサルデザインのコンセプトの一つである「誰でも使えて手にいれること

が出来る（公平性）」の実現である。 

 

（２）課題の解決に向けて 

１．視覚障害者ニーズをまとめる機関を設け、開発元と連携する。 

開発の段階から、視覚障害者、もしくは視覚障害関係者が、参画することを義務

付ける。また、重複開発を避けるため、公開可能な範囲で開発の目的や内容を、早

期に公開する。 

 

ＩＣＴ情報端末など専用機を開発する場合、「視覚障害者専用」ではなく、高齢者

や、他の障害者も活用できるような専用機器を目指す。文字を読むことが難しい

学習障害者や、何らかの障害により、読み書きが困難な人なども使えるように、

点字、音声、拡大文字、かな、かな漢字混じり文字など「その人」が情報を得る

ことができうる媒体で、情報をフィードバックできるような、マルチユースの視

点で開発ができれば、各分野で開発をしている研究機関の「知」をつなげた横断

的な開発が可能になるのではないだろうか。 

 

２．一般の機器（生活家電・情報家電など）の開発において「もの作り」のガイドライ

ンを設ける（「ビープ音」のオプションや、操作の目的によってボタンの形状を変え

るなど）。高齢者、他の障害者も同様である。しかし、企業の負担も考慮する必要も

ある。 

視覚障害者、もしくは視覚障害関係者が開発時からモニター参加することを義務

付ける。高齢者、他の障害者も同様である。 

 

３．機器を中立で評価する機関を設ける。 

評価内容はホームページ上にも公開し、視覚障害当事者が機器を使った感想など

もホームページに投稿できるようにする。また、どのような機器が自分に必要なの

か、当事者が個人診断を行えるようにチェックシートを設けるなどの仕様も含む。

電話やメール相談も併せて行う。 

機関の広報としては、各自治体の福祉課、及び障害程度区分認定の際に、担当者

が視覚障害者に情報を提供する。 

 

４．機器やソフトを給付申請、及び購入の段階で、その機器やソフトが利用者にとって、妥

当であるかのアセスメントを専門家が行う。 

サポートスタッフを養成し、サポートセンターを設ける。 

（操作説明など、電話やメールで遠隔地からのサポートが可能である。但し、対面が

必要な場合もある。） 

 

５．身体障害者手帳の等級を問わず、「様々な情報」を得ることができる機器の給付対象者を

拡げる。 

 

日常生活用具の給付対象者は殆どが２級以上である。 

３級以下の視覚障害者が給付対象にはなっていない機器の中にも、全ての視覚障
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害者が必要な「日常生活用具」があると思われる。自立した生活のためには「情

報」は不可欠である。その情報を得るための機器や、ソフトについては給付の対

象範囲の拡大は必要と考える。 

日常生活用具給付対象の製品の中には、活用できる「環境」が整っていないこと

が大きな要因であろうが、あまり活用していなくても「日常生活用具給付事業」

の対象であるから、保持している製品もあるように考えられる。障害者自立支援

法施行に伴い、日常生活用具の給付も原則１割負担であるため、上記の理由での

給付申請は減ることが予想される。同時に、障害者年金のみで生活をしている視

覚障害者が、１割の負担があることにより「必要な機器」の給付申請を断念する

危惧もある。しかし、給付を受けた視覚障害者が、機器をどの程度活用している

かの実態調査が行われていないため、現状は不明である。実態調査が実施されれ

ば、併せて機器のニーズ調査も可能であろう。 

 

以上、５つの課題と解決について記述したが、３においては、１の段階で解決できる

場合もある。また、２では高齢者や他の障害者関係との連携が必要になる。 

 

（３）課題の解決に結びつく日本工業規格 

課題２で記述した「もの作り」のガイドラインは、情報通信機器においては、既に、

日本工業規格ＪＩＳ Ｘ８３４１「高齢者・障害者等配慮設計指針－情報通信におけ

る機器、ソフトウェア及びサービス」として制定されている。 

但し、評価においては、ＪＩＳ Ｘ８３４１-１で、「高齢者・障害者によって確認

された方式が望ましい」と、あるのみである。当事者の評価の義務付けが、必要では

ないだろうか。また、情報通信機器、ソフト、ウェブコンテンツにおいて、指針が守

られ、指針に添った結果が、高齢者、障害者にとって有効であるかの実態調査が必要

であろう。 

 

ＪＩＳ Ｘ８３４１は、日本工業標準調査会（ＪＩＳＣ）にて、ＪＩＳ Ｚ８０７１

「高齢者及び障害のある人々のニーズに対応した規格作成配慮指針」に基づき、情報通

信における機器、ソフトウェア及びサービスの情報アクセシビリティを確保・向上する

ために、企画・開発・設計者及び経営者が配慮すべき具体的な要件をまとめた標準規格

として制定された。第１部～第５部まである。概要は以下の通りである。 

 

■ＪＩＳ Ｘ８３４１-１： 

高齢者・障害者等配慮設計指針－情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス 

第１部：共通指針（２００４年５月２０日制定)  

情報処理装置、電気通信機器、事務機械などの情報通信機器、ソフトウェア及び

様々な情報通信技術によって実現されるサービスを利用するときの情報アクセ

シビリティを確保し、向上させるため、ハードウェア、その使用方法としてのソ

フトウェア及びサービスに関して、企画・開発・設計するときの指針として基本

的に配慮すべき事項について規定。 

■ＪＩＳ Ｘ８３４１-２： 

高齢者・障害者等配慮設計指針－情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス 

第２部：情報処理装置 （２００４年５月２０日制定）  
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情報処理装置及びその周辺装置を利用するときの情報アクセシビリティを確保

するために、それらの機器を企画・開発・設計するときの配慮すべき事項につい

て規定。 

■ＪＩＳ Ｘ８３４１-３： 

高齢者・障害者等配慮設計指針－情報通信における機器，ソフトウェア及びサービス 

第３部：ウェブコンテンツ （２００４年６月２０日公示）  

ウェブコンテンツを利用するときの情報アクセシビリティを確保し、向上させる

ために、ウェブコンテンツの企画、設計、開発、制作、保守及び運用をするとき

に配慮すべき事項について規定。 

■ＪＩＳ Ｘ８３４１-４： 

高齢者・障害者等配慮設計指針－情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス 

第４部：電気通信機器（２００５年１０月２０日制定）  

電気通信機器（携帯電話、固定電話など）を利用する場合の電気通信アクセシビ

リティを確保し、向上させるため、これらの機器を企画・開発・設計するときに

配慮すべき事項について規定。 

■ＪＩＳ Ｘ８３４１-５： 

高齢者・障害者等配慮設計指針－情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス 

第５部：事務機器(２００６年１月２０日制定）  

事務機器（コピー機、プリンタなど）を利用する場合の情報アクセシビリティ

を高めるために、事務機器に関して企画・開発・設計するときの指針として配

慮すべき事項について規定。 

 

詳しくは、日本工業標準調査会のホームページにてＰＤＦファイルでの閲覧が可能であ

る。ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｉｓｃ．ｇｏ．ｊｐ／ 

 

（参考情報） 

（財）家電製品協会は、ホームページ上で、《ユニバーサルデザイン配慮家電製

品「高齢者や障害のある人にも使いやすいと思われる家電製品」》を紹介している。 

但し、実際に検証した製品が掲載されているのではなく、「操作が理解しやすい」

などユニバーサルデザイン配慮項目を考慮し、メーカー等が選定した情報によるも

のである。ｈｔｔｐ：／／ｕｄ．ａｅｈａ．ｊｐ／ 

 

 

２－２－５．まとめ 

今回の調査では、各ジャンルのＩＣＴ情報機器の普及度の目安を、数字で知ることがで

きた。 

本調査で販売数が多かったものは、「文字」に関わる機器であった。「文字を書く」「文字

を読む」「文字を送る」など、文字情報の扱いを「点字、音声、データ」で支援する必要性

の高さを示している。 

 

ＩＣＴ情報機器やソフトは、視覚に障害があることによって「できない」とあきらめて

いた活動を「できる」にする助けとなる。読書をする、文章を書く、インターネットを楽

しむなど、ＱＯＬの向上につながる。しかし、視覚障害者向けに開発された機器を使用し

ている視覚障害者は多いとはいえない数字であった。 

「必要としない」「情報を知らない」など、様々な理由が考えられるが、「利用促進」は
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今後の大きな課題である。また、機器そのものの「あり方」も見直す必要があるのかもし

れない。 

 

視覚障害者には、全盲、弱視とあり、疾患、年代、環境によって、ニーズは多様である。

その「多様性」、「個別性」に応えるために、機器のカスタマイズ、オプション選択は有効

な手段である。 

また、スクリーンリーダーは、一般の機器を「カスタマイズ」する手段の「一つ」であ

る。一般のパソコンを、視覚障害者が使えるようにカスタマイズするソフトといえる。「専

用」のパソコンは必要ない。 

 

「らくらくホン」が好事例である「共用＝ユニバーサルデザイン」の推進は、視覚障害

者も期待している動きであろう。一般の機器（生活家電など）に、実用的に普及すること

を期待する。しかし、視覚障害者向けの機器も「単機能」、「多機能」を問わず目的により

必要である。 

快適に操作ができ、できるだけ安価な機器やソフトの開発を期待している。 

 

視覚障害者情報提供施設は、ニーズをまとめる役割、機器の情報を提供する役割、購入

後にサポートをする役割のいずれか、もしくは施設によっては全てを果たせる。施設は、

機器の開発や促進に役立つ社会資源の一つである。有効に活用していただきたい。 

 

 

調査のふりかえり 

販売数を調査することで普及度を知ることが主な目的であったが、それは非常に困難な

ことであった。販売を終了しているもの。シェアが高いであろうと予想したメーカーなど

から回答をいただけなかったなどの理由がある。 

メーカー及び販売店の皆様には、貴重な時間を頂戴する調査であった。 

 

 

※調査に協力してくださった皆様と、社会福祉法人日本ライトハウス エンジョイ！グッ

ズサロン 岡田 弥氏と、社会福祉法人日本点字図書館 事業部 用具事業課 渡辺 明

氏に厚くお礼申し上げます。 
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２－２Ｆ．国外 視覚障害者向けＩＣＴ情報機器の調査 

 

２－２Ｆ－１．調査について 

 

■調査目的： 

国内の機器にはない機能や、仕様を持った機器の情報を収集し、紹介すると共に、今後

の機器開発の参考にしていただくことを目的とした。 

（日本語は多様な読み方をするため、文字処理が困難な場合がある。しかし、英語等に

はその課題がないため、国内に存在しない機器が、多数あるのではないかと予想して調査

を実施した。） 

 

■調査期間： 

２００７年１０月１日～２００８年２月１１日 

 

■調査対象： 

２８社１１３製品 

○調査対象決定方法１ 

最初に、３件のホームページに紹介されているメーカーの製品を７つの製品ジャンルに

分類した。（製品ジャンル：①点字プリンタ ②点字ディスプレイ ③拡大読書器 ④パ

ソコン周辺機器とソフト ⑤音響機器 ⑥案内装置 ⑦その他） 

次に、「国内で製造、販売されている製品にはないと思われる機能や仕様がある」こと

を確認し、製品を選択した。 

 

・ホームページ一覧 

２００７年１０月現在のホームページを参照した。 

１．Ｔｉｒｅｓｉａｓ（視覚障害関連の機器情報が得られる。） 

ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．Ｔｉｒｅｓｉａｓ.ｏｒｇ／ 

２．障害保健福祉研究情報システム(ＤＩＮＦ) 

ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｉｎｆ．ｎｅ．ｊｐ／ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍｌ 

３．Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ ｆｏｒ ｔｈｅ Ｂｌｉｎｄ (ＡＦＢ) 

ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｆｂ．ｏｒｇ／ 

 

○調査対象決定方法２ 

ＣＳＵＮ（南カリフォルニア州立大学ノースリッジ校が主催する「障害者福祉機器展」、

「テクノロジーと障害者」国際会議）参加者に情報提供を依頼した。 

 

■調査方法： 

・上記の３件のホームページに掲載の製品情報を活用すると共に、各メーカーのオフィ

シャルホームページにて、２００８年１月現在の取扱状況と価格を確認した。 

（販売を終了している製品もあった。） 

・製品の概要や価格について不明な点をメールにて各メーカー担当者に問合せた。 

 

■調査項目： 

●メーカーについて 

１．会社名  
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２．所在地  

３．メール  

４．ＵＲＬ 

 

●製品について 

１．機器の種類  

（製品ジャンル：①点字プリンタ ②点字ディスプレイ ③拡大読書器 ④パソコン周辺

機器とソフト ⑤音響機器 ⑥案内装置 ⑦その他） 

２．機器名  

３．機器の概要  

４．販売価格 

 

 

２－２Ｆ－２．調査結果 

製品ジャンル毎に、調査対象数、調査国、全体的特徴をまとめた後、「日本で製造、販売

されている製品の中には、同じ機能や仕様がないと思われる製品」を提供しているメーカ

ーのメーカー名、製品名、製品の特徴などを抜粋し、記載した。 

詳しくは、資料２－２Ｆ－①を参照いただきたい。 

 

■製品ジャンル：①点字プリンタ 

調査対象数：１メーカー ４製品 

調査国：ＵＳＡ 

特徴：点字、点図／カラーインクプリンタである。本体の色に赤がある。 

 

●Ｖｉｅｗｐｌｕｓ ｔｅｃｈｏｎｏｌｏｇｉｅｓ Ｉｎｃ 

「Ｅｍｐｒｉｎｔ Ｓｐｏｔｄｏt Ｃｏｌｏｒ Ｂｒａｉｌｌｅ Ｐｒｉｎｔｅｒ」は世界

で唯一の点字、点図／カラーインクプリンタである。ヒューレット・パッカード社のイン

クジェットプリンタと同じ用紙、インクカートリッジを使用する。同じページに、点字、

点図印刷、カラー印刷が可能である。ソフトウェアを使用し、自動的にワード、エクセル

文書を点字用にフォーマットする。タイガーテクノロジーを採用し、コンピュータスクリ

ーン上に表示されているものは全て、点図として印刷することが可能である。本体の色は、

白／赤のいずれかを選択できる。 

 

■製品ジャンル：②点字ディスプレイ 

調査対象数：７メーカー ２２製品 

調査国：Ｇｅｒｍａｎｙ、ＵＳＡ、Ｎｅｔｈｅｒｌａｎｄｓ、Ｎｅｗ Ｚｅａｌａｎｄ、 

Ｆｒａｎｃｅ 

特徴：サイズ（マス）を豊富に揃え、携帯用や携帯電話接続仕様のものが多くある。 

 

●Ｈａｎｄｙ Ｔｅｃｈ Ｅｌｅｋｔｒｏｎｉｋ ＧｍｂＨ 

携帯用８マス、単独使用８０マス、４０、６６、８８マス用などの種類を揃えている。

また、携帯電話に接続できる機能のものもある。 

「Ｍｏｄｕｌａｒ ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ」は、点字ディスプレイ本体にキーボートを装着

する仕様になっており、点字入力キーボードや、テンキーが右、左、左右にあるものなど

５種類から個人が使いやすいスタイルのものを選択できるようになっている。８８、６６



 ５８

マスとある。 

 

●Ｆ Ｈ Ｐａｐｅｎｍｅｉｅｒ ＧｍｂＨ ＆ Ｃｏ ＫＧ 

携帯用、４０、６６、７０マス用などの種類を揃えている。４０マスの携帯用もあり、

重さは８９０ｇである。 

「Ｂｒａｉｌｌｅｘ ＥＬ２Ｄ-８０Ｓ」は縦、横にセルが配置されており、カーソルの

位置を容易に知ることが可能である。 

 

●ＢＡＵＭ Ｒｅｔｅｃ ＡＧ 

３２、４０、６４、８０マス用、携帯用１２、２４マスなどの種類を揃えている。４０

マスで重量６００ｇのコンパクトなものがある。最も多様なサイズ（マス数）を揃えてい

る。 

 

■製品ジャンル：③拡大読書器について 

調査対象数：１２メーカー ５２製品 

調査国：Ｉｒｅｌａｎｄ、ＵＳＡ、Ｓｗｅｄｅｎ、Ｎｅｔｈｅｒｌａｎｄｓ、Ｇｅｒｍａ

ｎｙ、Ｄｅｎｍａｒｋ、Ｎｅｗ Ｚｅａｌａｎｄ 

特徴：モニターサイズ、カメラの種類を豊富に揃えている。学生向けが強調されている。

１０種類以上を揃えているメーカーもある。 

 

●Ａｓｈ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ Ｌｔｄ 

望遠カメラ、マウスカメラなどカメラの種類が豊富である。 

「Ｆｕｓｉｏｎ」はマウスカメラを用いており、本体に装着、または本体から分離させ

て、厚い本や、瓶のラベルなどを読むことができる。マウスカメラは人間工学で設計され

ている。「Ｌｉｂｅｒｔｙ Ｓｏｌｏ」は用途に合わせてモニターに表示する方法を４つの

モードから選ぶことができる。 

 

●ＲＥＨＡＮ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ Ｌｔｄ 

「Ａｆｆｉｎｉｔｙ Ｓｕｐｒｅｍｅ Ｂｌａｃｋ ａｎｄ Ｗｈｉｔｅ」「Ａｆｆｉｎｉｔ

ｙ Ｓｕｐｒｅｍｅ １７ｉｎ ＣＲＴ」は発光ダイオードを使用していることにより、長期

対応が可能となる。 

 

●Ｅｎｈａｎｃｅｄ Ｖｉｓｉｏｎ Ｓｙｓｔｅｍｓ 

１０種類の携帯型、据置型を揃えている。 

「Ｍｅｒｌｉｎ」は音声で操作することができる。現在は"ｂｉｇｇｅｒ"か“ｓｍａｌ

ｌｅｒ"で拡大倍率を変更、"ｃｈａｎｇｅ"で表示モードを変更可能である。現段階では、

音声認識はその２つの機能のみである。 

 

●ＭａｇｎｉＳｉｇｈｔ Ｉｎｃ 

「Ｅｘｐｌｏｒｅｒ ＣＣＴＶ Ｖｉｄｅｏ Ｍａｇｎｉｆｉｅｒ シリーズ」全てカメラ

とモニターが別々になっており、カメラとモニターの組み合わせが１１パターンある。 

 

●ＬＶＩ Ｌｏｗ Ｖｉｓｉｏｎ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ＡＢ 

８種類の携帯型、据置型を揃えている。殆どがパソコンにも接続して使用できる。学生

の使用を強く意識している。 
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「ＭａｇｎｉＬｉｎｋ Ｓ Ｓｔｕｄｅｎｔ Ｃｌａｓｓｉｃ (ＭＬＳＳＴＣ)」はボタン

一つでカメラからコンピュータに画像を取り込むことができる。授業で撮った黒板の写真

を、自宅で見ることが可能である。 

 

●Ｔａｇａｒｎｏ Ｉｎｎｏｖｉｓｉｏｎ Ａ.Ｓ 

「Ｈｅｒｃｕｌｅｓ」は画面分割ができ、あらゆるモニターに接続できる。パソコンに

接続し、拡大・音声ソフトと共に使用できる。画面分割機能により、カメラ、またはコン

ピュータからの映像を映し、分割して双方を同時に映すことができる。 

 

●ＨｕｍａｎＷａｒｅ 

「ｍｙＲｅａｄｅｒ２」は自動読書器である。本や雑誌のページを取り込んで画面上で

自動的にテキストを再調整し、自動的に行をスクロールして行頭に移動する。パソコンと

画面を共有して画面分割もでき、数ページの情報を保存できる。 

 

■製品ジャンル：④パソコン周辺機器とソフト  

調査対象数：９メーカー １７製品 

調査国：Ｓｐａｉｎ、ＵＳＡ、ＵＫ、Ｃａｎａｄａ、Ｇｅｒｍａｎｙ 

特徴：視覚障害以外の障害対応も意識している。携帯電話用や、拡大ソフトの機能を含ん

でいる製品が多い。 

※「ＪＡＷＳ ｆｏｒ Ｗｉｎｄｏｗｓ」は世界で最も普及しているスクリーンリーダーで

あり、広く日本でも知れているので今回の調査の対象にはしていない。 

詳しくは、資料２－２－③を参照いただきたい。エクストラが取扱中である。 

 

●ＣｏｄｅＦａｃｔｏｒｙ, Ｓ.Ｌ 

携帯電話、ＰＤＡ、スマートフォン用のスクリーンリーダー、携帯電話、ＰＤＡ用の画

面拡大ソフトを揃えている。但し、使用できる携帯機種は限られている。 

 

●ＣＡＳＴ Ｉｎｃ 

「ＡｓｐｉｒｅＲＥＡＤＥＲ ｖ.４」は感覚・認識障害の方に配慮した機能・操作なの

で、学生からご高齢の人まで使いやすい仕様である（詳しい仕様は不明）。 

 

●Ｃｈｏｉｃｅ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ (ＵＫ) Ｌｔｄ 

４種類のスクリーンリーダーを揃えている。画面読上げ、拡大、マウス操作での画面読

上げなどの種類がある。マウス操作のものは、学習障害・失読症の方や言語の学習向けと

している。 

 

●Ｃｌｏｕｄｗｏｒｌｄ Ｌｔｄ 

「ＷｏｒｄＡｌｏｕｄ」はキーボードかマウスで操作できる。視覚障害・失読症・反復

運動過多損傷・多動症の方など様々な障害者を対象としている。 

 

●Ｄｏｌｐｈｉｎ Ｃｏｍｐｕｔｅｒ Ａｃｃｅｓｓ Ｌｔｄの「Ｓｕｐｅｒｎｏｖａ ｖ.８」 

●ＢＡＵＭ Ｒｅｔｅｃ ＡＧの「Ｖｉｒｇｏ４」 

拡大・音声・点字でのサポートをしているので、弱視者も使いやすい。 
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■製品ジャンル：⑤音響機器（ＰＤＡ含む） 

調査対象数：８メーカー １０製品 

調査国：ＵＳＡ、ＵＫ、Ｓｗｅｄｅｎ、Ｎｅｔｈｅｒｌａｎｄｓ、Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ 

特徴：多機能である。その国の独自のサービスを利用するための仕様がある。 

 

●ＬｅｖｅｌＳｔａｒ 

「Ｉｃｏｎ」は視覚障害者向けＰＤＡである。Ｂｏｏｋｓｈａｒｅ Ｓｕｐｐｏｒｔ（Ｂ

ｏｏｋｓｈａｒｅについては、２－３Ｆ－２を参照）が利用でき、読みたい書籍を簡単に

入手できる。Ｄｏｃｋｉｎｇ Ｓｔａｔｉｏｎ（約３００ｍｍ×２００ｍｍのメール機能な

どがあるキーボード）に組み込むと、ワープロの全ての機能を使用できる。 

 

●ＰＵＲＥ Ｄｉｇｉｔａｌ 

「Ｓｏｎｕｓ－１ＸＴ」は、ＤＡＢ（Ｄｉｇｉｔａｌ Ａｕｄｉｏ Ｂｒｏａｄｃａｓｔ

ｉｎｇ）放送のデジタルラジオである。ＤＡＢの放送局・時間・アラーム設定・ラジオや

ディスプレイの設定状態を音声で確認できる。（ＤＡＢは日本と米国を除く殆どの国で採

用されているデジタルラジオ規格である。） 

 

●ＧａｉＳｈａｎ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｐｔｅ． Ｌｔｄ 

「ＴｅｌｌＭａｔｅ」は録音図書や音楽再生・ラジオ・時計・ボイスレコーダー・ラベ

ルリーダーとして使用できる。１ギガバイトのメモリ搭載。様々な物につけられるＩＣタ

グを使用する。 

 

■製品ジャンル：⑥案内装置 

調査対象数：１メーカー ６製品 

調査国：ＵＳＡ 

特徴：電子手帳にＧＰＳナビゲーション機能を付加している。 

 

●Ｓｅｎｄｅｒｏ Ｇｒｏｕｐ ＬＬＣ 

「Ｎｅｗ Ｓｅｎｄｅｒｏ ＧＰＳ Ｖｅｒｓｉｏｎ ４．２」はＳｅｎｄｅｒｏ社の点字

及び音声手帳のＧＰＳレシーバー付ＧＰＳナビゲーションシステムである。"ルックアラウ

ンド"モードで、交差点、バス停などを知らせる。"ルックアヘッド"モードにより、先の交

差点の情報を前もって入手することが可能である。ブルートゥースを利用して点字及び音

声手帳とＧＰＳレシーバー（重量９３ｇ）をワイヤレス接続して使用可能である。自分で

任意のルートを入力し、Ｓｅｎｄｅｒｏのホームページを使用して、他の利用者に情報を

シェアすることも可能である。ホットキーにより、片手での操作ができる。"ビジュアル・

エクスプロアー"モードにより、現地に赴く前に道のレイアウトの情報を入手することがで

きる。歩行スピード、方角、高度、目的地までの距離の詳細な情報がわかる。 

 

「Ｗａｙ Ｔｏ Ｇｏ, Ａｃｃｅｓｓｉｂｌｅ Ｔａｌｋｉｎｇ Ｍａｐｓ ｆｏｒ ｔｈｅ 

Ｂｌｉｎｄ Ｓｅｎｄｅｒｏ」は、Ｓｅｎｄｅｒｏ社の点字及び音声手帳のナビゲーショ

ンシステムである。現地に赴く前に道のレイアウトの情報を前もって入手することが可能。

ルートを点字プリントし、携帯して活用できる。目的地までの距離、方角の詳細な情報が

わかる。オプションの一体型点字ディスプレイを使用することにより、道や会社名のスペ

ルを知ることが可能である。マップは１，５００ヶ所に及び観光地、各種施設の情報を網

羅している。 
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「Ｓｅｎｄｅｒｏ ＧＰＳ ｃｏｍｐａｔｉｂlｅ ｒｅｃｅｉｖｅｒ Ｈｏｌｕｘ ｍ１

０００」は小型で軽量な携帯型ブルートゥースＧＰＳレシーバーである。機器一体型ＧＰ

Ｓレシーバーに比べ、より正確に位置を特定することができる。本ＧＰＳレシーバーは、

同時に３２までの衛星の軌道をとらえ、衛星のシグナルを受信し、毎秒ごとに位置データ

をアップデートする。 

「ＧＰＳ」の日本語仕様は、エクストラのボイスセンス及びブレイルセンスに組み込ま

れる予定である（時期は未定）。 

 

■製品ジャンル：⑦その他 

調査対象数：２メーカー ２製品 

調査国：ＵＳＡ 

特徴：汎用性がある。学習教材として開発されている。 

 

●Ｓｅｎｄｅｒｏ Ｇｒｏｕｐ ＬＬＣ 

「ｉ．ｄ．ｍａｔｅ ＯＭＮＩ」は携帯型バーコード、ＵＰＣ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ Ｐ

ｒｏｄｕｃｔ Ｃｏｄｅ＝米国の一般製品コード）リーダーである。製品に貼られているバ

ーコード、ＵＰＣを本体のスキャナで読み取ることにより、製品の情報を入手することが

できる。入手できる情報の例としては、商品名、取扱説明、内容物（ＣＤの曲名）、栄養表

示、パッケージサイズ、注意書き等である。 

 

●Ｖｉｅｗｐｌｕｓ ｔｅｃｈｏｎｏｌｏｇｉｅｓ Ｉｎｃ 

「Ｉｖｅｏ Ｃｒｅａｔｏｒ Ｐｒｏ Ｖｅｒ．２」は触覚、聴覚、視覚を使って学習

するためのソフトである。 

「山手線路線図」を例に挙げて説明する。 

①山手線の路線図をＷｏｒｄで描く。 

②印刷の指示をし、プリンタ名で「Ｉｖｅｏ」を選択すると、データがＩｖｅｏ（ＳＶＧ

ファイル）に変換される。 

③Ｗｏｒｄで描いた路線図は、それぞれの部分によってオブジェクト化され、そのオブジ

ェクトに、タイトルと詳細の２つの情報を入力することができる。今回は、タイトルに

「駅名」を入力する。また、オブジェクトに、自分で録音した音声のファイル、ホーム

ページのアドレスなどをリンクさせることも可能である。 

④Ｅｍｐｒｉｎｔ Ｓｐｏｔｄｏｔなどのタイガー点字プリンタシリーズやＰＩＡＦなど

の立体コピーで触図を印刷する。（タイガー点字プリンタシリーズで印刷した触図のテク

スチャーは７種類あり。） 

⑤印刷された触図をパソコンに接続した「Ｉｖｅｏ Ｔｏｕｃｈｐａｄ」の上に置いて、触

図に描かれた山手線路線図のどれかを、指で触ると、例えば、「東京駅」と音声で再生さ

れる（パソコンから聞こえる）。 

漢字の読みが異なる場合は、その場で即、自分の声で録音した音声ファイルをリンクさ

せることが可能。 

「Ｉｖｅｏ Ｔｏｕｃｈｐａｄ」の上に置いた触図だけでなく、画面上で各オブジェクト

を選択すると情報が音声で再生される。 

 

「Ｉｖｅｏ」の日本語仕様の製品は２００８年夏にエクストラから、発売される予定で

ある（価格は未定）。「Ｉｖｅｏ」は教育現場で活用されることが予想される。 

上記は、静岡大学にてデモンストレーションを実施いただいた内容である。 
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２－２Ｆ－３．調査結果の分析 

機器調査の結果から、特徴を挙げる。 

 

（１）国外製品の特徴 

以下に、主な５つを挙げる。 

①音声読み上げ機能を備えた視覚障害者専用ソフトが殆どない。 

②一般情報を活用している。 

③視覚障害以外の障害者も対象にしている。 

④拡大読書器や点字ディスプレイなど製品ジャンルによっては、非常に多くの選択肢がある。 

⑤デザイン性も重視している。 

 

１）特徴の説明 

①本調査ではスクリーンリーダーとＯＣＲソフト以外のメールやウェブブラウザなど

の視覚障害者向けソフトがなかったため、一般のソフトをスクリーンリーダーで操

作していると考えられる。その裏づけとして、スクリーンリーダーＪＡＷＳを活用

した一般ソフトのチュートルアル（使用方法や機能などを解説したもの）が多数提

供されている。 

②一般製品コード、デジタルラジオ放送などを活用して情報を得ている。 

③国内の視覚障害者向け製品は、他の障害者も対象として開発している機器は殆どない。 

④障害者数、輸出、給付制度の違い（ＯＴ＝作業療法士や、医師が機器選択のアセス

メントを行うなど）などによると考えられるが、１製品で１０種類などある。 

⑤操作性も考えられているだろうが、持ち歩く（人目につく）機器として、外見も重

視している製品がある。メーカーには工業デザイナーが所属している。 

 

国外製品の特徴は、国内の情報機器やソフトには「該当しない」と、思われる特徴である。 

 

２）特徴の背景 

以下に、主な背景として考えられる４つを挙げる。 

①市場が大きい。・・・・・・・・・・・自国のみの販売ではない。輸出している。 

 視覚障害者以外も顧客である。 

②市場での競争が日本より激しい。・・・日本は独占メーカーが多い。 

③就労、及び学習支援機器、ソフトとして開発している。・・・日本では日常生活、

及びコミュニケーション支援機器、ソフトの開発が主である。 

④読みが多様な言語でない。・・・・・・・日本語は、多様な読み方をする言語である。

英語等の音声化は比較的、容易なので、上記の②につながる要因でもあろう。 

 

（２）イギリスの福祉用具の提供 

財団法人日本障害者リハビリテーション協会発行の「ノーマライゼーション２００７

年９月号」掲載の「イギリスにおける福祉用具提供の現況」によると、法的には「慢性

疾患及び障害者法」に基づき、自治体より利用者に対してアセスメント後に提供されて

いる。各自治体は福祉用具の提供基準を持っており、基本的にはＯＴによって、アセス

メントが行われる。基準には用具一つひとつに利用者の適用基準、及び考慮すべき点が

示されている。 

また、利用者自身のセルフ・アセスメント（自己選択）の仕組みも進められている。 

福祉用具全般にわたり、情報提供、助言、評価を行っている機関、障害者生活財団（Ｄ
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ＬＦ：Ｄｉｓａｂｌｅｄ Ｌｉｖｉｎｇ Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ）があり、インターネッ

トを中心に毎年数万件のアクセスがある。ロンドンに大きな展示場を持っており、そこ

では常時ＯＴなどの専門職が働いている。 

ホームページ上では、生活場面や環境や身体機能の状況をイエス・ノーで回答し、福

祉用具の選択アドバイスと品目例などが示される。ＤＬＦの福祉用具に関する情報提供

は充実しており、ホームページから各種用具の詳細報告書をダウンロードできる。 

ＤＬＦは「私たちは、自立生活を高めるために福祉機器や諸技術を活用する障害者の

“自由”、“エンパワメント”、“選択”のために活動している」と謳っている。 

 

国内の視覚障害者向けの機器は、日本点字図書館や日本ライトハウスなどで紹介、販

売等を実施しており、日本ライトハウスではリハビリテーションの専門家も従事してい

る。しかし、販売目的ではなく「評価」等を行い、展示しているＤＬＦのような団体は

存在しない。 

 

 

２－２Ｆ－４．まとめ 

国外の機器は、福祉施策、国民性の違い、生活環境などの違いから、機器開発は異なる

視点があろうが、「就労」「学習」「共生」という意識の下に機器が開発されているといって

良いのではないだろうか。 

「（１）国外製品の特徴」で「スクリーンリーダーとＯＣＲソフト以外のメールやウェブ

ブラウザなどの視覚障害者向けソフトがなかったため、一般のソフトをスクリーンリーダ

ーで操作していると考えられる。」と記述したが、これは、「音で情報を取得できるよう

に環境は整えるので、晴眼者と同様のソフトを使えるように、操作を取得して下さい。」

ということだと、考えられる。その是非は、ここでは問わない。 

ソフトの「共用」だけでなく、一般のバーコードを読むバーコードリーダーで商品の情

報を得るなど、情報の「共用」もされている。 

携帯電話用のスクリーンリーダーは、機種は限られるが、携帯電話の端末を選んでソフ

トをインストールすることができる。 

「共用」とは言い換えれば「選択肢」の拡大ということである。そして、「サポート者

の拡大」である。同じソフトや機器を使っていれば、トラブルが生じた際に、サポートを

依頼できる。「共用」から「共生」が導かれる。もちろん、専用機器もあり、必要でもあ

る。 

 

これらの機器やソフトの提供が可能なのは、多様な読み方をしない言語であるというこ

とは大きいのではないかと考える。膨大な人名、地名の読み方の辞書が搭載され、文章の

前後で漢字の「読み方」を判断できる「人工知能的な合成音声エンジン」があれば、前出

のバーコードでの情報取得が日本でも可能になるのではないだろうか。今後のＩＣＴ情報

機器、ソフトの開発に期待したい。 

 

 

調査のふりかえり 

本来ならば、最新の機器が紹介されているＣＳＵＮに参加し、調べるできであっただろ

うが時間的、費用的面から主にホームページ上の情報を調査した。 

今後、機器の調査が実施される際には是非、国外での展示会参加を含めた調査が実現す

るよう提案する。機器は実際に手に取り、使ってみなければ、機能の評価ができない。 
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その際には、機器に精通した視覚障害当事者が同行する必要がある。また、そのような

場では、開発の背景なども知ることが可能であろう。 

 

 

※ホームページ翻訳では、愛知盲ろう者友の会の吉田沙矢香氏にご協力をいただきました。 

厚くお礼申し上げます。 
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２－３．国内 視覚障害者向けＩＣＴネットワークの調査 

 

２－３－１．調査について 

 

■調査目的： 

インターネットを介したネットワークを活用して、視覚障害者支援や情報提供等を行っ

ている団体等の活動内容や利用実績などから、視覚障害者のＩＣＴネットワーク利用状況

を把握することを目的とした。 

また、ＩＣＴネットワークの課題等についても検討し、提案をする。 

 

■調査期間： 

２００７年９月２２日～１０月１４日までの予定であったが、実際には２００８年１月

９日に最終の回答を得た。 

 

■調査対象： 

１個人 ８団体 

対象決定は、本研究委員で活動が普及、または普及しつつあると判断した団体と、個人。 

 

■調査方法： 

調査票（エクセル）をメールで送付した。 

 

■調査項目：（２種類） 

（１）団体について（個人については、調査していない） 

１．団体名  

２．所在地  

３．設立年月  

４．担当者名  

５．メール  

６．電話番号  

７．ＵＲＬ 

 

（２）サイト利用について 

１．構築目的  

２．構築年  

３．提供情報  

４．登録者、申込者数、もしくはサイト訪問者数など（２００７年８月３１日現在） 

５．構築効果  

６．課題  

７．課題解決に必要なもの 

 

回答者の手間を軽減するために、ホームページ等で調べられる項目については作業委員

が入力後、調査票を送信した。入力内容に訂正がある場合は訂正いただいた。 
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２－３－２．調査結果 

 

■回答率： 

７８％  （有効回答１個人 ６団体  無回答２団体） 

 

（１）御社について 

回答いただいた団体の一覧は、資料２－３－①を参照いただきたい。 

 

（２）サイト利用について 

下記回答内容は、原文を掲載しているため、文体は統一していない。 

 

《個人》 

◎１．杉田 正幸  

ホームページ名：視覚障害者のＷｉｎｄｏｗｓ活用ＭＬ 

ｈｔｔｐ：／／ｊ７ｐ．ｎｅｔ／ｍｌ／ｗｉｎｄｏｗｓ／ 

１．構築目的： 

視覚障害者の音声でのパソコン利用、アプリケーション活用、フリーソフト・シェア

ウェアの活用に関する情報交換などを行うためのメーリングリストである。 

２．構築年： 

２０００年２月 

３．提供情報： 

構築目的に同じ 

４．登録者、申込者数、もしくはサイト訪問者数（２００７年８月３１日現在） 

登録者数：１，５９５名 

５．構築効果： 

視覚障害者のパソコン利用、Ｗｉｎｄｏｗｓ活用、アプリケーション活用など、会員

間の情報交換、情報の共有がはかれた。新しいソフトの情報や利用者からの評価、活

用のノウハウ、Ｑ＆Ａなどを通じて利用者の求める情報が的確に会員間で交わすこと

ができた。 

６．課題： 

メーカーや開発者も多く登録されているが、それぞれの立場もあり、積極的な情報発

信やＱ＆Ａへの解答をしてもらえない。利用者間の問題や紛争に対して時間的に余裕

がなく的確に管理者が対応できない。 

７．課題解決に必要なもの： 

誰もが投稿しやすい雰囲気作り。 

 

 

（参考情報） 

視覚障害リソース・ネットワークの視覚障害メーリングリスト「Ｊａｒｖｉ－ＭＬ」

は、ホームページによると、２，０００人以上が登録している最大のＭＬである。（視

覚障害者と視覚障害者関係者が登録）現時点での正確な数字は不明である。 

ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｗｃｕ．ａｃ．ｊｐ／～ｋ－ｏｄａ／ＶＩＲＮ／ 
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《団体》 

◎１．全国視覚障害者外出支援連絡会（ＪＢＯＳ）  

ホームページ名：全国視覚障害者外出支援連絡会（ＪＢＯＳ） 

ｈｔｔｐ：／／ｊｂｏｓ．ｊｐ／ 

１．構築目的： 

全国の視覚障害者の外出支援を行うため。（主に、ガイドヘルプ制度や支援費制度の枠

外の外出を支援）また、全都道府県に加盟団体があるネットワーク作りを行うため。

活動のコンセプト：「いつでもどこへでも、出かけたいときに、でかけたいところへ…」 

２．構築年： 

１９９６年１０月 

３．提供情報： 

ホームページにＪＢＯＳ加盟グループ情報を掲載。ガイドを希望する視覚障害者が、

地元の加盟グループにメール及び電話でガイド依頼を行うことが可能。ＪＢＯＳはボ

ランティア活動にて、利用料は無料。但し、ボランティアが自宅を出てから帰るまで

の交通費と、同行中の食費等は必要。 

団体によっては連絡事務費として２００～３００円必要なこともある。 

４．登録者、申込者数、もしくはサイト訪問者数（２００７年８月３１日現在）： 

利用申込者数：約１，７００人 

実際のサポート数：約１，５５０人 

登録グループ数：３４グループ 

５．構築効果： 

一人旅の支援をしているのでネットワークがなければできません。それと活動状況の

情報交換なども有効にできています。 

６．課題： 

全県ネットワークの構築ですが、特にニーズが多い京都に加盟団体が欲しいです。 

７．課題解決に必要なもの： 

京都社会福祉協議会に協力をいただき手引き講習会を開催する予定です。 

 

 

◎２．特定非営利活動法人視覚障害者パソコンアシストネットワーク（ＳＰＡＮ） 

ホームページ名：ＳＰＡＮ 

ｈｔｔｐ：／／ｓｐａｎ．ｊｐ／ 

１．構築目的： 

全国の視覚障害者のパソコン利用が快適・積極的に進むよう視覚障害者を対象とした

パソコンサポートを充実させ、点在する組織や情報をつなぎ合わせるため。 

２．構築年： 

１９９９年７月 

３．提供情報： 

［活動］ 

・初級講座： 

初めてパソコンに触れる人のための講座を、受講者のニーズに応じて随時開講 

・テーマ別講座： 

Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ、ファイル管理、宛名職人などのテーマを設定した講座を各テ

ーマで１回ずつ、年間４回開講 

・サポートスタッフの養成： 
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視覚障害者のパソコンサポートを志す人のための講座年間６回開講 

・視覚障害者にとってのハードウェア・ソフトウェアの評価： 

新たに開発されたソフトウェアが視覚障害者にとって使えるかの検証 

［情報］ 

・全国の視覚障害者のパソコンサポートデータベース 

・全国の団体が作成している、視覚障害者及びサポートをする方のためのテキストなど

のデータベース  

・スパンが編集・制作した、パソコンを学ぶ視覚障害者とサポートをする方のための 

テキストのご案内  

４．登録者、申込者数、もしくはサイト訪問者数（２００７年８月３１日現在）： 

利用申込者数：約７００名 

実際のサポート数：約７００名 

登録グループ数：１１８グループ 

５．構築効果： 

パソコンサポートデータベースを通じて地域のサポート団体を知るきっかけとなった

との声が多数寄せられました。  

６．課題： 

やはり資金的な面が課題です。現在は会費や有志の寄付、自治体などからの受託事業

で運営しています。  

７．課題解決に必要なもの： 

安定した活動費を捻出するため、寄付金の募集や受託事業を増やす努力をしていくこ

とに尽きると思います。 

 

 

◎３．株式会社アンウィーブ 

ホームページ名：視覚障害者による視覚障害者のための情報検索サイト「アイリンク」 

ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｙｅｌｉｎｋ.ｊｐ／ 

回答のホームページ公開は控えさせていただきます。 
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◎４．社会福祉法人日本ライトハウス盲人情報文化センター  

ホームページ名：視覚障害者生活支援情報データベース 「ライトハウス・サーチ」 

ｈｔｔｐ：／／１２５．１０２．９６．８９／ｌｉｇｈｔｓｅａｒｃｈ２／Ｔｏｐ．ａ

ｓｐｘ 

１．構築目的： 

目の見えないかた・見えにくいかたが自立した地域生活を送れるよう、利用できるさ

まざまなサービスや情報を収集し、音声化ソフトでも利用できるデータベースを構築

しました。 

２．構築年： 

２００７年４月  

３．提供情報： 

全国各地の視覚に障害のある方々やご家族、福祉関係者が、お住まいの地域で利用で

きる福祉サービスを簡単、的確に見つけられるデータベースを作成し、インターネッ

ト上に公開しました。 

全国７８２施設・団体・学校の調査回答結果と、当法人が独自に蓄積、収集した文書

情報を掲載しています。 

４．登録者、申込者数、もしくはサイト訪問者数（２００７年８月３１日現在） 

サイト利用者数：約２，５００件 

５．構築効果： 

実質的な利用件数が把握できておらず、見られた方からの問い合わせや要望がほとん

どないので、効果の判断・評価ができません。情報更新・増加が進められれば効果は

大きいと考えています。 

６．課題： 

予算と人員がないため、情報の更新、新規情報の収集がうまくできていないこと。 

７．課題解決に必要なもの： 

公的な補助金で支えていただけると幸いです。 

 

 

◎５．社会福祉法人日本点字図書館 

社会福祉法人日本ライトハウス盲人情報文化センター 

ホームページ名：びぶりおネット  

ｈｔｔｐ：／／ｄａｉｓｙ．ｎｉｔｔｅｎｔｏ．ｊｐ／ 

１．構築目的： 

インターネットの仕組みとパソコンを使って、全国の利用者が、東京及び大阪に設置

されたコンテンツサーバ内のデジタル化された点字図書・録音図書を自由に利用する

こと。 

２．構築年： 

２００４年４月 

３．提供情報： 

・２００４年４月 サービス開始。著作権の許諾状況から、当初約４００タイトルから

スタートし、月末には６４５タイトルを公開。当初の利用登録者は４１１(内、団体１)。 

・２００５年１０月 点字データも登録し、ストリーミングとダウンロードができるよ

うに登録者にネットブレイルを配布。 

・２００６年９月 代行アップ事業を開始。５１施設が参加。各点字図書館製作録音図

書１０００タイトルを順次追加登録。ただし著作権許諾が得られないものは非公開。 
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・２００７年７月 改正著作権法施行。全録音データの提供が可能になり倍増、７００

０タイトルを超える。 

・２００７年１０月 ２００７年１０月からＮｅｔＰＬＥＸＴＡＬＫの年間サポート費

撤廃。 

１２月からＶｉｓｔａ対応のＮｅｔＰＬＥＸＴＡＬＫを発売。 

４．登録者、申込者数、もしくはサイト訪問者数（２００７年８月３１日現在） 

登録者数：９７５（個人：９０２  団体：７３) 

登録図書数：点字図書：１０，９５１タイトル（１１，２２８件) 

録音図書：７，３７７タイトル（７，４５２件) 

点字利用数：ダウンロード １８,６６５タイトル １０１，４０９冊分 

（ストリーミング ５，２９３タイトル １０，６９３冊分） 

録音利用数：４１６，８４５タイトル ５４２，７７２時間３１分 

５．構築効果： 

人気の高い新刊書を貸出より早く提供でき、予約待ちなしで希望される方にいつでも

提供できる。利用者からは、返却を気にせずに読書できることや、どんな本かわから

なくても気軽に開いて内容を確認できる良さがあるなどの感想が寄せられている。 

視覚障害者の読書に対するストレスを軽減し、読書意欲を高めていると思われる。 

６．課題： 

アクセスと操作の簡便化。出版年や内容からの検索など検索性の充実と検索結果の配

列変更等。 

７．課題解決に必要なもの： 

携帯端末やＰＣに依らない、簡便な操作の端末の開発。 

管理システムの書誌項目やウェブ検索システム等の見直し。 

 

 

◎６．特定非営利活動法人 全国視覚障害者情報提供施設協会 

ホームページ名：ないーぶネット 

ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎａｉｉｖ.ｇｒ.ｊｐ／ 

１．構築目的： 

点字データ及び点字・録音図書の目録を視覚障害者と施設が利用するため。 

２．構築年： 

１９９８年９月 

３．提供情報： 

インターネットを使った、視覚障害者用点字・録音図書総合目録の提供と点字資料（デ

ータ）の個人、関係施設・団体への提供。 

４．登録者、申込者数、もしくはサイト訪問者数（２００７年８月３１日現在）： 

会員数：個人：４，９３５名  施設・団体：１９０団体 

登録図書数：点字データおよそ８万タイトル 

点字・録音図書目録およそ４２万タイトル 

貸出図書数（年間）：点字データ ２５３，７７３タイトル 

５．構築効果： 

①図書情報の地域格差の解消＝国内図書館所蔵の視覚障害者用図書情報を一元化する

ことにより地域格差のない情報提供環境が整備された。 

②２４時間サービス提供の実現＝点字データについては２４時間利用できる環境が

整った。 
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６．課題： 

音声データの配信未対応＝点字データについては、２４時間利用可能な電子図書館と

なったが、多くの利用者が利用する録音図書については対応できていない。 

７．課題解決に必要なもの： 

パソコン操作の習得ができない利用者のための専用端末が開発されれば、さらに利用

は伸びることと思われる。 

 

 

２－３－３．調査結果の分析 

各ネットワークは目的が異なる構築であるため、それぞれに役割や特徴を持っている。 

 

「ＪＢＯＳ（ジェイボス）」は、全国のガイドボランティアグループのネットワークと

して、１０年以上の活動を続けている。視覚障害者にとって、慣れない場所でのガイドは

必要度が高い。ＪＢＯＳの活動は全国的なネットワークを活かした「移動支援」である。 

具体的に例を挙げると、名古屋在住の視覚障害者が「神戸に行きたい」と考えた時、地

域外（他の自治体）への移動は「移動支援事業」では手配などが困難な場合があり、地域

の事業所以外のグループに視覚障害当事者がガイドの依頼をしなければならない場合があ

る。この時、当事者は名古屋のＪＢＯＳ加盟のグループに電話、メール、ファックスなど

で連絡し、神戸のＪＢＯＳ加盟グループに引き継ぎ、ガイドの手配を依頼するか、当事者

が直接、神戸のＪＢＯＳ加盟グループに連絡する。当事者自身からの依頼は携帯メールが

増加しており、ＩＣＴネットワークならではである。 

 ガイドの依頼の目的としては、生活に必要なガイドではなく、生活の質を高める、一人

旅の支援がメインである。観光、スポーツ大会など、余暇を楽しむためが多い。 

ＪＢＯＳは特に、生活地域以外の外出には欠かせない視覚障害者の移動インフラの一つ

と、いえるのではないだろうか。 

 急な依頼もあり、その依頼にできるだけ応えるために、ボランティアが努力している。

しかし、利用申込数に対して、実際のサポートが１００%でないのは、当事者自身の直前の

キャンセルである場合が多い。顔が見えないままボランティアのコーディネートをしてお

り、ＩＣＴネットワークは、「モラル」が問われる仕組みでもある。 

 

「ＳＰＡＮ（スパン）」は、全国のパソコンボランティアグループのネットワークとし

て活動を続けている。 

パソコンの操作を取得する際に、視覚障害者や関係者が「どこに問合せればいいのか？」

と考えた時に、ＳＰＡＮのデータベースを活用し、１１８のサポートグループから地域の

グループを探すことができる。 

データベースで地域の団体がない場合は、近隣の情報（講習会の情報など）や、テキス

ト情報を得ることができる。視覚障害者や関係者は、次の行動につながる一歩の情報を得

ることができる。 

また、パソコンボランティアが「情報共有」ができることは、連帯感を生み、サポート

のスキル向上にもつながるであろう。 

 

「アイリンク」や、「視覚障害者のＷｉｎｄｏｗｓ活用ＭＬ」のように視覚障害当事者

が管理しているのも、ＩＣＴネットワークの特徴であり、今後、益々増えるであろう。 

ＩＣＴネットワークは、障害の有無を問わず、情報交換ができるデジタル情報の世界で

ある。既に、ソーシャルネットワーキングサービス（ＳＮＳ：Ｓｏｃｉａｌ Ｎｅｔｗｏｒ



 ７２

ｋｉｎｇ Ｓｅｒｖｉｃｅ）では、視覚障害者関連の様々なコミュニティが存在している。

また、ブログ等を開設し、情報取得としてだけでなく、情報発信の手段としてもインター

ネットを活用しているのである。当事者が提供する情報、交換する情報は、「当事者の身近

な情報」として有効に活用されているであろう。 

 

「アイリンク」や、「ライトハウス・サーチ」のように「視覚障害者向け」は「スクリ

ーンリーダーで読みやすいページ」の情報は前提であり、コンテンツが限られるであろう。

しかし、目的に合わせて、ストレスなく情報を取得できるという利点は見逃せない。目的

に合わせて、特定の情報を検索する検索サイトを活用するのも、一つの方法である。 

ネットワークのニーズも２－２－３の「ＩＣＴ情報機器調査」の「調査結果の分析」で

記述したように「単機能」「多機能」２通りを考える必要があるのかもしれない。 

なお、「多機能」はＧｏｏｇｌｅなどの一般に普及している検索サイトである。広い範囲

で検索し、情報を取得する方法である。 

 

「びぶりおネット」は、インターネット環境があれば「いつでも」「どこでも」図書情

報、データを利用できることから、個人の利用者数を延ばしていくであろう。著作権法の

改正により２００７年７月から録音図書の配信が可能になったため、所蔵数も増加するだ

ろう。 

インターネット環境がある読者にとっては、正しく「デジタル・ネット図書館」である。 

 

「ないーぶネット」の会員数は個人：４９３５名、施設・団体：１９０団体と、視覚障

害者向けの国内最大の情報ネットワークである。 

「個人」、「団体」両方の利便性を常に追及する必要があるＩＣＴネットワークである。 

 

 

２－３－４．課題の解決に向けて 

調査回答から、課題は資金（設備、人員含む）、環境整備、機器及びソフト開発の３つに

まとめることができる。 

課題を解決するためには、以下のような取り組みが必要、且つ有効ではないだろうか。 

 

（１）資金 

スポンサー探しや寄付を募ることなど、自助努力が必要であるが、そのような活動は

ノウハウを必要とする。 

視覚障害者情報提供施設には寄付活動のノウハウが蓄積されている施設もあるので、

ボランティア団体にノウハウの提供や、共に活動することを検討できる。 

公的な補助金は、その事業の有効性や公共性などにより決定されるであろう。 

 

（２）環境整備 

「人」が活動する環境の整備として、ＪＢＯＳやＳＰＡＮなどに登録しているボラン

ティアグループの活動を支援するために、ガイドボランティア講習やパソコンボランテ

ィア講習を実施している地域の視覚障害者情報提供施設が、ボランティアグループと連

携する。 

施設で実施することが難しいサービスを、ボランティアグループが提供する。施設は

ボランティアグループと人の交流を実施するなど、補完関係を構築できるのではないだ

ろうか。既に、このような関係を築いている施設もある。 
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「情報」を提供する環境の整備として、ホームページを改善するには、「わかりやすい

レイアウト」「わかりやすい検索」など、アクセシビリティとユーザビリティの高さが必

要である。そのためには「何が視覚障害者に使いやすく」「どのような機能が必要なのか」

など、変化するニーズを調査し、導入できる新しい技術などを見据えながら、改善し続

ける必要がある。 

また、「びぶりおネット」と「ないーぶネット」の融合など、図書情報入手を「一つの

窓口」にすることは、「個人」と「団体」の利便性を高めることにつながる。 

 

（３）機器及びソフト開発 

パソコンを使用していない視覚障害者が、快適に図書情報を得られるような機器の開

発では、ゼロからの開発のみではなく、既存の機器の利用など、今ある社会資源の活用

も視野に入れながら、検討していく必要がある。 

また、「図書情報」専用ではなく、「図書以外の情報」なども入手できるような拡張性

のある機器の検討も必要ではないだろうか。 

 

パソコン利用者においては、ウェブアクセシビリティを高めるための社会的整備が必

要ながら、「視覚障害者向け」の「わかりやすいブラウザ」は求められているソフトであ

る。インターネット上の情報は、視覚障害者が「自分で直接的にアクセスできる情報」

である。２００７年１０月に、高知システム開発からインターネット読上げソフトとし

て「ＮｅｔＲｅａｄｅｒ (ネットリーダー)」が発売された。今後の普及などに着目した

い。 

しかし、例えば、財団法人日本障害者リハビリテーション協会と視覚障害者情報提供

施設が協力し、ソフトの開発から提供、サポートまでを総合的に支援できるような仕組

みも、検討できるのではないだろうか。 

 

＜２－２－２の「ＩＣＴ情報機器調査」の「調査結果」より抜粋＞ 

財団法人日本障害者リハビリテーション協会のホームページから無償でダウンロード

できるエディタを中心とするウェブブラウザ、メーラーを統合した支援ソフト「ＡＬＴ

ＡＩＲ」は、約２８，０００回のダウンロードがある（視覚障害者のみでなく、誰でも

ダウンロード可能）。 

 

 

今回の調査回答では、「課題」において、「利用者拡大」など利用者数における課題は直

接的には挙がっていない。しかし、「びぶりおネット」や「ないーぶネット」では、「端末」

の開発等で、利用者数が伸びるであろうことを期待している。 

 

 

２－３－５．まとめ 

ＩＣＴネットワークは、視覚障害者が行きたいところに行ける。パソコンを操作して情

報を得る。情報交換をする。読みたい本を入手する。など、「自分らしく生きること」「自

己実現」につながる活動の助けとなっている。 

ＩＣＴネットワークを活かすには、「ＪＢＯＳ」「ＳＰＡＮ」などの存在を知っていると

いうことが前提である。 

当然のことながら、知ってこそ、ＩＣＴネットワークを活かすことができるのである。 
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インターネット環境があっても、視覚障害者向けのネットワークを、自分で知ることが

できるとは限らない。第三者からの情報提供や、誰かに相談して得る場合もあるだろう。 

例えば、視覚障害者情報提供施設に相談があったとして、その職員が情報を持っていな

ければ、相談者は何も得ぬままになってしまう。そのことは、上記の全ての事業等でいえ

ることである。ＮＰＯやボランティアの活動情報も情報資源として重要なのである。イン

ターネット上の情報は、豊かな社会資源である。 

視覚障害者情報提供施設の利用者は図書の情報だけを施設に求めているのではない。 

 

２－１の「ニーズ調査」では、「必要とする生活情報や入手したい情報が発生した場合、

それをどのようにして取得していますか？」の問いに「①よく利用する点字図書館へ相談･

依頼する。」と答えた人が２１１人であった。全体の２７．５％で、「家族や知人」に次い

で、２番目である。このことからも、施設は情報の窓口として図書情報の蓄積だけでなく、

移動支援、コミュニケーション支援など生活に関わる情報などの蓄積も必要と考えて良い。 

情報をどのように収集し、蓄積するかは、２部の新システムの提案で記述する。 

 

 

調査のふりかえり 

移動支援、パソコン支援、図書情報の入手など、既に活用されているＩＣＴネットワー

クを調査することにより「ネットワーク」が作り出す「豊かさ」を確認することができた。 

ＩＣＴネットワークは、視覚障害者のＱＯＬを高めるためにも、今後、より重要な役割

を担うものである。ＩＣＴネットワークの進化の期待は否応にも高くなる。しかし、「ＩＣ

Ｔ」だけでなく併せて「マンパワー」が重要であることを、改めて確認できた調査でもあ

った。 
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２－３Ｆ．国外 視覚障害者向けＩＣＴネットワークの調査 

 

２－３Ｆ－１．調査について 

 

■調査目的： 

インターネットを介して、ダイナミックにサービスを提供している団体の活動内容を把

握し、今後の視覚障害者情報提供施設のサービス向上に活かすことを目的とした。 

 

■調査対象： 

米国 １件、韓国 １件 

対象決定は、本事務局が各企業にヒアリング訪問した際に得た情報や、昨年（２００７

年１０月）に千葉で開催された第３３回全国視覚障害者情報提供施設協会大会で得た情報

により決定した。 

 

■調査方法： 

該当団体のホームページ翻訳、法律に関する情報などを収集、団体に質問紙送付、委員

が団体訪問などを行った。 

 

 

２－３Ｆ－２．調査結果 

 

（１）米国 「Ｂｏｏｋｓｈａｒｅ．ｏｒｇ」 

 

１）事業内容 

①事業名： 

Ｂｏｏｋｓｈａｒｅ．ｏｒｇ 

ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｏｏｋｓｈａｒｅ．ｏｒｇ／Ｗｅｂ／Ｗｅｌｃｏｍｅ．

ｈｔｍｌ 

 

以下、数値的情報は、２００８年２月１０日現在のホームページを参照した。 

 

②事業概要： 

視覚に障害のある人や、文章を読むことが困難な障害のある人に情報アクセスの場を

提供している会員制のオンラインコミュニティーサービスである。 

電子図書をホームページ上で提供している。 

 

２００７年１０月、米国教育省・特別支援教育課（Ｔｈｅ Ｏｆｆｉｃｅ ｏｆ Ｓｐ

ｅｃｉａｌ Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ Ｐｒｏｇｒａｍｓ ｏｆ ｔｈｅ Ｕ．Ｓ．Ｄｅｐａ

ｒｔｍｅｎｔ ｏｆ Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ）は、Ｂｏｏｋｓｈａｒｅ．ｏｒｇに３２０

０万ドル（約３６億円）の助成金を授与した。蔵書の拡大と、米国全土の学生を対象

に教材を無料で提供することを目的とした５年間の助成である。 

Ｂｏｏｋｓｈａｒｅ．ｏｒｇは、ＤＡＩＳＹ及び点字フォーマットの教材１００，０

００タイトル以上を提供する予定である。 
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③会員数： 

２００２年に非営利活動法人Ｂｅｎｅｔｅｃｈ（ｗｗｗ．ｂｅｎｅｔｅｃｈ．ｏｒｇ）に

よって設立され、８，０００人以上の学生を含め約１２，０００人の会員が利用し

ている。 

   

④図書データ： 

３０，０００タイトルを所蔵しており、１５０の定期刊行物がある。所蔵図書は

利用者や支援者の協力で作られている。利用者や支援者がスキャナで取り込んだテ

キストデータを「テキストＤＡＩＳＹブック」に変換し、所蔵に加えている。点字

フォーマットの図書も制作している。また、データ提供においては、出版社から提

供してもらえるよう努力もしている。 

なお、テキストＤＡＩＳＹブックはテキストのみで、音声は含まれていない。ダ

ウンロードした後に、音声合成で読上げる。 

Ｂｏｏｋｓｈａｒｅ．ｏｒｇでの所蔵がなくても、他機関に所蔵されている図書

をリストアップしており、他機関の図書利用の際は、取り寄せるための情報が掲載

されているホームページを知らせている。 

 

⑤利用対象者： 

・全盲または重度視覚障害の人（眼鏡・コンタクトレンズ使用でも読書が不可能な人） 

・学習障害のある人（失読症等で墨字を読むのが困難な人） 

・肢体不自由の人（本を持ち、ページをめくる動作が困難な人） 

    

障害者に情報アクセスを提供している教育・リハビリテーション機関・図書館等

へのサービスも実施しており、障害等に関して証明できるものを提出することで、

図書をダウンロードできる。 

また、会員登録がなくても、米国内なら点字本を注文できる（郵送）。 

    

⑥利用手続き： 

１．ｗｗｗ．ｂｏｏｋｓｈａｒｅ．ｏｒｇにログインし登録 

２．障害に関する証明を別途提出 

３．年会費納入後、全ての所蔵図書を利用可能 

４．ダウンロードしたいフォーマット（点字、ＤＡＩＳＹ）を選択 

５．利用 

    学校や団体は、学校単位で図書をダウンロードして、アカウントのある生徒に直

接配信できる団体用のアカウントを設定することができる。 

  

⑦利用料等： 

・個人利用：登録料２５＄、年会費５０＄ 

・団体利用：３００＄で３０冊、４５０＄で６０冊、６００＄で１００冊の利用が

できる。 

利用対象になっている米国国内の学校や生徒は無料で利用できる。 

 

⑧著作権の対応： 

著作権については、合衆国法律集 第１７編 著作権 第１２１条にて、「排他的

権利の制限：視覚障害者その他の障害者のための複製」には、認可団体が、視覚障
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害等の障害者向けに既存の図書を特殊媒体（点字・音声・電子テキスト）で複製・

配布することは著作権の侵害には当たらない旨が、定められている。 

※著作権の制限の対象はアメリカ市民とアメリカ在住者のみである。 

 

Ｂｏｏｋｓｈａｒｅ．ｏｒｇは、米国の著作権法免除が適応され、障害者のために

出版物を特別に複製することが認められている。 

著作権法免除対象となる利用に限定するため、７つの規則を設けている。 

１．対象者 

   視覚障害等、読書が困難な障害者。利用登録には、医師や専門家による証明書の提

出が必要である。 

２．規約への同意 

   利用者全員に、著作権法に基づいて正しく所蔵図書を利用することに同意して頂く。

違反があった場合はアクセス権が失効される。 

３．著作権の明記 

特別媒体でのいかなる複製・配布においても、著作権の明記がなければ侵害に当た

る。製作に当たっては、原本の著作権所有者氏名や出版年月日を明記する。 

４．暗号化 

   全ての利用者に暗号化プログラムを配布する。このプログラムにより、配布する図

書を暗号化する。 

５．指紋 

   暗号化の一つとして、ダウンロードされる図書は指紋採取されており、違法な利用

を防いでいる。 

６．セキュリティーデータベース 

暗号化コードや指紋をデータベースとして管理し、乱用防止のための情報としての

み使用する。その他営利目的等では使用しない。 

７．セキュリティ監視プログラム 

   ネット上で行われている全ての操作をモニタリングし、大量のダウンロードや異常

な操作をしているアカウントを発見したら途中停止させる。 

 

２）「ないーぶネット」との比較 

「Ｂｏｏｋｓｈａｒｅ．ｏｒｇ」と「ないーぶネット」では、社会的環境など異なる

ものの、「ないーぶネット」とは、異なるサービス体制を挙げる。 

 

「ないーぶネット」と異なるサービス体制 

以下に、主な４つを挙げる。 

①テキストデータ（スキャナで取り込んだデータ）が扱える。 

②視覚障害者も図書データ提供者である。 

③視覚障害者以外の読書困難者も利用することができる。 

④有料である。 

 

Ｂｏｏｋｓｈａｒｅ．ｏｒｇのようなサービスが、利用できうるのならば、日常の場

で、学習の場で、就労の場で、情報の豊かさは増すことであろう。 

しかし、残念ながら国内ではテキストデータの利用は、著作権法の第三十七条（全文は 

第２部の３－３－１参照）では認められていない。 

Ｂｏｏｋｓｈａｒｅ．ｏｒｇが行っている「暗号化」などは、デジタル情報である「テ
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キストデータ」を扱う際だけでなく、「データ配信」においても必要なのではないだろうか。 

国内では、２００７年７月に「録音図書」の配信が認められたが、配信のためのルー

ル作りは整っていない。 

Ｂｏｏｋｓｈａｒｅ．ｏｒｇの規則を、一つの参考にできるのではないだろうか。 

また、ＮＬＳ（米国議会図書館）はＤＡＩＳＹ再生機のメモリにアクティベーション

機能（＊１）を持たせている。 

 

（＊１）アクティベーションとは、正規のライセンスを保持していることを確認するため

に行われる認証処理である。 

 

（２）韓国 「ジョンダルセ電話図書館」 

 

１）事業概要（千葉大会での発表） 

（発表者：韓国視覚障害者図書館協議会 会長シン・インシク氏） 

視覚障害者が電話を使って、新聞、雑誌、文学、学習図書などを聴くことができる

サービスである。図書館が制作した図書だけでなく、インターネット上のあらゆる情

報を電話で聴くことができるシステムを提供する予定である。 

「電話インターネット検索システム」が実用化に向け最終段階である。完成すれば

「アニメーション」も音声で理解できるよう情報を提供できる。 

 

この発表は衝撃的であった。「アニメーション」の音声化は高度な技術である。 

タイミングよく委員の久保田が韓国へ出張があり、ジョンダルセ点字図書館を訪問

する運びとなった。 

 

２）訪問記録 

１．日時：２００７年１１月１５日（木） ９：００～１１：００ 

２．場所：１００-８７８ ３０８ Ｈａｎｇｕｊｕｎｇ Ｂ/Ｄ、１３３-６ Ｈｙｅｈｙ

ｅｏｎｄｏｎｇ １ＧＡ  Ｊｕｎｇ-Ｇｕ Ｓｅｏｕｌ、ＫＲ 

３．応対者：ジョンダルセ電話図書館 館長 シン・インシク氏 

同    図書館システムの管理対応者   

４．訪問者：社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会 久保田 裕 

                    同      中川 文憲（通訳者） 

５．図書館の概観と、システムの概要 

 図書館の外観 

・視覚障害者に配慮してか、３Ｆまでの経路はすべてスロープになっている。 

 システムの概要 

・携帯電話、家庭用電話、ＩＰ電話問わず利用可能。 

・電話会社と提携し、電話料金を割引。 

・コンテンツの選択等の動作は全てプッシュホンダイヤルボタンで操作可能。 

    １ ・・・ Ｂａｃｋ     ７ ・・・ Ｈｏｍｅ 

    ２ ・・・ ↑     ８ ・・・ ↓ 

    ３ ・・・ Ｆｏｒｗａｒｄ ９ ・・・ Ｅｎｄ 

    ４ ・・・ ←      ０ ・・・ ＳｈｏｒｔＣｕｔ 

    ５ ・・・ Ｒｅｎｅｗ     ＊ ・・・ Ｅｎｔｅｒ  

    ６ ・・・ →      ＃ ・・・ Ｍｅｎｕ 
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・指定の電話番号に架電し、ＩＤをプッシュし、メニュー、コンテンツ等を選択する。 

・メニューは、図書・雑誌の朗読、インターネット、ウェブサイトの朗読、掲示板等。 

・図書・雑誌等の朗読に関しては図書館にて音声入力し保存してある。（デモあり。） 

・インターネットウェブサイトに関しては、「テキスト読み上げソフト」を利用して音

声化、または音声データがついているテキストについてはその音声を再生。（韓国では

ウェブサイトのテキストに音声をつけるのが一般的とのこと。）読み上げる声のデータ

は電話会社より提供を受けている。（※訪問の際には未完であった。） 

・画像データについては、そのキャプションを音声化するか、前後の文脈と画像デー

タの名称などのメタデータより適切な説明を自動生成し音声化。（９０％程度の正答率

とのこと。）（※訪問の際には未完であった。） 

・日本語の「テキスト読み上げソフト」を利用すれば日本語化も可能。 

・Ｈ／Ｗが１．５億ＫＲＷ（ウォン）、ソリューション込みで約１０億ＫＲＷ 

 

３）ジョンダルセ電話図書館の質問と回答 

久保田の訪問報告後、質問紙（８テーマ、質問数１８）を作成し、回答を得た。 

回答者：ジョンダルセ電話図書館 館長 シン・インシク氏 

※電話サービスを「ニュージョンダルセ」という名称で、回答をいただいている。 

※本報告書では、ウェブページをホームページと統一しているが、回答は、原文通り

ウェブページとする。 

 

１．試用 

●質問１ 実際に使って見たいので、日本で利用する方法を教えてください。 

■回答： 

１)基本の使い方はマニュアルを参考にしてください。 

２)接続電話番号は、２０２２－４８００です。 

３)臨時会員番号でＩＤ(会員番号)は、「１２３５」を使って、パスワードは「１１１１」

です。 

４)インターネット関連接続は、２００８年１月２８日から部分的に開通します。 

５)インターネット関連完全サーフィン(利用者がアドレスを直接入力して)は、今年６月ま

でに計画しています。 

６)上記５）に対してネットサーフィンの時に発生する悪性コード流入等補完問題が、完全

に解消されることができなかった状況だからです。 

 

２．システム仕様 

●質問１：動画、画像の音声化 

動画、画像の属性として添えられている説明文と、画像認識、動画認識などを行なった技

術を組み合わせることは検討されていますか？ 

■回答： 

１)ウェブ要素の動画を意味することか、それとも一般動画をおっしゃることかが明確では、

ないが、ウェブ要素としての動画(絵など)で人数、空、山、川、道路、木などいくつかの

特定のイメージの存在の可否を判別する技術を保有しています。しかし、この技術の正確

度はまだ非常に低い水準であり、本会の主力研究分野ではないです。 

２)「ニュージョンダルセ」でネットサーフィンの時、この技術が適用されていないです。 
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３．ウェブサイト読上げ 

●質問１：サイト読み上げ順の判断は？ 

■回答： 

 ウェブページを読む手順を決めるにおいて、ウェブ要素であるフレーム、テーブルなど

をまず判断して、この要素中いずれを先にフォーカスするのかは決まった基準によって変

わります。 

 一応、ログインがある領域と、ウェブページ目次(タブメニュ－)がある部分を先に示す

ように設計されています。 

 

●質問２：サイト音声化要・不要の判断の条件は？ 

■回答： 

 ウェブページを分析するにおいて、すべての要素を抽出するのではなく、利用者に有効

に伝達する要素だけを抽出します。これは技術的アプローチというより、政策的に何が必

要な要素なのかを前もってその基準を決めておく方式です。このために技術的には「抽出

データベース」が整備されています。 

例えば、テキストリンクだけ抽出するといったら、イメージ型リンク要素は排除される

のです。実際にウェブページで告知事項を表示するポップアップページとＯＣＸ、及びＣ

ＬＡＳＳモジュール要素（選択したときにページを開く以外の作業を行うものです。別の

プログラムが起動するものなど）は、ウェブページの抽出過程で排除させます。 

 

●質問３：同一サイトでヘッダ・フッター部分など、同じ内容が繰り返し掲載される場合

がありますが、そのような場合は読まない（読み上げない）配慮などありますか？ 

■回答： 

 ウェブページはメインページからサブページに移動する時、各ページがバッファー(メモ

リー領域)に保存されます。 

 バッファーに入って来た抽出データは進入したウェブページ(サーブページ)と以前のウ

ェブページを比較分析するようになります。この内、ウェブ要素のパターンと内容が重複

されている部分は進入されたウェブページ(サブページ)でフォーカスを飛ばします。概し

て、ウェブページの目次(メニュー)部分が重複されるきらいがあるので利用者はすぐ本文

ページに接近(フォーカス)できるようになります。 

 

４．今後の見込み 

●質問１：今後、改善していく必要な部分とかあれば教えてください。 

■回答： 

１)技術的側面： 

 電話インターフェースで通じる完全なコンピュータ環境の構築として、電話で通じるコ

ンテンツ取得及び業務処理機能も可能にさせる予定であり、優先的に電話を通じ「電話ウ

ェブブラウザ」システムを今年の上半期の中で完全に具現するのが目標です。 

２)政策的側面： 

 視覚障害者が使用する電話インターフェースのためのＨＣＩ（ｈｕｍａｎ ｃｏｍｐｕｔ

ｅｒ ｉｎｔｅｒａｃｔｉｏｎ＝人間とコンピュータの相互作用）研究と活用度を高めるた

めの方案等を模索中です。 

 

●質問２：問題点や、これから改善の必要な部分があれば教えてください。 

■回答： 



 ８１

 技術的にはコンテンツをハンドルリングすることにあって、反応速度の問題点があり、

多くの類型のコンテンツ(解析しにくいフォーマットなど)を相互変換する技術の補完が必

要な状況です。また、利用者の認識改善も要求するところです。まだ電話の活用度がＡＲ

Ｓ（Ａｕｔｏｍａｔｉｃ Ｒｅｓｐｏｎｓｅ Ｓｙｓｔｅｍ＝自動応答システム）水準に

とどまっていて、コンピュータＨＣＩ環境を組み合わせるのに少し困難があります。例え

ば、電話機ボタンに方向キーの概念（ボタンにクリックや矢印キーの役割を持たせる概念）

を取り入れて利用することを、拒否するとか理解することができない利用者が多数います。 

 

５．利用状況 

●質問１：利用人数（人／日、利用の多い年齢層／時間帯／曜日／地域） 

・携帯、ＩＰ電話など、利用者数分布 

・会員制度（登録方法）／登録数 

■回答: 

１)利用人員：一日平均３，５００コール(非会員接続率が高く、約７０%)です。 

２)利用が多い年令層：４０代以上です。 

(最近、ニュージョンダルセ開通で２０代、３０代が増えています) 

３)時間帯：午後３時から４時、１１時から翌日午前２時までです。 

４)曜日：火、月、木、金、水、土、順で火曜日に接続量が一番多いです。 

５)地域：大部分がソウルと、京畿道（キョンギドウ）に集中しています。 

６)携帯電話、ＩＰ電話、利用者数分布：携帯電話接続率は２０％未満で、ＩＰ電話は少数

です。 

７)会員制度：非会員、準会員、正会員で分けています。準会員は会員加入申し込み処理過

程にある者と、会員警告処理された者を意味しています。正会員は団体会員と個人会員が

あり、個人会員は会員等級が適用されます。 

８)登録方法：ＡＲＳ電話（プッシュホンを使って操作する）を通じて、直接会員申し込み

をしてもらいます。この電話で利用約款承認、住民番号、電話番号、会員番号、名前、ニ

ックネーム、住所などの入力をしてもらいます。名前、ニックネーム、住所は音声で入力

が可能です。音声は録音されます。 

９)登録数：現在、正会員は２，９３１人です。 

 

６．コンテンツ 

●質問１： 利用コンテンツの種類及び数（利用頻度が多い順） 

■回答： 

・視覚障害者向けニュース(１５０チャンネル) 

・サークルコミュニティ(１２個) 

・紙誌［新聞(７紙)、雑誌(５誌)］ ２００８年２月中には７０誌の予定 

・電子図書(９３０冊) ２００８年３月中には５０００冊の予定。その他、聖書、講座。 

 

●質問２：コンテンツの選定基準はありますか？（例）図書の選書基準 

■回答： 

 まだ基準はできていない状態です。ただ、今後のコンテンツ統計分析を通じ「コンテン

ツ選定指針」を用意する予定です。 

 

●質問３：読み上げ（音声化）可能なサイトの条件は？（韓国の全サイト対象ですか？） 

■回答： 
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 ２００８年６月までに、英文を含んだアメリカのサイト等も含んだ全てのサイトに、接

続することを目標にしていますが、接続に必要な「電話文字入力機モジュール」が開発過

程にあります。ただし、６月前までに段階的にサイトを開放して、利用するようにする予

定です。その手続きで、まず新聞(情報誌)関連サイトを開放して、次に視覚障害の関連ウ

ェブページ、その次にポータルサイト(Ｄａｕｍ、ネイバー、Ｙａｈｏｏ)、最終的にすべ

てのウェブページを開放するようになります。 

 

●質問４：有害サイトの対応は？ 

■回答： 

 実はこの問題が最大の悩みです。サイト内のコンテンツの有害性が問題です。さらに、

有害サイトを通じての悪性コード流入が大きな問題です。これを遮断する方案を現在考案

中です。 

 

●質問５： 音声化の問題点は？ 

■回答： 

 音声合成（ＴＴＳ）が確保されていて、大きな問題にはなりません。確保された音声合

成（ＴＴＳ）として、ＫＴ(韓国通信)ＴＴＳと、コアボイスというＴＴＳがあります。 

 

※ＴＴＳ：ｔｅｘｔ ｔｏ ｓｐｅｅｃｈの略 

 

７．助成･行政 

●質問１： 助成はありますか？ 

■回答： 

 政府支援及び後援以外に、営利的収益事業はないです。 

 

●質問２： 国家の方針としてサイトに音声データの義務がありますか? 

■回答： 

 法令があるようですが、強制条項ではなく勧告条項です。政府傘下機関と公の企業中心

で、視覚障害対応のウェブページが別に開設されています。 

 

８．開発 

●質問１：開発期間（試作品実証実験） 

■回答： 

 モジュール単位で開発期間を取っています。普通、１モジュールを開発するのに３ヶ月

位必要で、ニュージョンダルセは大きく５個位のモジュールで構成されています。 

 

●質問２：実証実験回数（人数と実験状況など） 

■回答： 

 ニュージョンダルセは２ヶ月のベータ期間（テスト使用期間）を経ました。 

 

●質問３：最も困難であった開発技術 

■回答： 

１)コンテンツ(ファイルフォーマット)変換技術。ｍｐ３からＶＯＸ（音声）に変換するこ

とです。 

２)コンテンツ(ファイルフォーマット)ハンドリング技術。登録の際の電話応答などです。 



 ８３

（３）「動画」、「画像」対応の課題 

本研究の目的 

 パソコンや携帯電話利用の有無を問わず、視覚に障害があることによって生じている「情

報格差」を、ＩＣＴの活用（＝デジタル情報の活用）により解消する新たなシステムを研

究し、提案する。  

新たなシステムとは、視覚障害者が利用しやすい情報環境を整備することである。視覚

障害者が自らデジタル情報を選択し自ら選んだ、機器で情報を入手できる仕組みである。 

 

実現させるには粗１００％の人が利用している「電話」は重要な役割を担う情報機器で

ある。その「電話」を使ってのジョンダルセ図書館の取組は、視覚障害者のニーズに非常

に近いところでの発案であり、パソコンを利用していない視覚障害者にとって、ジョンダ

ルセ図書館のサービスは大きな役割を果たしていることが、「利用人員：一日平均 ３，５

００コール」という数字から読み取ることができる。 

 

また、ジョンダルセ図書館は単館で本サービスを実施しており、磐石なシステムが整備

されれば、インターネットを利用していない利用者も「いつでも、どこでも」サービスを

利用できる仕組みを構築することが可能であることを証明している。 

 

このサービスをより豊かにするためには、ホームページの音声化が必要であろう。回答

によれば、現在は、ホームページのテキストデータの音声化は提供をされているようであ

る。しかし、「動画」の音声化については対応してない。 

動画についての質問に対して、以下のように回答がある。 

１）ウェブ要素としての動画(絵など)で人数、空、山、川、道路、木などいくつかの特定

のイメージの存在の可否を判別する技術を保有しています。しかし、この技術の正確度

はまだ非常に低い水準であり、本会の主力研究分野ではないです。 

２)ニュージョンダルセでネットサーフィンの時、この技術が適用されていないです。 

 

また、「画像」についても久保田の訪問記録にもあるように、「画像データについては、

そのキャプションを音声化するか、前後の文脈と画像データの名称などのメタデータよ

り適切な説明を自動生成し音声化。（９０％程度の正答率とのこと）」９０％の正答率で

は、実用が難しいのが現状である。１００％に限りなく近い正答率が必要なのである。 

 

「有害サイト」の対策を課題としているが、併せてホームページの音声化において、「動

画」や「画像」の対応も課題であろう。大会で述べられたように「アニメーション」も音

声で理解できるようにするための課題でもある。 

今後、どのように課題解決の取り組みをして行くのか、国内も同じ問題を抱えているた

め、解決に向けて共に考えていく必要がある。 

 

（４）グローバルなアクセシビリティの取り組み 

ブロードバンドの普及により、Ｙｏｕ－Ｔｕｂｅなど動画を幅広く楽しむことができ

るホームページ、ＦＬＡＳＨ等を用いて「動画」を提供しているホームページが充実し

ているが、「動画」等のマルチメディア・コンテンツを操作することは、今のスクリーン

リーダーではできない。ＩＢＭはそのようなコンテンツをスクリーンリーダー利用者も

操作し、楽しむためのインターネットブラウザａｉＢｒｏｗｓｅr（＊１）（コマンド操

作でボリュームの調整、再生、終了などの操作ができる）を開発し、一般公開している。 
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また、同社はオープンで拡張性に富むアクセシビリティのためのソフトウェア基盤と

して、Ａｃｃｅｓｓｉｂｉｌｉｔｙ Ｔｏｏｌｓ Ｆｒａｍｅｗｏｒｋ(ＡＣＴＦ)を開発

した。ＡＣＴＦを用いることでアクセシビリティ・ツールを容易に構築でき、マルチメ

ディア・コンテンツやオフィス文書を含む多様なコンテンツに対する統一したアクセス

方法を提供可能とする。 

ＡＣＴＦを用いて、開発を進めることを以下の団体等が支持している。 

Ａｃｔｕａｔｅ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（米国）エクリプス財団、ＢｒａｉｌｌｅＮｅ

ｔ（フランス）、日本点字図書館（日本）、英国王立盲人協会（英国）、ＳＡＰ ＡＧ（ド

イツ）、インターネット技術研究委員会（日本）、Ｔｅｃｈｎｏｓｉｔｅ (ＯＮＣＥ Ｆｏ

ｕｎｄａｔｉｏｎ)（スペイン）、東京工業大学（日本）、マンチェスター大学（英国）、

トロント大学（カナダ）、ワシントン大学（米国）など。 

 

アクセシビリティ向上のために、オープンコミュニティーでグローバルな活動が取り

組まれている。 

 

（補足） 

「動画」を楽しむためにはａｉＢｒｏｗｓｅｒのようなブラウザのほかに「副音

声（＊２）」も必要である。様々なコンテンツがあり、ドラマなどは場面の説明が必

要である。「副音声」は現時点では、「人」によってしか提供できない。副音声も揃

って、「楽しめるコンテンツ」となる。「技術」と「マンパワー」が必要である。 

 

（＊１）ａｉＢｒｏｗｓｅｒは一般公開されており、下記からダウンロードできる。 

ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｒｌ．ｉｂｍ．ｃｏｍ／ｐｒｏｊｅｃｔｓ／ａｃｃ＿ｔ

ｅｃｈ／ａｉｂｒｏｗｓｅｒ．ｈｔｍ 

（＊２）「副音声」は、登場人物の服装や表情、景色など視覚的な情報を人の声で説明する。 

 

 

２－３Ｆ－３．まとめ 

図書に関しては著作権の問題はあるものの、ＩＣＴは地域、国を問わない。 

韓国のジョンダルセ図書館のサービスは日本からも利用することができる。ジョンダル

セ電話図書館のサービスは、パソコンを利用しない読書困難者に対してのサービスのスタ

ンダードになる可能性がある。 

Ｂｏｏｋｓｈａｒｅ．ｏｒｇ、ジョンダルセ図書館共「利用者本位」を基にＩＣＴネッ

トワークを活用しており、正しく、「情報格差」を、ＩＣＴの活用（＝デジタル情報の活用）

により解消しようとしている。 

図書提供、情報提供の環境は日本の先を進んでいるといえる。 

 

Ｂｏｏｋｓｈａｒｅ．ｏｒｇは米国教育省からの約３６億円の助成があり、ジョンダル

セ電話図書館は電話会社と提携し、電話料金の割引を実現している。サービスを提供する

ための金銭的支援も、サービスを可能にする要因である。 

 

国外の好事例を参考、見本、刺激にしながら、取り入れられるサービスは取り入れ、他

国の図書館と相互関係を発展させることも、「ＩＣＴネットワーク」ならではでないだろう

か。 
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最後に、本調査の対象にはしていないが、ＤＡＩＳＹ先進国では、ＣＤからＮＥＴ配信

への移行の動きがある。イギリス、スウェーデン、フィンランド、オーストラリア、ニュ

ージーランドでは、ＤＡＩＳＹのＮＥＴ配信の実証実験を２００７年から実施している。

ニュージーランドでは、郵便事業が悪いためテープからＣＤを飛び越えて、ＮＥＴ配信に

移行する。ＤＡＩＳＹコンソーシアムでは、ＮＥＴ配信のガイドラインを検討中である。 

日本は、既に「びぶりおネット」で、録音図書の配信サービスを実施している。 

 

 

調査のふりかえり 

 本調査では、提供されているサービスを利用することにより視覚障害者の生活が、どの

ように変化したかなど、「効果」を調査することはできなかったが、情報環境が豊かになっ

たことは容易に想像ができる。 

 ＩＣＴを活用し、視覚障害者の情報環境を整備するための本研究の責任の重さを改めて

感じる調査であった。 

 

 

※委員の久保田のジョンダルセ電話図書館訪問、及び質問に回答をいただくために、 

ケージーエス株式会社の韓 星民氏にご協力をいただきました。厚くお礼申し上げます。 
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２－４．一般 情報機器・ネットワークの調査 

 

２－４－１．調査について 

 

■調査目的 

 現在・今後のＩＣＴの動向を調査し、どのような情報格差が生じ、どのように解消でき

るのかを調査した。 

 新しい技術や、既にある技術で利用できるものを提案する。 

 

■調査方法 

 インターネット上の資料を参照、及び業界関係者にヒアリングを行った。 

 

■調査項目 

 ユビキタスによって変わる生活環境について。 

 ネットワーク機器の動向。 

 ネットワーク技術の調査。 

 

 

２－４－２．ユビキタス世界 

 

（１）国の政策 ユビキタス世界の実現 

  総務省では「ｕ－ｊａｐａｎ政策」として「いつでも、どこでも、何でも、誰でも」

ネットワークに簡単につながるユビキタスネット社会の実現を目指し、２０１０年にブ

ロードバンド・ゼロ地域の解消として全国どこでもＦＴＴＨ、ＤＳＬまたは、ケーブル

インターネットが日本中のどこでも利用できるインフラ整備を進めている。 

  ユビキタス世界では、パソコン以外でもエアコン、冷蔵庫などの家電はもちろん、洋

服、かばん、食品などとも電子タグによって通信ができる。 

 

（２）ユビキタスで変わる視覚障害者の情報世界 

  従来、「物」の情報は五感のうち「視覚」で得ている部分が大きい。「ユビキタス社会」

では、「物」の情報を電子タグによって得ることが中心になる。電子タグは電子化された

情報であり、目に見える情報ではなく、情報端末で情報を得ることができる。この情報

は「聴覚」「触覚」で取得できるため、視覚障害者にとっても「誰にでも使える情報端末」

で、ユビキタス世界を快適に暮らすことができる。 

 

（３）ユビキタス世界で変わる生活 

○洋服に電子タグがついたら 

  携帯端末と電子タグが通信し、洋服の情報（赤い花柄など）を得る。洋服と洗濯機が

通信し、洋服の素材や色落ち情報を確認し洗濯のコースを自動的に決める。 

 

○日常の生活で 

  献立を考えるとき冷蔵庫と食品が通信し、賞味期限や材料をしらべて今日のおすすめ

メニューを提示する。 

 

 電子タグが視覚情報を持つことで視覚障害者の生活をサポートする場面が多く発生する。 
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２－４－３．ネットワーク社会 

 

（１）ネットワーク利用による社会生活の変化 

  生活活動のうち、特に購買、趣味・娯楽、睡眠及び食事において３割以上の人が、変

化があったと感じており、このうち、購買、趣味・娯楽については、半数以上が、そう

した変化はインターネットの影響によるとしている。 

  情報通信ネットワークの利用が個人・世帯等の社会生活領域にまで広く浸透するのに

伴い、今までとは異なる様々な利用形態が生まれ、それが人々のライフスタイルに大き

な影響を与えるようになった。 

 

（２）インターネットの変化 

  ここ１～２年の間で、「Ｗｅｂ２．０」の概念が広く普及し、「利用者参加」と「オー

プン志向」という特色を活かし、ネットワークを利用した様々な形態の協働（コラボレ

ーション）や、情報・知識の集結による新しいビジネスやサービスが社会生活に定着し、

情報発信を行う個人のすそ野が拡大したことが挙げられる。 

  とくにブログ、ソーシャルネットワーキングサービス、口コミサイト等、消費者発信

型メディア（ＣＧＭ：Ｃｏｎｓｕｍｅｒ Ｇｅｎｅｒａｔｅｄ Ｍｅｄｉａ）と呼ばれる

サービスはここ数年で急速に普及しつつある。 

  企業やマスコミなどの情報を一方的に受信する世界と、２ちゃんねるを代表とする無

秩序な掲示板の世界から、管理されたシステムが提供されたことで、それまでの一方向

型の情報伝達を、同じ立場でのフラットな双方向型の情報交流へと変化している。 

  このような個人から発信される情報は、Ｗｅｂ２．０の特色である多様な主体による

協働や情報・知識の集結を通じて増強され、社会経済活動に非常に大きな影響力を発揮

するようになる。また、多数の個人が積極的に情報発信するようになると、流通する情

報が多様化しその量も飛躍的に増大する。そして、情報や知識を中心とした社会へと大

きく転換しつつある長期的なトレンドの中で、このような多様、且つ豊富な情報が社会

経済の活力を支える一つの源泉となっていくと考えられる。 

 

（３）家電のネットワーク化 

  家電のネットワーク化が進み始めている。現状はＤＶＤレコーダーなどＡＶ機器やゲ

ーム機器からネットワーク化が進み、仕様作成が進み始めている。一部メーカーでは、

自社製品の無線接続を行う家電のオーダーメード提供が始まっている。 

 

○ＤＬＮＡ（Ｄｉｇｉｔａｌ Ｌｉｖｉｎｇ Ｎｅｔｗｏｒｋ Ａｌｌｉａｎｃｅ） 

   ＤＬＮＡは家庭内のネットワークを利用してパソコンや情報家電を接続し、利用する

ための技術仕様を策定する業界団体である。また、同仕様自体のことである。 

 

以下の団体が加入している。 

    フィリップス 

    サムスン電子 

    松下電器産業 

    ヒューレット・パッカード 

    ソニー 

    マイクロソフト 

    インテル 
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    ノキア 

    シャープ 

    モトローラ 

    パイオニア 

    東芝 

既に、ソニー・東芝のハードディスクレコーダやＰＬＡＹＳＴＡＴＩＯＮ３などで、

実用化されている。 

 

○東芝 Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ 

東芝ではフェミニティというホームＩＴシステムを提供している。ＩＴホームゲート

ウェイにより屋外と住宅を接続し、家庭内ではＢｌｕｅｔｏｏｔｈという通信方法でＩ

Ｔホームゲートウェイと家電を接続することを実現している。 

既に、インターフォン、エアコン、照明、給湯器、床暖房、電気錠、宅配ロッカーな

どが操作できる。 

ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｏｓｈｉｂａ．ｃｏ．ｊｐ／ａｂｏｕｔ／ｐｒｅｓｓ／２０

０２＿０２／ｐｒ＿ｊ０５０１．ｈｔｍ 

 

（４）電子マネー 

  ネットワークの進化とともに、貨幣についても進化している。 

  昭和の時代から商品券や図書券などの金券やテレホンカードやハイウェイカード（平

成１８年で廃止）などのプリペイドカードなどを使用していたが現在は電子マネーに変

わりつつある。 

  電子マネーは携帯電話にまで普及したＥｄｙ（エディ）や鉄道やバスなどの乗車カー

ドタイプのＳＵＩＣＡ（ＪＲ東日本）、ＩＣＯＣＡ（ＪＲ西日本）、ＴＯＩＣＡ（ＪＲ東

海）、ＰＡＳＭＯ（パスモ）など多くのタイプが普及し、駅構内の売店、コンビニエンス

ストア、カフェ、家電量販店、空港、ホテル、映画館、コインロッカーなど電子マネー

提供会社に加盟すれば、どこでも使える。 

  

Ｅｄｙ（エディ）はソニーの非接触ＩＣ技術「フェリカ」を活用した、プリペイド型

電子マネー。ＮＴＴドコモ、ａｕ、ソフトバンク各社のおサイフケータイでも利用でき、

北海道から沖縄まで４７都道府県全てで利用でき、２００８年２月現在で加盟店約７１，

０００店となっている。 

  ＳＵＩＣＡなどの乗車カードタイプは、乗車券を買わずに改札口を通過できるプリペ

イドカードとして２００１年から始まり、買い物の支払いにも利用できる電子マネーに

進歩した。各社から乗車券タイプのカードがあるが、互換のある場合とない場合、ＳＵ

ＩＣＡでＰＡＳＭＯとＩＣＯＣＡ対象の乗車はできるが、ＰＡＳＭＯでＩＣＯＣＡ対象

の乗車はできないなどの非互換があるので、利用のときには注意が必要である。 

  Ｅｄｙ（エディ）とＳＵＩＣＡなどの乗車カードの互換はないので、Ｅｄｙ（エディ）

では電車やバスには乗れない。 

  Ｅｄｙ（エディ）機能のあるおサイフケータイは、視覚障害者にとってもレジで支払

いがスムーズにできるため、便利であるという報告が出ている。 

 

（５）ネットワークを利用したハウジングサービス、ホスティングサービス、ＡＳＰサービス 

  以前からある自前で回線を引き、サーバを設置してサービスを提供する方法も今でも

多く存在しているが、コストやセキュリティの配慮からハウジングサービス、ホスティ



 ８９

ングサービス、ＡＳＰサービスのサービスが増えている。 

 

○ハウジングサービス 

  自前のサーバを外部のプロバイダーに設置するサービス。サーバ室の構築や回線を引

く必要がない。 

○ホスティングサービス 

  主に、インターネットのホームページやメールサービスを提供される。プロバイダー

のサーバを利用しサービスを提供することで価格は安いが提供できるサービスが限定さ

れる。 

○ＡＳＰサービス 

  業務用のアプリケーションをネット上で利用するサービス。サーバだけでなく、シス

テムをレンタルするため、利用者側の負担が減る。多拠点で多数が利用する場合に適し

ている。 

 

（６）ワイヤレス通信サービスの進化 

  携帯電話、ＰＨＳ、無線ＬＡＮ、ＷｉＭＡＸ等様々な種類があり、用途や利用環境に

合わせたサービス提供が行われている。 

ＷｉＭＡＸとは、無線ＬＡＮに比べてカバー範囲が広く、ブロードバンド回線の敷設

が困難な地域での高速通信用途としても期待される。 

 

 

２－４－４．情報機器の進化 

 １９９５年にＷｉｎｄｏｗｓ９５の販売以降、パソコンの需要は爆発的に増え、機器の

性能はアップし、市販用パソコンはこの１０年でＣＰＵ速度、ハードディスクドライブ・

メモリ容量は１００倍近い性能がアップしている。 

 

（１）ＣＰＵ 

  ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ Ｕｎｉｔ）はコンピュータにおける

計算（頭脳）回路である。 

Ｗｉｎｄｏｗｓパソコンではインテル社やＡＤＭ（アドバンスト・マイクロ・デバイセ

ズ）社、サイリックス社のＣＰＵがよく使われている。ＣＰＵは約２年ごとに新製品が

発表され、機能が向上している。 

 

（２）ハードディスク 

  ハードディスクドライブは、情報を記録、または読み出す記憶装置。 

  内蔵用インターフェース（接続方法）は大きく分けてＡＴＡとＳＣＳＩの２種類があ

る。現在（２００７年）ではシリアルＡＴＡ方式が主流である。外付け用ハードディス

クはＵＳＢ２．０接続とパソコンに直接接続しないＬＡＮ対応が主流になっている。 

  デスクトップタイプのパソコンに内蔵されているハードディスクは３００ギガから５

００ギガが主流であるが、１０００ギガバイト（１テラバイト）のディスクも４～５万

円程度で販売している。 

 

（３）メモリ（主記憶装置） 

  メモリは、ＣＰＵが直接使用することの出来る記憶装置。 

  現在は５１２メガバイト、１ギガバイトが主流であるが、２ギガバイトも値段が下が
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ってきた。Ｗｉｎｄｏｗｓ Ｖｉｓｔａで高度な機能を利用する場合は１ギガバイト以上

を求められる。 

 

（４）ハードの進化によってもたらすソフトの進化 

  高度な音声認識や文字認識や画像認識など理論的に可能であっても、処理速度が追い

つかない場合や、機器が高価になってしまい一般的に普及しないなどが発生していたが、

ハードの進化により、実運用に耐えることのできるシステムも提供されている。ＯＣＲ

による文字認識についても、文字認識機能＋文章推測などにより、段組やルビ、ページ

表示などを解析し、認識率が１００％に近いシステムも提供されている。 

 

 

調査のふりかえり 

 ユビキタスやネットワークは新しい「価値」を「創設」することを可能にする仕組みと

いえる。「何を創設」するのかを明らかにすることが、未来を描くことにつながるといえる。 
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第３章 視覚障害者への情報提供の課題 
第２章の各種調査結果を踏まえながら情報提供の課題をまとめる。第２部では本課題を

解決するための新システムを提案する。 

本章は新システム構築のスタート地点である。 

 

３－１．視覚障害者の情報取得に関する課題 

主に、以下の３つを挙げることができる。 

１．地域情報が入手できない。 

２．誰もが入手可能なインターネット上の情報が入手できない。 

３．情報機器、ソフトを使いこなしていない。使いこなせない。 

 

上記を導いたのは、以下の各調査の結果による。 

 

（１）視覚障害者ニーズ調査における課題 

Ｑ あなたが情報を入手する上で困難や苦労、量的に不足を感じている分野は？ 

 １．福祉の制度・サービス・・・・・・・・・・・・・・・・・３２６名  ４２．５％  

 ２．防災関連・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７２名  ２２．４％ 

 ３．最新の便利グッズや情報処理機器の動向・・・・・・・・１５３名  １９．９％ 

理由として、「提供している媒体の種類が少ない」「福祉・防災の情報がＰＤＦファ

イルで読めない」「役所には墨字情報しかない」「災害時にどこに避難したらよいかわ

からない」「機器の実物が触れない」などがあった。 

 （テレビの緊急速報も、「速報であることを知らせる音」の情報しかなく、内容が不明

である。「解説放送」での取り組みを期待する。） 

結果として、地域で安心して生活するための「地域情報」が十分に入手できない。 

 

Ｑ パソコンの利用目的で頻度の高いものを三つまで選んでください。 

 １．電子メール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３３８名  ６９．４％ 

 ２．エディタやワープロソフトを使っての文書作成・・・・・２６２名  ５３．８％ 

 ３．ニュース、新聞の閲覧・・・・・・・・・・・・・・・・１５９名  ３２．６％ 

１．２共、文字の読み書きである。３はテキストデータの多いホームページである。 

結果として、ホームページ閲覧を広い範囲で積極的には行っていない。 

 

Ｑ ＤＡＩＳＹ再生機や携帯電話、パソコン、インターネットなどの機器を使用していて

不便に感じることは？ 

（代表的な意見を抜粋する。） 

《ＤＡＩＳＹ再生機》 

・携帯できるように小型化して欲しい。軽量化して欲しい。（この要望は、非常に多い） 

・操作が複雑で覚えられない。 

・再生以外の機能を使っていない。 

・マニュアルを使っても学習ができない。 

 

《携帯電話》 

・音声の読上げが十分ではない。 

・機能が不足している。おサイフ機能やＧＰＳ機能などが欲しい。 

・ボタンの凹凸がわかりにくい。 
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《パソコン》 

・操作が困難である。 

・固有名詞など漢字の読み間違いなどが多い。漢字変換に不安がある。 

・フリーズした際などトラブルの時、どうしていいのかわからない。 

・電話でサポートしてほしい。 

・操作を教えてくれる場所がない。 

・音声で使えないソフトがある。 

 

《インターネット》 

・音声化を意識していないホームページが多い。 

・同じ項目を何度も読み、必要な情報にたどり着くまでに時間がかかる。 

・読めないＰＤＦがある。 

・画像が多い。代替テキストが不十分である。 

・フィッシングなどが怖い。 

 

※「使用しての不便」ではないが、ソフトが高価である。通信料が高い。など金銭的不満

も多くあった。 

 

不便の原因を４分類することができる。 

①機器や、ソフトを使いこなすことが難しい。  

②機器の機能が不足している。ニーズに応えていない。  

③ウェブアクセシビリティの配慮が不足している。 

④サポート環境が整っていない。 

結果として 

・機器開発において、視覚障害当事者のニーズと、開発元のミスマッチがある。 

・情報機器を「使いこなしていない。」「使いこなせない。」 

・ネット環境があれば誰もが入手可能なインターネット上の情報を、十分に「入手でき

ない。」「入手していない。」 

 

Ｑ．次の機器のうち、持っていないもの全てを教えてください。 

（下位３位、持っているものが多い機器を記載する。） 

１．テープレコーダー・・・・・・・・・・・・・・・・ ３１名   ４．０％ 

２．ＤＡＩＳＹ図書再生機・・・・・・・・・・・・・・２０１名  ２６．２％ 

３．音声ガイド付き携帯電話・・・・・・・・・・・・・２６３名  ３４．３％ 

殆どの人が保有しているのは、テープレコーダーだが、録音図書がテープからＤＡＩ

ＳＹに移行しているため、最も普及している情報機器は、ＤＡＩＳＹ図書再生機といっ

て良い。そして、通信機能を備えている機器としては携帯電話である。しかし、携帯電

話の機能の全てを使えるわけではない。 

 

（２）視覚障害者向けＩＣＴ機器調査における課題 

１．視覚障害者ニーズと開発・技術のマッチング・・・・・・機器に満足していない。 

２．一般の情報や機器の利用促進・・・・・・・普及している情報や機器が使えない。 

３．開発機器の利用促進・・・・・・・・・・・多くの視覚障害者が活用していない。 

４．サポート体制の強化・・・・・・・・・・・・購入後の機器を使いこなしていない。 
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結果として 

・情報機器を「使いこなしていない。」「使いこなせない。」「使っていない。」 

・一般機器利用のニーズがある。 

 

（３）視覚障害者向けＩＣＴネットワークにおける課題 

個々の「課題」として、具体的に以下の回答があった。 

・視覚障害者はホームページ閲覧の苦手な人が多く、当サイトにおいても 

ホームページよりメールマガジンの利用頻度が高い。 

つまり、インターネット上の情報を「活用できない。」「活用していない。」 

 

・携帯端末やＰＣに依らない、簡便な操作の端末の開発。 

・パソコン操作の習得が出来ない利用者のための専用端末の開発。 

つまり、インターネット上の情報を「活用できない。」 

 

 

（参考情報） 

２－１の「ニーズ調査」にて参考にしている「視覚障害者のパソコン・インターネット・

携帯電話利用状況調査２００７」では、インターネット利用時の問題点をまとめている。 

●問題点の一部を抜粋する。 

・画像への代替テキストがない 

・ＰＤＦが読めない 

・レイアウトがわからない 

・広告と本文が判別しづらい 

・キーボード・ナビゲーションが不十分 

・ＦＬＡＳＨなど動的コンテンツを操作できない 
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３－２．情報の整理 

前節から、不足している＝求められている情報は２分類できる。 

地域の情報とインターネット上の情報である。 

 

（１）地域の情報 

福祉の制度・サービス、防災関連を中心に 

現在、点訳／音訳していない「地域」の情報を列挙する。 

①地域の福祉情報  

②地域の防災情報 （防災マップなど） 

③地域の新聞記事 

④地域のイベント情報（回覧板など）  

⑤地域の買い物情報（チラシなど） 

⑥地域の情報紙（エリア限定のタウン誌など） 

※広報など、地域によっては、点訳・音訳されている。 

地域でしか得られない情報である。 

これらの情報は「墨字」のみである場合が多く、「旬」（短期的）な情報であることが

多い。また、インターネット上に掲載されていても、画像やＰＤＦでの提供が多い。 

 

（２）誰もが入手可能なインターネット上の情報 

障害の有無を問わず、利用されている情報のジャンルを列挙する。 

しかし、「①福祉情報」は、障害のない人よりも、重要度は高い。 

①福祉情報  

②図書情報 

③交通情報 

④就労情報 

⑤商品情報（機器情報） 

⑥金融情報 

⑦レジャー情報 

⑧新聞記事 

これらの情報は、生活に密着した情報である。 

また、インターネット上に掲載されていても、画像やＰＤＦでの提供が多い。  
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３－３．情報提供の課題 

前節でまとめた情報を提供するための課題をまとめる。 

 

（１）地域の情報提供の課題 

・インターネットを利用しない視覚障害者の対応 

・買い物などタイムリーに必要な情報の扱い 

・墨字情報の点訳／音訳者の増員の必要性 

   

※増員については２つの有益な動きがある。 

①２０１０年公共図書館でも情報提供施設同様に音訳が可能となる。 

制作される図書の幅が増えることが期待できる。 

②全国視覚障害者情報提供施設では｢島根あさひ社会復帰促進センター｣における社会貢

献事業を受託し、２００８年１０月より更生支援事業として、受刑者に点訳・音訳の

講習、点字図書館関係の点字・テープ・ＣＤ（ＤＡＩＳＹ）貸出サービスの複製作業

支援などを行う。 

貸出の効率化が図れ、地域の図書館では制作に充てる時間が増す。 

 

①、②により、視覚障害者の情報提供を支援するマンパワーが増加する。 

 

（２）誰もが入手可能なインターネット上の情報提供の課題 

・インターネットを利用しない視覚障害者の対応 

・携帯端末を使ってインターネットを利用する視覚障害者の対応 

・スクリーンリーダーでの「正しい漢字変換」「正しい漢字の読み」の対応 

・ウェブアクセシビリティに配慮（音声化を意識した＝利用しやすいホームページ）の

ないページや情報の対応 

・フィッシング、パソコントラブル、操作習得などサポート体制 

 

地域、インターネット上の情報の提供において共通の課題は、「インターネットを利用

しない視覚障害者の対応」である。 
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３－４．課題解決のための提案 

課題を解決するために、一つの窓口＝ワンストップサービスを提案する。 

 

パソコン利用の有無を問わず、インターネット利用の有無を問わず、居住地域を問わず、

全ての視覚障害者がアクセス可能な窓口を設ける。 

その窓口を訪問すれば、ストレスなく「得たい情報を、得ることができる。」「得たい情

報に、つながる情報を得ることができる。」新たなシステムを提案する。 

窓口からは、福祉や生活の情報、視覚障害者を支援するネットワークの情報など、求め

る情報入手ができる。「視覚障害者」と「求める情報」がつながるように「ＩＣＴ」が支援

をする。 

視覚障害者と情報の仲介役の窓口は、「人＝オペレータ」と「インターネット＝ポータル

サイト」が担う。 

２－１の「ニーズ調査」において、パソコンを利用しない人は「情報入手の手段」とし

て、「家族、知人」、「点字図書館」に相談する＝聞くという手段を選んだ割合が８５．７％

であったことから、「人＝オペレータ」は必須である。また、３－１の「視覚障害者の情報

取得に関する課題」で記述した情報機器、ソフトを「使いこなせない。」「使いこなして

いない。」という課題からも、情報取得において「人」が介することは有効である。 

 

知りたい情報、得たい情報があった時に、電話かインターネットかの手段を選び、窓口

にアクセスし、問合せや情報を入手できる一つの窓口＝ワンストップサービスを提案する。 

 

ワンストップサービスを、新しいシステムとして提案するために、本委員会では実証実

験を行った。その結果から、ワンストップサービスの「有効性」を示すことができた。２

部で具体的な提案をする前に、４章の実証実験の結果をお読みいただきたい。 

また、ワンストップサービスは「インターネットを利用しない視覚障害者の対応」の課

題解決は明らかであるが、前節で記述した他の課題解決も果たす。そのことは２部で具体

的に記述する。但し、「漢字変換」等の課題については、関連の研究を別添する。 
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４章 実証実験 
 

４－１．実証実験について 

本委員会は、ワンストップサービスの「窓口」（検索と依頼）に関して以下の仮説を立て、

インターネット情報への取得について「パソコン利用者＝インターネット利用者」と「パ

ソコン非利用者」について検討を始めた。 

 

①パソコン利用者は検索において、「漢字」の扱いについて不安がある。 

②パソコン利用者はどの検索結果がスクリーンリーダーで読みやすいのか、安全なのか、

簡単に判断したい。 

③パソコン非利用者は携帯電話や固定電話などで情報を受け取りたい。 

④パソコン非利用者は「人＝オペレータ」に聞きたい。 

 

①、②については、「漢字変換の不安」や「音声化を意識してないホームページが多い」な

ど２－１の「ニーズ調査」の結果と一致した。 

③においても、「ニーズ調査」の結果により、最も普及している情報通信機器は、携帯電話

であることが明確になった。 

④は施設が「会話」を通して、サービスを向上させてきたことから有効と判断した仮説で

あったが、「ニーズ調査」により、「聞く」という手段が有効であることが明確になった。 

 

仮説の下、「パソコン利用者向けへの視覚障害者向け検索サイト」と「パソコン非使用者

向けのオペレータセンター」の研究と実証実験準備を進めていたが、準備段階で「ニーズ

調査」の結果を得られたことから仮説が立証され、本実験が視覚障害者の求める情報入手

のあり方に近いことを確信した。 
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４－２．パソコン利用者（＝インターネット利用者）の場合 

 

４－２－１．視覚障害者のインターネット利用状況 

２００３年に総務省情報通信政策研究所が実施した「障がいのある方々のインターネッ

ト等の利用に関する調査」によると視覚障害者のパソコン利用率は７５．５％、インター

ネット利用率は６９．７％で、調査対象は東京都内の１６歳以上４９歳以下と限定である

が、高い数値を示している。 

 

 

４－２－２．視覚障害者のインターネット利用の検索の問題 

 インターネットには無数の情報があり、情報を検索し自分の求めている情報を得ること

はインターネットを利用する上で重要なことである。 

 インターネットでの検索サイトはＹａｈｏｏやＧｏｏｇｌｅなどがあり、多くの人が利

用している。 

 視覚障害者は「音だけ」の情報から漢字情報が得られないことがあり、漢字による検索

が困難な場合がある。（例、ＴＶ番組で「水主町（かこまち）」の紹介があったとしても「漢

字」の説明までは番組にはない。） 

 現在、インターネットでは、小学生向けの「ひらがな検索」は存在しているが、視覚障

害者を対象としたひらがなによる検索方法が存在しないため、調査研究を行った。 

※Ｙａｈｏｏ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｙａｈｏｏ．ｃｏ．ｊｐ／ 

※Ｇｏｏｇｌｅ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｏｏｇｌｅ．ｃｏ．ｊｐ／ 

 

 

４－２－３．検索サイトの仕組み 

インターネットで使われる検索について整理する。 

（１）コンテンツを集める 

  世界中のサイトから、コンテンツを集める方法や、限定したサイトを集めるなどが

ある。 

 

（２）検索用データベースを作成する 

収集したコンテンツから、検索用のデータベースを作成する。 

データベースを構築するときにコンテンツのアクセシビリティを確認することが可能

である。 

 

（３）検索用インターフェースを提供する 

  入力されたキーワードでデータベースを検索する。 

  ヒットさせる方法として完全一致と部分一致がある。完全一致は入力文字と完全に一

致した場合にヒットするが、部分一致の場合は入力したキーワードが一部、一致した場

合にもヒットする。部分一致を利用した場合、よりヒット率が高くなるが意図しないヒ

ットも多くなる。 

 

（４）検索結果の一覧を作成・表示する 

ヒットしたページから一覧形式で表示する。 

  一覧の表示順番はサイトを閲覧させるための重要なポイントである。検索結果の上位

に表示するための対策はＳＥＯ（サーチエンジン最適化）といわれる。 
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  一覧表示にはページのタイトル、アドレス、本文の一部の情報を検索者に提供し、検

索の支援を行う。 

 

（５）検索結果一覧から選択する 

  選択された実績が、データベースに反映されることが多い。 

  多く選択されたサイトがＳＥＯで上位になることが多い。 

表示にはページのタイトル、アドレス、本文の一部の情報を検索者に提供し、検索の支

援を行う。 

 

 

４－２－４．視覚障害者向けの検索サイトについて 

 視覚障害者に適していると考える検索サイトについての仕組みを、５つの要素ごとにポ

イントをまとめる。 

 

（１）コンテンツを集める 

  インターネット上の全コンテンツを検索したいという要望も高いが、ヒット件数が多

すぎて欲しい情報が絞りきれないという意見も多いため、限定したサイトのコンテンツ

を集めることも有効と考える。 

  限定した検索の場合は対象となるサイトを誰が、どのような基準で選定するのかを決

定する必要があるが、ウェブアクセシビリティに精通している視覚障害当事者や一般の

スクリーンリーダー使用者の参画は必須である。 

 

（２）検索用データベースを作成する 

○ひらがな検索 

  コンテンツから検索インデックスを作成するときには、ひらがなで検索できるように

する。技術的にはコンテンツをひらがなに変換しインデックスを作成する方法が考えら

れる。 

しかし、同じ漢字であっても、複数の読み方が存在するため正しいよみ方が画一的に

処理できない。そういった対策について、今後の研究が望まれる。 

 

○コンテンツのチェック 

  集めたコンテンツのアクセシビリティチェックやコンテンツの内容が読みやすいかチ

ェックする。 

  アクセシビリティについては、ＪＩＳ Ｘ８３４１-３の規格に沿ったチェックを行っ

ても、以下のような問題があり、内容がスクリーンリーダーで読みやすいかどうかを判

定する基準ではない。内容を審査する研究が望まれる。 

・画像のボタンに「ボタン」という説明では「何」のボタンかは不明である。 

・ページの本文までにメニューやＣＭが大量にある。 

・全てのページが同じタイトルで、ページが変わったことが分からない。など 

 

（３）検索用インターフェースを提供 

○ひらがな検索 

 ひらがなで検索するためには、データベース上でひらがなの検索インデックスを作成

する方法と、インターフェース上でひらがなを漢字に変換して検索する方法がある。 

 インターフェース上で変換する方法は「はし→端、箸、橋」など複数の処理が困難で
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あるが手法の一つとして今後の研究が望まれる。 

 

（４）検索結果の一覧を作成・表示する 

○検索の順位 

 検索キーワードによっては、大量のサイトがヒットする。その中から自分の求めてい

るサイトを探すのは健常者であっても困難な作業である。 

 入力したキーワードに一致しているサイトのなかで視覚障害者にとってやさしいサイ

トを上位に表示することが望まれる。 

○表示方法 

 ヒットしたサイトの情報をシンプルに表示し、求めている情報があるかサイトを訪問

しなくても判断できることが望ましい。 

 

（５）検索結果一覧から選択 

  選択したページが「情報がない」「リンク集のページ」「画像だけのページ」「詐欺のサ

イト」「有償なサイト」などの場合がある。 

 特に「詐欺のサイト」「有償なサイト」などが視覚障害者のインターネット検索の障害

になっている。もしも、そのようなサイトを訪問してしまった際に、どこでサポートが

受けられるのだろうか、どうしたらいいのだろうかという不安がある。 

 

 

４－２－５．視覚障害者向けの検索サイトの課題 

各ポイントの課題を整理する。 

 

（１）コンテンツを集める 

視覚障害者向けコンテンツの集め方の課題は以下である。 

・視覚障害者のニーズの集め方 

・ニーズに対するサイトの調査方法 

・サイトの登録基準と登録方法 

 

（２）検索用データベースを作成する 

検索用データベースを作成するうえでの課題は以下である。 

○漢字→ひらがなの変換方法 

・漢字のひらがな変換方法 

・変換辞書作成、メンテナンス方法 

・人名などの複数読み対応対策 

・点訳ルールか通常変換の検討  公園→「こーえん」ＯＲ「こうえん」 

 

○情報のアクセシビリティ度 

・ウェブアクセシビリティのＪＩＳ規格、Ｗ３Ｃ（ＷＷＷで利用される技術の標準化を

すすめる団体）の方針などを基本として、評価基準を決定する。 

 

○情報の内容度 

・ウェブアクセシビリティに精通している視覚障害者が、ＪＩＳ規格等でチェックでき

ない問題点の調査・チェック方法を検討し、評価基準に盛り込む。 
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（３）検索用インターフェースを提供 

検索インターフェースの解決方法として以下がある。 

・入力時のひらがな→漢字変換方法、支援ツールの研究をする。 

 

（４）検索結果の一覧を作成・表示する 

検索結果の一覧を作成・表示するうえで以下を配慮する。 

 

○視覚障害者に適した表示順位 

 表示順位は「キーワードの一致率」「アクセシビリティ度」「内容度」の要素を基準に研

究をする。 

 

○スクリーンリーダーで読みやすい表示内容 

 ページの「タイトル」「アドレス」「本文の最初の内容」「本文のヒットした前後の内容」

「アクセシビリティ度」「内容度」をシンプルに表示する。 

 

（５）検索結果一覧から選択 

検索結果一覧を提供するうえで内容度、特に悪質なサイトを表示させないためのフィ

ルタリング機能を提供する必要がある。 

 

 

４－２－６．ひらがな検索方法の調査とシステムの実証実験 

 インターネット上の情報を入手するための入り口である「検索」において、視覚障害者

向けに「ひらがな」でキーワードを入力する検索システムを構築し、有効性や問題点を調

査する。 

 

（１）ひらがな検索サイト実証実験の目的 

  今回の検索サイトの調査研究にあたっては、「視覚障害者にとってひらがな検索は有効

であるか？」という点を検証することを目的とした。 

 

（２）全文検索システムの調査 

  全文検索技術には、対象が限られたファイルの場合はＧＲＥＰ型（順次走査検索）を

使用するが、サイト検索などの検索対象が膨大になる場合は索引（インデックス）を作

成する。索引型検索としては「形態素解析」「Ｎ－Ｇｒａｍ」の方法が主な方法である。 

形態素解析の場合は辞書の作成が必要でありひらがな辞書の作成が困難であったため、

Ｎ－Ｇｒａｍ方式の「Ｒａｓｔ（ｈｔｔｐ：／／ｐｒｏｊｅｃｔｓ．ｎｅｔｌａｂ．ｊ

ｐ／ｒａｓｔ／？ＦｒｏｎｔＰａｇｅ．ｊａ）」を採用した。 

 

（３）ひらがな検索サイトの構築 

○前提 

検索システムの構築にあたって、ＧｏｏｇｌｅやＹａｈｏｏのような大規模な検索サ

イトの構築は困難なため、以下の条件で構築を行った。 

・インターネット上から視覚障害者が利用できる。 

・対象のサイトは限定し、ロボット型でコンテンツを収集する。 

・ひらがなで検索できる。 
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○ひらがな検索用索引(インデックス）の作成方法 

 ひらがな検索用索引の作成手順は以下で行った。 

・ロボット型収集システムでコンテンツを集める。 

・形態素解析によって漢字をひらがなに変換する。 

・元コンテンツ（漢字）と変換コンテンツ（ひらがな）でＮ―Ｇｒａｍ方式の索引を

作成する。 

 

○使用ソフト 

・ウェブサーバ 

 ｗｗｗのサーバ用ソフトウェア「ａｐａｃｈｅ２」 

ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｐａｃｈｅ．ｊｐ／ 

・検索サイトインターフェース 

 ウェブ用コンテンツ作成システム（Ｗｉｋｉエンジン）「Ｈｉｋｉ」 

ｈｔｔｐ：／／ｈｉｋｉｗｉｋｉ．ｏｒｇ／ｊａ／ 

・検索システム 

 全文検索システム「Ｒａｓｔ」 

ｈｔｔｐ：／／ｐｒｏｊｅｃｔｓ．ｎｅｔｌａｂ．ｊｐ／ｒａｓｔ／？ＦｒｏｎｔＰ

ａｇｅ．ｊａ 

・形態素解析システム 

 形態素解析システム茶筌「Ｃｈａｓｅｎ」 

ｈｔｔｐ：／／ｃｈａｓｅｎ．ｎａｉｓｔ．ｊｐ／ｈｉｋｉ／ＣｈａＳｅｎ／ 

 

○ひらがな検索試験サイトの構築 

以下のＵＲＬでシステムの開発を行った 

 ｈｔｔｐ：／／ｒｏｔｏｍ．ｎｅｔｌａｂ．ｊｐ／ 

 

○収集対象サイト 

 検索対象は市役所などの公共サイトと観光協会のサイトを対象とした。 

 

～市役所～ 

松江市役所：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｉｔｙ．ｍａｔｓｕｅ．ｓｈｉｍａｎｅ．ｊｐ／ 

安来市役所：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｉｔｙ．ｙａｓｕｇｉ．ｓｈｉｍａｎｅ．ｊｐ／ 

出雲市役所：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｉｔｙ．ｉｚｕｍｏ．ｓｈｉｍａｎｅ．ｊｐ／ 

大田市役所：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｉｗａｍｉｇｉｎ．ｊｐ／ｏｈｄａ／ 

江津市役所：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｉｔｙ．ｇｏｔｓｕ．ｌｇ．ｊｐ／ 

 

～観光協会～ 

(島根県) 

しまね観光ナビ：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｋａｎｋｏｕ．ｐｒｅｆ．ｓｈｉｍａｎｅ．ｊｐ／ 

（出雲地方） 

出雲観光協会：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｉｚｕｍｏ－ｋａｎｋｏｕ．ｇｒ．ｊｐ／ 

大社観光協会：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｋａｎｋｏｕ－ｔａｉｓｈａ．ｊｐ／ 

出雲観光協会平田支部：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅ－ｈｉｒａｔａ．ｃｏｍ／ 

松江観光協会：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｋａｎｋｏｕ－ｍａｔｓｕｅ．ｊｐ／ 
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多伎町観光協会：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｉｚｕｍｏ－ｋａｎｋｏｕ．ｇｒ．ｊｐ／ｔａ

ｋｉ／ 

東出雲町観光物産協会：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｉｚｕｍｏ－ｂｕｓｓａｎ．ｊｐ／ 

（石見地方） 

江津市観光協会：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｏｔｓｕ－ｋａｎｋｏ．ｊｐ／ 

温泉津町観光協会：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ２．ｃｒｏｓｓｔａｌｋ．ｏｒ．ｊｐ／ｙｕｎ

ｏｔｓｕ／ 

三隅町観光協会：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｉｗａｍｉ．ｏｒ．ｊｐ／ｍｉｚｕｓｕｍｉ／ 

益田市観光協会：ｈｔｔｐ：／／ｍａｓｕｄａｓｈｉ．ｃｏｍ／ 

津和野町観光協会：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｓｕｗａｎｏ．ｎｅ．ｊｐ／ｋａｎｋｏ／ 

美都町特産観光協会：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍｉｔｏ－ｓｋ．ｊｐ／ 

（隠岐地方） 

隠岐観光協会：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅ－ｏｋｉ．ｎｅｔ／ 

西ノ島町観光協会：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ１．ｏｃｎ．ｎｅ．ｊｐ／￣ｄｏｚｅｎ／ 

知夫里島観光協会：ｈｔｔｐ：／／ｆｉｓｈ．ｍｉｒａｃｌｅ．ｎｅ．ｊｐ／ｓｅｋｉｈ

ｅｋｉ／ 

 

（４）検索結果一覧について 

○表示内容について 

ヒットしたサイトの表示内容 

・ページのタイトル 

・ページのＵＲＬ 

・ヒットしたキーワードの本文の前後のコンテンツ 

 

※コンテンツを表示する場合にヒットしたキーワードのテキストを太字にする＜Ｂ＞タ

グを使用したところ、スクリーンリーダーによっては、読み上げが止まった。止める必

要のないことと、太字はアクセシブル的にもよくないため、＜Ｂ＞タグを入れないよう

にした。 

 

○表示内容について 

初期の表示はキーワードの一致率、選択数、データベースのヒット順で表示された。 

アクセシビリティや内容をチェックした結果で、順番を変更できるか検討を行った結果、

コンテンツの句読点の数によって表示順を変更する実験を行った。 

 

（５）実証実験 

 視覚障害者８名によりインターネット上から接続し実証実験を行った。 

 ○検索に対する感想 

・ひらがなによる検索ができることは、大変便利である。 

漢字では「石見銀山」を「岩見銀山」と間違うことがあるが、ひらがなでは検索できる。 

・分かち書きしないと検索がヒットしない。 

 ×：「いわみぎんざん」 

 ○：「いわみ」「ぎんざん」 

 ○：「石見銀山」 

 ○：「石見」「銀山」 

・「こうえん」ＯＲ「こーえん」方法を決めればどちらでもかまわない。 
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・文章の検索もできるようにしてほしい。 

・ひらがなと漢字を組み合わせて検索するとより検索しやすかった。 

 

○検索の一覧（結果）の感想 

・ひらがなの検索のヒット数が多い 

・一覧表示：選択する前にサイト情報が分りやすい。 

・文章の長いサイトが上位に表示される。長すぎるサイトは読みにくい。 

 

 

４－２－７．評価 

評価項目：視覚障害者にとってひらがな検索は有効であるか？ 

 

回答：有効である。 

視覚障害者は、「漢字」の扱いについて不安があることからひらがなによる検索の必要性

が高い。 

「漢字とひらがなの両方で検索できることがより便利な検索ができる」などの感想から

ひらがなでの検索が有効であることが実証できた。 

 

 

４－２－８．運用にあたっての課題 

 実証実験を行いながら、検索を含めていろいろな場面で課題が発生した。ポイントごと

に課題を整理する。 

 

（１）コンテンツを集める 

○欲しい情報がない 

集めている情報が限定サイトだったため、十分な情報が集まっていない。サイトを増

やすため、インターネットから検索したが、地域の情報がインターネット上に存在しな

かった。 

 

○ロボットの性能 

  島根県のサイトを検索対象にしたかったが、サイトが複雑で、数万ページの情報があ

り、今回使用した収集ロボットでは収集できなかった。 

  また、定期的に更新状況を確認し、検索インデックスを更新したかったが、大規模に

なり、時間がかかり、更新ができなかった。 

 

○世界のサイト収集は困難 

  ＧｏｏｇｌｅやＹａｈｏｏのような大規模で随時更新する検索インデックス作成は大

規模なシステム、運用費用が発生する。 

 

（２）検索用データベースを作成する 

○検索インデックス 

Ｎ－Ｇｒａｍ方式の場合、検索辞書が大きくなるという性質があり、大規模な検索シ

ステムの場合は大規模かつ高速なサーバが必要になる。 

（３）検索用インターフェースを提供 

○入力ミス 
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Ｇｏｏｇｌｅなどでは、タイプミスや変換ミスがあった場合に、「もしかして○○では」

と、候補の文字を表示してくれるサービスがある。視覚障害者にとっても入力の際にと

ても有効である。 

 

（４）検索結果の一覧を作成・表示 

○視覚障害者に有効な順位で一覧表示 

  ＪＩＳ規格のアクセシビリティに配慮した順番も重要であるが、それが有効な順位で

はない。この一覧方法の今後の研究が望まれる。 

 

（５）検索結果一覧から選択 

○安心な選択 

  選択した先が詐欺・違法サイトであったりすることが一番怖いという意見が多い。選

択する前に行き先の情報がわかる仕組みが必要。 
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４－３．パソコン非利用者の場合 

 

４－３－１．自分で情報を探すことが容易ではない場合 

 IＣＴの発達により、パソコンや携帯電話など情報機器での入手方法は増えた。しかし、

機器操作が困難であり情報を探すことが難しい場合がある。 

 

（１）探せない基本的な理由 

・探す方法がわからない。 

・自分では探せないとあきらめている。 

・どこで探せばいいのかわからない。 

・何が調べられるのかわからない。 

・探すのが面倒である。 

 

（２）パソコン、携帯電話利用者の問題 

・どう操作していいのかわからない。 

・キーワードがわからない。 

・検索結果がわかりにくい。 

・正しい漢字変換が難しい（ヒットしない）。 

・検索するという行為に慣れていない。 

 

ＩＣＴを活用してインターネットなどから情報を収集できる人も増えてきているが、依

然として情報の収集が難しい人も多い。 

また、インターネットで情報を収集できる視覚障害者も「聞く」という方法を選ぶ場合

がある。 

 

 

４－３－２．人に情報を探してもらう、情報を読んでもらう 

 視覚障害者にとって、知りたい情報を人に探してもらう、情報を読んでもらうというの

も手法として便利な方法の一つである。 

 

身近に人がいなくても、電話を使うことで、以下のようなことができる。 

①電話をかける。 

②知りたいことを伝える。 

③［相手が］情報を探す。 

④［相手が］情報を読む。 

 

 

４－３－３．「人に情報を探してもらう、情報を読んでもらう」ことの問題 

電話を使う手段を行えない理由は、以下である。 

●利用者の理由 

・聞けるところがない。 

・電話代がかかる。 

 

●相手（電話を受ける人）の理由 

・求めている情報を探すのに手間がかかる。 
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・情報を読むのに時間がかかる。 

・手間・時間がかかるため、ボランティア運用が困難である。 

・ビジネスにするには費用（人件費）が高い。 

 

 

４－３－４．「人に情報を探してもらう、情報を読んでもらう」ことの問題対策 

 

（１）聞けるところがない 

解決するには、情報を取得するための窓口が必要である。 

 

（２）電話代がかかる 

  ＩＰ電話による、電話価格の低価格化。スカイプや携帯電話などランニング費用の発

生しないサービスも出始めている。 

 

（３）求めている情報を探すのに手間がかかる 

  インターネットを利用することで、簡単に多くの情報を検索できる。 

 

（４）情報を読むのに時間がかかる 

  音声合成の進歩により、コンピュータに情報を読ませることが可能である。 

 

（５）手間・時間がかかるため、ボランティアだけの運用が困難である 

  インターネットを利用することで、情報を探すことや、回答を作成することを分散し

て作業することも可能になり、ボランティアの参加も広く募集できる。 

 

（６）ビジネスにするには費用（人件費）が高い 

  インターネットを利用することで、情報を探すことが簡単になり、情報をコンピュー

タに読ませることで、手間や時間が大幅に短縮できるようになり、運用費も安くなる。 

 

 

４－３－５．オペレータセンターの実証実験 

ＩＣＴ技術を活用し、視覚障害者のための情報支援を目的にしたオペレータセンターの

運用ができる時代になってきた。そこで、オペレータセンターの実証実験を行った。 

 

（１）オペレータセンターの実証実験の目的 

今回のオペレータセンターの実証実験は「音声データ回答運用のオペレータセンター

は視覚障害者への情報提供手段としては良い手段であるか？」という点を検証すること

を目的とした。 

 

（２）実証実験のポイント 

①オペレータに電話をかける。 

②スカイプを利用する。 

③インターネットで情報を探す。 

④音声合成で回答用データを作成する。 

 

上記部分で、①～③については、ＩＣＴを利用することを実現している。④の音声合成



 １０８

で回答用データについてはシステム開発を行い、インターネット上で実証実験を行った。 

 

（３）音声合成のシステム化 

インターネットサーバを利用し、テキスト情報を音声データに変換するシステムを作

成した。 

●使用ソフト 

○インターネットサーバ環境 

・ウェブサーバ 

 ｗｗｗのサーバ用ソフトウェア「ａｐａｃｈｅ２」 

ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｐａｃｈｅ．ｊｐ／ 

・検索サイトインターフェース 

  ウェブ用コンテンツ作成システム（Ｗｉｋｉエンジン）「Ｈｉｋｉ」 

ｈｔｔｐ：／／ｈｉｋｉｗｉｋｉ．ｏｒｇ／ｊａ／ 

・入力コンテンツ管理システム 

バージョン管理システム「Ｓｕｂｖｅｒｓｉｏｎ」 

ｈｔｔｐ：／／ｓｕｂｖｅｒｓｉｏｎ．ｔｉｇｒｉｓ．ｏｒｇ／ 

・検索システム 

  全文検索システム「Ｒａｓｔ」 

ｈｔｔｐ：／／ｐｒｏｊｅｃｔｓ．ｎｅｔｌａｂ．ｊｐ／ｒａｓｔ／？ＦｒｏｎｔＰ

ａｇｅ．ｊａ 

 

○音声合成システム 

・音声合成ソフト「Ｇｔａｌｋ」 

  音声合成「Ｇｔａｌｋ」は擬人化音声対話エージェントツールキット「Ｇａｌａｔｅ

ａ Ｔｏｏｌｋｉｔ」のツール 

ｈｔｔｐ：／／ｈｉｌ．ｔ．ｕ－ｔｏｋｙｏ．ａｃ．ｊｐ／～ｇａｌａｔｅａ／ｉｎ

ｄｅｘ－ｊｐ．ｈｔｍｌ 

・形態素解析システム 

  形態素解析システム茶筌「Ｃｈａｓｅｎ」 

ｈｔｔｐ：／／ｃｈａｓｅｎ．ｎａｉｓｔ．ｊｐ／ｈｉｋｉ／ＣｈａＳｅｎ／ 

・複合語・音韻交替処理プログラム「Ｃｈａｏｎｅ」  

  複合語・音韻交替処理プログラム「Ｃｈａｏｎｅ」は、日本語テキスト音声合成ソフ

トウェア「ＧａｌａｔｅａＴａｌｋ」のツール 

・電子化辞書 

形態素解析辞書 「ＵｎｉＤｉｃ」 

ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｏｋｕｔｅｉｃｏｒｐｕｓ．ｊｐ／ｄｉｓｔ／ 

形態素解析器ＣｈａＳｅｎ用辞書形態素「ＩＰＡＤｉｃ」 

ｈｔｔｐ：／／ｓｏｕｒｃｅｆｏｒｇｅ．ｊｐ／ｐｒｏｊｅｃｔｓ／ｉｐａｄｉｃ／ 

・サウンドファイルコンバータ「Ｓｏｘ」 

・Ｍｐ３ Ｅｎｃｏｄｅｒ「Ｌａｍｅ」  

・開発言語 

  オブジェクト指向スクリプト言語 Ｒｕｂｙ 

ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｒｕｂｙ－ｌａｎｇ．ｏｒｇ／ｊａ／ 
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 ○音声合成作成サイト 

・作成データ一覧 

ｈｔｔｐ：／／ｒｏｔｏｍ．ｎｅｔｌａｂ．ｊｐ／ｏｎｓｅｉ／ 

・作成のためのログイン方法 

ｈｔｔｐ：／／ｒｏｔｏｍ．ｎｅｔｌａｂ．ｊｐ／ｏｎｓｅｉ／？ｃ＝ｌｏｇｉｎ 

ＩＤとパスワードを入力する。 

 

○作成方法 

ｈｔｔｐ：／／ｒｏｔｏｍ．ｎｅｔｌａｂ．ｊｐ／ｏｎｓｅｉ／？ｃ＝ｃｒｅａｔｅ 

にアクセスし、作成するファイル名、タイトル、内容を登録すると、 

ファイル名．ｍｐ３ 

ｈｔｔｐ：／／ｒｏｔｏｍ．ｎｅｔｌａｂ．ｊｐ／ｏｎｓｅｉ／ファイル名．ｍｐ３ 

の音声データを作成する。 

 

（４）実証実験内容 

インターネットサーバを利用し、テキスト情報を音声データに変換するシステムの作

成をし、オペレータセンターのシミュレーションを行う。 

 

オペレータセンターのシミュレーション実験の手順 

以下の流れを行った。 

１．視覚障害者からオペレータに電話し、情報をリクエストする。 

２．オペレータが情報を検索しシステム上で音声データを作成する。 

３．音声データで、電話により視覚障害者に情報を提供する。 

 

（５）実証実験の感想 

・パソコンが使えない方でも、速く情報を聞けるので便利だと思います。 

・音声合成の音質をもっと良くしてほしい。 

・電話がかかってきてその場で検索をするため、難しい質問や要領を得ない質問では

検索に時間がかかり、その間、利用者を待たせてしまう。 

・利用者の電話代がかからないという点は非常に重要である。 

・電話への音声流し込みをパソコン内部で完結出来るのはオペレータへの負担が少な

くなる。 

・オペレータ、利用者共に設定や機器の問題でトークバックが起きた場合の対処方法

を考えなければならない。 

・パソコンの音声を電話へ流し込むシステム部分は検討課題が多い。 

・電話やＳｋｙｐｅといったリアルタイムでのサービスの他に、音声ニュースの様な

形で再生した音声ファイルや、ページのアドレスを利用者に知らせ、利用者同士で

の情報共有が出来るようになると良いと思います。 

・再生された音声に間が無いため、利用者が聞き取れずに何度か再生を繰り返し、一

部分だけ聞き直したい等の要求に応えるのが難しい。 

・音声再生時に多少の選択が欲しい(男性・女性や３段階程度の読み上げスピード)。 
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４－３－６．評価 

評価項目： 

音声データ回答運用のオペレータセンターは視覚障害者への情報提供手段としては良

い手段であるか？ 

 

回答：有効である 

パソコンが使えない方でも、情報を得ることができる手段となる。 

オペレータ側の負担も少なく、使いやすいシステムの提供や運用ができれば有効である。 

一回作った音声データが流用できるため、同じような要求が多ければより有効になる。 

 

 

４－３－７．運用にあたっての課題 

○オペレータセンターの運用 

 今回はＩＣＴ技術の活用の評価であった。今後はオペレータセンターのあり方の研究が

必要である。 

利用者が増えれば、運営費用やオペレータ数も増すので、実際にどの程度のランニング

になるか調査が必要である。 

 

○音声合成（ＴＴＳ）機能性能 

 今回の実験でも音声合成（ＴＴＳ）の声の品質やスピード調整のリクエストがあった。

実用化にあたっては、音声合成（ＴＴＳ）の機能の性能評価が必要である。 

 

○読み間違いの問題 

作成した音声は辞書の問題で人名や地名で読み間違いが多く発生し、実運用レベルには

課題が多い。 
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別添「漢字詳細読み辞書」の現状、及び研究 

 

「誰もが入手可能なインターネット上の情報提供の課題」の一つとして、スクリーンリ

ーダーでの「正しい漢字変換」「正しい漢字の読み」の対応を挙げた。 

本課題の解決に有効と考える研究を紹介する。 

 

１．スクリーンリーダーの漢字詳細読み 

各スクリーンリーダーは異なる漢字詳細読み辞書を搭載しているため、利用するスクリ

ーンリーダーによって漢字の説明が異なる。 

 例）「応」の文字の読み 

 ＰＣ-Ｔａｌｋｅｒ：「おうとうのおう」 

 ９５Ｒｅａｄｅｒ：「おうじるのおう」 

 と、説明する。 

 

２－２－２の「ＩＣＴ情報機器調査」の「調査結果」で記述したが、複数のスクリー

ンリーダーを保有している利用者は３７．６％であった。スクリーンリーダーが異なれ

ば漢字詳細読みの辞書も異なる。これは、記憶しなければならない「漢字の説明」の量

が増え、利用者にとってデメリットだといえる。実証実験の際に、視覚障害当事者から

も「何故、スクリーンリーダーによって漢字の説明が違うのか？」と疑問の声が上がっ

ていた。 

 

 

２．漢字詳細読みの研究 

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所は「視覚障害児・者のコンピュータ利用にお

ける理解しやすい漢字詳細読みに関する研究」により、単語親密度（ある単語がどの程度

なじみがあると感じられるかを表した指標）が低い単語で説明されていたものを、単語親

密度が高い単語で説明し直すと、漢字の「正答率」が上がることを示した。 

新たな漢字詳細読みの策定も行っており、２００８年２月１０日までに第２水準漢字の

内３，２００字の策定を完了している。全ての第２水準漢字の策定完了後は、データがホ

ームページ上に公開され、そのデータはソフト開発等に利用することができる。 

ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ.ｎｉｓｅ．ｇｏ．ｊｐ／ｋｅｎｓｈｕｋａ／ｊｏｓａ／ｋａｎｋｏ

ｂｕｔｓｕ／ｐｕｂ＿ｆ／Ｆ－１４１．ｈｔｍｌ 

 

 

３．漢字詳細読み辞書選択 

 漢字詳細読みをＪＩＳ規格のように統一すべきなのかは、検討が必要であろうが、漢字

詳細読み辞書を「選択」できる環境は必要である。パソコンやソフトが変わっても「慣れ

ている」辞書が使えることは、ストレスや変換ミスの軽減につながると予想できる。 

また、新しく策定された「漢字詳細読み辞書」の漢字の説明が聞き取りやすく、理解し

やすく、変換ミスが減れば、その辞書が「慣れている辞書」になるであろう。  

同研究では、「同音異義語の仮名漢字変換練習用音声問題」の問題集も作成しており、変

換ミスの多い同音異議語の練習に役立てられる。 

  

このような有益、且つ先端の研究情報を把握し、視覚障害当事者に提供することも、視

覚障害者情報提供施設にとって重要な役割の一つである。 
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第２部  
 
視覚障害者への情報提供のあり方 
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第１章 ワンストップサービスの実現 
本章では、第１部で明確になった課題等を解決するために、「ワンストップサービス」の

構築を提案する。 

 

１－１．ワンストップサービス 

視覚障害者が求めている情報は、点訳・音訳された図書情報だけではなく、地域の情報、

インターネット上の情報など、日々の生活を支援するさまざまな種類に広がっている。こ

れらの情報は墨字、またはデジタルデータで存在していても、視覚障害者がその情報を入

手するのは容易ではない。もしくは、それらの情報の存在さえ知らず、結果として、欲し

い情報を得ることが困難な状況におかれている。 

この状況を改善するために、視覚障害者への情報提供がどうあるべきか、何をするべき

かの「あり方」が、今、問われており、視覚障害者が必要とする幅広い情報の窓口として

の役割を各地域の「視覚障害者情報提供施設」が担うことが求められる。 

そして、それを実現する１つの手段として、インターネット等の先端技術の活用によっ

て窓口業務を一本化する「ワンストップサービス」が見えてきた。 

 

ワンストップサービスとは： 

ワンストップサービスとは、図書や、生活に必要なさまざまな情報を得る際に、情報の

内容に関わらず、ひとつ（共通）の窓口で、あらゆる問い合わせや情報入手を可能にする

サービスである。この窓口業務は「オペレータ＝人」と「ポータルサイト＝インターネッ

ト」の組み合わせによって行う。 

このサービスによって、「インターネットの有無を問わず、居住地域を問わず、生活環境

を問わず、視覚に障害のある人が必要な情報を入手できる」ことを目指す。 

 

 視覚障害者

インターネット利用 電話利用

ポータルサイト オペレータセンター　　

ワンストップサービス

1 2 3

4 5 6
7 8 9

* 8 #

サービス別
サポートセンター

インターネットシステム

コンピュータ

情報
データ
ベース
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１－１－１．ワンストップサービス実現に向けた「ないーぶネット」の進化 

点字図書情報ネットワーク「ないーぶネット」によって、全国の点字図書情報の共有化、

点字のデジタルデータ化が推進され、視覚障害者のＩＣＴ利用の促進が図られた。このシ

ステムは「図書情報」の提供としては大きな成果を上げており、既に個人会員が約５千名、

施設・団体会員も１９０という国内最大の視覚障害者関連ネットワークに成長し、社会イ

ンフラともいえる存在になった。 

このネットワークは、ＩＢＭ点訳広場として１９８８年に始まり、１９９８年９月に当

協会が自立運営する「ないーぶネット」として再スタートし、その後１０年が経過した。 

この間に、高度情報社会はさらに進み、「ないーぶネット」も図書情報に加え、生活情報

等への対応、さらにはユビキタス時代に沿ったＩＣＴ機器やさまざまなネットワークを積

極的に活用した新たな情報提供に取り組むことによって、視覚障害者の多様なニーズに対

応することが求められている。また、「ないーぶネット」の進化は、図書管理システムにお

いても、より効率的な仕組みへの改革を伴うものである。 

この進化した「新ないーぶネット」は、視覚障害者の情報リテラシーのさらなる向上を

可能にし、より豊かな人生へのナビゲーター役として、視覚障害者と情報をつないでいく。 

 

 

１－１－２．「新ないーぶネット」が新たに提供する情報 

第１部第３章の課題で明らかになった「視覚障害者が求めている情報の問題」は以下の

２つであった。 

 

（１）地域の情報がない 

●点訳／音訳していない「地域」の情報 

◆地域の福祉情報 （広報など） 

◆地域の防災情報 （防災マップなど） 

◆地域の新聞記事  

◆地域の買い物情報（チラシなど） 

◆地域の情報紙（エリア限定のタウン誌など） 

◆地域のイベント情報（回覧板など）  

※地域によっては、点訳音訳をしているところもある。 

 

（２）インターネット上の情報が取得できない 

●インターネット上の情報 

◆福祉情報  

◆図書情報 

◆交通情報 

◆就労情報 

◆商品情報 

◆金融情報 

◆レジャー情報 

◆新聞記事など 

 

これらの情報は生活インフラともいえるものであり、特に防災情報などは地域生活者に

とってライフラインとなる。しかし、地域独自の情報を全国規模で収集することは困難で

あり、「地域情報」は地域の視覚障害者情報提供施設を窓口にすることで、その収集と提供
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が可能になる。また、地域情報はその地域で生活している人でなければ収集できないこと

も多いため、視覚障害者情報提供施設が中心となり、地域情報の提供協力者をネットワー

ク化することが必要となる。 

また、インターネット上の情報は、国内外どこからでも入手・提供できるものではある

が、“地域情報”は“地域”で処理・対応していくということが基本的な姿勢といえる。 

 

「新ないーぶネット」では、図書以外に、主に以下の２つの情報を新たに提供する。 

（１）生活に必要な地域情報の提供 

（２）既に公開されているインターネット情報の提供 

また、提供情報の条件として以下の２つが重要である。 

  ・視覚障害者が必要とする情報であること 

・必要な時に入手できること 

 

 

１－１－３．新たな情報提供に必要な環境 

新たな情報提供を実現させるために、以下の環境整備が必要となる。 

 

○地域の人が簡単に情報提供できる環境（システム） 

「生活に必要な地域情報の提供」を実現するためには、地域の人が簡単に情報提供できる

環境（システム）の整備が必要となる。 

各地域の視覚障害者情報提供施設が、視覚障害者が必要とする地域情報を収集し提供す

る。これらの情報収集は施設のみで行うのではなく、地域のボランティア、地域の企業・

商店・行政と連携をとって実行すべきものであり、その結果として、必要な情報をより多

く収集し、利用者に提供することが可能になる。 

また、地域内が連携して情報支援を行うことは、視覚障害者と「地域で共に生きる」こ

とにもつながる。 

 

○視覚障害者が安心して利用できるインターネット情報環境 

「既に公開されているインターネット情報の提供」を実現するためには、視覚障害者が安

心して利用できるインターネット情報環境の整備が必要となる。 

福祉に関する情報も含め、既に多くの地域情報がインターネット上で提供されており、

これらの情報を積極的に活用していかなければならないが、視覚障害者にとって排除すべ

き情報も数多く存在している。従って、情報の取捨選択を行い、視覚障害者が安心して利

用できる環境を整備することが必要である。 

 

 そのために、以下の点についてのチェック作業が求められる。 

・ウェブアクセシビリティの配慮（スクリーンリーダーで読みやすいか） 

・フィッシング、ウィルスなど危険性 

・非合法の勧誘等の有無 

新ないーぶネットでは、検索結果を提供する前にこれらのチェックを行うことが求め

られる。 

なお、ポータルサイトでは、予め峻別した情報が検索できる「推奨検索サイト」と、

ＧｏｏｇｌｅやＹａｈｏｏなどの「一般検索サイト」を設置し、利用者のニーズや技術

力に合わせた利用を可能にすることが必要である。 

※ウェブアクセシビリティに関しては情報をまとめたものを別添する。 
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１－１－４．「新ないーぶネット」の役割 

「新ないーぶネット」は、視覚障害者向けに事前チェックを行った情報のデータベース

と、一般のインターネット情報の両方を利用するためのポータルサイトとしての情報デー

タベースの役割を担うことが求められている。 

 この情報データベースは、視覚障害者情報提供施設だけでなく、これまでも協力体制に

あった点訳・音訳ボランティア、行政、地域住民、さらには地域商店など多方面からの情

報提供を受けて構築することで情報内容の充実を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

視覚障害者

インターネット利用 電話利用

ポータルサイト オペレータセンター　　

ワンストップサービス

1 2 3

4 5 6
7 8 9

* 8 #

サービス別
サポートセンター

インターネットシステム

コンピュータ

情報
データ
ベース
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１－２．「新ないーぶネット」の進化 

新ないーぶネットでは、以下の４つを達成する必要がある。 

 

（１）ないーぶネットのバージョンアップ 

「ないーぶネット」の機能追加のニーズは、これまでの取り組みの中で既に整理され

ており、その資料（平成１６年１１月２５日作成の『「次期ないーぶネット」構築をめぐ

って』を元に機能追加を検討することが必要である。 

 （この資料は当協会のホームページ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎａｉｉｖ．ｎｅｔ にて公開） 

 

（２）新機能追加 

  新ないーぶネットでは、ブロードバンド（高速なインターネット接続）や最新のＩＣ

Ｔ技術をもとにした新しい機能が要求される。 

 

１）ブロードバンド化への対応（録音図書データの対応） 

  ブロードバンドの普及により、容量が大きい録音図書データの配信が可能になり、

「新ないーぶネット」においても、録音図書データの配信が求められている。 

 長時間の音声情報の提供は、一般的にはストリーミング配信が主流であるが、スト

リーミングでは２次利用やダウンロードして何度も聞くことはできない。「びぶりおネ

ット」でも、個人利用者へのストリーミング配信が行われているが、これではインタ

ーネットに接続していない状態で聞くことができないため、「いつでもどこでも利用し

たい」という利用者ニーズに対応できず、そのことが課題になっている。 

 

２）携帯端末（携帯電話）への対応 

視覚障害者にとって、既に身近な存在になっている携帯端末（携帯電話等）を利用

したサービスが求められている。 

新ないーぶネットでは、携帯端末を利用し以下の機能を提供することが必要である。 

   ・目録検索＋予約申込み 

   ・図書データのダウンロード 

   ・図書の再生・ストリーミング 

 

○目録検索＋予約申込み 

   携帯電話の画面はパソコンに比べとても小さく、また、数字キーボードであるとい

った制約があるが、この環境でもストレスを感じさせない検索・予約機能を提供する

ことが必要である。 

 

○図書データのダウンロード 

   携帯電話の回線速度に適したデータのダウンロード方法を研究し、提供することが

必要である。 

 

○図書データの再生・ストリーミング 

   図書データの再生・ストリーミングは、現ないーぶネットでは実施していないため、

そのシステムを新たに開発する必要がある。また、開発にあたっては携帯機器メーカ

の協力が必要となる。 
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３）インターネット利用による図書情報登録 

   現在は情報提供施設の専用端末から情報登録を行っているが、今後はインターネッ

ト上で図書情報などのデータ登録が可能なシステムとし、点訳・音訳ボランティアの

人などが自宅等から図書（情報）の登録作業ができるようにする。このことによって

施設の作業の軽減と情報登録の迅速化を図る。（登録者の間口を拡げることにより、デ

ータの質の低下が懸念されるため、この対応策も同時に検討しなければならない。） 

 

４）図書分散作成管理 

   点訳・音訳用の図書データの分散作成管理システムを構築することで、一冊の本を

複数の人（地域）が分担して作成することを促進し、制作期間のさらなる短縮を図り、

迅速な情報提供を目指す。 

 

５）データベースの有効利用 

   図書の貸し出し情報等をデータベースで一括管理することにより、利用者の読書傾

向などを把握し、推薦図書紹介などの多彩な情報サービスを実現する。（世界規模のオ

ンラインショッピングサイト「アマゾン」では、「○○を買った人はＸＸの本も購入し

ています。」といった推薦情報を提供し、利用者の次の行動を促している。） 

 

（３）新たな情報の追加 

点訳・音訳された図書情報以外に、「地域の生活に必要な情報」と「インターネット上

に公開されている情報」を提供する。 

  これらの情報提供は、ボランティア・行政･地域住民・地域商店街による情報登録を可

能とするシステムを構築することによって実現する。 

 

（４）新たなアクセス方法の構築 

  インターネットの利用は、これまではパソコン中心であったが、現在は携帯電話やゲ

ーム機などを使ったアクセスが増加している。 

  データの作成や入力をする場合はパソコンを利用するのが便利ではあるが、その他の

機器でもこれらの作業がしやすい配慮を行う必要がある。 

視覚障害者の携帯電話使用率は急激に高まっているので、携帯サイトや携帯メールへ

の対応は必須となる。 
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１－３．「新ないーぶネット」に必要な機能と環境 

新ないーぶネットの構築には以下への対応が求められる。 

・提供システムの多様化 

・データの巨大化 

・情報提供者の増加 

・利用者の増加 

これらに対応するために以下の機器・ネットワークインフラが必要となる。 

・高機能なコンピュータ 

・大容量のデータベース 

・高速なインターネット接続 

・上記のバックアップ機器 

現在の「ないーぶネット」は、情報提供施設のコンピュータに図書（データ）の登録シ

ステムを持たせ、ホストコンピュータ側にインターネット検索システムを構築するという

分散した構成となっている。 

しかし、情報提供者の増加にあわせて端末側の登録システムを構築（変更）する方法で

は、高機能コンピュータが多数必要になり、導入費用や運用費が莫大な金額になっていく

ため、新システムでは端末側のパソコンとホスト側のパソコンが担う作業の見直しが必要

となる。 

 

ワンストップサービス

図書情報
インターネット

情報
地域情報

視覚障害者

地域
情報

図書
情報

インターネッ
ト情報

情報提供者

視覚障害
者情報

提供施設

点訳
ボラン
ティア

行政
地域
住民

地域
商店街

視
覚
障
害
者
情
報
提
供
施
設

図
書
運
営

ポータルサイト
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（１）情報提供 

「新ないーぶネット」で扱う情報は主に以下の３つとなる。 

①地域情報 

地域の生活に必要な情報を多方面から収集し、統合して提供 

②インターネット情報 

既に公開されているインターネット上の情報を整理して提供 

③図書情報 

全国から寄せられる図書情報の提供 

 

（２）ワンストップサービス 

  視覚障害者へのワンストップサービスを実現するために「新ないーぶネット」をポー

タルサイトとして提供する。 

 

（３）ＡＳＰサービス 

  ポータルサイトの運用はＡＳＰサービスを利用しシステム・データベースを一括管理

することで、全国どこからでも接続できる環境を提供する。 

※ＡＳＰ：Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ Ｓｅｒｖｉｃｅ Ｐｒｏｖｉｄｅｒ（アプリケー

ションサービスプロバイダ） 

 

●ＡＳＰとは… 

ネットワークの高速化や、メンテナンスの手間を軽減するために、外部サーバを利用

して、その会社が提供する業務用のアプリケーションをネット上で利用（提供）するサ

ービスである。このサービスでは、サーバだけではなく、システムもレンタルできるた

め、使用者側の初期投資や運用時の負担が軽減でき、多拠点で多数が利用する場合に適

している。 

 

●ＡＳＰ運用のメリット 

「ないーぶネット」のシステムをＡＳＰ化しシステムを集中管理することで、コスト

の削減、作業の効率化・分散化、データのさらなる有効活用を可能とする。また、人名

や地名などの「読み」を登録するデータベースを構築することによって、図書制作の効

率化が図れる。 

 

以下に運用メリットを整理する。 

①導入・運用・保守コストの軽減 

現在の「ないーぶネット」は、以下の３つのシステムに分かれている。 

・図書館システム「Ｎ－ＬＩＮＫ」 

・オンラインウェブシステム「ないーぶネット・ホームページ」 

・Ｎ－ＬＩＮＫにデータを公開するための「ないーぶネット・連携システム」 

これらのシステムを一元管理することで、導入・運用・保守コストの軽減を図る。 

②端末側のパソコンへの依存度の軽減 

ＡＳＰ化によって、インターネットが利用できる環境にあれば、端末のパソコンの機

能に依存することなくシステムが利用できるようになるため、多様な組織・団体・ボラ

ンティアからの情報提供参加が促進できる。 

地域情報の登録は、視覚障害者情報提供施設のみでは限界があるが、地域のボランテ

ィア・行政･地域住民・地域商店街などとの連携を行うことで情報の充実が可能になる。 
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③情報の一元管理による全国の貸出情報（状況）のリアルタイム把握 

  これまで施設ごとに管理していた個人の貸出情報を一元管理することによって、図書

の全国的な貸出情報管理が可能となる。これによって、図書の効率的な貸出が可能とな

り、利用者の予約待ち日数の短縮が図れる。 

④特別なソフトが必要ないため導入が簡単 

  ＡＳＰでは、施設側のパソコンに特別なソフトが必要ないため、導入の手間が不要と

なる。 

⑤分担製作が可能 

上記のように端末のパソコンの機能に依存せず、また専用ソフトの導入も不要なため、

多くの人がネットワークに参加できる。従って、本システムを活用することによって、

データの分担製作の新たな可能性が広がる。 

 

※但し、ネットワークに接続するためにウィルス対策などのセキュリティ上の配慮が不

可欠である。 
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第２章 情報の取得手段 

「インターネットの有無を問わず、居住地域を問わず、生活環境を問わず、視覚に障害

のある人が必要な情報を入手できる」ために総合的な窓口（ポータルサイト・オペレータ

センター）を設けワンストップサービスを実現する。その窓口によって“得たい情報を得

る”また“得たい情報につながる情報を得る”ための手段を提供する。 

 

パソコンを使用し、イン

ターネットを利用してい

る視覚障害者も多いが、

パソコンは使用していて

もインターネットを利用

しない、また、全くパソ

コンを利用しない（でき

ない）人もいる。そうい

った現状に配慮し、より

多くの視覚障害者が安心

して情報を取得できる環

境（ポータルサイト）を

構築する。 

インターネット利用に

ついては、携帯電話での

接続も増えていることか

ら、携帯電話利用者も安

心して利用できる環境

（ポータルサイト）を構築する。 

ＩＣＴ技術が進歩しても人によるサポートは必要であり、また重要である。インターネ

ットを利用せず、電話利用により手軽に情報が得られる環境（オペレータセンター）を提

供することも必要となる。 

 

２－１．インターネット利用者の窓口（ポータルサイト）の提供 

 現時点では、視覚障害者に適した総合的なポータルサイトは存在していないため、「新な

いーぶネット」では、視覚障害者への情報のポータルサイトを提供する。また、インター

ネット利用時に、その利用者にとって便利なページを起動の際に開くといった細かなサー

ビスを提供する配慮が必要である。 

 

 

２－１－１．視覚障害者向けインターネット検索機能 

 一般社会ではＹａｈｏｏやＧｏｏｇｌｅといった検索サイトを利用してインターネット

上の情報を入手しているが、視覚障害者にとっても、これらの検索機能は重要な機能とな

る。第１部４－２の「実証実験」でパソコン利用者の情報検索方法について記述している

が、視覚障害者は、「漢字」の扱いについて不安があることから「ひらがな」による検索の

必要性が高く、本研究の実験においても「ひらがな」での検索が有効であることが確認で

きている。従って、「ひらがな」のみの検索と、従来の「漢字かな混じり」による検索の両

方が自由に選択できるアクセシブルな検索環境の整備が求められている。 

視覚障害者

インターネット利用 電話利用

ポータルサイト オペレータセンター　　

ワンストップサービス

1 2 3

4 5 6
7 8 9

* 8 #

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
情報

地域情報

図書情報

新ないーぶネットかな検索システム サービス別
サポートセンター広域サイト

（全世界）
検索機能

推奨サイト
検索機能



 １２４

（１）ひらがな検索機能について 

これまでの「漢字かな混じり」に加え、「ひらがなのみ」でもインターネット情報が検

索できることは、“誰もが入手できる”情報を視覚障害者が入手するための１つの機能と

なる。 

ひらがな検索によって、健

常者が検索結果から必要な情

報を探していくことに近いサ

ービスを視覚障害者に提供で

きるようになると考える。 

 

（２）システムの概要 

インターネットかな検索シ

ステムをポータルサイトの新

たな機能とするべきだと考え

る。 

広域（全世界）検索と、推

奨サイト検索のどちらを選択

（判断）するのかは利用者が

行う。 

 

 

２－１－２．視覚障害者が求め

ている検索機能の対象 

（１）広域（全世界）検索 

  ＹａｈｏｏやＧｏｏｇｌｅ

のように全世界の情報検索が

可能なインターネットコンテ

ンツから検索する。 

  キーワードによっては検索結果があまりにも多い場合がある。そういった状況でも、

その情報の中から必要な情報を探すための工夫が必要。 

 

（２）推奨サイトの検索 

 すべてのコンテンツを対象にするのではなく、推奨されたサイトのみを検索する。 

 

 

２－１－３．地域にあるインターネット情報の提供 

（１）推奨サイト登録 

 前章で提案したように、地域の情報は地域で提供することを求められている。 

 インターネットの情報も視覚障害者情報提供施設を中心に、地域の公共団体やボラン

ティア団体の協力の上で収集する。 

  推奨するサイトの基準として、ウェブアクセシビリティを配慮したサイトであること

も考慮する。 

 

（２）排除ページ登録 

  インターネットの情報は、悪意を持った情報（詐欺的な情報）が存在しており、また、

新ないーぶネット

ポータルサイト
インターネットかな検索システム

広域（全世界）
検索機能

推奨サイト
検索機能

検索
データ
（広域）

インターネット

検索ロボットで
全世界から収集

検索
データ
（推奨）

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
情報

(推奨サイト)

検索ロボットで
推奨サイトを収集
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発信時には有益なデータであっても古くなったことにより、結果的に間違った情報、意

味のない情報になっていることも少なくない。視覚障害者の利用を前提とする場合には、

推奨サイトの情報であってもこれらの情報は適宜排除していく必要がある。 

 

 

２－１－４．検索機能構築の課題 

 検索機能の構築は、大規模なシステムと運用コストが発生する。運用を検討するにあた

っては、既設の検索サイトとの協力で構築することが望ましい。 

 

※参考 

 既設の検索サイトの一部を紹介する 

Ｇｏｏｇｌｅ 

  ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｏｏｇｌｅ．ｃｏ．ｊｐ／ 

Ｍｏｏｔｅｒ   

  ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍｏｏｔｅｒ．ｃｏ．ｊｐ／ 

Ｙａｈｏｏ！   

  ｈｔｔｐ：／／ｓｅａｒｃｈ．ｙａｈｏｏ．ｃｏ．ｊｐ／ 

Ｌｉｖｅ   

  ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｌｉｖｅ．ｃｏｍ／ 

ｇｏｏ   

  ｈｔｔｐ：／／ｓｅａｒｃｈ．ｇｏｏ．ｎｅ．ｊｐ／ 

Ｉｎｆｏｓｅｅｋ 

  ｈｔｔｐ：／／ｓｅａｒｃｈ．ｗｗｗ．ｉｎｆｏｓｅｅｋ．ｃｏ．ｊｐ／  

Ｂｉｇｌｏｂｅ   

  ｈｔｔｐ：／／ｓｅａｒｃｈ．ｂｉｇｌｏｂｅ．ｎｅ．ｊｐ／  

＠ｎｉｆｔｙ   

  ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｉｆｔｙ．ｃｏｍ／ｓｅａｒｃｈ／  

Ｂａｉｄｕ   

  ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂａｉｄｕ．ｊｐ／ 

Ａｓｋ．ｊｐ   

  ｈｔｔｐ：／／ａｓｋ．ｊｐ／   

Ｆｒｅｓｈｅｙｅ 

  ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆｒｅｓｈｅｙｅ．ｃｏｍ／  

ｃｅｅｋ．ｊｐ   

  ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｅｅｋ．ｊｐ／ 
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２－２．ＩＣＴを活用した「オペレータセンター」の構築 

 知りたい情報を入手する手段としてインターネットや自動音声の活用だけではなく、人

が介在し、その情報を肉声で読み上げる方法への要望も根強くある。第１部４－３の「実

証実験」の電話利用者（パソコン非利用者）への情報提供方法によると、電話を使い「人

に情報を探してもらう、情報を読んでもらう」ことの問題として以下が挙げられている。 

 

●利用者側の問題 

・質問する窓口がない、もしくは、わからない 

・電話代がかかる 

●情報提供（電話を受ける人）側の問題 

・求めている情報を探すのに手間がかかる 

・情報を読むのに時間がかかる 

・手間・時間がかかるため、ボランティア運用が困難 

・ビジネスにするには費用（人件費）が高い 

本研究の実験において、インターネット環境や、最新のＩＣＴ技術を活用することでこ

のオペレータセンターの運営費用と具体的な作業負担の軽減が図れることが証明された。

このことから、視覚障害者への情報提供手段としてオペレータセンターは有効であるが、

その仕組みについて以下に説明をする。 

 

 

２－２－１．電話利用による「オペレータセンター」 

 視覚障害者にとって、知りたい情報をパソコンではなく、“人”に探してもらい、さらに

その情報を読んでもらう方法は、これまで慣れ親しんできた手段であり、情報を得るため

の最も身近な方法の１つである。従って、インターネットの有無にかかわらず、これまで

通り電話をかけることで情報を得られる環境も必要だと考える。 

 これについて、本研究において実証実験を行った結果、いくつかの課題は発生したが、

視覚障害者にとって電話による情報提供も引き続き有効な手段であることが確認できた。 

 

 

２－２－２．運用イメージ 

本システムの基本的な運用は以下を想定している。 

 

（１）会員登録 

 ないーぶネット登録者を会員とする。 

 

（２）オペレータセンターの場所 

 オペレータセンターは、電話による本システム利用者の総合窓口となる。利用者から

の電話はセンターで一括して受付けるが、その設置場所を1ヶ所に固定する必要はなく、

サービス内容毎に窓口を全国各地に分散する。 

 従って、スタッフを一か所に確保しての運営も可能ではあるが、コスト面や地域情報

の対応を考えた場合、全国の視覚障害者情報提供施設やボランティアが協力し、利用者

からの多様な質問への回答するシステムが望ましいと考える。 
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（３）窓口の流れ 

視覚障害者からの質問を電話で受け、それに回答するまでの流れは以下と考える。 

１．総合窓口で電話を受付 

２．リクエストの種別を確認 

３．依頼者（会員）確認 

４．サービス別窓口に移動 

５．リクエストの確認 

６．リクエストの調査 

７．リクエストの回答 

 

 

支 援 シ ス テ ム

視 覚 障 害 者

電 話 利 用

ワ ン ス ト ッ プ サ ー ビ ス

1 2 3

4 5 6
7 8 9

* 8 #

総 合 窓 口 シ ス テ ム

パ
ソ
コ
ン
相
談

サ ー ビ ス 別 窓 口

家
電
相
談

地
域
福
祉
情
報

地
域
買
物
情
報

オ ペ レ ー タ セ ン タ ー

情 報 検 索 機 能

回 答 用 デ ー タ 作 成

1 2 3

4 5 6
7 8 9

* 8 #

回 答 機 能

・ ・ ・

地
域
防
災
情
報

・ ・ ・
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１．総合窓口で電話を受付 

 電話の手段は一般電話、携帯電話、ＩＰ電話、インターネット電話（Ｓｋｙｐｅなど）

と多様化している。コストと運用面を考えて利用者が使いやすい通信手段を選択できるよ

うにする必要がある。 

 

２．リクエストの種別を確認 

 リクエストの種類によって、対応する窓口が変わってくる。 

電器メーカやパソコンメーカなどでは自動電話受付（ＣＴＩ）を使った対応を行うこと

でコスト削減を行っている。このような受付方法が視覚障害者に受け入れられるかを検討

し、効率的な運用を図る必要がある。 

※ＣＴＩ：Ｃｏｍｐｕｔｅｒ Ｔｅｌｅｐｈｏｎｙ Ｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ 

 

３．依頼者（会員）確認 

 会員の認証方法については、ＩＤ番号入力方式と、電話番号などの発信情報＋人間によ

る確認などが考えられる。利用者が自分でＩＤ番号入力する方式を導入する場合は、入力

ミスなどが発生し、そのことによって使用意欲が削がれる危険性もあるため、ＩＤ番号入

力ミスやＩＤを忘れた場合に人が迅速に対応する体制も必要である。 

 

４．サービス別対応者の設置 

 福祉情報・買物情報など地域に関連する質問から、パソコンの使い方や生活家電の使い

方など地域を限定しない質問などに対応するためには複数のサービスが必要となる。 

 これらに対応するためには、全国の視覚障害者情報提供施設やボランティアの協力によ

って、人が物理的に分散してサポートする支援システムの構築が必要になる。 

 

５．リクエストの自動録音 

 電話によるリクエストの場合には、聞き間違いや記憶違いが生じる可能性がある。また、

記録したメモの紛失や忘れなどを回避するためにも、電話内容を一時的に録音することも

検討する。この場合には、電話サービス開始時に「会話は自動的に録音されています。」と

いった情報を自動的に伝えることが必要と思われる。 

 

６．リクエストの調査 

 実証実験では、利用者からの電話を受け、その場で調査・検索をする方法をとったが、

質問内容が複雑な場合や、要領を得ない質問の場合は、その情報の検索と回答にかなりの

時間を要することになった。その状況を回避するために、調査の運用方法の検討が必要で

あり、調査の支援システムの構築とオペレータの教育が必要になる。 

 

７．リクエストの回答 

 回答は、入手した情報をもとに回答用のテキストデータを作成し、音声合成（ＴＴＳ）

によって発信する方法を基本とする。頻繁に尋ねられる質問（ＦＡＱ）などや、オペレー

タが簡単に答えられる内容については、必ずしもテキストデータを編集する必要はなく、

直接回答するといった迅速な対応を行う。 

 

 リクエストへの具体的な回答手段として以下が考えられる。 

（１）電話を使って録音データを再生する方法 

電話を使って、テキストデータを音声合成（ＴＴＳ）で直接伝える。 
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（２）録音データをインターネットで受信する方法 

音声合成（ＴＴＳ）を使いテキストデータから録音データを作成し、インターネッ

トで配信する。そのデータを携帯電話やパソコンなどでダウンロードする、またはス

トリーミング再生によって聴く。 

 

（３）テキストデータの配信 

作成したテキストデータをそのまま送信し、利用者が音声化して利用する。 

この方法も大変有効であるが、著作物などの転載の場合には著作者の許諾が必要で

あり、その手続き等に時間や手間がかかるなど、実現にはいくつかの課題を解決する

必要がある。 

 

 

２－２－３．オペレータ支援システムの構築 

 オペレータセンターの運用にはＩＣＴ技術を活用したオペレータ支援システムの構築が

必須となる。 

 

支援システムは以下を必要とする。 

（１）自動電話受付（ＣＴＩ）技術 

既に各社で提供されているが、インターネット電話（Ｓｋｙｐｅなど）の対応は調

査が必要である。 

 

（２）情報検索支援技術 

 インターネットで正しい情報を素早く検索するのは難しい。 

フリー百科事典の『ウィキペディア（Ｗｉｋｉｐｅｄｉａ）』等を利用することによ

って、比較的簡単に情報を捜すことが可能だが、情報の信頼性に疑問がある。 

熟練者でなくても、簡単に検索できる支援システム（技術）が必要である。 

 

（３）音声合成（ＴＴＳ）技術 

  実証実験（試験レベル）では、音声合成（ＴＴＳ）によりテキストデータからデジ

タル録音データを作成し音声読み上げによる回答を行なったが、実際の運用にあたっ

ては、音声合成の声の品質向上や、スピード調整機能、また、読み間違いの減少への

対応が必要になる。 

  音声合成（ＴＴＳ）技術は、デジタル録音図書作成と共通の課題であり、今後の集

中的な研究が望まれる。 

 

（４）回答（ＣＴＩ・インターネット・音声合成）技術 

   質問に対する回答案をテキストデータで作成し、音声合成（ＴＴＳ）で読み上げて

回答する方法、録音データを作成しインターネット経由で回答する方法、テキストデ

ータをメールなどで回答する方法がある。これらの回答方法を利用者が自由に選択し

的確に活用できるようにすることが必要である。 

 

 

２－２－４．オペレータセンターの実現にむけて 

 オペレータセンターは今回新たに提案されたものであり、実現に向けての課題はいくつ

か存在する。しかし、情報化社会のなかで、情報が探せないことは非常に大きな問題であ
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り、インターネットやパソコンを利用しない人を含めた、全ての視覚障害者への情報提供

の基本的な姿勢として、ぜひ実現を目指したい。 
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２－３．改善される情報環境 

 ワンストップサービスが実現できた場合の地域の買い物情報がどのように入手できるか

を考える。 

 

１．買い物情報登録 

 商店の情報（買い物情報）の登録方法は以下の方法が考えられる。 

 ・商店が直接情報を登録する。 

 ・商店からデータ提供を受けて登録する。 

 ・商店のチラシを入手し、スキャナとＯＣＲを利用して登録する。 

 ・商店のチラシを入手し、手作業で登録する。 

 ・ボランティア等が商店を取材して登録する。 

複数の方法が考えられるが、これらは日々更新される情報であり、かつ細かな情報が大

量にあるため、商店が直接情報提供をする仕組みを構築することが望ましい。 

 

２．情報入手 

 視覚障害者の情報入手方法は以下が考えられる。 

（１）インターネット利用者（キーワード検索） 

 ・携帯電話の携帯サイト、またはパソコンからポータルサイトに接続する。 

 ・キーワード検索から店の名前で検索する。 

 ・検索結果から該当の店を選択し情報を聞く。 

 

（２）インターネット利用者（絞り込み検索） 

 ・携帯電話の携帯サイト、またはパソコンからポータルサイトに接続する。 

 ・検索メニューから地域情報を選択、地域名を選択、買物情報を選択し、検索する。 

 ・検索結果から該当の店を選択し、情報を聞く。（必要に応じてオンラインショッピング

をする。） 

 

（３）電話利用者 

 ・オペレータセンターに電話する。 

 ・会員ＩＤを入力する。 

 ・自動受付から地域情報を選択、地域名を選択すると地域情報窓口に電話が転送され、

オペレータが出る。 

・必要な買物情報をリクエストする。 

 ・オペレータが検索した買物情報を入手する。 

   

情報入手は以下の４つの方法がある。 

  １．口頭 

  ２．合成音声 

  ３．合成音声データ（メール受信） 

  ４．テキストデータ（メール受信） 

※テキストデータをメールで利用者に配信する場合は、データ内容によって、著作権

者からのデータ配信許諾を得ることが必要となる。 
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第３章 デジタル録音図書のあり方 

 情報のデジタル化が進み、点字の世界においてもパソコン点訳が普及した。これと同様

に、録音図書のデジタル化も進みつつあるが、その作成は未だに人の手に委ねられている

部分が多く、一冊の図書の完成に３ヶ月から半年の期間を必要としている。 

今後の技術の開発と新たな製作システムの構築によって、テキストデータからデジタル

録音図書が自動的に作成されることが可能になれば、製作日数の大幅な短縮が可能になる。

しかし、「漢字かな混じり文」を巧みに使いこなしている日本語は、英語等とは異なる複雑

な処理が必要となることもあり、日本はこの分野の開発が立ち遅れている傾向にある。 

 この章ではデジタル録音図書のあり方を提案する。 

 

３－１．デジタル録音図書（ＤＴＢ）の現状 

 

３－１－１．実証実験でのデジタル録音情報の作成 

 本研究の実証実験において、テキストデータをインターネット上でデジタル録音情報に

変換するシステムの試作を行った。システムは、既にオープンソースとして公開されてい

る技術を活用し、本研究では、各システムの連携に必要な開発を行った。またその開発に

はオープンソースのオブジェクト指向プログラミングＲｕｂｙを使用した。 

 今回、音声合成（ＴＴＳ）に利用した技術は、ガラテア・プロジェクトがライセンスフ

リーで提供している擬人化音声対話エージェントのガラテア・ツールキットである。 

※ＤＴＢ：Ｄｉｇｉｔａｌ Ｔａｌｋｉｎｇ Ｂｏｏｋ 

※ガラテア・プロジェクト：Ｇａｌａｔｅａ Ｐｒｏｊｅｃｔ 

※擬人化音声対話エージェント：ｓｐｏｋｅｎ－ｌａｎｇｕａｇｅ ａｎｔｈｒｏｐｏｍ

ｏｒｐｈｉｃ ａｇｅｎｔ 

※ガラテア・ツールキット：Ｇａｌａｔｅａ Ｔｏｏｌｋｉｔ 

 

 

３－１－２．国内のデジタル録音情報の事例 

 ホームページのコンテンツのデジタル録音情報配信は既に各方面で始まっている。島根

県のホームページは２００６年４月からデジタル録音情報の提供が開始されている。また、

このシステムは、２００８年２月１４日に島根県ＣＭＳ（コンテンツ管理システム）とし

てオープンソース・ソフトウェア（ＯＳＳ）として無償公開している。 

※島根県ホームページ 

ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐｒｅｆ．ｓｈｉｍａｎｅ．ｌｇ．ｊｐ／ 

※島根県ＣＭＳ公式サイト 

ｈｔｔｐ：／／ｐｒｏｊｅｃｔｓ．ｎｅｔｌａｂ．ｊｐ／ＰｒｅｆＳｈｉｍａｎｅＣＭＳ／ 

 

 

３－１－３．海外のデジタル録音情報の事例 

 

（１）韓国 

韓国のジョンダルセ図書館では、テキストデータから音声合成（ＴＴＳ）によってデ

ジタル録音図書を作成し、電話で図書を読み上げるサービスを行っている。 
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（２）米国 

米国では米国情報標準化機構によってデジタル録音図書に関するＮＩＳＯ規格（ＡＮ

ＳＩ／ＮＩＳＯ Ｚ３９．８６－２００５， Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎｓ ｆｏｒ 

ｔｈｅ Ｄｉｇｉｔａｌ Ｔａｌｋｉｎｇ Ｂｏｏｋ）における、デジタル録音図書を

含む電子ファイルのフォーマットと内容が定義され、デジタル録音図書が作成され提供

されている。 

米国の非営利活動法人ベネテクが運営するブックシェア（詳しくは第１部２－３Ｆ－

２参照）では、本のスキャニング・ＯＣＲとネットワークを利用し、大量のテキストＤ

ＡＩＳＹブックを作成している。このテキストＤＡＩＳＹブックは音声合成（ＴＴＳ）

ソフトを利用し音声で読むことができる。 

※米国情報標準化機構（ＮＩＳＯ：Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｓｔ

ａｎｄａｒｄｓ Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ） 

 

（３）マイクロソフト社の取り組み 

 ２００７年１１月１３日マイクロソフト社、及びデジタルアクセシブル情報システム

（ＤＡＩＳＹ）コンソーシアムで、Ｏｐｅｎ ＸＭＬ形式の文書をデジタル録音図書用

ＸＭＬに変換することができるマイクロソフト製品のオフィスワード（ワープロソフト）

用の無料プログラム「Ｏｐｅｎ ＸＭＬ ｔｏ ＤＡＩＳＹ ＸＭＬ」を開発すること

が発表された。デジタル録音図書用ＸＭＬは音声合成（ＴＴＳ）と組み合わせることで

デジタル録音図書の作成や再生ができるようになるが、「Ｏｐｅｎ ＸＭＬ ｔｏ    

ＤＡＩＳＹ ＸＭＬ」の日本語版は発表されていない。 

 

○デジタル録音図書のコピー防止 

 視覚障害者情報提供施設で視覚障害者に録音図書を製作・提供することは著作権上許

可されているが、視覚障害者以外への提供は許可されていない。 

 また、録音図書製作においても視覚障害者情報提供施設での改変や視覚障害者による

二次加工することは許可されていない。 

 しかし、デジタル録音図書はデータがデジタルであるために、複写や改変が簡単にで

き、違法コピーが出回る可能性がある。そのため、デジタル録音図書の作成にあたって

は、コピー防止等の配慮が重要になる。 
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３－２．デジタル録音図書の作成 

デジタル録音図書の作成は、デ

ジタル化されたテキストデータが

あれば、コンピュータで再生する

ことができる。このため時間短縮

によって図書作成に新たな道を開

くことができる。 

しかし、表記文字である漢字の

人名や地名の読み間違いをなくす

ことは難易度の高い課題であり、

英語やハングル（韓国語）とは異

なる問題を抱えている。 

また、音訳者との声の違いを指

摘する意見もあるが、「早く新書が

読みたい」という視覚障害者の切

実な要望も寄せられており、合成

音声（ＴＴＳ）を利用したデジタ

ル録音図書のニーズはかなり高い

と考えられる。 

これらのニーズに対応するには、

利用者が、情報の内容によってデ

ータの種類を選択できる環境を構

築することが重要である。その一

方で、文字データを合成音声（Ｔ

ＴＳ）で読み上げるだけではなく、

音訳者による図書製作も引き続き

必要であることを付け加えておく。 

 

 以下に、デジタル録音図書に必

要な技術について説明する。 

 

（１）音声合成（ＴＴＳ）ソフト 

音声合成（ＴＴＳ）はデジタ

ル録音図書作成の基本技術にな

る。有償のソフトから無償提供

のオープンソース・ソフトまで多数存在する。 

実証実験で既に行ったように、サーバ上でテキストデータから録音することも可能に

なるため、非常に高い頻度で使用することが予測される。当協会が使う、また推奨する

基本音声合成（ＴＴＳ）についても、品質・費用面を含めた情報を集め、検討していく

必要がある。 

 

（２）デジタル録音図書用ＸＭＬ規格 

デジタル録音図書用ＸＭＬで作成されたデータは「テキストＤＡＩＳＹブック」と呼

ばれている。米国ではＮＩＳＯ／ＤＡＩＳＹ ＤＴＢがＸＭＬで規格され、前節で説明

したように、実用化され大量に作成されている。日本でも、「日本版テキストＤＡＩＳＹ

デジタル化されるDAISYの世界

紙情報

テキストデータ

スキャナ＋ＯＣＲ 入力作業

ワード文書

元データ

製作元から提供

デジタル録音図書用ＸＭＬデータ

｢Open XML To Daisy XML｣校正作業

音声合成ソフト
パソコンで再生

マルチメディア
DAISYデータ

点字データ

DAISYソフト
で再生

点字エディタ
で表示・印刷

Daisy作成ソフト

デジタル録音図
書用ＸＭＬデータ

（点字版）

点字変換ソフト

点字校正作業
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ブック」のＸＭＬ規格の策定が必要である。 

日本語の漢字は、人名や地名や複数読みのある場合が多く、漢字を正しく読むために

は、手作業で読み情報を追加する必要がある。 

  読み情報が付与された「テキストＤＡＩＳＹブック」に、手作業でマス空け等の点字

校正を行うことで、点字データの作成も可能になる。従って、デジタル録音図書用ＸＭ

Ｌ規格は、録音図書版と点字図書版の二つのデータを作成する。 

 

（３）ＤＡＩＳＹ対応のデジタル録音図書用ＸＭＬ利用ソフトの開発 

デジタル録音図書の再生方法は、段落やページの読み上げ規則や文字の表示方法につ

いてＤＡＩＳＹで標準化されている。デジタル録音図書用ＸＭＬの再生（利用）につい

てもＤＡＩＳＹ規格に沿ったものが必要。再生するためのソフトウェアの開発が必要で

ある。 

 

（４）デジタル録音図書用ＸＭＬ規格から点字図書 

  デジタル録音図書用ＸＭＬ規格策定の際には、録音（読み上げ）だけでなく点字図書

の作成ができる規格を作成する必要がある。 

※日本の点字用ＸＭＬは、２００４年にＢｒａｉｌｌｅＭＬが発表されている。 

 

（５）オンライン電子ブックライブラリー"ブックシェア"方式の検討 

米国ではオンライン電子ブックライブラリーである"ブックシェア"によって多くの録

音図書が作成されている。本をスキャニングしてＯＣＲでテキスト化し、テキストＤＡ

ＩＳＹブックを作成している。作成にはボランティアを募るだけでなく、利用者である

視覚障害者もテキストデータを提供しており、出版社にもテキストデータの提供を依頼

している。 

技術的、運用面、品質面、著作権など従来の方式と異なるが、蔵書数を増やす画期的

な方法としてこのシステムを検討する必要がある。 
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３－３．コピー防止 

デジタル録音図書用ＸＭＬ規格はテキストで記述されるデジタルデータである。テキス

ト部分は著作権で守られているため、視覚障害者であっても許諾が必要になる。 

デジタルデータが違法に複製・改ざんされないようコピー防止をしっかり行い、視覚障

害者以外への流失が起こらない準備をして、データ配信を行わなければ、許諾を受けるこ

とがますます困難になる。 

 以下に、デジタルデータの取り扱いに関連する情報を紹介する。 

 

 

３－３－１．視覚障害者と著作権 

視覚障害者に関わる著作権については著作権法の第三十七条により規定されている。 

 

（点字による複製等） 

第三十七条  公表された著作物は、点字により複製することができる。 

２ 公表された著作物については、電子計算機を用いて点字を処理する方式により、記

録媒体に記録し、又は公衆送信（放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつ

ては送信可能化を含む。）を行うことができる。 

３ 点字図書館その他の視覚障害者の福祉の増進を目的とする施設で政令で定めるもの

においては、公表された著作物について、専ら視覚障害者向けの貸出しの用若しくは自

動公衆送信（送信可能化を含む。以下この項において同じ。）の用に供するために録音し、

又は専ら視覚障害者の用に供するために、その録音物を用いて自動公衆送信を行うこと

ができる。 

（平十二法五六・１項一部改正２項追加３項一部改正、平十八法一二一・３項一部改正） 

 

上記のように、視覚障害者は著作権法によって、点字データと録音図書の自動公衆送信、

つまりインターネットを利用した配信が許されている。録音図書の配信は平成１９年７月

１日から施行されている。この配信許可は視覚障害者に限られたことであり、健常者の利

用は著作権で禁じられている。 

インターネットを利用したデータ配信を進めるうえで、データの二次利用禁止・コピー

ガードを保障して配信を行わないとデータがインターネット上で公開され、著作権が守ら

れない状況が発生する可能性が高い。 

 

※流出（複写）対応：データを複写し、対象外の人にデータが流出することを防ぐ。 

※改ざん（二次利用）禁止：本来の対象者以外にデータが流出し、それを改ざんされるこ

とを防ぐ。 

 

 

３－３－２．コピーガード（コピー防止）技術、他 

データの防止方法はいろいろな対策があり、ひとつの方法ではなく、複数の手法を用い

て、さまざまな視点からコピーを阻止する必要がある。 

 

（１）データ対応 

○データに鍵（暗号化）をかける 

データを暗号化して提供することによって、複写しても暗号鍵が無いと利用できない。 

 この場合は、鍵の管理方法が重要になる。鍵の格納には「媒体のデータ領域の一部に
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格納」「媒体の非データ領域に格納」「媒体以外に格納」の方法がある。 

インターネット上のデータ流通は閉じる鍵と開ける鍵を別々に管理する公開鍵・秘密

鍵の暗号化方式が主流である。データの暗号化（閉じる）を公開鍵で行い、復元（開け

る）を秘密鍵で行う。暗号化と復元を別々な鍵で行うことで、秘密鍵がなければデータ

の復元はできないようにする。この方式であれば公開鍵ではデータの復元ができないた

め、データ漏洩は発生しない。 

 

○データを特殊加工する 

 データを特殊加工し、データの利用はできるがデータとして複写・移動ができないよ

うにする。 

 

○データを期間制限で配布する 

 データやソフトに利用できる期間を制限する。 

 ソフトウェアの試用期間制限などに使われるが、媒体が開封後に数日で使用できなく

するなどの方法もある（貸出しという設定）。 

 

○データを専用フォーマットにする 

 専用のフォーマットにすることで、専用（提供する）の機器やソフトでしか利用でき

ない。従って、データがあっても専用機器・ソフトが無ければ利用できない。 

  

○データを専用媒体に格納する 

 特殊な記憶装置（メモリ）などにデータを格納し、専用機器・ソフトのみでしか利用

できない。 

 データがあっても専用機器・ソフトが無ければ利用できない。 

 

○データを会員のみに配布する 

 ネット配信するときに限定して配信する。 

 ＩＤ、パスワードによる限定をする。 

 ライセンスによる限定をする。 

 会員専用機器・ソフトによる限定をする。 

 

○データに会員の識別情報を入れる 

 使用者のライセンスや指紋などの特定できる情報で暗号化を行う。 

 

○データ流通の監視をする 

 ダウンロードの状況を監視し、大量のダウンロードや異常な操作を監視する。 

個人を認証するためのライセンスや鍵が漏れてしまい、複数人数でライセンスや鍵が

使われることなども監視する必要がある。 

 

○ストリーミング配信する 

 受信したデータをそのまま再生するため、データを保存しないのでコピー防止になる。 

 

○オリジナルデータを提供しない 

動画・画像の画質を落とす、もしくは、動画・画像にマークやロゴを入れることで、

オリジナルデータの配布をしない。 
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（２）機器・ソフト対応 

○専用の再生機器を提供する 

 専用フォーマット・専用媒体を再生する機器を提供する。 

  機器が無ければデータが利用できない。 

 

○専用のソフトを提供する 

  専用フォーマット・専用媒体を再生するソフトを提供する。 

  ソフトが無ければデータが利用できない。 

  データとともにソフトがコピーされると意味がない。 

  ソフトのライセンス認証や使用者の認証が必要である。 

 

○会員認証のハードウェアキーを提供する 

  認証を行うための専用機器（メモリ）を提供する。 

  専用機器が無ければデータ・ソフトが利用できない。 

 

（３）使用者対応 

○使用資格の第三者の証明書を求める 

 読書障害など限定する場合には医師の証明書を求める。 

 

○規約への同意をする 

 使用権利を理解しないで使用している場合がある。個人の限定、機器限定などをきち

んと明記する。 

 規約を破ったときの罰則についても明記し、使用者にきちんと認識させる。 

 

○使用者の確定をする 

 データやソフトに会員の識別情報を入れることで、複製品が流通したときに流通元を

特定できるようにする。 

 コピー防止の心理的効果がある。 

 流通者の使用をできなくすることで、複製の拡大を防ぐ。 

 

 

３－３－３．利用例 

○ＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏソフト 

 画像データが暗号化されていて、コピーしても暗号鍵が無いため再生できない 

 国ごとにリージョンコードが設定され、機器とソフトのコードが一致しなければ再生で

きない。 

 

○デジタル放送コピーワンス番組 

 ＤＶＤレコーダなどで、一度だけＤＶＤ－Ｒ・ＤＶＤ－ＲＷ・ＤＶＤ－ＲＡＭなどにコ

ピーできる。コピーするときに画像データが暗号化されているため、コピーしても暗号鍵

が無いため再生ができない。 

 手法としては市販のＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏソフトと同じであるが、暗号鍵の管理方法が強

化されている。 
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○音楽ＣＤのコピーガード（エイベックス社のＣＤなど） 

 カセットやＭＤなどの私的録音については、コピーできるが、パソコンで扱えるデータ

に複写できないようにするコピーガードＣＤが一部採用されている。データの暗号化では

なく、データを加工し、パソコンでコピーしても再生できないような技術になっている。 

 

○デジタル放送の局マークを入れる 

 デジタル放送の右上に配信しているテレビ局のマークが出ている。これにより、データ

利用者の地域がわかる。 

 マークを定期的に変えることで配信時期の特定もできる。 

 

○画像データに情報を入れる 

 インターネット上で公開されるデータにＵＲＬなどを記入することで二次利用を困難に

させる。 

 

○専用媒体・フォーマットのコピーガード 

 ゲーム機などのソフトが専用媒体や独自のフォーマットになっているためコピーできな

いようになっている。 

 

○ソフトウェアのハードウェアキー（ドングル） 

 ソフトウェアを仕様するときに専用のハードウェアを使用しないと使えないようにする

方法。ＵＳＢメモリなどを使用する方法が増えている。 

 

○ソフトウェアのライセンスキー 

 ソフトウェアを最初に起動するときに、ライセンスキーを入力し正しいライセンスか確

認する。 

 

○ソフトウェアのライセンスキー＋ネット認証 

 ソフトウェアを最初に起動するときに、ライセンスキーを入力しインターネットを利用

して正しいライセンスか確認する方法。インターネットが無いときなどは電話でライセン

スを伝えて認証する。 

 

○購入者・使用者の明記 

 ソフトなど起動したときに最初から、購入者・使用者を表示することで、不正使用を心

理的にやめさせる。 

 ソフトがインターネット上のファイル交換ソフトで流通したときに流通元が確認できる。 

 

○会員登録＋ダウンロードの管理 

 会員登録を行い、ダウンロードしたデータが会員のＩＤとパスワードを入力しないと再

生できないようにする。 

 

○会員登録＋ダウンロード＋ハードウェアキーの管理 

 会員登録を行い、ダウンロードしたデータが会員のハードウェアキーが無ければ再生で

きないようにする。 
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○ストリーミング配信 

 データを送信しながら再生させる方法。リアルタイムな情報や大きなデータを配信する

ときに使用する。 

 コピー防止技術ではないが、データをダウンロードさせないことで複写ができない。 

 

○４８時間視聴限定ＤＶＤ「４８ＤＶＤ」 

 時間を限定しての視聴を可能にする方法。２００５年に４８時間限定の低価格ＤＶＤソ

フトが提供されたが、現在はほとんど流通していない。 

 

○許諾コード方式 

 許諾コード方式とは、１９９７年～１９９８年にかけて電通で考案されたデジタル時代

のコンテンツ流通に対応する権利許諾情報の管理手法の名称である。２００８年、ＩＥＣ

（国際電子技術標準化会議）で国際標準となった。コンテンツＩＤ（コンテンツを特定）、 

Ｆｒｏｍ ＩＤ（権利者・許諾管理者を特定）、ＴｏＩＤ（配信事業者、消費者、機器を特

定）、Ｎ許諾コード（具体的な細かな利用許諾条件を表現）で使用や複写の許諾を管理する

方式。デジタル時代の著作権保護・利用のあり方について世界的に討議されている。 

 

 

３－３－４．点字データと録音図書のコピー防止について 

○点字データ 

 点字データは特殊フォーマットであり、一般ソフトでの利用はできない。 

 点字データは漢字まじりのテキストデータから点訳され、データ化される。漢字がよみ

に変換され漢字情報が無くなる。 

テキストデータから点字データへ変換されたデータを、逆に点字データからテキストデ

ータに変換することができない。 

 そのため、点字データは健常者にとって加工して使えるデータにはなっていない。 

 

○ないーぶネットのデータ配信 

 データに暗号化されていないが、会員制で運用しダウンロードできる対象を視覚障害者

または、点字図書館などに限定している。 

 

○録音図書 

 録音図書の多くはＤＡＩＳＹ形式と呼ばれるデータフォーマットで、ＣＤで配布されて

いる。このＣＤの多くは、ＤＡＩＳＹ専用機、または専用ソフトを用いてパソコンで再生

されている。 

 

○びぶりおネットのデータ配信 

 会員専用のサイトでストリーミング提供を行っている。 

 利用者はデータの保存ができない。 

 

 

３－３－５．コピー防止案 

コピー防止はひとつの方法ではなく、複数の方法を組み合わせることで強化する。 
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以下にコピー防止策の組み合わせの例を６つ挙げる。 

・データに鍵（暗号化）をかける。 

・専用の再生機器を提供する。 

・会員認証のハードウェアキーを提供する。 

・使用者に第三者の証明書を求める。 

・規約への同意をする。 

・使用者の確定をする。 

 

○携帯電話に録音図書をダウンロードする場合 

専用の再生機器として携帯電話、ハードウェアキーとして携帯電話のＵＳＩＭカード 

（＊１）を使うことを想定している。 

 

コピー防止技術 

１．専用の再生機器を提供する。 

 専用ソフトを入れることで携帯電話を専用機とする。 

２．使用者に第三者の証明書を求める。 

障害者手帳（第三者の証明書）で視覚障害者であることを確認する。 

３．規約への同意。 

利用の申請をした時、またはサイトに初めて接続した時に、規約を確認し同意を求め

る。 

４． 会員認証のハードウェアキーを提供する。 

４－１．個人用の公開鍵と秘密鍵を作成する。 

４－２．携帯電話のＵＳＩＭカードに鍵（公開鍵と秘密鍵）を入れる。 

  秘密鍵はＵＳＩＭカード専用で作成する。 

５．使用者の確定。 

ダウンロードの依頼をする時に公開鍵をサーバに送る。 

６．データに鍵（暗号化）をかける。 

公開鍵でデータを暗号化する。 

 

利用技術 

１．携帯電話に録音図書をダウンロードする。 

  携帯電話の再生ソフトで使用する。 

２．ＵＳＩＭの秘密鍵でデータの暗号化を解除する。 

別な機器では解除できないため使用できない。 

 

（＊１）ＵＳＩＭカード（ユーシムカード）：Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ 

Ｉｄｅｎｔｉｔｙ Ｍｏｄｕｌｅ ｃａｒｄ 

携帯電話会社が発行する、契約者情報を記録したＩＣカード。携帯電話機に差

し込んで利用者の識別に使う。 
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別添 ウェブアクセシビリティについて 

 

日本工業規格であるＪＩＳ Ｘ ８３４１-３:２００４「高齢者・障害者等配慮設置設計

指針―情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス－第３部：ウェブコンテンツ」

に準拠しているウェブページ（ホームページ）であっても、スクリーンリーダーや、音声

ブラウザを用いてウェブページを読んでいる視覚障害者にとって、必ずしも読みやすいペ

ージではない、ということを前提に記述している。 

 

１．ウェブ利用の難易度 

ウェブ読み上げソフト（ウェブページを読み上げる機能を持ったソフト）を使う視覚障

害者に関して、ウェブ利用の難易度は下記の三つの要因から決まる。 

①ウェブアクセシビリティの達成度 

②ウェブ読み上げソフトの性能の優劣 

③当事者のパソコンスキル(画面を見ないでパソコンを操作する基本スキル) 

 

①が達成されていても、②③が十分でなければ、当事者は円滑にウェブを利用できない。

一方、①が充分でなければ、当事者が②③を達成していても、ウェブ利用には困難が生じ

る。 

本資料では、①を考察する前提として、②③に二つのレベルを設定している。そして、

この二つのレベルから①を解説している。 

 

 

２．ウェブ読み上げソフトの性能の優劣 

主に、以下の３つの項目が、達成できるか否かで、判断することができる。 

①画面レイアウトの表現 

②ページ内ナビゲーション機能 

ａ）ＨＴＭＬの構造を利用したナビゲーション 

見出し、リンク、テーブル、フォーム、フレームなど 

ｂ）その他のナビゲーション 

ページ内リンク、ページ内検索 

③その他の機能 

フレームの処理、別ウィンドウ表示、ウェブ検索 

 

 

３．当事者のパソコンスキル(画面を見ないでパソコンを操作する基本スキル) 

視覚障害者が、ウェブ読み上げソフトを用いて画面を見ないでパソコンを操作するため

には、下記の能力が必要である。 

①タッチタイピングと複数キーの同時打鍵 

②合成音声の聞き取り～読み上げ内容の聞き取りと音色（男女・高低）の識別 

③操作手順の学習 

④構造化された情報(メニュー、ファイル管理など)の理解・分析 

⑤一次元情報を用いた二次元情報の理解・分析 
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４．「読みやすいウェブサイトの定義」 

「ウェブ読み上げソフトの性能の優劣」と「当事者のパソコンスキル(画面を見ないでパ

ソコンを操作する基本スキル)」の違いから、初級と中級の二つのレベルを設定した。 

○初級とは：ウェブ読み上げソフトの性能、当事者のパソコンスキルの両方またはどち

らかの達成度が低い。 

○中級とは：ウェブ読み上げソフトの性能、当事者のパソコンスキルの両方の達成度が

高い。 

なお、ここではウェブアクセシビリティの一般的な指摘事項については、その多くを除

外している。 

 

４－１．初級向け 

・ＴＩＴＬＥタグがページの内容を具体的に示している。 

・ＢＯＤＹタグには見出しと本文のみが記述されている。 

・目次・メニューは、項目の数をそれぞれ６件以下とする。 

・リンク項目が具体的にテキストで記述されている。 

・ページ内リンクを使わない。 

・テーブルは、ＨＴＭＬタグの順に読み上げても、表の意図を理解できる構造とする。 

・フォームは先に入力すべき内容を読み上げる。 

・フレームは使用しない。 

・別ウィンドウ表示のポップアップ機能は使用しない。 

・ＡＪＡＸ（Ｇｏｏｇｌｅマップなどに用いているアプローチ方法）、Ｊａｖａ、 

Ｆｌａｓｈ、ＰＤＦ、イメージマップは使わない。 

 

４－２．中級向け 

・ＴＩＴＬＥタグがページの内容を具体的に示している。 

・ＢＯＤＹタグには、文章構造に従って見出し・箇条書き・テーブル・フォームなどの

ＨＴＭＬタグを用いる。 

・目次、メニューの項目数が８件を超える場合、グループ分けなどで件数を減らす。 

・画面に表示されない画像の代替情報で読み上げソフト利用者へのガイド文を記す（「こ

こから本文です。」など）。 

・リンク項目が具体的にテキストで記述されている。 

・ナビゲーションのためのページ内リンクは利用可。 

・テーブルは一般的なウェブアクセシビリティの指針を満たしていること。 

・テーブルでは見出しセルとデータセルを正確に使い分ける。 

・テーブルにｓｕｍｍａｒｙ（長い文章を要約したもの）属性を記す。 

・フォームは入力項目の前または後に説明を読み上げること。 

・フレームにはタイトルを記す。 

・別ウィンドウ表示のポップアップには事前の告知を記す。 

・ＡＪＡＸ、Ｊａｖａ、Ｆｌａｓｈ、ＰＤＦ、イメージマップはアクセシブルなものを

使う。 

・ＨＴＭＬのａｃｃｅｓｓｋｅｙ（ページ内のリンクへのショートカット設定）と   

ｔａｂｉｎｄｅｘ（ＴＡＢキーでのリンクの切り替え順序を指定）には、画面を見な

いウェブ操作の処理効率を向上させる効果がある。 
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４－３．当協会の取り組み「スクリーンリーダー（視覚障害者）用案内機能」 

当協会ウェブページ（ホームページ）は平成２０年度にリニューアルを行なう。このリ

ニューアルにあたって、健常者の閲覧時には表示しないが、スクリーンリーダーでアクセ

スすると最初に読み上げるという、視覚障害者の音声利用に取り組んだ。 

読み上げるメニューは「本文に行く」「トップページに行く」「トピックスに行く」「会員

ページに行く」「サイトメニューに行く」「前に戻る」としている。この案内によって、視

覚障害者の本文の読み上げがより簡単にできるようになると考えている。 

同様の取り組みは、他のサイトでも実施され始めており、朝日新聞のサイトでは「検索

とメインメニューをとばして、このページの本文エリアへ」という案内をスクリーンリー

ダー用に設置している。 

 

 

５．読みやすいサイトへのアイデア 

読みやすいウェブを考えるとき、そのための仕組みは設置する場所によって大きく下記

の三つに分類できる。 

①上流：ウェブサイト自体に読みやすい情報を準備する。 

②中流：ウェブサイトと利用者の中間に、情報を読みやすく加工する仕組みを設ける。 

③下流：利用者が使うＩＣＴ機器に情報を読みやすくする機能を持たせる。 

以下では、設置する場所を特定せず、ウェブを読みやすくするためのアイデアを記す。 

 

５－１．すでに実現されている機能 

・検索サイト(Ｙａｈｏｏ、Ｇｏｏｇｌｅ)の検索結果を単純化する(万人向き)。 

例：サーチエイド、ネットリーダーなど 

・最初にページ情報（フレーム、リンク、見出しの数）を読み上げる（中級者向き）。 

・複数フレームを一つのフレームとして扱う(初心者向き)。 

・ポップアップする別ウィンドウを一つのウィンドウとして開く(初心者向き)。 

・繰り返し表示されるテキストを省略する(初心者向き、現在の機能は不完全)。 

・サイト内検索ができる。 

 

５－２．当事者が扱う道具を簡単にする。 

現状：画面を見ないパソコン操作の習得が難しい視覚障害者が多数いる。 

希望：視覚障害者の誰もが容易に扱える端末が必要。（ただし、障害者の専用機は不可。） 

 

現在、最も普及している携帯電話の利用を標準とする（パソコンを使わない）。 

携帯サイト：専用のアプリケーション開発が必要。 

機能：パソコン、携帯サイト＞電話通話 

取り扱いの難易度：パソコン＞携帯サイト＞電話通話 

 

５－３．二次元情報を一次元情報へ変換する各種のフィルター機能 

現状：単にタグの並び順でテキストを読み上げている。サイズの大きなページの読み上

げには非現実的な多くの時間が必要。視覚障害者にウェブ閲覧への熟練を必要としている。 

希望：読み上げ順を変える、重要な情報だけ読み上げる、１ページの読み上げ時間の最

大値の制限を設ける。 
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①ウェブアクセシビリティのフィルター機能 

 ページの読み上げ前にアクセシビリティ情報を告知する。 

 例.「このページはすべてのアクセシビリティチェックをクリアしています。」 

 例.「イメージに代替情報がついていません。画像の様子が分からないかもしれません。」 

 例.「文字色と背景色の組み合わせに問題があります。白内障の方には見づらいかもし

れません。」 

など 

②アクセシビリティ向上のフィルター機能 

・テーブルを理解しやすく読み上げる。 

・順に読み上げると理解が困難なテキストを理解しやすい順で読み上げる。 

・サイズの大きなページも３０秒以内にまとめて要約を読み上げる。 

 

５－４.対話型のインターフェイス 

前項までの仕組みは、利用者側に能動的な操作への意識を必要としている。 

情報の獲得に関して“待ち”の姿勢である視覚障害者も多いと考えられる。そのため、

能動的な情報獲得の意識を持ち続けることは、視覚障害者にとって困難なことが多い。 

こうした受身の習慣を持った当事者には、オペレータからの問いかけの連絡（対話型イ

ンターフェイス：オペレータと対話しながら目的の処理を行うインターフェイス）が重要

な役割を果たす。 

オペレータからの連絡は、操作の開始と終了の他、操作中の各ステップ、操作の途絶、

操作エラー、問い合わせなどの様々な局面で必要となる。 

 

 

※本資料の作成には、株式会社富士通中部システムズ所属の星野史充氏にご協力をいた

だきました。厚くお礼申し上げます。 
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別添 実現のための課題と解決案 

 

１．課題・提案の整理 

 今回の調査研究を通して、視覚障害者の情報提供におけるさまざまな課題が確認でき、

その解決のための提案が生まれてきた。 

 

○地域情報ステーション「新ないーぶネット」関係 

・「ないーぶネット」の機能強化 

・「ないーぶネット」のＡＳＰサービス提供 

・ボランティアによる図書情報登録可能 

・図書分散作成管理 

・データベースの有効利用 

・録音図書データの配信機能 

・携帯端末（携帯電話）での検索・予約機能 

・地域情報提供環境（ツール）の構築 

・インターネット情報収集機能 

・地域との連携 

 

○デジタル録音図書関係 

・音声合成（ＴＴＳ）ソフトの検討 

・デジタル録音図書用ＸＭＬの日本語翻訳と日本語対応の確認 

・「Ｏｐｅｎ ＸＭＬ ｔｏ ＤＡＩＳＹ ＸＭＬ」の日本語対応版の開発 

・デジタル録音図書用ＸＭＬから点字図書 

・ブックシェア方式の検討 

・デジタル録音図書のコピー防止技術の開発 

・携帯端末（携帯電話）再生の開発 

 

○視覚障害者用検索サイトの構築 

・インターネット検索機能 

・推奨サイトの検索機能 

 

○オペレータセンター構築 

・オペレータセンター運用検討 

・自動電話受付（ＣＴＩ）機能 

・情報検索支援機能 

・回答用デジタル録音データ作成機能 

・自動回答（ＣＴＩ・インターネット）機能 

 

○漢字詳細読み辞書 

 

 

２．「新ないーぶネット」の構築について 

 現在のシステムは２００８年度に１０年目をむかえ、最新のＩＣＴ環境（技術）のメリ

ットを十分に活かしていないことから、早急に新システムを構築し、視覚障害者情報環境

のユビキタス時代の到来に備える必要がある。 



 １４８

（１）「ないーぶネット」の機能強化 

  機能追加のニーズは平成１６年１１月２５日作成の『「次期ないーぶネット」構築をめ

ぐって（日本点字図書館・吹越寿一）』で整理をされている。これを元に追加機能を検討

していく。 

 

（２）「ないーぶネット」のＡＳＰサービス提供 

図書館システムのＡＳＰ化はすでに一般の図書館での運用実績もあり、視覚障害者情

報提供施設のネットワークにおいても実現可能な技術である。 

 

（３）ボランティアによる図書情報登録可能 

インターネット上で図書情報などのデータを登録できるようにする。 

  インターネットに接続し、どこからでも誰からでも登録できることで、点訳ボランテ

ィアの方が参加できる。 

 

（４）図書分散作成管理 

  一冊の本の作成を複数の人間で作成することで、作成期間を短縮することを目的とし

た分散作成管理システムが必要。 

 

（５）データベースの有効利用 

  データベースで情報を一括管理することで利用者の読書傾向などから、推薦図書紹介

など多彩な情報の提供を行なう。 

 

（６）録音図書データの配信機能 

音楽配信技術はすでに確立されているが、録音図書データは通常の音楽と比較しデー

タが大きいため、容量の多いデータ配信のための研究が必要である。 

 

（７）携帯端末（携帯電話）での検索・予約機能 

携帯端末（携帯電話）での機能提供は、視覚障害者が利用しやすい携帯電話の機器が

少ないなどの課題がある。今後、視覚障害者の携帯機器へのニーズをまとめ、視覚障害

者に使いやすい機器の提供、録音図書の再生の実現などをメーカに働きかける必要があ

る。 

 

（８）地域情報提供環境（ツール）の構築、インターネット情報収集機能 

  地域情報、インターネット情報の提供は、基本的には図書情報と同様の情報と位置づ

けることができる。これらの情報の入力にあたっては共通したインタフェースの提供が

必要となる。 

 

（９）地域との連携 

  図書情報も地域情報も公共施設や地域ボランティアの協力が欠かせないものであり、

地域との連携が本システムの運用に不可欠である。 

 

 

３．デジタル録音図書関係 

米国では、デジタル録音図書用ＸＭＬを作成するとデジタル録音図書やマルチメディア

ＤＡＩＳＹが簡単にできる仕組みがすでに構築されている。また、今後はマイクロソフト
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社から、オフィスワードで文書を作成すると容易にマルチメディアＤＡＩＳＹになるシス

テムが提供されるようになり、ＤＡＩＳＹを取り巻く社会環境は大きな進歩を遂げている

と言える。 

 しかし、その一方で、漢字かな混じり文である日本語の特殊性への対応がまだ十分にで

きていない。 

 

（１）音声合成（ＴＴＳ）ソフトの検討 

  音声合成（ＴＴＳ）はデジタル録音図書作成の基本技術になる。 

今後、高い頻度で使用することになるため、品質・費用面も考慮した全視情協の基本Ｔ

ＴＳを検討する必要がある。 

 

（２）デジタル録音図書用ＸＭＬの日本語翻訳と日本語対応の確認、「Ｏｐｅｎ ＸＭＬ 

ｔｏ ＤＡＩＳＹ ＸＭＬ」の日本語対応版の開発、デジタル録音図書用ＸＭＬから点

字図書 

  米国では、英語の特性もあるが、すでに作成された文書からデジタル録音図書が自動

生成される環境が構築されている。日本でもこれらの環境を整備する必要がある。 

 

（３）ブックシェア方式の検討 

  米国ではブックシェア方式によって、大量のデジタル録音図書の作成が実現されてい

る。このような良いシステムは日本でも早急に実現したい。 

  

（４）デジタル録音図書のコピー防止技術の開発 

  デジタルデータはコピー防止をしなければ、簡単に複製・改ざんが可能であり、視覚

障害者以外の使用、流失など起こらない配慮を施して、配信を行なう必要がある。 

 

（５）携帯端末（携帯電話）再生の開発 

  前項（７）携帯端末（携帯電話）での検索・予約機能と同じく、視覚障害者の利用時

のニーズをまとめ、携帯電話メーカへ提案することが必要である。 

 

 

４．視覚障害者用検索サイトの構築 

今回の研究を通して、視覚障害者にとって「ひらがな検索」の必要性が高いことが確認

された。ただし、検索サービスの提供はそのシステムの構築運用に多額の費用がかかるた

め、現状では困難である。 

 

（１）インターネット検索機能 

  ひらがなによる検索システムの必要性を検索システムのメーカに提案し、メーカとの

協力による実現を検討したい。 

 

（２）推奨サイトの検索機能 

  上記の提案にあわせて、視覚障害者向けの推奨サイトについても検討したい。 
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５．オペレータセンター構築 

 視覚障害者にとってオペレータセンターが必要であることは確認できたが、実現に向け

ての課題は多い。しかし、情報化社会のなかで、必要な情報にたどり着けないことは大き

な問題であり、基本的な問題の解決方法として実現を目指したい。 

 

（１）オペレータセンター運用検討 

  オペレータセンターの構築技術はＩＣＴ技術の開発でカバーできる部分は多いが、実

際のサポート方法や運用が重要であり、今後の調査研究が必要である。 

 

（２）ＩＣＴ技術開発 

・自動電話受付（ＣＴＩ）機能 

・情報検索支援機能 

・回答用デジタル録音データ作成機能 

・自動回答（ＣＴＩ・インターネット）機能 

 

ＣＴＩ技術については、かなり進歩してきている。 

情報検索支援機能は運用にあった技術開発が必要である。 

回答用デジタル録音データ作成機能は３項（１）の音声合成（ＴＴＳ）ソフトの対応で

対応することができる。 

 

 

６．漢字詳細読み辞書 

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所で漢字詳細読みの辞書がホームページ上に公

開される。 

策定された辞書を用いてソフト開発や既設のスクリーンリーダーで利用することが可能

である。 

今回提案するシステム開発においても、この辞書をぜひ有効に活用したい。 
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システムの全体像

オペレータセンター窓口 インターネットポータルサイト

パソコン用
ポータルサイト

携帯電話用
ポータルサイト

自動電話受付（CTI）

地域・サービス別オペレータ

自動回答システム
（ＣＴＩ・インターネット）

情報検索支援機能
回答用デジタル録音

データ作成機能

推奨サイトの検索機能

インターネット検索機能

視覚障害者用検索サイト

音声合成（ＴＴＳ）
デジタル録音図書用

ＸＭＬ規格

デジタル録音図書用
ＸＭＬ利用ソフトの開発

デジタル録音図書用
ＸＭＬから点字図書

"ブックシェア"方式
の検討

デジタルデータ
コピー防止

漢字詳細読み
の辞書

図書システム
（利用者）

図書館システム

図書検索・貸出依頼
システム

図書作成管理
システム

録音図書
ダウンロードシステム

地域情報登録
システム

地域情報システム
（提供側）

地域情報検索
システム

地域情報システム
（利用者）

図書システム
（提供側）

点字図書
ダウンロードシステム

デジタル録音図書

ボランティア団体
の図書登録機能

図書分散作成管理

データベース
の有効利用

インターネット情報
提供システム
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第３部  
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座談会  

本座談会は、機器に精通している当事者の方々から、情報入手の方法や情報機器の現状

と課題等を、直接、且つ率直にお聞かせいただき、それをニーズ調査の結果に合わせて、

今後の「情報機器」や「機器情報の提供」のあり方を検討するために実施した。 

 

◎開催について 

１．開催日時：３月９日 １４時から１７時まで 

２．参加者：視覚障害当事者 ４名（参Ａから参Ｄ） オブザーバー １名（参Ｅ）  

当協会 ４名（全Ａから全Ｄ） 計９名 

  欠席者：視覚障害当事者：１名（参Ｆ）※()内は、座談会の発言者を表す。 

３．視覚障害当事者プロフィール：参Ａ：４０代、男性、全盲、視覚障害者情報提供施設 

職員 参Ｂ：２０代、女性、全盲、会社員 参Ｃ：３０代、男性、弱視、大学講師  

参Ｄ：４０代、女性、弱視、フリーランス（消費生活アドバイザー） 参Ｅ：４０代、 

男性、晴眼者、視覚障害者情報提供施設職員 参Ｆ：４０代、男性、光覚、教師 

※参Ｆのボイスメッセージが「座談会 記録」に記述あり。 

 

◎座談会の内容（抜粋）※詳しくは「座談会 記録」をお読みいただきたい。 

１．情報入手方法について 

・人に聞く。誰に聞くのが良いのかは内容によって判断する。または、不特定多数に質問

を投げかける。 

・複数のメーリングリストに投稿する。 

・ソーシャルネットワークシステム（ＳＮＳ）の一つであるミクシィ上にコミュニティー

を作って意見（情報）交換をしている。ミクシィなら「自分の知っている範囲」以外の人

にも聞くことができる。 

・ブログを書いている。 

・視覚障害者コミュニティーを活かす。 

 

○情報の信頼性 

・情報の信頼性はとても重要である。 

・メーリングリストはお互いを知っているので安心感がある。 

・本当かどうかが、分かりやすいものと、極めて分かりにくいものとがある。 

 

２．家電について 

・家電製品は、自分が使えるかどうかの情報を購入前に得ることが極めて難しい。 

・メーカー及び販売店は、視覚障害者が使えるものと使えないものが何かがよく理解でき

ていない。 

・「これは使える」という情報があっても、製品が半年毎に変わってしまうので、同じ製品

が入手できない場合がある。また、後継機種が同様に使えるとは限らない。 

 

○家電を使いこなすアイデア 

・多機能、高額の家電（例えば洗濯機）には、「スタート」など最低限の点字表示はあるが、

デフォルト機能しか使えない。細かい設定は、家電のファームウェアにアクセスしてウェ

ブサイトで設定できる仕組みが良いのでは。洗濯機にＬＡＮのコネクタをつけるなど。 

すべての機能を操作できることを保障する方策が必要である。 

・洗濯機自体を視力なしで操作できるように改造するべきではないか。 



 １５４

・家電の操作にまでパソコンを使わなければならないのは嫌だ。 

・マニュアルが分かりやすければ使える場合もある。 

・ネットワーク家電が進化すれば、声で操作できるようになる。その方向に進んでいる。 

・ユーザーエージェントはユニバーサルデザイン化されているので、ネットワーク家電の

進化は市場の流れとして期待できるかもしれない。 

 

○家電・機器のＰＲや提案 

・音声ガイドつきのＩＣレコーダーを購入したが、それは偶然であった。視覚障害者も使

いやすい機器は「らくらくホン」のようにメーカーがＰＲして欲しい。 

・大阪ガスのガス台も音声ガイドがあり、コマーシャルもしているが、視覚障害者も使え

ることを伝えきれていない。 

・家電機器協会のホームページでユニバーサルデザイン家電を掲載しているが、協会が評

価して掲載しているわけではなく、ユニバーサルデザインの条件に当てはまりそうな製品

をメーカーが選択している。音声ガイドがあっても、その機能で操作ができるかどうかは、

ホームページ上の情報では判断できない。 

・音声ガイドが適切についていない場合がある。細かすぎる、また親切過ぎる場合もある。 

・視覚障害者が使える家電・機器かどうか、新製品を一定の基準で客観的に検証してくれ

る機関が欲しい。１ヶ月に１点、２点でも良い。 

 

３．携帯電話の使用について 

参加者４名は、それぞれ異なる携帯電話を保有していた。 

参Ａ：８年あまり使っているａｕ、側面に３段階のスライドスイッチがあり、着信の時に

音を鳴らすかバイブにするかなどがワンタッチで切り替えられる。 

利用は外出時のみ、また、通話のみである。携帯で新幹線の予約やエディを使いたい。

バッテリーがダメになってきたのでそろそろ機種変更をする必要がある。 

参Ｂ：ドコモの「らくらくホン」の最新機種、音声読み上げで操作をしており、利用はメ

ールマガジンとｉモード（主に着メロサイト）が中心である。ＧＰＳ機能は使っていな

い。ＱＲコードは使いたいが読み取りがうまくできない。機種に可愛い色がないのは残

念である。 

参Ｃ：ドコモの三菱の機器で、読上げはない。画面が大きく、時計やカレンダーが見やす

い。コントラストと文字の大きさで選択している。利用はエディが中心である。エディ

を使えるところが増え便利である。ｉモードは使っていない。 

参Ｄ：ａｕの昨年発売された機種で、デザイン等が可愛いからａｕ。絵文字の量が多い。

携帯をデコレーションしている。読上げ機能もあるが、２つのモードがあり「簡単モー

ド」にすると、読上げはされない。利用は通話とメールが中心である。ＧＰＳ、ＥＺウ

ェブは使っていない。 

参Ｅ：ドコモの９０５など、「らくらくホン」以外にも音声つきの携帯がある。 

 

○ＱＲコード 

・見えていても読み取りが難しい。学生にＱＲコードを印刷して渡すが、学生の半数は失

敗する。広報誌に印刷されているＱＲコードの読み取りも同様である。 

・切符にＱＲコードがあれば、座席が分かり便利である。 

・ＱＲコードは位置が決まっていないことも問題の１つ。 
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４．情報の記録について 

○メモの手段 

・ＩＣレコーダー 

・ブレイルメモ（電子手帳） 

・パソコン 

・メモ帳 

 

○メモの文字化 

・ＩＣレコーダーで録音したものが文字化されたら良い。音声のままだと検索性がないし、

整理も難しい。文字なら編集も楽である。 

・メモ帳で書いたものは、パソコンのデスクトップに保存している。 

 

○ＤＡＩＳＹ編集 

・音のメモは最後まで音のまま扱うという手段がある。プレクストークの付属のソフトで

ＤＡＩＳＹ編集ができる。 

・マルチメディアＤＡＩＳＹに期待している。会議の記録（音）に、資料のテキストデー

タをリンクさせることができる。海外ではＪＡＷＳを用いて当事者も編集ソフトの操作が

可能なようだが、アクセシブルだとは言えないようである。日本語版はない。 

 

○スクリーンリーダー対応 

・ＯＳ標準の入出力部品を使えばどんなソフトでもスクリーンリーダーで音声化できると

理論的には言われているが、実際に使えるソフトが少ないのは何故か。 

・マルチメディアＤＡＩＳＹ編集ソフトのような「視覚障害者関連」のソフトがアクセシ

ブルではないのは何故か。開発に携わる人たちの意識の問題なのか、ソフト開発のプロ

セスや道具立ての中に原因があるのか。 

 ↓ 

・開発チーム中でコミュニケーションが１００パーセントとれていない。仕様書のレベル

も、開発チームによってはチーム内でも認識が異なる。ＪＩＳ規格があってもそれを守

れない。ということが考えられる。 

 

○ＤＡＩＳＹ図書 

・ＤＡＩＳＹ ＸＭＬがＤＡＩＳＹ３．０を作る規格になっていて、ワードを書くとＤＡＩ

ＳＹ ＸＭＬも自動的に書き出す変換ツールを作るとマイクロソフトが既に発表してい

る段階まできている。自動的にＤＡＩＳＹ ＸＭＬができると、ＴＴＳ（テキスト・ツ

ー・スピーチ）などのツールを使い、自動的にマルチメディアＤＡＩＳＹができる。ア

メリカでは、既に実用化されている。 

・今すぐ読みたい本は合成音声でとか、本の種類（内容）によって図書の完成の状態が変

わる（合成音声と音訳）ようになるかもしれない。 

 

５．今後期待する機器開発など 

・持ち運びできる小型のパソコンでメモなど取りたい。 

・携帯ラジオぐらいの大きさでプレクストークのように音の読書ができて、それが「びぶ

りおネット」にもつながっていて、データをダウンロードができると良い。今は個人利

用はストリーミングだけである。 

・教育現場から言うと、計測機器などの基本的な機器の音声サポートが必要だといえる。
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音声テスターなど。ｅ－Ｊａｐａｎ戦略で学校に高価な情報通信機器が導入されている

が、シンプルな機器への対応も必要である。 

・知育ソフトのようなものを、既存のハード（ブレイルメモ）などで使えるようにできた

ら良い。テキサス盲学校などが中心になり、知育のプログラムをピンディスプレイなど

を軸に作って成果があったとの報告がある。 

・教育分野にＩＴの最新技術の恩恵を少し回していただきたい。当事者団体も、後輩のた

めに研究資金を出して一緒に仕事ができるような機会が増えてくれると嬉しい。 

・紙面に触図を打ち出すための性能の良いプリンタが欲しい。今、普及している点字プリ

ンタは大と中の点の大きさが似ているなどの課題がある。 

・パソコンの顔をしていないフレンドリーな道具でネット接続ができたら良い。購入した

機械をコンセントに差し込んだら、すぐネット接続ができるのが良い。 

 

６・不足している情報とその解決手段 

・専門書の情報が不足している。今はＯＣＲで取り込んでいる。 

・回覧板など地域の情報が困る。解決するには、スカイプを用いた遠隔地対面朗読など、

人が介在する方法もあるようだ。テレビ電話機能を使ったサポートも良い。 

 

７．既存の機器について 

・技術レベルが高まらない。 

・競争が少ない。 

・視覚障害者は「これでいい」「こういうものだ」と思ってしまう場合が多い。（現状に満

足しようとする。） 

・「点字ディスプレイ」の読みにくさはあまり聞かない。しかし、実態調査をすれば、その

ような声も出てくる。 

・ＳＰコードは用途によっては活用できると思うが、１００ページもの冊子は読みにくい

し、実用性がないと思う。郵便物の封筒や単票、インスタント食品の隅などについてい

たら便利だ。 

・ＳＰコードがついていたらユニバーサルデザインであると誤解されては困る。また、ワ

ードで簡単にＳＰコードが作成できるわけではない。漢字の読み間違いの修正が必要で

あり、レーザープリンタも必要である。 

 

○機器についての「声」 

・「こんな機器が欲しい」という情報も発信したいが、「凄い触れ込みで出てきたけど、使

ってみると難が多くて…」という情報も発信したい。しかし、そういう批判的な情報の

発信は躊躇する。 

・客観的な評価は言い難いことでもあり、言い過ぎてメーカーが「もう作らない」となっても困る。 

・「２ちゃんねる」スタイルにすると、大事なことが大事なこととして伝わらない。「ウィ

キペディア」で書くと良いのかもしれない。 

・ユーザー(当事者)の声を届ける作業はものすごく大変である。声は出せば届くというこ
とはない。従って、声を届ける支援をするのは一つの仕事になり得る。 

 

８．「ないーぶネット」、「びぶりおネット」について 

・３名は利用しており「使い勝手は悪くない」であった。 

・ホームページ上の説明が不十分であり「オンラインリクエスト」の意味がよくわからない。 

・登録する点字や録音図書の質を一定レベル以上にして欲しい。 
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座談会 記録  

  

全Ａ：それぞれの情報入手環境、ないーぶネットやびぶりおネットの使い勝手や問題点、

また、これからどういう機器や仕組みが望ましいかなどを聞かせていただきたいと思い

ます。皆さんは常日頃から工夫して情報を入手されていると思いますが、最初にそのあ

たりの現状についてお話しください。例えば、私の友人は、副音声のないテレビドラマ

を見るときに、スカイプ電話を使って友人に音声を付けてもらって見ているのですが、

そういう工夫されていることがあれば教えていただきたいと思います。また、新聞を読

むときはこうしているとか…。 

参Ａ：情報といってもいろいろあるので、どんなことにフォーカスしたらいいかなと思う

んですが、今、スカイプという話が出たので。お友達にスカイプで読んでもらうという

のは、スカイプという新しさと、それから、そのお友達はたぶん気の合う人だと思うん

ですよ。そういう人間関係という二つの要素があると思いますが、私は情報はどんな媒

体を通じて手に入れるかはあまり重要ではなくて、最終的にはだれに聞くか。人、この

ことは誰が知っていそうか、どこに問い合わせたら分かるかを探し当てるテクニックと

か、そういうほうかなあと普段思っているんですね。だから、どんな工夫をしてますか

と言われても、すごくやみくも。押してもだめなら引いてみるという感じです。情報入

手というのは、何が王道とか何がいい方法かって、いまだに分からないですね。 

全Ａ：誰に聞けばいいのかということを考えているということですが、そうすると人のデ

ータベースみたいなものがご自分の中で出来上がっているということですか。 

参Ａ：「データベース」という言葉を使うと、何か無機的な感じがして違うんだなあと言い

たくなっちゃうんですけどね。なんかね、新システム系という気合いが入りすぎですよ。

そうじゃなく、このことは誰々さんが知っているんじゃないかなあという感じです。 

全Ａ：自然なコミュニケーションの中でということですね。 

参Ａ：かもしれません。お友達とか職場の同僚であることもあるし、お店のあの人とか、

あそこの会社のあの人ということもありますけどね、本当にいろいろです。どこから手

掛かりを得たらいいのかどうしても分からないときは、会う人ごとに言って回るんです。

これが知りたいけどどうしたらいいかなと言い回っていると何とかなることもあります。 

全Ａ：参Ｄさん、そういう人に聞くということが多いですか。 

参Ｄ：私もあまり恥ずかしいとかということがないので、何でも人に聞いちゃえみたいな

感じですけど。メーリングリスト（以下ＭＬと略す）の中でもすぐに聞きますね。いく

つかのＭＬに参加してたり、自分が管理してるのもあるので。 

全Ａ：ＭＬというお話が出ましたけど、ミクシィとかはどうですか。 

参Ｄ：ミクシィとかは、やりだすと時間がないんじゃないかと思ってやってないんですけ

ど。自分が管理しているところで、視覚障害者と福祉や病院関係の方とかに入ってもら

っているのが 130 人ぐらい、あと視覚関係のＭＬとが２～３あったりすると、それだけ

で１日のメールの量がいっぱいになっちゃうので、ミクシィまでは。 

参Ａ：ミクシィって何ですか。掲示板の親戚みたいなものですか。 

全Ｃ：ソーシャルネットワーキングサービスの略でＳＮＳといいますが、人に紹介されて

参加するというやり方になっていて、お友達紹介型のネットワークコミュニティーです。

ブログのように自分の日記を書くことと、ミクシィに参加している方の中でグループを

作って、その中で掲示板を利用するという形があります。そして、掲示板もグループ内

でしか読めないとかだれでも読めるようにすることができるので、数人でコソコソ話も

できれば、大きな声を出してみんなに参加を求めるということもできます。なおかつ、

掲示板の中だとだれが来たか分からないですが、自分のエリアに他人が来たときに足跡
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という形で履歴が残りますので、ＳＮＳは自分のページを誰が見ているか、誰が訪ねた

かというのが全部分かります。見た方に、こちらから「お友達になってください」と連

絡することもできます。Ｗｅｂ２．０の代表という感じです。今の説明で分かりました

か？ 

参Ａ：もの凄く抽象的に少し分かった気がします。やってみないと分からなさそうですね。 

全Ｃ：掲示板は分かりますか。掲示板だと誰が参加しているのかが分かりにくいですよね。 

参Ａ：見ている人は誰だか分からないですね。 

全Ｃ：なおかつ、発言している人もよく分からない。でも、ミクシィだとある程度どんな

人かが分かる。どうやって参加したかもさかのぼっていくと分かるので、個人を特定で

きる掲示板だと思っていただければいいです。実際に使ってる参Ｂさんがおられるので。 

参Ｂ：ミクシィは、もともとは友達がいっぱいやっていて、それについていきたいみたい

な感覚だったんですけど、たまたま、会社のメンバーから誘われて入りました。ミクシ

ィと会社のページの両方でブログを持っていて、ブログを書いたりコミュニティーとい

ってサークルみたいなものをミクシィ上で作っていろんな人の意見を募ったり意見交換

板に書き込みをしたりして、結構おもしろいです。 

全Ａ：ミクシィを通してお店の情報など、新しい情報がどんどん入ってくるとか？ 

参Ｂ：私はそのような使い方はしてないです。 

参Ｄ：友人の話ですが、お医者さんに網膜色素変性症ですよと言われ、病院ではそれだけ

しか言ってくれなかったので、そのまま普通に今までどおりの生活を送っていたと。で

も、不便だと感じていた時に行き付けの美容室で、こうこうこうでこう言われたのと話

したら、美容師さんがミクシィでその病気のことを調べてくれて、私たちの団体である

とかに結び付けてくれたということを聞いたことがあります。医師よりミクシィだと…。 

全Ｂ：さっき参Ａさんが発言された、人に聞くという話があったじゃないですか。それは

自分が知っている範囲の人にしか聞けないですが、ミクシィに質問をなげると、そのこ

とを知っているあちこちの人から情報が聞けます。例えば、息子が留学することになっ

た時に、どこにどういう情報があるというのが分からなくて、家内が質問をミクシィに

投げたんですね。そうしたら、見ず知らずの親切な方が、あなたの息子さんが行く町は

こんなところだと教えてくれることが可能な仕組みです。その情報を一番知っている人

から教えてもらえる場であり、見える、見えないを超えて有効じゃないかなと思います。 

全Ａ：参Ｃさんも利用されていいますか？ 

参Ｃ：一応利用していますが、積極的には利用していません。 

全Ａ：研究でいろいろな情報が必要になると思いますが、それはウェブサイトですか? 

参Ｃ：学術情報データベースというのがあります。例えばフルテキストで提供していたり、

あるいはメタデータだけを提供していたり。学術的な情報は、そういう専門サイトと大

学は契約をしていますから、我々はそのライセンスで利用できるということです。最近

はそのテキストもＰＤＦでほとんど読めます。何百という世界の学術雑誌がありますが、

その中で検索して、もしメタデータしか手に入らないサービスだと、それを基にして図

書館に原著の複写依頼を出して取り寄せることができます。僕らがミクシィとかで情報

を得るときに一番心配するのは、出どころの信頼性。担保できないことは言えないから

慎重になりますね。研究もそうだし、どこかで話をしてくれという時でも…。ウィキペ

ディアで問題ありましたね。嘘を書いていて、そのまま回答してという話がありますか

ら。私が保守的なのかもしれませんが、そのあたりに頼るのはちょっとまだ怖いなあ。 

全Ａ：やはり信頼性というところがポイントですね。 

参Ｃ：だから、ＭＬとかだとお互いに知っていて、どういう立場で言っているかが見えて

るので、どちらかというとそういうところで助言を得るほうが安心感がありますかね。 
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全Ａ：情報を得るときの安心感というのはかなり優先度が高いですかね、皆さん。 

参Ａ：信頼性…、本当かどうかですよね、言葉を変えて言えばね。本当かどうかが、分か

りやすいものと、極めて分かりにくいものとがあるとは思います。 

全Ａ：それを判断するのは難しいですね。 

参Ａ：一言で言うと、それは最終的には勘です。 

全Ａ：勘を磨くのは、どうなんでしょう? 

参Ａ：勘は当たることもあれば外れることもあるということですよ。 

参Ａ：例えば、私は家電製品を買うときに、これは視覚障害者がどこまで使えるか、何が

使えて何が使えないかに非常に拘るんですね。いつも買ってからこれができないと気付

いて、悔しがるタイプなんですよ。ただ、この何が使えて何が使えないかという情報を

購入前に得ることは極めて困難ですね。店へ行っても動かせるものと動かせないものが

あり、動かせたとしても全部のことをやってみるわけにもいかず、メーカーは視覚障害

者がどういうものは使えてどういうものが使えないかがよく理解できていません。視覚

障害者コミュニティーが結構役に立つのですが、製品が半年ごとに変わってしまうので，

「これなら使える」という情報があっても、ぴったり同じ製品は入手できないことが多

いです。そして、後継機種が同様に使えるとは限りません。だから、大変ですね。 

全Ａ：家電は本当に大変ですよね。 

参Ａ：家電も！大変です。 

全Ａ：参Ｃさんもそういう大変な思いをされていますか。 

参Ｃ：確かに大変だと思いますね。機能が増えるとそれを効率的に使えるようにするため

のインターフェースを考えるだろうと。そうすると一つのボタンに機能をたくさん持た

せたりせざるを得なくなってくる。うちもこの前、洗濯機を買って、どれぐらい使える

のかなと思ってやってみたら、点字は最低限のものしか書いてないでしょう、スタート

とかストップとか。だから、十分に機能を使い切るには…、ちょっと話が飛躍しますが、

最近はネットワーク社会と言われているので、そういった家電一つ一つのファームウェ

アにアクセスしてウェブサイトで設定できるとかですね。昔ありましたよね、ビデオに

メールを送って予約できるようなのが。やはりそのあたりじゃないかなあと思うんです。 

参Ａ：パソコンを起動して洗濯機を動かすんですか？ 

参Ｃ：設定するんです。洗い６０分とか給水はポンプとか、そういうのを洗濯機のウェブ

サイトにアクセスして設定できるとかですね。 

参Ａ：洗濯機ですよ。参Ｃさんっていう人は、すごい発想がハイテクですよね。 

参Ｃ：いやいや。何が問題かというと２０万も出して高いドラム型の洗濯機を買って、結

局のところはデフォルト機能しか使えないと。初期設定値でしか使えないとなると、２

０万出す意味ってあまりないですよね？やはりポンプの給水とかでも、例えば洗いだけ

給水するとか洗いもすすぎも給水するとか選べたりするわけじゃないですか。でも、そ

ういうのは結局パネルを見ないと設定できないわけで、やはりすべての機能を享受する

となると、ハードウエア上での限界は来ていると思うんです。だから、そこは洗濯機の

ファームウェアにアクセスできるシステムになっているといいんじゃないかなあと。 

参Ａ：洗濯機自体を視力なしでも操作できるようにしようという発想になりませんか。 

参Ｃ：洗濯機にＬＡＮのコネクタを付けるほうが早いかなと。 

参Ａ：目の前の洗濯機が使えないということが問題なのですから，洗濯機自体がアクセシ

ブルになって欲しいと私は考えるのですが，そこにウェブやＬＡＮなどを持ち出してく

るのは面白い発想ですね。 

参Ｃ：特に電子レンジとか洗濯機とか最近の多機能ビデオとかあるじゃないですか。 

参Ａ：いやですよ。お風呂場にノートパソコンを持っていって濡らしちゃうのは。 
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参Ｃ：だから、ＬＡＮなんですよ。 

参Ａ：そうしたら，パソコンを置いてある部屋と洗濯機の間を往復しなくてはいけなくな

ります。家電を使うために，そんなことまでしなくちゃいけないなんて……。 

参Ｃ：そのあたりはきっと工夫ができるんですよ。前の設定を覚えておくとかにしておけ

ばいいわけですね。僕は２０万も払って洗濯機を買うのであれば、すべての機能を操作

できることを保証する何か方策を考えていく必要があるという気がするんです。 

参Ａ：金を払って購入する客としては，まさにそれを保障してほしいと思うわけですが，

どうやって保障してもらうかですね。 

参Ｄ：その製品単体で終わらせなきゃいけないと思っていてＬＡＮで何とかっていうのは、

私もパソコンの前に座っている時間は結構長いので、パソコンの中でできること以外は

パソコンを使いたくないです。本を読むのもパソコンでしたいとは全然思わなくて。だ

から、洗濯ぐらいは洗濯機の前で終了させたいし、ほかのもの、携帯電話でもいやです。 

参Ｃ：でも、それができない人がいるわけでしょう。 

参Ｄ：それはメーカーの問題であって、例えばピー音を付けるとか。日常的なものは慣れ

てくれば覚えられるので、はじめは分からなかったとしても次第にできていくものだか

ら、パソコンの前には絶対行きたくないですね。 

参Ｃ：僕も日常的に使うことはそうなんです。だけど、たまにしか使わない機能こそ、ウ

ェブとかですべて丁寧に読み上げてくれるようになっていると使えますよね。 

参Ａ：洗濯機を使うのに毎日パソコンに向かうというのではなく、いざという時の最終手

段みたいなものならばありかもしれませんね。 

全Ａ：商品のオプション機能みたいな。 

参Ｃ：そうです。それはもう方策の種類ですから、パネルで終われるようになっていれば

もちろんそれはいいだろうけれども。 

参Ｄ：ということは、そこで取説が簡単に引き出せてというのでなく、そこで操作ができ

ることに意義があるわけですか。 

参Ｃ：それもそうですね。すべて説明も書き込めますからね、操作のところで。 

参Ｄ：マニュアルさえ読めたら使えるという方もいらっしゃって、マニュアルさえちゃん

となっていればいいという気はしますが、操作はやはり…。 

全Ｃ：パソコンに拘られるからそう思われるかもしれませんが、今はネットワーク家電と

いうのがあって、パソコンや携帯電話を使ってさまざまな家電を操作することも現実に

なってきています。私も、家にＣＤやＤＶＤデッキが何台かありますが、すべてパソコ

ンで予約しています。今は特別な作業が必要ですので、わざわざみたいな感じですが、

もうちょっとしたらそれが当り前の時代が来るんじゃないかなあと。もっと使いやすい

装置で、例えば声に反応して動いてくれるとか。そういう方向で進んでいます。 

参Ｃ：高齢化社会だから、きっとユーザーエージェントは、どんどんバリアフリー化とい

うかユニバーサルデザイン化されていく方向になってきますね。だから、そっちは市場

の流れでうまくいくんじゃないかなあと。楽観過ぎるかもしれませんが、今日は主観で

かまわないということなので。 

参Ｂ：ちょっと話がずれるかもしれませんが、私は大学に入るときに授業のメモを録音し

たいと思って、今はＩＣレコーダーがいいという話になった時に、音声ガイド付きのＩ

Ｃレコーダーがあることを全然知らなかったんです。買いに行って、おじさんがＵＳＢ

の接続が簡単だからこれがいいよと勧められたのがたまたま音声ガイド付きだったんで

す。すごく運がいい話。そして、ボタンを押したら、「ファイルがありません」と言われ

て、なんだこれは？と思った、そんな経験がありました。それから２年ぐらいたって知

ったことですが、音声ガイドを付けることは、企業にとって大きな負担だとお聞きした
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んですね。そんなに負担をかけてやっているんだったら、もっと視覚障害者が情報を発

信するのもいいだろうし、メーカーも、もっと教えてくれてもいいんじゃないかなあと

思いました。展示会なんかへ行っても普通のメーカーの電化製品とかが出てないから、

確かに出店料とかがきついと思うんですけど、そういうのは視覚障害者の人たちが集ま

る場所なんだから、展示とかがあってもいいなあと思います。 

全Ａ：企業から、音声ガイドが付いていて視覚に障害のある人に使いやすいという情報が、

「らくらくホン」みたいにあるといいですね。 

参Ｂ：あるといい。すごくうれしいですね。 

参Ｄ：大阪ガスのガス台がしゃべる機種があって、コマーシャルの中ではしゃべっている

ようなんですけど、それを伝え切れてないので、見ている人は何だろうと思うみたいで

す。伝え方のピントがずれていて。 

全Ａ：メーカーも、視覚に障害のある人が大勢いるという認識がないし、そこに対するア

ピールの仕方が下手というか、してないというのが現実ですかね？ 

参Ｄ：そうですね。見せていただくと、これもしゃべるんだとか、たまたまあったものが

しゃべってびっくりしたというのが、他にもたくさんあるんでしょうけど、表にはほと

んど出てないのでちゃんと情報提供をして欲しいということはいつも言うんですけど。 

全Ａ：ユニバーサル家電ばかりを特集しているホームページがありますよね。 

参Ａ：家電製品協会のリストですね。家製協でこういう情報提供をされるのはとても意義

のあることだと思うのですが、この資料をもとに購入する製品を選ぼうとしてもなかな

か難しい。この資料は十数年前から毎年発行されています。最初は印刷物のみで、「視覚

障害者にも使えると思われる家電製品一覧」というようなタイトルでした。つまり、対

象を視覚障害に限っていたわけで、そのころの方がかえってよかったという気もします。

ところが今は対象を「高齢者・障害者」というふうに広げてしまったために、情報が非

常に大づかみになってしまった感じです。いわゆる「ユニバーサルデザイン」を意識さ

れているからだと思うのですが。例えば「音声ガイドがあります」というのはまだよい

のですが、「ボタンが大きい」とか「楽な姿勢で操作できる」といった抽象的な表現にな

ってしまって、実際の様子がつかめないんですね。また、音声ガイドがあるから見えな

くても使えるかというとそうとは限りません。家電の音声ガイドはアラーム表示だけと

か、ユーザーが操作に迷ったときの誘導メッセージだけということも多いです。「時刻を

設定してください」とはしゃべるけれども、今時刻設定が何時何分になっているかはし

ゃべってくれないとか。これでは操作できないわけです。ですから、家電に音声ガイド

があることがイコール視覚障害者に使えるとはぜんぜんならないんです。家製協のリス

トのもう一つの問題は、各社に自社製品の中から条件に当てはまりそうなものを選んで

出してもらい、それをまとめているのであって、家製協が一括して製品の評価をして使

えるかどうかを確認しているわけではないということです。 

参Ｂ：ということは、片っ端から新製品とかをチェックしている人はいないんですか？ 

参Ａ：いたらすごいですね。いてほしいと思うけど、これはものすごく金がかかると思い

ますよ。全部の製品は到底無理だとして、月いくつかでもいいから、一定の基準で客観

的に評価してその結果を公表してくれたらと思いますね。そういう事業のためにスポン

サーを見つけるとか、情報を得る我々も少しはお金を払ってもいいと思うし。 

参Ｂ：今月のお勧めとかで、一つか二つあるだけでもすごく助かりますね。 

参Ａ：助かります。それが半年周期ぐらいで、１か月ごとにね、今月は洗濯機と冷蔵庫だ

けど来月はオーディオ系とか、そういうふうでもいいですよ。 

全Ａ：オーディオ系は日点さんとか日ラさんとかが、一般の商品を結構紹介されています

ね。一般の機器もそうですが、視覚障害者向けに販売されている機器も同じことだと思
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いますが、中立的に評価をして、中立的に情報を提供するというところがないと思うん

ですね。結局、販売しているところですよね、それをやっているところは。 

参Ｂ：一般の販売店の方たちは、目の見えない人にどういうものを勧めていいか分からな

いと思いますよ。 

参Ｄ：メーカーが何を作っているかということを知らない家電販売店さんもいますよね。 

参Ａ：それを、店員さん、あるいは店の情報不足、勉強不足と言うべきか、よく分からな

いですよ。あれだけたくさんいろんなものを出している状況ではね。 

参Ｄ：覚えられないのもあるでしょうしね。 

全Ａ：参Ｃさんも、評価するような場所があると利用したいと思われます？ 

参Ｃ：利用したいですね。 

全Ａ：例えば、音があるよという情報があったら、まずそういうものだけでも集めてチェ

ックをしていくとかも良いですかね？ 

参Ｄ：微妙ですね。すごく親切に音声を付けてあるものでも、しゃべりすぎで、ここまで

しゃべってくれなくても毎日毎日使うんだから分かるよというものもあったりと… 

参Ｃ：そんなものもありますか。 

参Ｄ：さっき危険なところで声が出るとおっしゃっていたんですけど、そういうところで

声が出なくて、「スタートボタンです」って、スタートボタンぐらい分かるみたいな。ガ

ス台でしたら「右コンロ点灯しました」とか、右コンロか左コンロかは自分で分かりま

すよね。そういう細かいところはすごくしゃべるんですけど…。 

全Ａ：音にしても、選べるといいですね。 

参Ｄ：そうですね。我が家の食洗機は後追いなんですね。スタートを押してから初めて「少

量洗いスタートします」と言うので、ああ違うと思ってストップしてやり直す。 

全Ａ：そういうところはもったいないですね、あと一歩という感じで。 

参Ａ：ハードが揃っていて、ソフトもそれなりの容量を持っていながらという感じですか。 

参Ｄ：でも、そこで気付いてすぐ止められるからいいと言えばいいんですけど。 

全Ａ：家電は、皆さんお困りだと思うので状況がよくわかります。あと、通信機器はどう

ですか。携帯電話は「らくらくホン」ですか？ 

参Ｄ：ＡＵですね。 

参Ｂ：「らくらくホン」です。 

参Ｃ：僕は何だろう。「らくらくホン」ではないですね。 

参Ａ：ＡＵです。私の携帯は通話だけでメールはできません。音声ガイドが付くよりもず

っと前の機種なんです。この電話機は８年余り使っていて途中で一度バッテリーを交換

したんですが、またバッテリーがダメになってきて今回はもうこれに合うバッテリーは

ないと言われてしまうと思うのです。でも、正直なところは機種変更したくないんです。 

全Ｂ：携帯で使っている機能、機種が何故それなのかということをお聞きしたいのですが。 

参Ｂ：ＦＯＭＡらくらくホンの最新機種です。 

参Ｃ：なかなかコントラストが効いてるね。 

参Ｂ：そうですか。画面を見てないので気が付かなかったです。全部音声読み上げで操作

をしていて、私はメールとｉモードの読み上げが中心です。 

全Ａ：ｉモードを使っていらっしゃるんですね。新機能のＧＰＳとかは？ 

参Ｂ：ＧＰＳは使ってないです。 

全Ａ：使う予定は？ 

参Ｂ：使う予定もないです。 

全Ａ：ＱＲコードとかはどうですか？ 

参Ｂ：ＱＲコードは試しましたができませんでした。 
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全Ａ：それはコードがある位置の問題ですか？ 

参Ｂ：私がやると読み取りができないんです、位置が分かっても。 

全Ｂ：理由は何ですか？原因は？ 

参Ｂ：それがすごく説明しにくい。レンズの真ん中にＱＲコードが当たらないと認識しな

いんです。そして、レンズの真ん中にＱＲコードを持っていくんですけど、それをかざ

すのがすごく難しいんです。私は全く目が見えないので、その状態ではすごく難しい。 

参Ｃ：うちの学生なんかも、メールを直接くれるようにＱＲコードをプリントに印刷して

渡すんだけれども、半分ぐらいはできないと言います。 

参Ａ：見えていても？ 

参Ｃ：見えていてもですね。角度とかピントとかが携帯好みにならないと…、携帯好みに

なれば瞬間でも写ったようです。だけど、結構難しいものだなあと僕は思いました。 

全Ａ：半分も、なんですね。 

参Ａ：うちの点字出版で広報誌の点字の仕事をしているんですけど、広報誌にＱＲコード

が印刷されてましてね、それをいろいろ記事を作る関係で試すのですが、半分ぐらいと

いうのは当たっていると思いますね。どうしてもできないものはできないみたい。何度

やっても。違う電話を持ってくるとできたりすることもあるし。 

参Ｃ：好みのコンディションが狭いのかもしれないですね。 

全Ａ：もしも読み取りが簡単にできるようになったら使ってみたいですか。 

参Ｂ：使ってみたいですね。切符なんかもＱＲコードで読めたらいいなっていう話があっ

たし。座席が分からないので。それから、鳥取県に鬼太郎ロードの銅像があって、その

頭のてっぺんにＱＲコードがあるんです。ＱＲコードの読み込みができたら、妖怪の説

明が携帯で聞けるんです。本来、視覚障害者にとってはおもしろい機能のはずですが、

ＱＲコードが読み取れないから楽しめないんです。 

全Ａ：そうですよね。ＱＲコードって鬼太郎の頭に付くぐらいですから一般に普及してま

すよね。参Ｃさんも使っているわけですよね？ 

参Ｃ：まあ、そうですね。学生の便宜を図ろうと思って。 

参Ｃ：苦情も言ってきやすくするためにですね、ＱＲを読んだら携帯のメーラーが立ち上

がるようにしてるんですよ、ちゃんと。 

参Ａ：ＱＲコードだけではなく、文字でも書いていますか。 

参Ｃ：もちろん文字でも書いていますけど。 

参Ａ：文字で書いているなら、わざわざＱＲコードを付けなくても。 

参Ｃ：長いですから。 

参Ａ：参Ｂさんは、携帯電話で通話はしないんですか？  

参Ｂ：通話が１番ではなく、メールも使うんですけども、友達とやり取りとかもあります

が、１番はメールマガジンで小説を読んだり、新聞を読んでみたりとかしています。そ

れから着メロサイトにはまっています。着メロとか着うた関係のメールが多いので、一

般的なメールのやり取りとはちょっと違います。それから、今事務所に聴覚障害の方が

来ておられて、その方は全く聞こえないので、携帯のメールでやり取りをしています。 

全Ａ：いろいろなツールとして、使われていますね。 

参Ｂ：そうですね。ただやはりｉモードですね。 

全Ｄ：携帯で読めないページとか無いですか？ 

参Ｂ：少ないです、非常に少なくて、容量が大きくて途中で詰まるということはあります

が、だいたい日本語のページなら大丈夫です。英語がブワーと書いてあるものは、ちょ

っと難しいです。なので、本当に音楽関係がメインです。 

全Ａ：参Ｄさんは何をお使いですか？ 
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参Ｄ：ａｕです。去年でた機種ですね。 

参Ａ：喋るんですか？ 

参Ｄ：喋ります。なぜａｕかと言うとａｕのほうが私は絶対可愛いと思っているからです。

だからずっとａｕですね。 

参Ｂ：「らくらくホン」可愛くない？ 

参Ｄ：なんかね…、Ⅳぐらいになってきたら「ああ」とか思うんですが、ちょっと前まで

はごっつい感じかなーと思って。 

全Ｂ：デザイン性をないがしろになっているとうことですね。デザインはこれまでほとん

ど重視していなかった感じですね。 

全Ａ：参Ｄさん、携帯をデコレーションしていますよね？ 

参Ｄ：そうです。ちょっときらきらとお花をつけたりしているのですけれど。 

全Ｂ：参Ｄさんはドコモは一回も使ってない？ 

参Ｄ：ドコモは一回も使ってない。ずーとａｕです。信者ですね。多少、ドコモの方が便

利だろうなと思っても、音が出なくてもａｕかなあ、ちょっと喋ればａｕかな…。 

全Ｂ：どうですか使っていて、便利な点と不便な点、今使っていらっしゃる特徴としては、

その辺の使い勝手みたいなものは？ 

参Ｄ：何とも言えないんですけど、友達に羨ましがられるのはａｕは絵文字が多いとか、

顔文字が多いからとか、「らくらくホン」に変えた友達も、凄く寂しくなったとか聞きま

すね、他はａｕのどこがいいんでしょうね…。 

参Ａ：メールを書く時、仮名漢字変換は音声確認できますか。 

参Ｄ：カナ漢字変換はね、何となく読めますね、完璧ではないですけど。 

参Ａ：何となく？ 

参Ｄ：「家に帰る」の変換は、「かえる、き」とは読みます。発音が微妙に違ったりもしま

す。「買える、変える、帰る」とか、そんな感じで違ったりもします。音声ソフトみたい

に「何々のき」とか、そういった感じではないですけれど、読みます。 

参Ａ：実用の範囲として？ 

参Ｄ：普通に見えている人でも誤字はあるのでそれぐらいはいいのかなあという程度です。 

参Ｂ：ａｕの絵文字、顔文字って、ものすごい量が多いってお聞きしたんですけど。全て

読み上げるんですか？ 

参Ｄ：猫の目がハートになっているのは「猫目がハート」と読んでいますね。 

参Ｂ：かわいいですね。 

参Ｃ：何を重視するかっていうのは、一人一人違いますね。 

全Ａ：本当にそうですね。ＥＺウェブは使っていますか？ 

参Ｄ：そういうのはパソコンでやっちゃうんですけど、たまにメールマガジン系のものが

来たら見ますね。これ簡単モードと標準モードと切り替えて使うんですが、前までの機

種は簡単モードでも標準モードでもどっちでもしゃべってたんですけど、今回のは簡単

モードでしかしゃべらないところがちょっと不便。細かいことは標準に切り替え、ルー

ペなんかで見ながらやっていますね。それが不便でならない。 

全Ｃ：私は標準モードで使っているので、音は出ませんね。 

全Ａ：一番使っている機能は何ですか？ 

参Ｄ：そうですね…、通話とかメールですかね。 

全Ｃ：ＧＰＳは使いますか？ 

参Ｄ：ＧＰＳは料金コースを変えたらそんなに負担じゃないけど、今のコースだとちょっ

と歩いただけでも結構料金が掛かりますよっていうので、まだ一度も使ってないんです

が、使ってみたいなあっていう気はあります。 
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全Ｃ：ずっと画像データを送ってきますので、パケ放題にして、最大８，０００円までに

しておかないととんでもない金額になります。１回歩いただけで数万円。 

参Ｄ：大変なことになりますよっていうか、それだと試してみる気もしませんね。 

全Ａ：参Ｅさんが到着されました。参Ｅさん、お休みのところありがとうございます。続

いて、参Ｃさんにお願いしていいですか？ 

参Ｃ：三菱のドコモですけど、僕は画面が見やすいというのが一番で、時計とかカレンダ

ーが見やすいというのが一番なんです。コントラストのことと文字の大きさですね。割

りとハイコントラストが配色のバリエーションの中にあるからっていうところですね。

ぱかぱか開くのはすぐ壊れちゃうんですよね、僕が使うと。なので、そうじゃないのを

…、で、一番よく使うのは僕は実はエディなんです。お金です。小銭とか使わなくてい

いので非常にいい。それで、加金もレジに言えばやってくれるし、最近はカードのやり

方を覚えたのでカードからチャージしますけども、そうじゃなくても１万円握りしめて

店員さんに言えば入れてくれるので、一番ユニバーサルなお金かなあと思っています。 

参Ｂ：使えるところって多いんですか？ 

参Ｃ：ええ、最近すごく増えているように思います。本屋でもコンビニでも… 

参Ｂ：背景の色と文字の色を教えていただけますか？ 

参Ｃ：文字は白、背景は暗目のワインレッドみたいな背景です。コントラストをはかった

ことがないので、今度はかってみましょうかね。 

参Ｂ：「らくらくホン」に白黒反転という機能があるんですけど、やっぱり黒っぽい色に白

い文字が一番見やすいですか？ 

参Ｃ：僕の場合はそうですね。 

全Ａ：参Ｃさんはｉモードとかは、メールとかはあまりお使いでないですか？ 

参Ｃ：メールは僕はあんまり使わないんだけども、でも入ってはきますので、取り敢えず

は読むぐらい、ｉモードは使わないです。 

全Ａ：さっき言ってたＱＲコードは 

参Ｃ：ＱＲコードは自分ではあんまり使いません。自分が作ったのがちゃんと出るかどう

かテストのために使いますが…。 

全Ａ：そのときに問題ないですか？ 

参Ｃ：しんどい時はあります。でも、何回か挑戦するとできます。 

全Ａ：ＱＲコードがもっと使いやすくなったら活用したいと思われます？ 

参Ｃ：どうなんですかね。読んでくれるっていうのはたしかに今聞いていて便利だなあと

思いましたね。だから、「らくらくホン」がいいなあとちょっと思っていますけども。 

参Ａ：私の電話機は何度も言いますが８年余り前から使っているものです。通信会社はａ

ｕです。これの一番良いところは側面に３段階のスライドスイッチがあって、着信のと

き音を鳴らすかバイブにするかなどをあらかじめ設定してある３通りの中からワンタッ

チで切り替えられるんです。しかも、今どの状態になっているかスイッチを指で触ると

わかります。こんなメカニカルなスイッチの付いた携帯電話なんてもう貴重品じゃあり

ませんか。今のはボタン押してメニューを選んでいって…というのばかりでしょ。でも、

バッテリーがもうダメですね。携帯電話の使い方は通話のみ、しかも外出のときだけで

す。待ち合わせの連絡をしたり、行き先に連絡を入れたり。私にとって携帯は移動の補

助ツールです。それ以外の用事の電話はかけないし、かかってもきません。でも、私が

これから使ってみたい機能は新幹線の予約です。出張先で夜飲みに行って、お店から携

帯で帰りの新幹線の指定券をとれたら便利だろうなと思います。あとは電子マネーです。

私はキャッシュレスで買い物するときデビットカードをよく使うんですが、あれはキャ

ッシュカードのデータが盗まれる危険性があるって聞きますから、携帯のプリペイド式
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の電子マネーの方が安全じゃないかって思うのです。 

全Ａ：ちなみにａｕの参Ｄさんが使っているのはエディ使えるんですか？ 

参Ｄ：フラシュマネーです。 

全Ａ「らくらくホン」はまだないですよね？ 

参Ｂ：ないです。 

全Ａ：携帯のことについて、もうちょっと話したいと思われていることありますか？ 

参Ｅ：参Ａさんほどじゃないんですけど、５・６年使っていた携帯をこの前、替えたんで

すよ。そしたら、しゃべるんですよ。ドコモの９０５、メールとかしゃべるんですよ。 

全Ｃ：メーカーはどこですか？ 

参Ｅ：パナソニックです。（電話で音を出してみせる「○件の受信メールがあります・・・」）、

でね、９０５だから付いてるものだと思ってしゃべっていたら、９０４もしゃべるんで

す。 

参Ｂ：たしかＮとＰはしゃべるはずです。 

参Ｅ：ボイス設定というのがあって、オンにすると誰々から電話ですと喋ってくれます。

「らくらくホン」じゃなくてもちょっと頑張れば使えるんじゃないの、メニューは拡大

できるけど色が違っちゃうんですね。メニューの色は何種類か変えられるけど、拡大の

色は決まっていて、拡大メニューにするとちょっと灰色がかった画面に黒い文字で…。 

全Ａ：結構、出ているんですね、知らないところで…、選択肢が増えるといいですね。 

参Ａ：ますますどの機種にはどんな機能があり、そのうちどれが見えなくても使え、どれ

は使えないかの情報が欲しくなりますね。 

全Ａ：最初の話に戻りますが、すごく分かります。 

全Ｃ：パソコンでホームページを読むより携帯電話で読むほうが楽ですよね。 

参Ｅ：パソコンで携帯ページを見るとわかりやすいですね。 

全Ａ：そういうページはパソコンの練習ページに使いますよね。 

参Ｃ：ＱＲコードは、そんなに視覚障害者には優しいシステムじゃないと思っているんで

す。結局は視覚的なサインに標準を合わせてやらなきゃいけないわけじゃないですか。 

全Ｂ：ＳＰがあるじゃないですか。ＳＰコードだと視覚障害者専用で使われていて、もう

一方にＱＲコードがあって、ヒアリングするとＱＲコードをすでに使っていたり、今後

使いたいという意向があったので、皆さんにもそのあたりをお聞きしたいのですが。 

参Ｃ：アタッチメントが何かあったらいいかもしれないですね、スタンドルーペみたいな

感じなのを、はっつけてやるとか…。 

参Ｅ：ＳＰコードは位置が、端からどれくらいということは決まってるけど、コード読み

取りのためのアタッチメントを考えたりもしたけど･･、･携帯のカメラの位置もばらばら

だし、ＱＲコードがどこにあるかもばらばらなんで、非常に合わせにくいです。 

参Ｃ：しかも看板とかにあるのはね３メートル先とかを想定して、でっかいのがあったり

しますから…。 

参Ｂ：それぜったい全盲の人には無理ですよね。 

参Ｃ：ＩＣタグなんかでなんかこう仕組みがあれば、何か使ってやるほうが…。 

全Ｂ：先々はそうなるでしょうね。 

参Ｂ：そのちょっとした悩み、みたいなんですけど、弱視の人は結構ちょっとした音声ガ

イドがあってもすごく嬉しくて、いろいろ選びようがあっていいなあと思うんですよ。

いろんなものに拡大鏡も付いている。だけど、全盲の人は選択肢がきゅうに狭まっちゃ

って、しかも使える機種でも色が少なくて、もうちょっとかわいい色が欲しいなあ、も

うちょっと選択肢があるといいなあと思うことが多いです。 

全Ａ：本当にそうですよね、これしかないっていうのは嫌ですよね。携帯に関してはよろ
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しいでしょうか？もう１時間２０分経っているので１５分ほど休憩したいと思います。 

＜休憩＞ 

全Ａ：休憩中にＩＣレコーダーが話題になっていたようで。 

参Ｄ：よく外でメモを取るんですが、家に帰って拡大読書器で読んでも読めない、汚くて、

だから、小っちゃいパソコンが欲しいと言ってたんです。で、ＩＣレコーダーをメモが

わりに使っている方をよくお見受けするので、どうされてるのかなと思ったんです。 

参Ａ：私はブレイルメモですね。最初に出たディスプレイが１６マスのモデル。今度ポケ

ットという小さいのが出たので大きさ的にはすごく魅力ありますが、キーが私にとって

感じが悪いんですよ。くにょくにょしてて打ちにくい。３００グラムは魅力。ピンディ

スプレイもここまで小型化されたかと思うと嬉しいですが、あのキータッチがネックで

す。 

全Ａ：エクストラさんのブレイルセンスはどうですか？ 

参Ａ：ブレイルセンスは点字ディスプレイは付いてますが、どちらかというとネットとか

墨字アクセスツールだと聞きました。墨字情報を取り敢えず点字に変換して表示するけ

れども、点字中心の機械じゃないっていう評価をある人がしてて、で、ブレイルメモの

系列は墨字はどうあれ、点字で書いて点字で読むところに特化してるから、私は点字で

の機能を中心にしたいということもあるし、非常に高額だということもあるので… 

全Ａ：ブレイルメモポケットの方はキーの感じが良くないと…。 

参Ａ：そうです。でも、ほかの人に聞くと「そうでもないよ」っていうふうで、どうも私

は贅沢なんですね、好みが。たぶんそうだと思います。 

参Ｂ：私はブレイルメモ２４を持っていて、ＩＣレコーダーも持っていて、ブレイルメモ

は読書に使い、ＩＣレコーダーをメモに使っています。で、ＩＣレコーダーは電話のと

きに首から下げてメモをしたりしています。メモというか、相手の番号を聞くときに自

分の声で「何番何番ですね」と入れて利用しています。結構使いやすいです。ブレイル

メモポケット、最初出たときは欲しいと思ったんですが、やっぱり同じようにボタンが

押しにくいと思いました。 

参Ａ：そういう人おられましたね。 

参Ｂ：合いましたね。だからと言って、音声で読み上げる機能は私は使わないなあと思っ

ているので、で、情報は怪しいかもしれませんが、今年の春頃に超小型のピンディスプ

レイが出るって書いている人がいてすごい期待しているんですが、まだ出てないので… 

参Ａ：どこから？ 

参Ｂ：どこか分かりません。（笑い）大阪堺市って書いてありました。怪しい情報かもしれ

ません。もうちょっと私にとっていいのが出ないかなあと思っています。 

参Ａ：ＩＣレコーダーは，私はメモにはほとんど使いませんが，声でメモを取る目的なら

シンプルな操作で使いやすいと思いますよ。特に点字の苦手な人にはよいのではないか

と。 

全Ａ：参Ｃさんはどうされていますか？ 

参Ｃ：パソコンがあるときはパソコン使いますが、大体メモ帳は持って歩いています。パ

ソコンがすぐに取り出せないときもありますし、電池が無くなることもありますから。

以前ＩＣレコーダー使っていたことがありますが、基本的にずぼらなので録音しても聞

かないんですよね。だから、メモ取って、全部パソコンのデスクトップに保存するよう

にしています。そうすると、必ずこれなんかなあっと思って開くから。 

参Ａ：ＩＣレコーダーは、後の整理術がポイントかもね。 

参Ｃ：そこが別れ目でしょうね。 

参Ｄ：データで、文字として入っちゃえばいいのに…。 
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参Ｂ：音声認識。 

参Ａ：私の使っているＩＣレコーダーの付属ソフトのメニューに、録音したものを音声認

識用にパソコンにコピーするというような項目があるけれど，認識ソフトは別に購入し

ないといけないんでしょうね。 

全Ａ：しゃべったのが文字に？ 

参Ａ：でもね、それやるなら、自分で打った方が早いと思いません？間違えだらけの認識

されるぐらいだったら。 

参Ｄ：パソコン持っていかない時に便利だなあと思って。聴覚障害の方の機器で音声を文

字にしていたようなのもありますよね。あれはいいなあと…。 

参Ａ：メモを文字として保存するという考え方をやめて、音のメモは最後まで音のメモと

してパソコンの中ででもいいし、他のとこでもいいですが、管理する発想はどうですか？ 

参Ｄ：いや、まとめたいんですね。 

参Ａ：たしかに音声じゃ、検索性もないか…。 

参Ｄ：違う団体で書記をしていて会合の記録がそのまま文字になったら楽なのにと思って。 

参Ａ：会合の発言記録を起こすという目的に、音声認識の可能性は興味あるところですね。 

参Ｅ：参Ａさんが言っているのはＷｉｎｄｏｗｓが持っている音声エンジンでの機能で、

それはオフィスの中に持っていて、でも、あまり性能的には良くないので、一般に発売

されているビアボイスとかがいい。高いけど…。 

参Ａ：出先のメモの録音って音が汚いし、雑音とか多いですよね。だから、音声認識には

すごいハンディあります、残念ながら。 

参Ｂ：ＩＣレコーダーはだいぶ音質が上がったと思います。ドラゴンスピーチ使ったこと

があるんですけど、変な話、関西弁に弱いんですよ。で、私の地方の方言にはさらに弱

くて、コンピューターのようなしゃべり方をしないと認識してくれません。それをＩＣ

レコーダーと結びつける機能があるかどうかは分かりませんけれど、どうなんですかね。 

参Ａ：でもＩＣレコーダーから音声データを取り出して突っ込めばたぶんよいので、きっ

となんとかはなるんですよね。 

参Ｅ：ええ、なんとかなる。 

全Ａ：音にしろなんにしろ、最終的には文字の方が整理がしやすいので、やっぱり文字で

欲しいのが参Ｄさんのご意見ですよね？ 

参Ｄ：検索もそうですし、編集もですね。 

参Ａ：私は、講演や会議の記録は最後まで音のままでとっておくことが多いです。サマリ

ー(概要)は文字にすることもありますが、一人一人の発言がどうだったかとか、細かい

言葉のニュアンスなどは、結局音の記録そのもので確認するのが一番確実だと言えます。

よくやる方法はＩＣレコーダーで録音したものをＤＡＩＳＹ編集しておくんです。内容

ごとにセクションに分けたり、講演のタイトルや日付などを自分の声で録音したり。作

業時間は文字に書き起こすより断然早いです。ＤＡＩＳＹ編集して、項目ごとにセクシ

ョンで分けたり、で、自分の声で枠、頭のとこね、会議の日付とかを入れたり、場合に

よってはその途中途中のセクションにも内容の題名を入れる時もあるし、そんな感じで

最終的に音で撮っておくんですよね。原稿に書き起こすよりもぜったい早いのは確か、

作業が。 

全Ａ：ＤＡＩＳＹ編集って難しくないですか？ 

参Ａ：私が使っているのはＰＲＳ，これはプレクストークの付属ソフトですが，視覚障害

者も使うという前提で音声ガイドも割合しっかり付いていますから，ソフトのアクセシ

ビリティという意味では悪くないと思います。 

全Ａ：今回行ったニーズ調査で、ＤＡＩＳＹの編集ソフトではないかもしれませんが、プ
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レクストークはマニュアルが分かりにくいという声もありましたね。 

参Ａ：編集はＰＲＳでパソコン上でやる方法と、ＰＴＲ２上でやる方法と両方ありえます

から。 

全Ａ：参Ｃさんは教材研究でＤＡＩＳＹとか使っていますか？ 

参Ｃ：いや、僕は使ってないです。僕の後輩は活用してましたけどね。 

参Ａ：ＤＡＩＳＹの話が出たので、ついでに言っていいですか？今、私が注目しているの

がマルチメディアＤＡＩＳＹです。これがパーソナルで使えると、私、何がしたいかっ

ていうとね、今の会議とか講演会の音の記録を作っておくんですが、そこに資料のテキ

ストデータを貼っておきたいんですよ。人に「こんなの行ってきたよ」って提示する時

に、自分でまとめたレポートとその音をリンクさせたりとかしたい。だから、マルチメ

ディアＤＡＩＳＹを自分で作りたいんですが、今、全盲でマルチメディアＤＡＩＳＹを

編集できるソフトがないということが非常に大きな問題なんです。ｓｉｇｔｕｎａ３は

ＰＣ-Ｔａｌｋｅｒでは読み上げがうまくいかないのでダメです。どこかの会社で視覚障

害者でもマルチメディアＤＡＩＳＹが作れるソフトを開発して欲しいと願っています。 

全Ａ：海外ではもう開発されていますか？ 

参Ａ：マルチメディアＤＡＩＳＹ関係のセミナーで、リハ協の人が言っておられたのは、

海外で英語版ｓｉｇｔｕｎａ３を英語版ＪＡＷＳを使い，それ用のスクリプトを書いた

ら使えたとの話があると。しかし、それについて石川准さんは、ＪＡＷＳのスクリプト

を書かなければ操作できないというのはアクセシビリティが確保されている状態とは言

えない可能性があるとコメントしておられました。 

全Ａ：海外の方は、ＪＡＷＳを使って汎用的なソフトを使うという方向性がある気もする

ので、日本でもそういうことになっていくのかなあとちらっと思ったんです。 

参Ａ：ｓｉｇｔｕｎａみたいなソフトが、なぜスクリーンリーダーできちんと使えるよう

に作られないのか。ＯＳ標準の入出力部品を使えばどんなソフトでもスクリーンリーダ

ーで音声化できると理論的には言われますが、結局のところ使えるソフトはむしろ少な

いのではないですか。なぜそうなってしまうのでしょう。 

参Ｃ：全Ｃさんがきっとフォローしてくれるんだろうけど、ユーザーインターフェイスの

部分はいろんな作りがあって、そのオーサリングツールに付いてるものがあれば、フラ

ッシュみたいなのでぱぱっと作っちゃうという方法もあるだろうし、いろいろあるので、

それはそのソフトハウスの考え方に左右されるんでしょうね。これから先はどうなって

いくのか分かりませんけども、ＪＡＷＳとかが使いこなせて、そのスプリクトをどのぐ

らい思案していくかっていうところに話はいかざるをえないのかなあという気はします。 

参Ａ：ＤＡＩＳＹコンソーシアムがまったく新しいオーサリングソフトを作りつつあって、

その時にはアクセシビリティはちゃんとすると河村浩さんは講演しておられました。 

参Ｃ：そういうコンセプトがあればできるんですよね。そこの問題だけだと思うんですね。 

参Ａ：私が言っているのは、世の中のたくさんあるソフトの全てがユーザビリティ、アク

セシビリティが高いというのは保証が難しいかもしれないけども、ＤＡＩＳＹってそも

そも情報障害者のためのものなんでしょ？っていうところがあって、それが何故できな

いかっていうところには、相当の不満を感じますね。 

参Ｃ：そうですね、そういうところをやっぱり主張すべきですよね。 

参Ａ：マルチメディアではなく音声のみのＤＡＩＳＹについても、視覚障害者が編集でき

るようになったのは２００２年のＰＴＲ１発売からです。ＤＡＩＳＹの実用化元年を１

９９８年とすれば４年のタイムラグがあったことになります。障害者関連のソフトであ

ってもこうなってしまうのはなぜなのか。開発に携わる人たちの意識の問題なのか、ソ

フト開発のプロセスや道具立ての中に原因があるのか…、なんといいますか、解決しが
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たい慢性病みたいなものがあるような気さえしてきます。 

全Ｃ：あります。 

参Ａ：そうですか。その病気の正体はなんですか？ぜひ、おっしゃっていただきたい。 

全Ｃ：開発チーム中でコミュニケーションが１００パーセントとれているか？ていうのが

ありますし、仕様書がちゃんとできてやっているか？仕様書のレベルも、ざくっとした

状態だと、開発チームによってはその中にいても認識が違う。Ｗｉｎｄｏｗｓでやる時

に、どういうふうに規格ができてるのかっていうのはとくに決まってないので、提供さ

れているツールによって、また作る人の趣味によって変わりますので、出来上がりとし

てはＷｉｎｄｏｗｓ上で動いているものでも、実は細かいところで全く違うっていうの

は仕方ないというか、誰かが決めるというか、ＪＩＳ規格の狙いはありますが、そんな

細かいとこまで言うわけにいかないし、決めたって守れないのかなあと。ＤＡＩＳＹ  

ＸＭＬというのがＤＡＩＳＹ３．０を作る規格になっていて、それをマイクロソフトさ

んが、ワードを書くとＤＡＩＳＹ  ＸＭＬも自動的に書き出す変換ツールを作りますと

既に発表されている状態まできています。なんでもかんでもワードじゃなきゃいけない

とは思っていませんが、ある程度、対応性も持ってワープロで使い、自動的にＤＡＩＳ

Ｙ  ＸＭＬができると、ＴＴSとかいろんなツールを使うことで自動的にマルチメディア

ＤＡＩＳＹができあがるところまでは来たんじゃないかなというところですね。アメリ

カでは、既に実用化されています。 

参Ａ：ＴＴＳってつまりテキスト ツー スピーチね。 

全Ｃ：はい、音声合成…。 

参Ａ：音声合成で音にしてマルチメディアＤＡＩＳＹを作るのはあまり魅力的ではなくっ

て、今の場合は音源は音源で別にあって、それとの組み合わせで作りたいという話です。 

全Ｃ：ＤＡＩＳＹ３．０はデジタルテキストありきの話です。そういう話でいうと、音声

合成データなので、逆にいうとその音声データを元に何らかの一定レベルのデータとし

てやるとうまくそれが合ってくれるようなものが、誰かが大きな声を挙げればできるの

かなあと、けど、アメリカでも全部ＴＴＳを使っているのではなくて、人間が読上げて

作ることもしていますので、たぶんそれのリクエストは出てくるだろうと思います。情

報を十分に把握していないので推測の部分もありますが、そういう方向に進んでいると

いうところだけは…。もう少しするとできるかもしれないので、期待しているところも

あります。 

全Ａ：本の種類によって、今すぐ読みたい本は合成音声のものでとか、本の種類によって

作り方というか、完成の方法が変わる未来がくるかもしれませんね。今、ＤＡＩＳＹに

絡んで、未来に向けての技術的な話だったと思いますが、今はないけども、将来的にこ

ういう機器があったらいいとか、皆さん何かこう思い描いていることがありますか？ 

参Ｄ：「ないーぶネット」とか「びぶりおネット」とか、利用したい気持ちはあるんですけ

ど…、でも、パソコンの前に座りたくないというのがあって。通勤時間や移動時間を利

用して本を読みたいですね。ＤＡＩＳＹは、大きいし重たいし、まあ小っちゃいのが出

たという話でしたけど、移動中に聞けるものが欲しいなあという。 

全Ａ：それがあれば、「ないーぶネット」とか「びぶりおネット」とか使って、ダウンロー

ドしたいということですか？ 

参Ｄ：そうですね。 

参Ａ：通信しながらストリーミングじゃあ通信費がかかってしょうがないですよね。 

全Ａ：個人は、ストリーミングサービスだけですよね、今は。 

全Ｃ：移動しながらだと、必ず切れてしまいますね。 

全Ａ：そういうものができたら、幾らぐらいまでだと購入しますか？値段は関係あると思
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うんですよね。機器はできるだろうとけど、値段の問題かなあと。 

参Ｄ：難しいですよね。 

参Ａ：難しいなあ。 

参Ｄ：それってどの程度ならどうなのかなあっていう…。 

全Ａ：今のプレクストークは再生だけが３万…。 

参Ｅ：３万５０００円。 

全Ａ：で、録音できるのが８万…。で、給付を使う場合もありますね。 

参Ａ：手帳の等級によります。参Ｄさんは該当するのでしょうか。 

全Ａ：２級以上でしたよね。 

参Ａ：３級以下は対象外ですね。でも、携帯ラジオぐらいの大きさでプレクストークのよ

うな音の読書ができて、それが「びぶりおネット」にも繋がっていて、データをとって

くれるというようなのがあれば良いという感じかしら？ 

参Ｄ：良い感じですね、新聞があったりとか…。 

全Ａ：図書と新聞と、後、どんな情報があったらいいと思います？ 

参Ｄ：一番困ったのが専門書ですね。それを全部スキャナで取り込んだり、テキストデー

タなんかはなかなかいただけなかったので…。 

全Ａ：参Ｆさんが困っているのは地域の情報だとおっしゃってたんですね。回覧板とか回

ってきても墨字を見ることはできないので、そういう情報が得られるようになったら助

かるとおっしゃってるんですけど。 

参Ａ：これを実現するためにはどうしたらいいのか 

参Ｄ：難しいですよね、そういうことまでいっちゃうと…。 

全Ａ：地域の情報はやっぱり…。 

参Ｄ：地域の人に聞いちゃいますけどみたいな感じで…。 

全Ａ：聞けれる環境にある方っていいだろうなあって思うんですよね。 

参Ａ：これは、なんていうか、遠隔地対面朗読か。（笑い） 

参Ｄ：それこそ…、スカイプ？ 

参Ａ：そう、読んでほしい資料をファックスで送るか、スキャナで読み取ってそのデータ

をメールするか、パソコンに接続したカメラで撮影してスカイプで送るという手も。 

全Ａ：やっぱり人的サービスはぜったい必要だと思いますね。 

参Ｃ：そういうところではＯＣＲとかはあんまり使えないですかね？ 

全Ａ：ＯＣＲで得られる情報もあると思いますが、防災情報などは地図だし、ＯＣＲだと

難しいですね。地域の情報をどう入手するかは、生活の安全に関わってきそうですね。 

参Ａ：そうすると、分からない印刷物のかたちから分かるかたちに変換するところに、ど

うしても人間が介在しないとだめそうですね。そこは重要なとこですね。テキストデー

タが手に入ればそれでいいやというほど簡単ではなさそうな気がします。 

全Ａ：システムが介在するところと、人が介在するところの両方かなという感じですね。 

参Ｃ：長谷川先生とかがやってるのもしかりだけど、ああいうのは本当にいいんじゃない

ですかねえ。カメラで撮ったりして、サポートを受けるとかっていうのは…。 

全Ａ：参Ｃさんは、そういうシステムがスタンダードになったら利用しますか？ 

参Ｃ：その点ではあまり困っていないので、利用しないと思いますけども。 

全Ａ：周りの方とか利用しそうですか？ 

参Ｃ：必要な人は多いと思いますよ、やっぱり。 

全Ａ：今はないけども、これから先あったらいいなと思われるものはありますか？ 

参Ｃ：情報、通信とか、最先端のということになると、更に高度な使い方に話が行くんで

すが、教育の立場から言うともう少し足元を固める必要もあるという印象はありますね。
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最近問題視されているのが理科、例えば計測機器です。電圧計ったりする機器すらない

んですよ、音声化されているのが。体重計も体脂肪計も喋る時代に、学校教育で必要と

される教育の中で実は進んでいない。昔ビープ音で教えてくれるのがあったんですよ。

電圧とかをね。 

参Ｂ：ありました。 

参Ｃ：例えば、低い音が長く鳴ると５で、高い音が短く鳴ると１だとか、そういうの組み

合わせて読み取ったりするのがあるんだけど。今、もう、開発されていないようです。 

参Ａ：音声テスターを作っていた会社がなくなってしまったという話を耳にしました。 

参Ｃ：そうなんです。そういう世界では、パソコンにセンサーを繋いでっていうやり方が

結構ある。どのくらい普及しているのか分からないけど、ある。例えば、スクリーンリ

ーダーとか読めるように工夫したソフトを抱き合わせで売っているっていうこともあり

ます。ただ、ああいうのはスタンドアローンで動くっていうのは授業を展開するにして

も操作するにしても重要なことだと思うんですね。機材のボタンをポンと押せば喋ると

か、シンプルでいいんだけど。だから、最先端のことをやるその少し余力でもって対応

してほしいですね、ＩＴ（ｅ－ｊａｐａｎ 戦略）で学校に高価な情報通信機器が入った

けれども、実はそういうところがされていないとかあります。 

参Ａ：参Ｃさんって面白いですね。洗濯機はＬＡＮで設定してもいいけど，テスターは単

体で動くものが必要だと。 

参Ｂ：私が盲学校にいた当時は先生が手作りで作っていました。喋る電子天秤。 

全Ａ：参Ｃさんは作ってたんですか？ 

参Ｃ：いや、（笑いながら）僕は作りませんけども。そういう技術があるところはいいけど、

教材はあくまでも選択順位として、市販されているものを選べるっていうところが大事

なところです。なので、この報告書のどこかにでもですね、そういう状況があると。例

えば先ほどのブレイルメモだとかが、凄く軽量化され多機能化して便利になってきてい

るんです。だから、そういう情報通信機器を高度に活用する機関にとって凄く、まあ１

０年前からこの夢のような話がどんどん進んで行ってるんですよね。で、乳幼児が点字

の学習の基礎、土台になる力を身に付けるための知育ソフトみたいなものが、もう少し

あるといいなと。新幹線の中である本を読んでいたんですが、その中でも出てくるんで

すね。テキサス盲学校とかが中心になり、そういうプログラムをピンディスプレイとか

を軸に作って成果があったとかなんとかっていう。晴眼者のお子さんは日常生活の中に

文字を見たり書いたりする経験が潤沢にあるのに対して、視覚障害のお子さんは日常生

活の中でそういうのに触れる機会がないと。そういうことが後々の教育にも影響を与え

る可能性は大きいんです。だから、僕もそういうのをできないかなと思って、ブレイル

メモだとか作っているところにメール出したことがあるんですよね。なんか、プログラ

ムを書きたいんだけど方法はないですかとかって、だけど返事は来なかったんです。ハ

ードは、すでに今あるからそれでいいと思うんですが、ただ、パソコンがなきゃ動かな

い知育の機器ではちょっと問題があるので。 

参Ａ：スタンドアローンなんだ。 

参Ｃ：そうなんです。ボタンを押すとそれが始まるというふうに完結させたい。 

参Ｂ：触覚ディスプレイがそういうところに役に立てたらなって思う。 

参Ｃ：僕も、それは凄く思います。 

参Ｂ：凄くそう思うんですが、子どもが触ってピンが安定できるところまではまだできて

いなくて、もうちょっとなんですよ。 

参Ｃ：だから、ああいうふうに二次元的に広いものを、自由に触れる機械っていうのは今

まで考えられない、パーソナルなレベルでは考えられないところだったから、ああいう
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のは安価にできたらいいだろうと思うんですよ。 

全Ａ：価格も問題ですね。 

参Ｃ：僕もアイデアはいろいろある。例えば、ピンディスプレイなんかも、左のほうに出

てくる図形と、右のほうにいくつか図形が並んでて、同じのをカーソルボタンで押して、

完成したら時間が出るとかですね。そういうふうに、今ある機器でもプログラムの仕様

によって十分に実現できる知育ソフトみたいな環境ができると思うんですよね。だから、

そういうのが開発テーブルの上に乗ってくると面白いと思うんですけどね。 

全Ａ：一つの機器でいろんな使い方ができるようになるかもしれないという意味ですね？ 

参Ｃ：ソフトを入れ替えて使えればいいと思う。ニンテンドーＤＳのような感じですね、

ブレイルメモが活かされれば、もっと幅広く使えていいのかなと思ってます。 

参Ａ：うん。参Ｂさん、先ほどブレイルメモの２４で読書をされるとおっしゃってました

が、読書って小説みたいなもの？ 

参Ｂ：そうですね。小説を読んだり、童話を読んだりしますね。 

参Ａ：どちらにしても、結構まとまった量ですね？私もブレイルメモを持ってるし、パソ

コンに繋ぐ点字のディスプレイも持っていますが、あれで読書をしようという気は全く

起こらないですね。 

参Ｂ：多分、私は間違った使い方をしていると思うんです。寝っ転がってお腹の上にブレ

イルメモを乗せて読書をしているんです。 

参Ａ：それは正しいですよ。私が言いたいのは、紙の読書、紙の点字の読書と比べて、点

字ディスプレイの読み心地は、私にはもの凄く悪い。まず、多くても１行しか見えない

でしょ。で、上下の行が見えない状態なので、ボタンを押しながら送っていくっていう

のも辛いし、手触り自体も指に負担が掛かるし。だから、紙の本の点字を読む快適さを

１０としたら、私なんかピンディスプレイを読むのは３か４ぐらいしかないんですけど。

参Ｂさんはもうちょっとありそうですね。点数付けるとどれぐらいですか？ 

参Ｂ：私も、多分、上がるっていっても、４か５ぐらいの感じですね。 

参Ａ：あ、本当。…違わない。 

参Ｂ：私は肩こりがひどくて、ピンディスプレイを読むのが辛い時期があり、ブレイルメ

モというか、ピンディスプレイも読みやすくなって欲しいと正直思っています。 

参Ａ：だから、まずは見開き２ページ分ぐらい表示される広さが欲しいし、それから。 

参Ｂ：お腹に乗せられるぐらいの。 

参Ａ：お腹の上に乗せてもあまり重くなく。手触りももっと紙に近づいてくれないと。だ

から、点字ディスプレイって“できた”“できた”とはいうものの凄く課題があって…。 

参Ｂ：私もそう思います。 

参Ａ：図形に関してはもっといろいろあって、解像度ももっと凄く上がってくれないと、

実際に表わせられるものが少ないとかあって。だから，どんな機器が欲しいかという先

ほどの問については、触図のディスプレイよりも先に，まず触図がきちんと描ける点字

プリンタが欲しい。今、国内ではＥＳＡ７２１という点字プリンタが触図を打ち出すの

にも多く使われていますが、点は大・中・小の３種類。その大と中は大きさが似てるし、

小の点は直径が小さいためにかえってとがって高く出てしまうという問題もあります。

また、点の位置の正確性にも限界がありますし。ＩＴ時代にそぐわないかもしれません

が、まず紙面に触図を描くための性能の良いプリンタが欲しいです。 

参Ｂ：点字プリンタはもっと静かにならないですかねえ。事務所に凄い音がする点字プリ

ンターがあるんですよ。安価だからしょうがないと言えばしょうがないのですが…。私

は音声パソコン使っているのでその音がきついんですよ。そういうところからなんとか

ならないかなと正直思います。ピンディスプレイは、東京大学が点字シート型の点字デ
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ィスプレイを考えているっていうのを見つけたんですけれども、あれが開発されたらき

っと紙に近くなるのかなと。 

参Ｂ：期待したいんです。 

参Ａ：期待はしたいけど、実物見るまで信じられないかなと。 

全Ｃ：継続開発されているか分からないですね。どこからもその話を聞かない。 

全Ａ：今までのお話を聞くと、いろいろ視覚障害者向けの機器は出ていますが、利用者の

ニーズと機器開発のニーズのマッチングがうまくされてない部分があると思ったんです

が、そのへんが機器の大きな問題点の一つなのかと感じました。 

参Ａ：マッチングと言うよりは、技術レベルそのものが高まらない問題じゃないかな。も

っとがんばって欲しいと思われます。 

参Ｄ：競争が少ないからでしょうね、一般の物に比べて。ここに一つこれが出たら、横並

びでだだだだっというわけじゃないしね・・ 

全Ａ：確かに競争がないですもんね。 

全Ｃ：とりあえずできたから、これでいいやっていうところで我慢する、そういう部分も

あるのかなと。「こうじゃないとだめだ」ともっと主張する必要があるとは思います。で

ないと分からない…、点字ディスプレイが、実際に使っている人にとって使いづらい状

況があることは今日初めて聞きました。メーカーさんからそんな話を聞いたことがない。 

全Ａ：メーカーさんは、そういうことはおっしゃらないですね。 

参Ａ：じゃあ、この報告書で。 

全Ａ：ユーザーさんの声を届けきれていないんですかね。参Ｅさんどう思いますか？ 

参Ｅ：一社が出てしまうと、こういうもんだと思い込んでしまう人は多いと思いますね。

「点字ディスプレイが読みにくい」いというのは参Ａさんぐらいですね。 

参Ｂ：ここにいます。ここにもいますから。 

参Ｃ：調査をすると、そういうふうに思ってる人は多いんじゃないかな。 

全Ａ：機器の実態調査、ユーザーさんの声が必要なんだと、今、聞きながら思いましたね。 

   ところで、先ほど話に出ていたスピーチオはどうですか。 

参Ｄ：スピーチオは？見た目といい、大きさといい、これはなんだろうな…、みたいな。 

参Ｂ：スピーチオは、最初見たとき、不思議な機械だなと思いました。 

参Ａ：郵便物の封筒にＳＰコードを付ければ、これはどこかの郵便で中身は何、というよ

うな確認には使えるかもしれません。封筒にＳＰコードを付けてくれる所が増えればで

すが。機械ももっと小さくする必要がありそう。ＳＰコード付きのニューズレターを出

したり，役所でも１００ページもあるような福祉の手引きのような墨字の冊子の全ペー

ジにＳＰコードを付けたりした例を見たことがあります。これで、この冊子をバリアフ

リーにしましたというような感じで。でも、ほとんど実用性がないと思うんです。目次

のページをスピーチオで聞いて、読みたい項目は何ページにあると分かっても、そのペ

ージをぱっと開く手段がないのですから。音声での情報提供をしたいのなら、カセット

テープとかＤＡＩＳＹ ＣＤなどもっと他の方法が考えられるはずです。 

参Ｅ：アイデアは悪くはないと思うんですが、ＳＰコードとＱＲコードはどこが違うのか

という話になるんですね。それからＳＰコードがワードで文書を作って、このソフト使

って、さらにコピーするときはどれだけの解像度以上のものでコピーしてというような

ことを言わなければ、アイデアは悪くない。 

参Ｄ：インスタント食品の隅っこに付いてたら凄く便利だと思う。 

参Ａ：視覚障害者のことを全然知らない一般の人たちに、ワードで作ってこれしたら聞こ

えるみたいなのは危ないんですよ。危険が伴うっていう感じ、誤解されるっていうか。 

全Ａ：あれが付いていればいいでしょ。ユニバーサルデザインでしょ…、みたいなことで
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すか？ 

参Ａ：みたいな。 

参Ｅ：普通に書いてそのまま読ませると殆どちゃんと読まないです。校正しないと文字を

読み間違えます。読み方を書き換えて、ちゃんとしゃべるように編集したＳＰコードに

して印刷した上で、墨字を全部元に直すっていう作業になる…。この作業は大変ですが、

あたかもワードで文書を作ってポンといれるだけでいいとみんな思いますよね。 

参Ｄ：ライオンのカタログも作っているでしょ？内閣府が出している「くらしの豆知識」、

あれが見たいのでＤＡＩＳＹで欲しいとずっと言ってて、やっとできたらＳＰコードで

した。 

参Ｅ：さっき参Ａさんが言っていた通り、１００ページのものをＳＰコードで読む、１０

０ページのもので50ページ目を読むのがどれだけＳＰコードで難しいか。量は２ページ

か３ページぐらいしか入らないですね。 

参Ａ：機械の中にね。 

全Ａ：読み取る差し込みのことですね。 

参Ｅ：使い勝手がいいのは、回覧板の中に入ってれば、何が来たのかわかると思うんです

けど。でも、自治会の人が作れるか…。 

全Ａ：作成作業も使い易くなって、コードも適切な場所につけばいいのかもしれません。 

参Ｅ：でも、レーザープリンタ持ってないとダメですよ。 

参Ａ：ＳＰコードはコピーでは画質が落ちて読み取りできないのだそうです。 

参Ｂ：テルミーがあるんですが、厚いほうの差し込みには苦労しています。 

参Ｅ：ちょっと厚いですよね。１度に１０枚ぐらい入ります。 

参Ｂ：今、給料明細の端っこに付けてもらっていて、ＳＰコードを。自分で明細を毎月読

むことができて役には立っていますが、ワード以外のソフトでも、テキストでもいいん

で、他のソフトでもできるといいなと。会計の人が大変なのでなんとかなったら…。 

参Ａ：給料明細なんかは意味のある使い方でしょうけど。 

全Ａ：数字情報はいいかもしれないですね。 

参Ａ：毎回決まったフォームだから内容的にね。チェックとかはしやすいかな。 

参Ｃ：実は授業でどのぐらい使えるかっていう実証実験をやったことがあるんですよ。読

みが問題なんですよね、一番ね。特に僕は理療科なので、もの凄く大変。 

参Ａ：漢字の読みがめちゃくちゃになって。 

参Ｃ：結局、何が一番向いているのかなと、先ほどテルミーであった単票ものなんですよ。

例えば問題集ですが、Ａ５ぐらいの大きさの用紙にＳＰコードをすり込んで、それを１

枚ずつ入れて読む。で、正解は次のページを入れて読むとかですね。あと、模型とかに

紐でそういう紙を付けておき、紐を辿り、その紙をスピーチオに差して読ませる。 

参Ａ：使い勝手悪い。 

参Ｃ：無理やりやってみたんですよ。どのぐらい使えるのかなっていう。結局、Ａ４ぐら

いの報告書を書いて送ったんですけど、こういうふうに使えないことはないと。使えな

いことはないけども、実用的かどうかというのは更に慎重な検討が必要でしょうね。 

参Ａ：ユーザーの声がメーカーに届かず次の開発に結びつかないという話がありましたが、

「こんな機器が欲しい」という情報も発信したいけど、「こういう物が凄い触れ込みで出

てきたけど、使ってみると難が多くて…」という情報も発信したい。でも、そういうネ

ガティブな情報は躊躇しますね。どうしたらよいか、知恵を絞らないと…。 

全Ａ：前半にちょっと出てきた中立的に評価する機関が必要ということですかね？ 

参Ａ：それも関係ありそう。 

参Ｄ：言いすぎて、せっかく作ってやってるのに、もう作んないみたいなことになっても
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嫌ですよね。 

全Ａ：なかなか言いにくいことだったり、しますもんね。 

全Ｂ：それはみなさんの中に言いたいこと、伝えたいことがあるということですね。２ち

ゃんねるみたいに好き勝手に言える場を作るとかは…。 

参Ａ：２ちゃんねるにしちゃうと、ものを作っている側が、あれはどうせ２ちゃんねるだ

からっていうふうにしか取ってくれなくなっちゃうでしょ。大事なこと言ってるのに大

事なこととして伝わらない。これまずいですよね。 

全Ｃ：２ちゃんねるより、ウィキペディアに書いていくほうがましですよね。２ちゃんね

るは7割は嘘ですけど、ウィキペディアは１割が嘘です。 

全Ａ：時間も後１５分、全Ｄさん「ないーぶネット」とか「びぶりおネット」のこととか

について、お聞きしたいことはないですか？ 

全Ｄ：「ないーぶネット」は全視情協の中心となるネットワークで、音声については昨年の

７月に法改正されて配信ができるようになりましたが、まだ、全視情協としては全国レ

ベルでは対処ができていないですね。「ないーぶネット」を使って「もっと、こういうと

ころをこうして欲しい」とかあれば教えてください。 

参Ｄ：「ないーぶネット」は使い良いですか？ 

参Ａ：悪くないと思います。 

参Ｃ：悪くないと思う。 

参Ｂ：悪くないと思います。 

参Ａ：図書を検索し、それをダウンロードしたりオンラインリクエストにするという…。 

参Ｄ：私、オンラインリクエストの意味が分からないんですけど。 

参Ａ：オンラインリクエストというのは「ないーぶネット」で本を検索して、これを要す

るに図書館から借りたいっていう時に、点字の本や録音の本を自分の自宅に送って欲し

いっていうことを、その場でっていうのかな、ネットに繋いだままで、要するにオンラ

インリクエストのところに合わせてエンターキーを押せばですね。 

参Ｄ：送られてきちゃうんですか？ 

参Ａ：私がその本をリクエストしたという情報が、大体地元の、予め登録している情報提

供施設に伝わり、そこの図書館が取り寄せて送ってくれるわけ。要するに借りるってい

う作業、今までだったら手紙とか電話で点字図書館利用してたのが楽なの。 

参Ｄ：楽なんですけど、そういう説明がネット、あのページで作ってあるんでしょうか？

オンラインリクエストの意味が分からなくて、押してみたら確認のページが出るだろう

と思ってたので。なんでもそうじゃないですか。ネットショッピングにしても、押した

ら確認のページが出てそのあとOKボタン。オンラインリクエストをぴっと押したら「リ

クエスト完了しました。」オンラインリクエストってなんだろうって思った。 

参Ａ：完了しちゃいますよね。 

参Ｄ：じゃあ、本が送られてくるんですね。ＤＡＩＳＹか何かが。 

参Ａ：送られてくると思われますね。 

参Ｄ：説明不十分、他の部分にしても。福祉施設の職員の方とお話してた時に、この「な

いーぶネット」っていうのは使い良いのかなって。これはやっぱり、元々見える人用に

作られた点字図書館の職員の…。 

全Ｄ：それをユーザーに開放したという経緯です。 

全Ｂ：点字図書館を元々使ってる人と、そうじゃない人が使うっていう差もあるので…、

あなたは点字図書館は、利用されていますか？ 

参Ｄ：はい。 

全Ｂ：そのときの、貸し出しの方法が楽になるよっていうことで、今までは、電話で言っ
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てたじゃないですか…。 

参Ｄ：そういう説明がページ上にあってもいいのかなと。どうも説明が少ないなと思って。

分かる人は分かるんだろうけど、だから、本当にそういうお仕事関係用なのかなってい

う、まあ、検索はできるのでこういう本もあるのかということは分かるんだけど、利用

の仕方がもう一つ分からない。 

全Ｃ：２年前に作られたシステムなので、ユーザーインターフェイスが確立されていない

ということもあります。 

参Ａ：でも、今のはユーザーインターフェイスの問題ではなく、説明不足というか、説明

の仕方の問題でしょうね。 

参Ｄ：この点字データはダウンロードしてどうなっているのかなとかいつも考えながら。

だから、登録はしたもののまだ１回も利用したことがなかったんですけど。 

全Ａ：「ないーぶネット」にはもっと蔵書を増やして欲しいとか、何か期待がありますか？ 

参Ａ：「びぶりおネット」も「ないーぶネット」も、正直に言えば、登録する点字や録音図

書の質を一定レベル以上にして欲しいという希望はあります。今は、質のばらつきが大

きい。ただ、「びぶりおネット」も「ないーぶネット」も、いわば箱を提供しているので

あって、中身である図書の質はそれを製作した情報提供施設の責任なんですよね。だか

ら、なネットがいくら張り切ってもそこは難しいのかなというふうに思います。で、私

は「ないーぶネット」や「びぶりおネット」で読んだ図書に関する感想や要望をワンタ

ッチで、メール配信で作ったところにフィードバックするという仕組みを付けたら良い

のではないか。そういったことによって、利用者からの意見がもっと届くようになると

思いましたが、これは図書館現場の人には望まれないことらしいです。何故ならば、あ

る点字図書館の職員いわく、今だって忙しいのにそんなメールが来たらそれにいちいち

答えるなんてとてもできないなと、いう声を聞いたことがあります。それに対して私が

もっと思ったことがあって、じゃあ、今は郵便等で送られてきた利用者からの声に対し

て本当に答えてくれているだろうかということです。で、私は、昨年１年間の間に、Ｄ

ＡＩＳＹ図書に限ってなんですけども、その内容や作り方や図表の読み方や注の入れ方

等いろいろなことに関して、七つの情報提供施設にお手紙を書いたんです。私はユーザ

ーとして、こういうふうに思いましたって。ところが、お返事をくれたところが７分の

２しかなかった。ということは、情報提供施設は今でも既に、お客から何かそういう要

望とかきても、なんか、お答えをあまりしてくださらないというところが少なからずあ

るような気がして、これは大変残念なことですね。こういうのはシステムどうこうとは

かなり次元が違うけど、でもそういうところからみたいな思いがございます。 

全Ｄ：答えにくいこともあったかと思いますが、でも、回答する必要はあったと思うんで

すね。それは施設の責任だと思いますし、いろんなかたちで研修もやっていますね。職

員がなまけているわけでは決してないのですが、「ないーぶネット」を運営する側として

は、こういったことは確かにしょっちゅう言わないといけないところです。 

全Ａ：参Ｄさんがおっしゃってくださったように「ないーぶネット」にしても説明不足な

ところがあっても、利用者からの「説明不足だと」という声がなかなか届かないわけで

すよね。声なき声がいろいろ存在するんだろうなって感じますね。 

参Ａ：全般的にいえることですけども、ユーザー(当事者)の声が届いていないとよく言わ

れますが、声を届ける作業はものすごく大変なんです。声は出せば届くということはあ

りませんから。で、声を届ける支援をするっていうのは一つの仕事になり得ますね。こ

んな困ったことがあるなら代わりにその声を届けてあげましょうかっていうのは私あま

り好きじゃない。だけど、声を届けたいんだけどどうしようか、ね、一緒に悩みながら

やってくれる一種の弁護士かな、弁護士とも少し違うけどね、そういう役割を果たして
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くれるところがあると嬉しいと思いますね。 

全Ｃ：今のインターネットの世界、Ｗｅｂ２．０はそういう世界なんですよ。自分の声を

自分で発信しながらそれを全体に伝えるっていうような世界になっていますね。 

全Ａ：最後に何か言い足りなかったことがあれば…、すでにヒントになるというか、現状

を表している言葉を沢山いただいているのですが。 

参Ｂ：さっきのお話しに軽く付け加えても良いですか？点字の校正をやっていたことがあ

るんですけども、点訳ボランティアさんによって分かち書きとかルールが、ルールの解

釈とか、校正のレイアウトの仕方はホンの少しずつですけどもずれがあって、これを全

部統一するのは難しいなと感じました。 

参Ｄ：今回の調査は厚生労働省に報告ということでしたが、情報システムの構築は凄く言

われてることなんで、経済産業省・内閣府にも伝えていただけたらと思います。 

参Ｃ：私もこれからも発信は続けていこうと思いますが、ぜひ教育のほうにＩＴの最新技

術の恩恵を少し回していただけたら良いのかな。当事者団体も、そういう後輩のために

研究資金を出して一緒に仕事ができるような機会が増えてくれると嬉しいですね。海外

だとそういうのは結構あるんです。そういう当事者のところがもう少し力を入れてくれ

るともっとハッピーになるのかなと思います。でも、そんな他人頼みはいけませんので、

私自身も、今、こういう立場になりましたもんですから、そのあたりをみなさんと一緒

にできることを少しずつやっていけたらと思っています。よろしくお願いします。 

参Ａ：「びぶりおネット」が、今はパソコン使ってますけど、参Ｄさんがおっしゃるように

パソコンの顔なんか、もう見たくないわけですよね。なので、パソコンの顔をしていな

い、フレンドリーな道具でできればいいと思うのですが。その時ね、結局、ネット接続

っていうところで、どうなんでしょう。例えば、機械買ってきたら、ぽしょっと差し込

んだらすぐネット接続ってできないらしいという話聞いていると、その接続をちゃんと

するところに人的サポートがいるらしいのですが、これってなんとかならないんですか

ね。で、これがなんとかならないと、日本全国、あるいは、世界もそうかもしれないけ

ど、散らばっている人々のところにいちいち人が行かないとネットも繋がらないって不

便だと思いませんかということがあって、凄い身近な問題なんですけどね。そういうふ

うに改善して欲しいなと思うことです。 

全Ｃ：ちゃんとした無線ＬＡＮの規格を持っていると電源をいれたら直ぐ使えるそうです。 

参Ａ：その家に無線ＬＡＮがなかったらどうなさいますか？ 

全Ｃ：駄目です。 

参Ａ：そこです。そのちゃんとした無線ＬＡＮができるところまでができないんですよ。

なんとかなりませんか？ 

全Ｃ：なんとかさせます。 

全Ａ：技術で解決できることは技術で解決してもらって。最後に全Ｂさん、お願いします。 

全Ｂ：長時間ありがとうございました。立場の違う方、環境も考え方も違う４者４様の方

の率直なお話をお伺いでき、私たちにとってキーになる言葉がたくさんありました。こ

れをただ聞かせていただいただけではなく、今後の活動にしっかり活かしていきたいと

思います。今回の全視情協の研究はシステムを前提としているので、機械というふうに

イメージされがちですが、最初から言っているのは、機械でやれることはやったら良い、

だけど、人が必ずそこに存在しないといけない、人の存在がある上で新しいシステムを

考えていこうということです。今日の皆さんのお話し聞いていて、全視情協という組織

が全国の各地域の視覚障害者の情報提供環境を向上させていくためには、それぞれの顔

が見える、声を知りあっている、そういう人が数多くいる状況が重要であり、そういっ

た場をこれからも開こうという思いがありますので、これからも全視情協のブレーンと
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して、お力添えいただけたらと思います。今日は、本当にありがとうございました。 

 

以上で、座談会 終わり 

 

以下は、当日急きょ欠席した参Ｆ氏からのボイスメッセージの内容。 

―――――――― 

インターネットによるニュース等、点字図書、「ないーぶ」や「びぶりおネット」等、読

書環境は整ってきて、情報のアクセスが可能になって来たといえます。課題は操作をマス

ターすることだと思います。アクセスできる人、できない人の格差が生じていると思いま

す。中途視覚障害の場合、学習の場所がない、学習してもマスターしにくいという課題を

よく耳にします。サポート体制の強化が必要だと感じています。 

ニーズ調査の結果を見せていただきましたが、本校卒業生のＰＣ利用調査で、卒業生の

３分の２がＰＣを使っていましたので同じ実態と思いました。機器を使っている者にとっ

て、ＰＣや携帯端末からの情報の利用は無くてはならない道具であり、機器が使えないと

非常に困難さを感じます。目が見えるものが、見えなくなったときと同じように、情報へ

のアクセスが困難になるという、すでに無くてはならない道具として使っている人、その

必要性はあるがマスターが困難だと感じている方がいます。機器の利用の必要性を感じて

いない方もいます。障害者のニーズにあわせた利用が、実際には行われています。どんど

ん、機器を使いこなせる人には高機能を必要としているし、機器を使いこなせない、基本

的に簡単に使える、情報をアクセスできるようにする、簡単に使えるというのは難しいの

ですが、そのあたりの部分を考える必要あると思います。基本的な部分とより高度な部分

が使えるようにすることが大事だと思います。 

障害者が使う道具、福祉機器といわれますが、視覚の障害の有無に拠らず、見える世の

中で色んな機器が開発され、利便性が追求され、効果を得るために開発されているのと同

じ考えで、視覚に障害があるわけですが、同じように、やはり使いやすさ、利便性を追求

する発想でものを作ると見える場合はＧＵＩといったような表現でより能率よく、これと

同じように音声や点字といった触覚や聴覚を使って、より能率のよい、よりアクセスのし

やすい環境を作るのも重要であると常々感じています。 

情報そのものが、デジタル化されて来ていて、社会の中で情報を共有化する観点で、視

覚に障害もあるものにとっても、共通に利用できる基盤を作っていくことが大事だと思っ

ています。共通に利用できるデジタル情報を基に、その後、ユーザー側のアクセスしやす

い手段をとる、ビジュアルなアクセスや音声や触覚といった視覚障害者がアクセスするた

めにいかに、基となるデジタル情報へのアクセスが可能になるか期待したいところである。 

現在、私がインターネット等を利用して感じている困難は、様々なＷＥＢページが視覚

的に表現されていてＳＲを利用してアクセスした場合、非常に時間がかかる、困難さがあ

ります。能率が悪いです。 

視覚に障害のある者が、見える者の環境にあわせているという、こういった点の能率の

悪さを感じます。様々なＷＥＢページが利用できる点は、便利になっています。 

解消の方法として、様々な視覚障害者専用のホームページを読むための、アクセスするた

めの専用のソフトが開発され、これは非常に有効であると考えています。 

今、生活をしている中で、困難を感じているのは、私も家内も視覚障害ですから、回覧

板の確認や、チェックして次にまわさないといけないとき、直ぐに見えるものが家に来て、

確認してくれるといいのですが、直ぐに確認できないということです。こういう地域社会

での情報のやりとりの中で、情報をデジタル化できる仕組みがあればアクセスが可能と思

います。そういう提案ができればよいと思います。近所のスーパーの特売などの情報は、
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新聞ちらし等にあるが、地域の情報は紙媒体でしかない現状があるかなと思っております。 

あと、家電など機器を使う場合、マニュアルが読めればいいので、デジタル化されてい

ないかとネット上で探すわけですが、ＰＤＦ等であり、テキスト情報を提供できない場合

があり、メーカーに問いあわせ提供を依頼するわけですが、視覚障害者が利用する場合、

せめてマニュアルが読めれば操作が可能な部分もあるので、その情報をテキスト、あるい

は分かる状態での情報提供ができる仕組みが欲しいと思います。 

今後、できればいいなと思っているのは、画像の認識。特徴を抽出する技術が進んでい

ると思うのですが、画像の内容をコンピューターで認識して、その特徴を視覚障害者に提

供できるようなかたち。先日、ニュースで放送されていた、東京大学で開発されたサイバ

ーゴーグルの情報が出ていたがそういったものが実現できれば画像から、視覚障害者にと

って必要な情報を得ることができる。音声や点字で確認しながら、リアルタイムで情報が

得られるということは、外を歩行する時の道具としても、ホームページから画像情報を得

る手段としても使えるかなと、とても期待しています。 

今後、望みたい機器、システムを含めて考えた場合、社会全体を捕らえて考えた場合、

街の中に出て、何があるかの情報を視覚障害者はとても知りたいわけです。各場所の情報

が得られる。そういった発信をするための無線のＩＣタグなど、それを受ける受信機をひ

とり一人が持っていて、小型で利用できて、ＩＣタグからの情報を得て、どこそこに何が

あるか得る、端末からはアクセスできるようにして、自動販売機であれば、販売している

内容、どういう特徴があるかということ、購入するためのアクセスするキーがあって、こ

ういった視覚障害者用の端末がひとつあって、自動販売機や券売機にしても、色々あるが、

統一した規格になっていると非常にいいと思います。更に、信号機などの情報は位置情報、

信号機の状態を音声で知らせてくれる、点字で表示する。エレベーターにはいっても、ボ

タンはいろいろあるが、リモコン、情報端末にて操作して、今、何階にいるのか、何階に

いきたいのか指定できるような端末は複雑でなくても可能ではないかと思います、こうい

ったものを持って街に出ればかなり視覚障害者もかなり単独で、街の中を歩いたり、利用

することが可能になると思いますので、是非、こういったものが実現できればと願ってお

ります。 

以上 

ありがとうございました。 
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活字文書のアクセシビリティに向けて 

静岡県立大学 教授 

石川 准 

 

 私は全盲なので本や雑誌をそのまま読むことはできない。そこで多くの本はスキャナと

ＯＣＲを使って電子テキストにして読んでいる。ご認識という問題はあるが、読みたい本

をすぐに読めるのがこの方法の最大のメリットだ。 

 それなら、本を読めない人たちが、電子テキストを蓄積して相互に利用し合うシステム

を作ることはできないだろうか。だが現行の著作権法からいえることは、たとえそれが印

刷文字を読めない視覚障害者に限定した相互利用であっても、現状では電子図書の相互貸

借、ましてはインターネットを利用しての交換などはもってのほかだという事だ。それは

ファイル交換ソフトなどを使った音楽データの交換と同等の違法な行為とみなされてしま

う。 

 障害者の読書環境は、技術インフラとともにその国の著作権法のあり方に大きく規定さ

れている。障害者の情報アクセスという観点から見たときの日本の著作権法の改正のペー

スは遅々としている。およそ１０年の間、障害者放送協議会（２０の障害者関係団体によ

り構成）が、印刷物を読めない障害者の情報アクセス権を補償する見地から、著作権法の

在り方について具体的な提言をしてきたが、現行の著作権法が一定の配慮を示している対

象は、現時点ではまだ視覚障害と聴覚障害だけである。認知されている代替メディアも点

字と録音と字幕に限られ、電子テキストや手話は認められていない。視覚、聴覚以外の障

害者、例えばディスレクシア（読字障害）や上肢障害、高齢等が原因で通常の印刷物の読

みに困難を持ち、録音図書や電子テキストによる読書へのニーズを持つ人々がいることや、

知的障害、発達障害、高次脳機能障害等のために、難解な用語を含む文章の理解に困難を

抱え、書換えへのニーズを持つ人々がいることへの配慮はない。 

 点字や録音や字幕にしても、ネットワークを通してのサービス提供、つまり公衆送信が

認められたのは、点字でも２０００年、録音と字幕にいたってはようやく２００７年であ

る。 

 知的財産権の保護をどこよりも絶対視する国と思われがちなアメリカでさえ、１９９６

年の著作権法改正（チェイフィー改正）以後は、認可された非営利組織や政府機関が、視

覚障害者やディスレクシアなどの活字文書の読みに障害のある人に限定して、公表された

出版物を、著作権者の同意なしに、点字、録音及び電子テキストの形式で複製することを

認め、既にずっと先を歩んでいる。その結果、いまやディスレクシアは視覚障害者をはる

かに上回る録音図書の主要なユーザーとなっている。教科書や専門図書を視覚障害者やデ

ィスレクシアに貸し出す活動を行っているＲＦＢ＆Ｄ（Ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ ｆｏｒ ｔｈ

ｅ Ｂｌｉｎｄ ａｎｄ Ｄｙｓｌｅｘｉｃ）は、利用者の比率を、視覚障害が２０％、学習

障害（ディスレクシア）が７５％、身体障害が５％だと報告している。 

 また、録音や点字と比べての電子テキストの比重はますます大きくなっている。たとえ

ばＢｏｏｋｓｈａｒｅ.ｏｒｇと言う電子図書の相互利用オンラインコミュニティが急成

長している。運営するのはＢｅｎｅｔｅｃｈというＮＰＯ法人で、かつて視覚障害者用OCR

読書ソフトを開発・販売するベンチャー企業を率いていた人が、それを売却して始めた。

Ｂｏｏｋｓｈａｒｅが貸し出す電子図書は、利用者やボランティアが本をスキャンしてＢ

ｏｏｋｓｈａｒｅに提供したものが多くを占めている。また出版社にも電子データの提供

を要請している。電子テキストは、デジタル著作権管理技術(ｄｒｍ)を用いて暗号化し、

視覚障害者やディスレクシアなど、著作権法で認められた人だけが読めるようにしている。 

 また、アメリカは２００４年に障害者教育法を改正し、全国指導教材アクセスセンター
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(ＮＩＭＡＣ)を設立し、それまでに多くの州が教科書選定の契約条件として電子データの

提供を出版社に求めるようになっていたのを一本化し、出版社が小学校から高校までの教

科書の電子データをＮＩＭＡＣに納本する仕組みを作り上げた。そして、先に紹介したＲ

ＦＢ＆ＤやＢｅｎｅｔｅｃｈ、さらには点字出版所のＡＰＨ（Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｐｒｉｎ

ｔｉｎｇ Ｈｏｕｓｅ）等の情報提供施設が、ＮＩＭＡＣと各学校の間を媒介して、全米の

学校からのリクエストに応じて、ＮＩＭＡＣに蓄積された電子データをデジタル録音教科

書や電子テキスト教科書、点字教科書等にして提供するサービスを請け負うことになった。 

 実は、電子テキスト図書を作ろうとする試みは１９９０年代に始まっている。やがてそ

れはデジタル録音図書の規格策定に統合されていった。デジタル録音図書の国際規格の策

定と普及は、ＤＡＩＳＹコンソーシアムにより進められた。最新のＤＡＩＳＹ３．０と言

う規格は、人間が読んで録音した音声データに章や節などの構造情報を追加したＤＡＩＳ

Ｙ録音図書、テキスト情報に構造情報を埋め込んだＤＡＩＳＹテキスト図書、録音とテキ

ストを両方入れて両者を同期して再生、表示できるＤＡＩＳＹマルチメディア図書を包含

する規格となっている。また、画像も音声やテキストと同期できる形で入れられるように

なり、視覚に障害のない学習障害等の利用者のニーズに充分対応できるようになった。こ

れによって、ＤＡＩＳＹはデジタル録音図書の規格を脱皮して、印刷物を読めないすべて

の人の特性に配慮したマルチメディア図書の規格へと進化した。それを評価して、アメリ

カは全国指導教材アクセス規格(ＮＩＭＡＳ)としてこのＤＡＩＳＹ３．０を採用し、ＮＩ

ＭＡＣが提供する電子教科書はすべてＤＡＩＳＹに準拠することとなった。 

 しかし、日本の著作権法は、電子テキストを点字や録音のような代替メディアとして認

めていない。公共図書館を情報提供施設と認めていない。視覚障害以外の印刷物を読めな

い人達の文化的権利への合理的配慮も未着手だ。これらは解消しなければならない障壁で

あり、特別支援教育が始まり、障害者の権利条約の批准に向けて国内法の整備を進めなけ

ればならない今はその好機である。 
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新システム研究報告書 

社団法人コンピュ－タソフトウェア著作権協会 

専務理事 久保田 裕 

 

 

 私が所属する社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会（ＡＣＣＳ）は、２０年以

上にわたって、文化の発展に貢献することを目的として、デジタル化され流通するソフト

ウェアやコンテンツの権利保護と適正な流通の促進に向けた活動を行っています。それを

実現するためには、「法」と「電子技術」と「教育」の3点からバランスよくアプローチし

なければなりません。 

 私が関わっているソフトウェアや技術は一般人の生活を効率化・合理化するだけでなく、

ハンディキャップのある人にとっては福音でありライフラインです。こう考えるようにな

ったのは、物理的に移動の難しい人々や視覚や聴覚にハンディのある人の目や耳に代わる

技術が、ソフトウェアの開発やインターネットの利用により急速に発達し貢献しているか

らです。また、私の次男が知的障害を持っていることで、養護学校や施設での活動に参加

する機会が多く、そのたびに、制度や技術や一般の人々の意識への働きかけの大切さを痛

感していたからです。そのような折り、縁があり、社会福祉法人視覚障害者文化振興協会

（ＪＢＳ日本福祉放送）と、特定非営利活動法人全国視覚障害者情報提供施設協会（全視

情協）の理事にと要請がありました。 

 昨年１１月、私は韓国に出張しました。それはソウル市にある「ジョルダンセ電話図書

館」を訪問し、調査するためでした。インターネット技術が普及進展している韓国におい

て、障がい者の方の、著作物という情報へのアクセスという観点から、どのように著作権

制度が構築されているか。そしてどのような技術でスムーズなアクセスを実現しているか

を知ることは、とても重要との認識があったからです。その結果、私はとても驚いたので

すが、雑誌や書籍が音声データに変換されてサーバーに保存されており、視覚障がい者は、

いつでも電話図書館に電話すれば、サーバーに保存されている音声データを自由に聞くこ

とができます。Ｗｅｂの内容を音声で聞くことも可能。それは、韓国では、Ｗｅｂの内容

が多くの場合、音声データにリンクされているからで、仮に音声データへのリンクがない

場合でも、読み上げソフトを使ってＷｅｂに書かれている内容を音声で聴くことができる

ようになっているのです。 

 何の音声を聴くかは、プッシュホンのキーを操作して選択します。プッシュホンのキー

には、パソコンのマウスやキーボードの矢印キーの機能が割り当てられており、これを使

って音声ガイダンスに従って検索をしていきます。音声で聴くため、利用時間は１回当た

り２時間程度とのこと。もちろん電話代がかかりますが、電話会社と提携しており割引制

度があります。サーバーと接続して利用されているのは常時４０回線程度で、最大３００

回線まで増強することができるそうです。 

 韓国の著作権法では、視覚障がい者の福利を目的とする非営利の施設については、著作

物の録音や視覚障がい者専用の方式での複製、配布、伝送が許されていますが、日本の著

作権法で認められていた範囲は、昨年６月までは図書の録音と貸し出しまでで、自動公衆

送信が認められていませんでした。そのため、点字図書館などでは録音した図書館を障が

い者の自宅などに郵送するしかありませんでした。すなわちＷｅｂや電話での利用ができ

なかったのです。 

 しかしながら、日本でも２００６年の臨時国会での著作権法の改正により、点字図書館

等の視覚障害者向けサービスでは著作権者に許諾なくインターネット送信が認められ、昨

年７月１日から施行されています。障がい者に対する権利制限の範囲が拡げられ、法律上
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は、韓国の電話図書館のような施設が日本でも実現可能になったのです。 

 とは言え、現段階ではまだ法律で認められただけに過ぎません。実際の送信の仕組みや

聴くためのシステムの設計や運用は別物です。障がい者の方には、今のシステムの使い勝

手を評価してもらい、技術（システム）開発で対応できることと、さらなる法改正の必要

性の是非を具体的に検討するべきと考えています。 

 ＩＴまたはＩＣＴは、障がい者にとって、社会との接点になる重要なツールであり、ラ

イフラインです。私は、障がい者にとって使いやすいシステムは健常者にとっても使いや

すいという価値観に立ち、障がい者の皆さんの声を聞いていきます。さらに、ソフトウェ

ア技術でアクセシビリティを高めているＡＣＣＳの会員企業などＩＴ業界に協力を要請し

ていくと同時に、全視情協や関連団体を通じ現状の実態を把握し、憲法を踏まえ、著作権

法をはじめとする情報法を真摯に研究し、情報のアクセシビリティが高い社会になるよう

発言していきたいと考えています。 
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視覚障害者向け情報サービスのあり方 

株式会社ネットワーク応用通信研究所 

 代表取締役 井上 浩 

 

はじめに 

近年、インターネット接続サービスを提供するネットワークサービスの充実とそのイン 

フラを活用したＩＣＴサービスの発展にはめざましいものがあります。 

インターネットが広く普及しまだ１０数年しか経過していませんが、それまでの人類の

社会生活とは比べものにならないくらい人々はＩＣＴサービスに依存し、そして社会生活

に活用しています。言い換えると、社会生活においてＩＣＴサービスを活用しないことに

よる社会的損失は計り知れない状況になっています。いわゆるデジタルデバイド問題です。

そのような状況の中、視覚障害者のＩＣＴ利用も独自の問題が生じています。 

 

視覚障害者のＩＣＴ活用における問題点 

 また、視覚障害者に関わるＩＣＴサービスもさまざまな形態で提供されはじめています。

ないーぶネット・びぶりおネットなどがその先進的な例でしょう。 

そして全国の視覚障害者情報提供施設等が独自にサービスを提供し、そして、ＩＣＴを

活用することにより、サービスの充実を計っています。 

このような状況の中視覚障害者が社会生活を送る上で、大きく２つの問題が生じています。 

１．ＩＣＴサービスを利用するデジタル機器を活用出来ない 

２．さまざまなＩＣＴサービスに対し、利用法が煩雑で幅広く活用できない 

 

問題解決のために 

 では、視覚障害者がＩＣＴサービスを活用する上で生じる問題に対し、どのような対応

をしていけばいいのか、前項２つの問題に対し、一つずつ検証していきます。 

 

１．ＩＣＴサービスを利用するデジタル機器を活用出来ない 

ＩＣＴ機器の利用は基本的に視覚による情報入手を基本に進められます。ここに視覚

障害者がＩＣＴ機器を活用する上で大きな問題があるといえます。 

では、そのような問題に対し現状視覚障害者はどのように対処しているでしょう。 

Ｗｉｎｄｏｗｓ上のスクリーンリーダーによる操作、これは、通常Ｗｉｎｄｏｗｓパ

ソコンを視覚から情報を得て操作することに対し、画面情報・状態情報等のあらゆるパ

ソコンからの情報をスクリーンリーダーを通じ、音声で得ることにより、キーボードを

通じパソコンの動作を制御する仕組みです。一般的なパソコン操作に非常に近いので、

広く提供されているＩＣＴサービスがそのまま利用できるメリットがありますが、操作

等に高度な熟練が必要で、全ての視覚障害者が活用できるかは問題があります。 

 

２．さまざまなＩＣＴサービスに対し、利用法が煩雑で幅広く活用できない 

 冒頭にもふれましたが、視覚障害者向けＩＣＴサービスにおいて、既に、ないーぶネ

ット・びぶりおネット等のサービスが提供されています。そして、これらは、ＰＣや専

用端末で利用することが可能です。 

視覚障害者にとってはとても便利なサービスなのですが、今後ＩＣＴサービスにおい

て、これらサービスがデファクトスタンダード(注)になって統一されていくか、といっ

た問題に対しては疑問が残るところです。そして、全国の視覚障害者情報提供施設等の

独自サービスは、さらに新たな違うサービスの派生を生じさせ、利用方法が煩雑になる
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危険性をはらんでいます。 

 

解決に向けて 

では、 

・ＩＣＴ機器の利用にスキルや熟練が必要 

・ＩＣＴサービスが乱立し、利用方法が煩雑になる 

といった問題に対し、どのような解決策があるでしょう。 

 

・ＩＣＴ機器の利用にスキルや熟練が必要 

 現在の健常者におけるＩＣＴサービスの活用方法はさまざまで、パソコンからの活用

はもちろんですが、携帯電話や、ＰＤＡ、携帯電話とＰＤＡが合体したようなスマート

フォン、そして音楽視聴端末、テレビゲーム・パーソナルゲーム機等のゲーム端末とさ

まざまなデバイスからの活用が可能となってきています。そのようなコンシュマー向け

デバイスを視覚障害者が利用しやすいように工夫することで、今までパソコンに限られ

ていた視覚障害者のＩＣＴ活用の幅が広がり、視覚障害者におけるデジタルデバイドの

問題が解決されていくことになります。 

 

・ＩＣＴサービスが乱立し、利用方法が煩雑になる 

 全国各地で乱立する視覚障害者向けＩＣＴサービスに対し、指導的立場の組織がサー

ビスの統一を働きかけることも一つの解決策かもしれません、しかし、そのようなアプ

ローチでは、 

・誰でもが自由に視覚障害者向けＩＣＴサービスを提供出来ない 

・統一されたサービスの方法では技術的発展がみられない 

といった問題が生じ、必ずしも得策とは言えません。 

全国で次々発生する独自な視覚障害者向けＩＣＴサービスに対してなんら規制指導

を行わず、なおかつ、視覚障害者の利便性を向上させるには、そのようなさまざまな視

覚障害者向けＩＣＴサービスを一旦取りまとめ、そして視覚障害者に対しての理想とし

ては、単一のインターフェースにて提供する。 

例えば「視覚障害者向けワンストップサービスセンター」のようなサービスを提供す

ることで、視覚障害者が安心してさまざまな視覚障害者向けＩＣＴサービスを活用する

ことが可能になります。 

 

まとめ 

 これからの社会生活において、ＩＣＴサービスを活用することは社会生活を送る上で

不可欠であり、逆に利用出来ないことは、それ自体大きなハンデとなっていきます。そ

のような状況の中、視覚障害者がいかにＩＣＴサービスを活用していくか、といった問

題に対し、 

・ＩＣＴサービスを活用するデバイスの多様化 

・多用なＩＣＴサービスを取りまとめるワンストップサービス 

といった提案を行いました、今後はこのような提案が実証実験を経て多くの視覚障害者

の社会参加への助けになって頂ければと考えます。 

 

 (注)デファクトスタンダード 

ＩＳＯやＪＩＳなどの標準化機関等が定めた規格ではなく、市場などにおいて多く利用

され事実上、標準化した基準を示す。 
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おわりに 

 

本研究はＩＣＴの活用により、視覚障害によって生じている様々な情報格差を如何にして

解消できるか、またそのためにどのようなシステムが必要であるかを調査・研究し、提案する

ことを目的に、２００７年８月に活動を開始しました。 

こういった本格的な調査・研究の取り組みは、今回の事業担当者は個人的には豊富な経験を

有していますが、当協会としては初めての試みであり、組織としてのさまざまな気付きを得る

ことができ、同時に幅広い人脈の構築の構築ができました。 

利用者の調査については、本来の調査基準からするとやや異なる手法ではありましたが、全

国の施設・団体の協力のもと、利用者に直接聞くという方法によって、短期間ではありながら

も数多くの情報を入手することができました。こういった作業の経験（実績）は、当協会が実

施する今後の調査研究に新たな可能性を見出すものとなりました。 

また、国内だけではなく、海外にもさまざまな視覚障害者情報の支援機器が存在しており、

そういった情報の収集も不可欠であり、当協会が手がけていくべき内容であることを改めて認

識しました。 

本研究の結果として、視覚障害者への情報提供の新たなカタチについても提言をさせていた

だいておりますが、これは今回の研究における１つのまとめであり、その実現に向けの十分な

議論をしたものではありません。従って、この報告書をたたき台としていただき、地域、そし

て全国組織がどのような役割を担い、またどのようなシステムにするかについて今後のさらな

る議論・検討が必要になります。 

本研究の基本的な内容は、本報告書の本編に記述させていただきましたが、それ以外にも、

今回の調査・研究における活動を通したさまざまな発見があり、それらを今後の視覚障害者情

報提供環境の向上に活用していきたいと考えています。 

本研究にあたり、委員会のメンバーとして関わってくださった方々、作業委員会のメンバー

として関わって下さった方々、アンケートでお世話になった全国各地の情報提供施設団体やそ

のスタッフの方々、ヒアリングでお世話になった企業・学校関係の方々、さらには、当事者ヒ

アリングでお世話になった方々のすべてに心からの感謝を申し上げます。 

本来であれば、お一人お一人のお名前を挙げさせていただいた上で、お礼を申し述べるべきと

ころですが、皆様のお名前を省略させていただきましたことをお詫び申し上げます。 

本研究は、この報告書をもって一度終了しますが、その目的とするところは、視覚障害者の

情報環境の向上であり、この研究結果をもとにさらなる検討を進めていくとともに、当協会が

中心となり今回ご協力いただきました方々のお知恵とお力をお借りしながら、視覚障害者情報

提供の新たなシステム構築の一日も早い実現に向けて努力していくことをお約束申しあげ、お

わりの言葉とさせていただきます。 

 

 

特定非営利活動法人 全国視覚障害者情報提供施設協会 

副理事長 後 藤 健 市 

（本研究・担当理事） 
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